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 近年におけるわが国の雇用面での大きな特徴的動向の一つにいわゆる雇用・就業形態の多

様化がある。多様化は、パートタイマーとか派遣労働者、発注元の事業所で就業する請負労

働者といった雇用労働者の分野ばかりでなく、それを越えて自営の領域にまで拡がりをみせ

ている。その結果、労働研究において、個人で業務を請け負って発注先企業のために労務を

提供する働き方を含めて総合的に事態を把握し、そこに課題があるとすればそれに向けた政

策方向を分析検討することが求められている。この課題は、単に新たに登場した働き方のみ

を取り上げて分析するのではなく、従来の働き方も含めて、すなわち正社員における働き方

の変化も含めて、様々な雇用・就業形態を総合的な視点からその布置を再点検することも必

要であると考えられた。

 そこで、労働政策研究・研修機構（JILPT）では、この課題に対応するため昨年（平成 17
年）８月から９月にかけて「日本人の働き方総合調査」を実施し、分析を進めてきたところ

である。その結果については、調査シリーズ№14「日本人の働き方総合調査－多様な働き方

に関するデータ」（本年２月）や労働政策レポート Vol.５「多様な働き方とその政策課題につ

いて」として公表してきたところであるが、この報告書は、同調査結果のデータをさらに掘

り下げ、かつ総合的に分析した結果をとりまとめたものである。

 この報告書が、先に刊行したものと併せて、この問題に関心のある皆様のお役に立つこと

を期待しています。

平成 18 年９月 
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序 この報告書の目的と構成（読み方案内）

 この報告書は、労働政策研究・研修機構（JILPT）が平成 17 年８月下旬から９月上旬に

かけて実施した「日本人の働き方総合調査」（以下「働き方総合調査」という。）結果データ

を用いて、わが国における多様な働き方（雇用・就業形態）に関するさまざまな論点に関し

て分析した結果をとりまとめたものである1。

 「働き方総合調査」の調査及び結果の概要については、平成 18年２月に JILPT調査シリー

ズ№14「日本人の働き方総合調査－多様な働き方に関するデータ」として既に公表している。

また同年３月には、限られた論点についてクロス集計を中心とした分析を行うとともに、そ

の結果を踏まえて多様な働き方をめぐる政策面の課題と方向を整理した労働政策レポート

Vol.５「多様な働き方とその政策課題について」を公表してきたところである。この報告書

は、これら二つの刊行物に続く第３弾として、同調査結果のデータをさらに掘り下げ、かつ

総合的に分析した結果をとりまとめたものである。この報告書をもって、「働き方総合調査」

に基づく調査研究は一応の完成とすることをめざすものである。

 「働き方総合調査」は、JILPT が取り組んでいるプロジェクト研究の一つ「多様な働き方

を可能とする就業環境及びセーフティネットに関する研究」の一環として、現在における様々

な働き方の実態を一つのまとまった調査によりデータ収集を行い、多様な働き方に関する総

合的な分析のための基礎データを得ることを目的として実施したものである。

 近年、いわゆる雇用・就業形態の多様化がわが国の雇用面での大きな特徴的動向の一つに

なっている。この多様化は、パートタイマーとか派遣労働者、発注元の事業所で就業する請

負労働者といった雇用労働者の分野ばかりでなく、それを越えて自営の領域にまで拡がりを

みせている。その結果、労働研究においても、雇用労働者だけでなく、個人で業務を請け負

って発注先企業のために労務を提供する働き方を含めて総合的に実態を把握し、そこに課題

があるとすればそれに向けた政策方向を分析検討することが求められているといえる。この

課題は、単に新たに登場した働き方のみを取り上げて分析するのではなく、従来の働き方も

含めて、すなわち正社員における働き方の変化も含めて、様々な雇用・就業形態を総合的な

視点からその布置を再点検することも必要であると考えられた。このため、JILPT では上述

のプロジェクト研究を立ち上げたものである。このプロジェクト研究は、平成 18 年度中に

最終報告書をとりまとめることとしているが、それに先立って、この報告者では多様な働き

方に関する様々な論点の分析を行い、最終報告に向けて重要なパーツの一つを提供すること

                                                 
1 調査の概要は、次のとおりである。なお、詳細は、データの紹介も併せて JILPT 調査シリーズ№14 としてと

りまとめているので、参照されたい。

①調査対象 20 歳以上 60 歳未満の民間調査機関の適切に管理されている郵送モニターのうち１万名。次のよ

うな配布内訳による。 
・正社員 3,500 名  ・非正社員 3,500 名  ・個人自営業主及び家族従業者 3,000 名 

②調査実施時期  平成 17 年８月下旬～９月上旬

③回収率 ・正社員 82.7％  ・非正社員 80.6％  ・個人自営業主及び家族従業者 52.5％ 
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を目的の一つとしている。

（調査上の雇用・就業形態の区分）

 「働き方総合調査」の成り立ちについては、上述の JILPT調査シリーズ№14を参照して頂

きたいが、以下の記述を理解するための基礎となる事項として、雇用・就業形態（働き方）

をどのように分類した上で、調査を実施したかについては簡単に紹介しておきたい2。

 調査は、正社員、非正社員及び個人自営業主（常用雇用者を雇用していない自営業主。家

族従者を含む。）をそれぞれ対象とした３つの調査票により実施した。調査票配布数はそれぞ

れ 3,500人、3,500人及び 3,000人であり、有効回答者数はそれぞれ 2,893人（回答率 82.7％）、

2,822人（同 80.6％）及び 1,576人（同 52.5％）であった3。

 その中で雇用・就業形態は、次のように分類している。なお、（ ）内の数字は有効回答者

数、「 」内は調査票上の定義文である。

１．正社員

   ①裁量労働勤務・・・「裁量労働時間制が適用されている」

    （86 人）

   ②管理職等の緩やかな時間管理・・・「管理職なので、労働時間管理がまったくされな

（105 人）         いか又は緩やかにしかされていない下で勤務している」 
   ③持ち帰り仕事・・・「制度ではないが自宅に仕事を持ち帰って行うことがある」

    （967 人）

   ④在宅勤務・・・「会社の制度として在宅勤務が適用されている」

    （17 人）

２．非正社員

   ①パートタイマー・・・「『正社員』に比べて所定の労働時間が短い」

    （1,783 人）

   ②契約社員・・・「『正社員』とは違う契約関係にある」

    （559 人）     （注）他の形態にあてはまらないことが前提である。

   ③登録型派遣社員・・・「登録型の労働者派遣事業者から派遣されている」

    （262 人）

   ④常用型派遣社員・・・「常用型の労働者派遣事業者から派遣されている」

    （80 人）

   ⑤業務請負会社社員・・・「派遣事業ではないが、雇用主とは異なる会社で働いている」

    （59 人） 

                                                 
2 調査シリーズに限らず、JILPT のすべての研究成果は、ホームページ（http://www.jil.go.jp）から全文読むこ

とが出来る。 
3 調査対象者は、質量、属性等が適切に管理された民間調査機関の郵送調査モニターから抽出された。 
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３．個人自営業主・家族従業者

   ①専属請負・・・「主に一つ又は少数の特定の取引先からの注文を受けて作業し、その成    

（616 人）  果を提供する事業」 
   ②不特定請負・・・「不特定又は多数の顧客からの注文を受けて作業し、の成果を提供す

（505 人）  る事業」 
   ③商店・店舗・・・「不特定多数の顧客に対して、店舗において商品の販売やサービスの    

（389 人）  提供をする事業」 
     ④フランチャイジー・・・「フランチャイズ組織に加盟している」商店・店舗

      （48 人）

（この報告書の構成と読み方案内）

 この報告書は、三つの部から構成されている。第Ⅰ部はいわば理論・理念編である。第Ⅱ

部における分析結果を受けながら、多様な働き方に関する考え方を整理するとともに、課題

とそれに対する基本的な政策方向を整理したものである。第Ⅱ部はいわば論点分析編であり、

この報告書の中心的な部分である。論点には総論的な論点と各論的な論点とがあるが、第Ⅱ

部第１章は多様な雇用・就業形態（働き方）について、政策論的視点からの分類を試みた上

で相互の布置を析出しており、総論的な論点を扱っている。それに対して第Ⅱ部第２章以下

では、正社員、非正社員、個人自営業主それぞれの論点に関する分析を行っており、各論的

な論点を扱っている。第Ⅲ部は分析基礎編である。第Ⅱ部において行う分析の前提となる指

標等の定義や解説を行っており、やや技術的な内容となっている。

 この報告書は、通常の研究報告とは逆の流れになっている。最初に分析上の概念や方法が

記述された後に、分析が実施され、それを受けて政策的インプリケーションが論述されるの

が普通の流れであろう。しかし、この報告書では上述のように敢えて順番を逆にして配置し

た。このようにした理由は、通常の流れは思考の流れではあっても、必ずしも読みたい順番

とは限らないと考えたからである。読み始めた冒頭に、延々と定義や技術的事項が記述され

ていればそれだけで読む意欲が削がれることが少なくない。このような報告書の読者の中に

は、結論部分を先に読みたいと考える人も少なくない、いやむしろその方が多数を占めるの

ではないだろうか。結論部分を先に読んで興味が湧いたら（触手が動いたら）、あらためて分

析の部分やさらにその前提部分を読もうと思っておられる読者が多いのではないだろうか。

特にこの報告書では、分析の基礎となる指標や定義についてやや煩雑な解説が必要であり、

それを冒頭に行うことは躊躇させるものがあった。したがって、結論的部分（第Ⅰ部）→分

析部分（第Ⅱ部）→分析基礎の部分（第Ⅲ部）という順番に構成した。

 したがって、

①今回筆者が想定したような読書目的を持つ読者は、報告書を冒頭から読み始めていただき、

分析にまで興味を持たれた場合に、第Ⅱ部のそれに関連した章又は節だけを読まれるとい
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うのがお薦めの読み方の一つである。 
②また、理論・理念的な面にあまり興味がなく、分析面に興味をお持ちの読者は、第Ⅰ部を

とばし第Ⅱ部から読み始めていただくのもお薦めしたい。なお、第Ⅱ部の冒頭に第Ⅱ部の

構成とその中での読み方案内を記述しているので参考にされたい。 
③一方、通常の思考の流れに沿って分析基礎→分析部分→結論的部分の順に読むことに抵抗

のない読者は、第Ⅲ部から第Ⅱ部、さらに第Ⅰ部と読み進んでいただくのも筆者の喜びと

するところである。 

（その他の留意点）

①この報告書は、基本的に「働き方総合調査」結果データの分析をベースとして記述してい

るが、一部にその例外がある。それは、神谷が執筆を担当したいわゆる在宅での仕事に関

する部分（第Ⅱ部第２章第４節及び第４章第５節（補論））である。「働き方総合調査」で

は在宅勤務に関する調査も意図したものの、制度としての在宅勤務の対象者は実態として

もいまだ少数にとどまっていることもあって、今回の総合的な調査では十分な分析ができ

るデータを得ることはできないことが予想された。一方在宅勤務は、多様な働き方の中で

欠かすことのできないものの一つである。そこで、JILPT において在宅勤務についての研

究に長く従事してきている神谷が、その蓄積をも活かして執筆することとしたものである。 
②この報告書は、上述のように、JILPT調査シリーズ№14及び労働政策レポート Vol.５の続

編としての性格も持っているが、これらの中で既述の点も含めて、努めて脚注を付すこと

とした。その結果、報告書全編を通じて脚注番号を連ねることはやや過大な数値になると

ころから、第Ⅱ部及び第Ⅲ部においては、章ごとで脚注番号を更新して付することとした

ので、留意されたい。 
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第Ⅰ部

多様な働き方をみる基本理念



  

 第Ⅰ部では、多様な働き方について理論的・理念的な整理を行うとともに、第Ⅱ部におけ

る分析結果を踏まえながら、さまざまな論点に関する考え方を整理したうえで、基本的な政

策の方向性について研究上の示唆をまとめる。

第１章 多様な働き方の基本理念

 
１－１ 多様な働き方とは何か

 多様な働き方あるいは働き方の多様化というときの「働き方」は、「雇用・就業形態」とほ

ぼ同義であると考えられる。従来、雇用・就業形態の多様化はいわゆる正社員ないし正規雇

用従業員でない従業員、すなわち非正社員ないし非正規雇用従業員が増大することをさすも

のとされることが一般的な認識であったと思われる。それがメイン・ストリートでよいとし

ても、「平成雇用不況」を経験した後の現在において、迂遠ではあるがいま一度、「働き方」

とは何かについて理論的に整理することを通じて、多様な働き方をどう考えるべきか改めて

検討してみることも意義なきことではないであろう。

（行為・活動としての仕事）

 「働き方」は仕事の仕方であり、「仕事」も一定の経済的・社会的意味づけの下で捉えられ

た人間の行為・活動にほかならないのであるから、「働き方」も人間の行為・活動の一般的要

素である「いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ」に還元して考察できる。すなわ

ち行為・活動面としての「働き方」を規定する軸として次の６つを設定できるであろう。

①「いつ」：仕事をする時間数、時間帯

 どの時間帯にどれくらいの時間、また、どのくらいの頻度で仕事をするのかである。例え

ば、原則として午前８時から午後５時まで、途中１時間の休憩をはさんで１日８時間、月曜

から金曜までの週５日間仕事をするといった具合のことである。仕事をする時間帯、時間数、

頻度が多様に設定されるに従って、働き方が多様になっていく。

②「どこで」：仕事をする場所

 文字通り仕事をする場所であるが、工場や事務所、商店・店舗などの仕事をすることを目

的に設置された場所や仕事の性質上どうしても仕事をしなければならない場所、例えば取引

先の事業所などであることが一般的であるが、住居など必ずしも仕事のために設定されたも

のでない場所で仕事することなどにより、働き方が多様になっていく。

③「誰が」：仕事をする人の属性や状態

 仕事をする人の属性であり、学歴や職歴、年齢などがある。

④「何を」：仕事の内容

 どのような仕事を行うかであり、千差万別ではあるが、主に産業・業種、職業・職種など
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により表される。

⑤「どのように」：仕事の方法

 どのように仕事を行うかであり、部分的に職業・職種と関連する面もあるが、技術的な側

面が大きい。例えば、パソコンの普及は、同じ結果をもたらす仕事であっても、その方法や

手順を大きく変化させてきたことは周知のことであろう。

⑥「なぜ」：仕事をする理由、目的

 仕事をする理由、目的であり、生活の糧を得ること、生計の補助的収入を得ること、収入

もさりながら働くこと自体に喜びを見出している場合など、いろいろなものが考えられる。

 以上の行為・活動としての６つの要素のうち、「多様な働き方」に直接関連する要素は①の

仕事をする時間・時間帯、及び②の仕事をする場所の二つであろう。他の四つの要素は、後

述のように、これら二つが多様化するための背景要因となっているものと考えられる。

（社会経済的に意味づけされたものとしての仕事）

 「仕事」は人間の行為・活動ではあるが、同時に一定の経済的・社会的意味づけを持った

ものである。例えば、一般的に現在社会においては、社会的分業の中において他者にとって

有益な財・サービスを作り出し、提供する行為・活動が「仕事」として認識されている1。他

者にとっての有益性は、一般にその経済的な対価が支払われることで証明される。

 しかしながら、制度や慣習により多くの場合相当の確からしさをもって想定することがで

きるとしても、現在の経済社会にあっては、財・サービスを作り出す行為－生産活動を開始

する時点では、それが実際に他者にとって有益なものかどうかは確実にはわからない。具体

的には買って貰えるかどうかはわからない。したがって、生産活動はある不確実性、換言す

ればリスクをもって行われることになる。このような社会経済の下では、どのような生産活

動をするかを決定することがもっとも重要な機能になるが、それはリスクを持ったものであ

る一方で、その活動から得られる利益は第一義的にその決定者が獲得することができる2。

 生産活動が個人で出来る範囲を越えるようになれば人々の協働が必要になるが、そうした

協働を組織することが生産活動の不可欠の要素となる。すなわち、協働に参加してくれる人

を集めることとなるが、そうして集められた人は、基本的には他人が意思決定した生産活動

                                                 
1 ただし、普段の暮らしの中では、例えば洗濯物を取り込むことも「さて、仕事するか」という言葉とともに始

められたりするように、この区分は相対的である。何を「仕事」と呼ぶかは、制度的・実践的に決められるも

のとしか言いようがない。 
2 生産活動を開始するに当たって資本が元手として必要であるので、資本が他の生産要素に比較して稀少であっ

た時代には資本を持っている人、すなわち資本家がこの機能を担うとして、このような経済を資本主義経済な

いし資本家的生産様式とか呼ばれることもあったが、現代においては資本そのものが必ずしも他の生産要素に

比較して稀少であるとはいえなくなっており、あらかじめ決められた生産計画に拠ってではなく、市場の動き

を情報として取り込んでそれぞれの経済活動に関する意思決定が行われ、その結果を市場による調整に委ねる

ことに着目して市場経済と呼ばれるのが一般的である。 
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（の一部）を担うことになる。したがって、その意思決定に従う一方で生産活動に伴うリス

クは原則として担わなくてよいようになるのが自然な流れである。これが、雇用労働者の社

会経済的な意味づけである3。

こんにち多くの人が雇用労働者として仕事に従事している4。したがって、「働き方」にも

雇用労働の有り様が反映され、この面で「働き方」を規定する軸として次の３つを設定でき

るであろう。

 

①雇用の期間

 雇用の期間に定めがあるかどうか、期間の定めがあるとしても期間満了時に更新があるか

どうかである。

②雇用の当事者と仕事の提供を受ける者との異同

 雇用の当事者と仕事（役務）の受領者とが同じかどうかである。

③意思決定者への参画

 生産活動＝事業に関する意思決定、すなわち経営に参画する度合である。

（働き方の規定軸と雇用・就業形態）

 以上「働き方」について、行為・活動面の２つの中心的な規定軸、雇用労働の有り様を中

心とする社会経済的意味づけ面の３つの規定軸を設定できたが、これらに基づき様々な働き

方＝雇用・就業形態を、現実の形態と対応づけながら考えることができる。これを表にまと

めたのが図表Ⅰ－１である5。表には特徴的なもののみを掲示したので、網羅的なものではな 

更新あり 更新なし

定型
・典型的な正社員 ・疑似パート

・契約社員
・期間工
・派遣労働者

・典型的な正社員 ・派遣労働者
・業務請負会社社員

・典型的な正社員 ・高位役職者
・経営スタッフ

不定型
・フレックスタイム
・裁量労働制

（・専属業務請負） ・管理職の緩やかな
　時間管理

定型
・パートタイマー ・パートタイマー ・パートタイマー

不定型
・嘱託（契約社員）

・典型的な正社員

・事業場外のみなし
　労働時間

（・庸車運転手）

・在宅勤務
・持ち帰り仕事

（・在宅自営ﾜｰｶｰ）

時間の軸

図表Ⅰ－１　　「働き方」の要素軸と雇用・就業形態（特徴的なもののみ）

雇用期間の軸 雇用と仕事受領 経営への参画

参画弱い 参画強い
仕事をする

時間数
仕事をする

時間帯
有期期間なし 直接雇用 間接雇用

事業場外

自宅

場所の軸

一般的な
時間数

一般的な時
間数より

短い

工場、事務所、
作業所など

 

                                                 
3 このように社会経済が組織されることによって、大多数の人が不確実性に脅かされずに経済生活が営めること

になったという意義は大きい。 
4 上述のように、社会経済的意味づけとしての雇用労働者とは、他者が意思決定した生産活動に従事することで

ある。また、雇用労働者の仕事には、消費者が直接意思決定した生産活動に係る指示に従う場合も含めて考え

ることができる。なお、労働法においては（雇用）労働者とは使用従属関係の下で労働する者をいうが、これ

は法的判断を具体的に行うための基準であって、上記と矛盾するものではない。 
5 理論的には少なくとも２×３＝６次元で考えないとならず、表で示すのには必ずしも適さないものであり、概

略的な試みである。 
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いこともあるが、空欄がかなり出来ている。これらの空欄の中には、新しい働き方が今後現

れてくる可能性があることを示している。なお、表中で（ ）を付したものは、現在のとこ

ろ雇用労働者の範囲にあるものとされていないものである。

 １－２ 働き方の多様化の要因－理論的整理－

 上述のように働き方の多様化は、働く時間・時間帯、働く場所、雇用の期間を始めとする

契約形態などの多様化として考えることができるが、では、このような多様化が進展する要

因を理論的に整理してみよう。

（根源的な要因－技術的要因）

 働き方の多様化は、生産活動のための協働組織の中にあって、他から一定程度独立して完

結する仕事を行う個人ないしグループが存在することができるとき、可能となる。例えば工

場労働でよくみられるように、密接に結合した分業関係が流れ作業により連結されている場

合には、その中のあるグループに他の従業者とは異なる労働時間や時間帯を認めることは不

可能ではないにしても困難な面が多い。したがって、製造現場では、「パートタイマー」に従

事させるとしても、他の一般従業員の所定労働時間とほぼ同じ時間働く、すなわち「疑似パ

ート」（所定労働時間ではなく、残業がないので総労働時間が短い「パートタイマー」）とす

ることが合理的な選択となる6。したがって、製造業や建設業などの二次産業が大きな部分を

占めているときは、多様化は、行為・活動としての面においてではなく、契約形態の面で生

じることになっていた7。

 しかしながら、小売業の分野で雇用労働が広がりをみせると、個々の従業員の作業は製造

現場ほど密接に結合している必要はなく、また、時間帯による繁閑、一般的な所定労働時間

数を超える営業時間数の設定などの要因が重なり、時間面での働き方の多様化、すなわちパ

ートタイマーの活用が進んだ。また、個人を対象としたサービス業8を始めとした他の第３次

産業分野でも同様の要因から、主に時間面における多様化が進展し始めた。このように、行

為・活動としての面での多様化は、三次産業化の中で進展してきたといえる9。

 さらに、近年にはパソコンとネット通信の広範な普及により、完全ではないけれども職場

とほぼ同等の情報環境を他の場所でも享受することが出来るようになるとともに、仕事をす

る場所の面でも多様化を進める技術的条件が形成されてきた。このため、モバイル・ワーク

などを始めとして在宅勤務も出現してきているが、そうした制度面の整備を越えて、持ち帰

                                                 
6 近年製造業では、パートタイマーが所定

・ ・

労働時間の短い者をいうことが一般化し、また、パートタイマー以外

の雇用・就業形態（派遣労働者、事業所内業務請負従業員など）が活用可能になるに従って、それらの活用に

シフトする傾向もみられる。 
7 臨時工、期間工などの有期雇用や構内下請けのような雇用と仕事受領の面などで多様な働き方が生じていた。
8 この分野では、従前より旅館業などで季節雇用やパートタイム労働などの活用がみられていたし、タクシー運

転手などではより長い時間帯連続して仕事するなどの多様な働き方が一般化していた。 
9 これは、先にみた行為・活動の要素のうち④の仕事の内容の変化が、働き方の多様化をもたらす要因となって

いる例である。 
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り仕事という形で自宅で（も）仕事する動きが一般化してきた10。

（働く人の多様化）

 働き方の多様化には、働く人の多様化も大きな要因の一つになっている11。

 この要因でもっとも大きなものは、現在就いているか就こうとしている仕事以外に、その

仕事と同等又はそれ以上に重要性のある課題をもっている人が就業する場合である。それに

は、

①育児・子育て、老親の介護など、家庭生活上の課題をもっており、仕事と両立ということ

ばかりではなく、こちらの課題を優先させることが必要であることもある場合 

②真に就きたい仕事がほかにあり、又はあるはずだと思っており、その仕事に就くための能

力開発等の準備を進めている場合 

③仕事ではない人生の目的（趣味など）とでもいえるものをもっている場合

などが考えられる12。このような課題ないし事情を抱えている場合には、一般的な時間数や

時間帯制約されて働くような働き方には就けないあるいは就きたくない状態になることが多

い。

 また、上記のような仕事以外に個人にとって重要度の高い課題を持っている場合以外の要

因として、

④体力、健康などの要因により一般的な時間数働くことが難しい場合（例：高齢者など）

⑤当該就業から得られる収入が、家計の維持にとってそれほど重要性がなく、一般的な時間

数働いて一般的な水準の所得を得ることを必ずしも必要としない場合（例：いわゆる「専

業主婦」の就業や学生アルバイト）

なども考えられる。こうした層が増大していることが、働き方の多様化の大きな要因の一つ

になっている。

 筆者は、仕事を生活の中心に考える人を「働くだけの人」と呼んでおり、一方、上記のよ

うな人々を総称して「働くだけの人でない層」と呼んでいる。さらに「働くだけの人」を想

定して社会経済を分析しようとする傾向を「働くだけの人」モデルと呼んでいる13。「働くだ

けの人でない層」の増大に伴い、「働くだけの人」モデルでは経済社会の的確な分析は不可能

であると考えるべきであろう。

 

                                                 
10 これは、行為・活動の要素のうち⑤の仕事の方法の変化が、多様化の要因となったものといえる。
11 これは、行為・活動の要素のうち③の仕事をする人（の属性）の変化や⑥の仕事をする理由の変化が、多様

化の要因となったものといえる。
12 ただし、政策論的には、これら三つの場合類型を同等に扱うことはできないであろう。
13 これについては、JILPT 労働政策レポート Vol.４「我が国における雇用戦略のあり方について（試論）」（2006
年２月）の 12 ページを参照されたい。 
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（労働力需要構成の変化と近年の非正規化の進展）

 上でみたように、働き方の多様化のための技術的条件が整うとともに、厳しい経済情勢の

要因が加わったとき、働き方の多様化がいわゆる労働コストの削減の方策として広範に採ら

れることになるのはある意味で当然である。すなわち、労働力需要の構成が正社員から正社

員以外へと大きくシフトしたのであり、ここ 10 年近くのいわゆる雇用・就業の非正規化の急

激な進展は、このような背景の下で生じた。

 それには一つの前提が必要である。それは、正社員以外の雇用（雇用形態以外の労務提供

を含む。）が正社員に比べてコストが安いとの認識があることである。これは、単に労働市場

で形成されている単位賃金額が低いというだけではなく、企業にとっての出入り、すなわち

当該従業員の企業への貢献と比べてコスト的に見合うということが必要である。まずは、正

社員と非正社員14とが同様の仕事をしている場合には、比較的容易にその判断を行うことが

できる。そうした仕事はもっぱら非正社員に担当してもらい、正社員はそれに相応しい仕事

に特化させようとすることになる。それがうまく機能したとすれば、さらには、従来正社員

が担っていた仕事にも非正社員を活用しようとするようになる。

 こうした動きは、理論的には正社員と非正社員とが補完関係の要素から代替関係の要素に

変化したということができる。従来は総じて、非正社員は正社員の補助であるとの考え方が

主流であり、正社員数と非正社員数とは同じ方向に増減する傾向にあったといえるが、「平成

雇用不況」を通じて両者で増減相反する動きが少なからずみられるようになった15。

 また、正社員と非正社員との間にコスト面で差を感じさせる要因の一つに社会保障負担の

差異がある。非正社員については社会保険料を負担しなくてもよいという認識が、一部で正

社員ではなく非正社員を活用しようとさせる要因になっていたことは間違いのないところで

あろう。しかし、これは、経済理論的には制度によって経済主体の選択に歪みをもたらせて

いることにほかならないのであって、他の事情を総合的に勘案しながら、可能な限り解消す

る方向での対応が望まれる。

 さらに、近年の非正規化の急激な進展には、労働者派遣事業を始めとするいわゆる規制緩

和が促進的な影響をもたらせたことも忘れてはならない。例えば従来労働者派遣の対象業務

は限定されており、その意味ですみ分けが行われていたといえるが、対象業務が原則として

自由化された結果、正社員との間で広範な競合関係に立つこととなった。

 近年の雇用・就業の非正規化の急激な進展は、厳しい経済情勢の下で企業にコスト削減圧

力が加わる中で、制度的な促進要因もあって、労働コストの削減策の一環として非正社員の

                                                 
14 やや蛇足になるが、筆者は、「非正社員」という言葉を「正社員でないところの人」という意味合いで用いて

おり、「非正な社員」という意味で用いてはいない。
15 例えば JILPT 労働政策研究報告書№33「変貌する人材マネジメントとガバナンス・経営戦略」（2005 年６月）

所収の調査結果では、正社員が減少する一方非正社員が増加したとする企業が 25.5％あったとしている（割合

は、筆者試算）。なお、正社員とパートタイマーとの代替については、JILPT 労働政策研究報告書№48「パー

トタイマーの組織化に関する労働組合の取組」（2006 年３月）第Ⅲ部第６章も参照されたい。 

－ 10 －



  

活用拡大が行われた結果であると考えられる。

（非正規化の限界と揺り戻しの可能性）

 しかし一方、この間の労働力需要構成における非正社員構成の増大を受けて、先に挙げた

「働くだけの人でない層」の範囲を越えて非正規化が進んでしまった面があることには留意

しなければならない。第Ⅱ部の分析で事あるごとに登場するように、「正社員としての雇用機

会がなかった」ことを理由として非正社員となっている層が少なからず存在する。新規学校

卒業者層に該当する若年層においても非正社員の割合が大きく上昇している16。さらに、働

き盛りの年代でも非正規化が進んだことは注目されてよい17。市場は、需要だけで成り立っ

ているわけではないのであって、適切な需要と適切な供給とが調整されてこそ有効に機能す

るものである。一方になりたくないのになっている層が存在するとすれば、短期的にはとも

かく中長期的には必ず揺り戻しの調整が行われることであろうし、もしそうでなければ労働

市場以外の社会経済面で大きな危険的状況をもたらすであろう18。

 また、正社員が担ってきた仕事を非正社員が代わって担うことにも限界があるものと考え

られる。さらに根源的には、正社員に比べて非正社員の労働コストが安いとは必ずしもいえ

ないとの認識が形成される可能性がある。現在のところ非正社員は長くとも数日の研修と実

習とで就業可能な仕事に就いていることもあって、職業能力開発があまりなされていない層

が多い。また、就業開始時点ではある程度の技能を身に付けている場合でも、就業を通して

の能力開発ができにくく19、また、収入の低さから自己啓発もままならない状況におかれる

ならば、早晩初期の技能は陳腐化してしまう。したがって、非正社員をめぐる能力開発の状

況が現状のままであるならば、非正社員が正社員の仕事を代替するといってもその範囲は限

られていると考える。また、デフレ経済の呪縛から解放されて冷静に経営状況をみたときに、

企業への貢献との比較において非正社員のコストが安いといえるのかどうか再検討されるこ

とが考えられる。例えば企業にとって、現場が創意工夫をしたり、現場の情報が経営層に伝

達されたりすることは発展のための重要なファクターの一つであるが、非正社員にそうした

機能が担えるのかどうか20、など再検討される時期がくるであろう21。

 理論的には結局のところ、非正社員の占めるウェイトは、上述の「働くだけの人でない層」

                                                 
16 例えば総務省統計局「就業構造基本調査」によると、20～24 歳層の人口に占める非正社員雇用者の割合は、

平成９年から同 14 年にかけて男性で 7.5％ポイント、女性で 10.0％ポイント上昇している。
17 上と同様に 45～49 歳層男性をみると、2.7％が 4.3％へと約 1.6 倍の水準になっている。これら働き盛りの非

正規化はいわゆる「ワーキング・プアー」の問題を投げかける温床となることが予想される。
18 少子化も、理解不能の犯罪の多発も、そして自殺者数の高止まりも、遠因はここにあるといっても過言では

ないであろう。
19 この点については、第Ⅱ部（論点分析編）第３章第３節で分析している。
20 そうした機能が担えるとしたら、一方において、現在の処遇水準が妥当なのかどうかの議論が生まれる。
21 もっと単純に、非正社員を増やしてもうまくやっているようにみえたとしても、実情は、非正社員の能力不

足を職場の正社員が残業をしながらカバーしていただけ、ということも多いにありそうである。ただし一方、

正社員を凌駕するような仕事のできる非正社員が存在することも事実であろう。 
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が全体に占める割合と同程度の水準に落ち着くことになるものと考えられる。したがって、

「働くだけの人でない層」のウェイトは、今後緩やかに、高齢化を考慮すればややピッチを

上げながら増大するものと考えられることから、非正規化はこれまでのような急激なもので

はないが、緩やかに進行していくと考えてよいと思われる。その際重要なことは、働き方を

「働くだけの人でない層」それぞれのニーズに沿ったものに整備していくこと、また、これ

らの人々の職域を広げ、処遇の整備を図るべく、その能力開発を積極的に支援していくこと

であろう。
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第２章 多様な働き方に関する各論的論点

 
第２章では、多様な働き方について、個々の各論的課題のうちいくつかを取り上げ、第Ⅱ

部で行った分析結果を踏まえながら、理論的な整理を行う。

 ２－１ 正社員と非正社員との処遇格差

 パートタイマーの均衡処遇又は公正処遇などといわれるように、問題へのアプローチはい

ろいろあるにしろ、正社員と非正社員との処遇格差ないし処遇のあり方は、こんにちにおけ

る最大の関心事の一つになっている。

（分析結果）

 パートタイマーにおける正社員との賃金格差意識については、もとより現実に貰っている

賃金の額が職場の正社員よりも相当低いことが基本的な背景となっているが、これに加えて

今回分析した結果22、

①「職場リーダー」など職場で相当の役割を担っている人ほど、

②労働時間が正社員とあまり変わらない人ほど、

③「家計における自己の収入の重要度」が高い人ほど

格差意識が高くなっていることがわかった。①は職場で果たしている役割が適正に評価され

ていないと感じられていること、②は他の労働条件面で正社員とあまり違わないにもかかわ

らず賃金面で不利に扱われていること、③は自己の収入により生計を賄っており、その面で

（男性）正社員と同様の立場にあるにもかかわらず賃金が低いこと、などが問題とされてい

るものと考えられる。

 パートタイマー以外の非正社員については、データの制約から十分な分析は行えていない

が、年齢が格差意識を強める要因としてほぼ共通しており23、年齢とともに収入が増加する

正社員と比べた場合の非正社員賃金の低さが反映しているものと考えられる。

（非正社員の賃金格差に関する若干の考察）

 非正社員の賃金格差の問題は、女性パートタイマーに端を発すると考えてよいであろう。

昭和 30 年代に小売業において雇用で働く領域が拡大し始め、やがて主婦パートの活用が開

始された。その時点で仕事が未熟練労働的なものであったこととともに、労働力の供給源が

いわゆる「縁辺労働力」ともいわれる層であったために、必ずしもその仕事の価値ではなく、

企業の賃金体系の最低ランクに位置付けられ、それで特段の問題とは思われなかった。

 その名残を現在まで引き継いできているのが、非正社員の賃金であるように考えられる。

非正社員は長く労働組合に組織化されることも少なく､賃金決定過程で影響力をもったアク

ターになったこともなかったといってよい。また、家計補助的な動機による仕事である以上、

                                                 
22 この論点については、第Ⅱ部（論点分析編）第３章第１節で分析している。
23 通常は、年齢の高まりは不満を弱める要因になることが多いだけに、この結果は注目される。 
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（補論的考察）スーパーの主婦パートタイマーが賃上げに積極的になりにくい一要因

 （前提）主婦パートタイマーはスーパーで買い物をする立場でもある。

 （定式）Ｗ：主婦パートタイマーの賃金 

     α：主婦パートタイマーの賃金が家計全体の所得に占める割合 

     β：家計全体の所得に対するスーパーで買い物する額の割合 

     ｐ：スーパーの価格水準     Ｎ：主婦パートタイマーの人数 

     Ｃ：スーパーの主婦パートタイマー賃金以外のコスト合計 

     ここで、ｐ＝ρ（Ｎ・Ｗ＋Ｃ）とする。（当面Ｃ＝一定と仮定） 

 （試論）いま、主婦パートタイマーの賃金（Ｗ）が、τ（例えば５％）だけ賃上げされるとする。 

（Ｗ→（１＋τ）Ｗ） 

①スーパーの価格水準（ｐ）は、上昇幅ρＮτＷだけ上昇する。したがって、スーパーでの名目

支出は、ρＮτＷ｛（βＷ／α）／ｐ｝だけ増加する。（買い物の内容は変わらない。） 

②一方、得られた所得増加分は、τＷである。 

③②から①を引くと、［１－ρＮ｛（βＷ／α）／ｐ｝］τＷ 

④結局損得勘定は、１－ρＮ｛（βＷ／α）／ｐ｝の符号条件（正なら得、負なら損）に帰着す

る。これを整理すると、賃上げが得になるためには、 

  β／α ＜ １＋（C／NW） 

でなければならない。すなわち、他の条件が変わらなければ、 

・家計がスーパーで買い物する割合が高いほど、 

・家計に占めるパートタイマー賃金の割合が低いほど、 

賃上げを望まない傾向が起こり得る、ということになる。要するに、自己の賃上げは、商品の

値上がりになり、トータルとして得になるかどうかわからないということである。 

不満はあるものの積極的に賃上げを求める誘因にも欠けていたことも否定できない。したが

って、その賃金その他の処遇改善は、最低賃金などの法制度の整備や企業内の賃金体系変更

に伴う形でしか多くの場合行われなかったといってもよいであろう。

 しかしながら、パートタイマーにあっても職場のリーダーになるようになり、また、当初

専門的業務を担当すると標榜しつつ派遣労働者が制度化されるなど24、非正社員が担当する

業務が必ずしも未熟練労働的なものとはいえなくなり、また、その収入が家計にとっても重

要度の高い層も非正社員として就業するようになると、上述のような原初的な賃金設定の条

件とは相当異なった状態になってきたといえる。また、ごく最近においていまだ水準は低い

もののパートタイマーについても労働組合に組織化される動きが本格化してきている。この

                                                 
24 検証されたものではなく単なる印象論にすぎないが、派遣労働者が制度化されたときにおける賃金設定は、

専門的な業務に従事するにもかかわらず、多くの場合、同種の仕事に従事している正社員の賃金水準を参考に

されたというよりは、パートタイマーよりは高い賃金設定をするという基本方針で行われたように思われる。 
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際、正社員、非正社員を問わずに望まれる賃金のあり方を再検討するべきときが到来してい

ると考えられる。

（社会的に是認できる家庭課題を抱えて非正社員として働く人々への支援の必要性）

 賃金のあり方、特にその水準については職場の労使の真摯な話し合いに任されるべきもの

であるが、それにも拘わらずどうしても指摘しておきたいのは、社会的に是認できる家庭課

題を抱えているために非正社員としてしか働けない人々についてである。どの範囲の要因が

「社会的に是認できる家庭課題」になるかどうかは広く国民的な議論に委ねるほかないが、

筆者は、育児・子育てはその範囲に入れてよいと考えており、とりわけその中でも母子・父

子世帯については社会的な是認性が高いと考える25。育児・子育てについては、一定以上の

収入が必要である一方で、ケアのための時間も必要である。時間的制約のためパートタイマ

ーとして就業を余儀なくされるが、それでは必要な収入が得られないという矛盾に陥らざる

を得ない26。筆者は、母子・父子世帯の生計維持者であり、かつ、子の養育者である人に対

しては、収入面で何らかの支援が行われてよいと考える。

 例えば、相当の従業員規模の企業（ないし企業グループ）にあっては、各年齢層に満遍な

く従業員がいる場合には、子育て期にある従業員の賃金に他の年齢層の賃金原資による上載

せをする賃金制度ないし配分制度を構築するのも考えられてよいであろう27。しかしながら、

従業員数が多くなく、企業単位ではそうした再配分的賃金制度を実施することは困難である

のが一般的であろうから、社会的な制度としてそのような仕組みを構築することが考えられ

てよいであろう28。

 ２－２ 非正社員の能力開発（自己啓発）

 正社員に比べ非正社員においては能力開発の取組が少なくなっているが、これにどのよう

                                                 
25 従来、死別によって母子・父子世帯になることはさておき、離婚によって母子・父子世帯になった場合は、

それは自己の選択の問題であり、その責任に帰すべきものとの考えもある。しかしながら、離婚が増大する中

で、親たちは自己責任でよいとしても子どもたちのことに思いを致したとき、彼／彼女達は権利義務の議論で

はなく実際的に必要なケアが行われることが待ったなしに求められている。
26 「働き方総合調査」から母子・父子世帯を抽出してパートタイマーについて集計した結果をみると、①「仕

事の内容からみて正社員よりも賃金が低すぎる」に対して「そう思う」と回答した人の割合は、母子・父子世

帯以外では 32.7％であるのに対して、母子・父子世帯では 42.9％とかなり多くなっている。②自己の年収の家

計における重要度をみると、「なければ困る」とする割合が母子・父子世帯以外では 42.0％であるのに対して、

母子・父子世帯では 83.6％とほぼ倍となっている。（母子・父子世帯の抽出については、第Ⅲ部第７章７－３

を参照されたい。）
27 いくつかの報道によれば、実際にも、子どもが生まれた従業員に対して 100 万円規模の金銭を給付する制度

を始めた企業もあるようである。筆者は、例えば就業形態の如何を問わず、母子・父子世帯の親について、一

定額以下の年収しかない場合において、子が少なくとも高等学校を卒業するまでの間、月数万円程度の賃金の

上載せをすることで足りると考える。
28 この制度は、あくまで就業している限りにおいて給付されるものであって、この点で従来の社会保障制度（児

童手当）とは性格が異なり、新しい考え方に基づく社会保障制度である。この場合、雇用保険制度をおいてこ

うしたニーズに応えるものはないであろう。 
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に対処するのかが大きな課題となっている。

（分析結果）

 一般に非正社員にあっては、雇用する企業により能力開発が実施されることがまったくな

いわけではないにせよ、多くをそれに期待することは実際問題として困難な状況にあると考

えられる。そこで、働く人自らが行ういわゆる自己啓発の役割がより重要になるが、その自

己啓発にしても正社員に比べて非正社員の取組はかなり低調である。その要因を分析した結

果をみると29、

①自己の収入の必要性が高いほど自己啓発に取り組んでいること

②年収と自己啓発の実施度とはプラス方向での関連性が高いこと、

③勤続について、ある程度の勤続を超えてくると自己啓発を促進するようになること

といったことがわかった。①は非正社員においても真摯に自己啓発に取り組む誘因を持って

いる人が少なからず存在すること、②はある程度の年収がないと自己啓発を行う余裕もない

ことを示していること、③短い勤続は能力開発にとってあまり好ましいものではないこと、

などが示唆されていると考えられる。また、大卒者は自己啓発により多く取り組む傾向がみ

られている。

（非正社員の自己啓発の促進に向けての考察）

 非正社員と正社員との均衡処遇にせよ、非正社員と正社員との相互移動にせよ、非正社員

をめぐる課題を解決するためには、非正社員の職業能力を高めていくことが基本的に重要で

ある。そのためには、上記の分析からもいえるように何らかの経費面でのサポートが不可欠

であると考えられる。

 また、一方において、非正社員は「働くだけの人ではない層」である場合が多いという側

面もある。そうした場合、仕事の時間数は少なくとも他の課題のために時間が取られ、なか

なか自己啓発のための時間的余裕がないということも考えられる。この面でも適切な仕組み

や工夫が求められるといえる。

 こうしたことを考えたとき、経費面のサポートを伴うことでもあり、その制度的基礎とな

る雇用保険制度への加入がまずもって基本的な前提となろう。しかしその際、非正社員の中

には雇用保険の一つの機能である所得保障機能については必ずしも必要性を見出さない層も

いることに留意しつつ、適用促進を図ることが求められる。例えば、就業時の賃金額が月額

数万円程度以下の非正社員については、所得補償機能ではなく雇用保険制度が持つ他の機能

である能力開発支援機能などを重点とした仕組みとし、その際には仕事がない時期に自己啓

発の実施を積極的に支援することなどが考えられる30。 

                                                 
29 この論点については、第Ⅱ部（論点分析編）第３章第３節で分析している。
30 失業していることをもって所得を保障するのではなく、失業した期間に能力開発を行うことを経費面も含め

て支援するという考え方である。 
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２－３ 個人自営業主の問題―仕事と健康―

 「働き方総合調査」で個人自営業主の不満・不安について調査したところ、専属請負型、

不特定請負型を問わず、「疲れていても仕事をしなければならない」や「少々の病気なら仕事

をする」といった仕事と健康とに関するものが大きな不安として挙げられた。

（分析結果）

上記の要因を分析した結果をみると31、

①仕事の単価の低さや代金支払いの不確実性

②休みがとりにくいこと

が「疲れていても仕事をしなければならない」ことの共通した要因となっている一方、これ

らに加え、専属型請負では、

③取引先からの仕事依頼を拒否しにくいこと、

④発注元からの作業方法の指示の強さ

などもその要因としてあることがわかった。①はもとより②も自営業において一定以上の収

入を得るためであると考えれば、収入要因が「疲れていても仕事する」という状態に個人自

営業主を追い込み、時にはそのことで病気や怪我になる場合もあるわけであるが、一方、専

属請負型の場合にはその背景として取引先に対する従属ないし依存関係があるのに対して、

不特定請負型の場合にはそうした事情は存在せず、この問題の対処方策のあり方に異なる論

点を提供している。

（自営業主の仕事と健康に係る課題への対応に向けた考察）

 雇用労働者の場合には、業務上で災害に遭った場合には手厚い補償が準備されているが、

自営業主にあっては一部の例外的措置を除きそうした補償は整備されていない。しかし一方、

個人自営業主が企業から一定の業務の遂行を依頼され、自らの労務によりそれを完遂して成

果を発注元の企業に提供するという形態のものに限ってみれば、雇用労働者との間に類似性

を見出すことも困難ではない。さらに、業務の受注が１社専属的になっている場合にはなお

さらである。その場合にも、業務上の災害についてこれほどの取扱の差があることに合理的

な説明ができるか疑問なしとしない。したがって、一定の場合には、例えば発注元の企業を

通じて労災保険へ加入するなどの仕組みが検討されてもよいと思われる。個人自営であるた

めに業務上外の認定に困難が伴うなどの理由で労災保険制度への包摂が無理であるとすれば、

少なくとも健康保険制度の傷病手当制度のような所得補償の仕組みの導入は検討されてよい

と思われる32。この場合、１社専属的な請負自営業主に特に限る必要はなくなるであろう。 

                                                 
31 この論点については、第Ⅱ部（論点分析編）第４章第１節及び第２節で分析している。
32 自営業主が加入する医療保険である国民健康保険には、現在、疾病等に伴う休業中の所得補償を行う仕組み

は整備されていない。なお、「働き方総合調査」において、個人自営業主について「応分の負担をしてもいいか
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２－４ 専属請負型個人自営業主と労働者性

 １社あるいは少数の取引先に専属的に依存している専属請負型個人自営業主については、

とくに雇用労働者との類似性があることが考えられる。労働法ないし労働政策の立場からは、

当面の契約名義が「雇用」以外の「請負」や「委任」となっている場合であっても、その労

務提供の実態に「労働者性」が見出せるとしたらその契約は労働契約であり、したがって労

働法ないし労働政策の対象となるものと考えることとなる。したがって、専属請負型個人自

営業主に「労働者性」が見出せるかどうかが論点の一つとなる。

（分析結果）

 「労働者性」が見出せるかどうかは、データ分析による分析だけではなく、総合的な判断

が求められる問題ではあるが、今回特に試算した労働者性指標によりデータ上の分析をした

結果をみると33、専属的に受注を依存している取引先が企業である場合に労働者性指標は

3.049、受注先が１社である純粋専属請負型では 3.357 と試算された。これは、正社員であ

る部長クラスの 3.035 よりも大きく、十分に雇用労働者の範囲の中に入っているといえる。

 また、この問題を考える際に引き合いに出されることの多い庸車運転手を調査結果から抽

出してその労働者性指標を試算してみると、専属請負型では 3.609 とさらに大きくなってい

る34。

（純粋専属請負型個人自営業主の就業関係明確化に向けた考察）

 あくまでデータ分析によるものではあるが、少なくとも一つの企業との取引に事業活動を

依存している純粋専属請負型については、雇用労働者に類似した状態にあるか、又はそのよ

うな状態にある人がかなり存在するということができる。すなわち、現在でもその仕事の実

態を評価すれば、雇用労働者であると判断される可能性のある人が相当いるものといえる。

しかしながら、そのためには実務的に種々の手続きと経過が必要であり、結果的に予見可能

性の極めて低い状態に置かれているといってもよいと考えられる。こうした事態に対処する

ため、欧州の立法例に倣って雇用労働者とみなしたり、「雇用労働者類似の者」として一定の

労働関係施策の対象にしたりすることを含め、その政策・制度のあり方を検討されてよいで

あろう。

２－５ 正社員の働き方の多様化

 正社員においても働き方の多様化が進展している。先に図表Ⅰ－１でみたように、正社員

                                                                                                                                                         
ら、公的な制度としてあればよい」と思う制度を尋ねた中で、「仕事が一時的になくなったとき、または、一時

的に仕事ができなくなったときに収入を補填する保険」を挙げた人が３分の２を上回った。
33 この論点については、第Ⅱ部（論点分析編）第４章第１節１－３で分析している。
34 庸車運転手については、第Ⅱ部（論点分析編）第４章第４節で分析している。 
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の働き方の多様化は、特に働く時間の不定型化と働く場所の多様化の二つの方向で進展して

いる。以下論点を掲げるとともに、簡単に考察を加えておきたい。

①裁量労働制

 裁量労働制に対する満足度は、「成果が出やすい」と感じられるときに高くなり、一方、「過

労になりやすい」と感じれば低くなる。「成果が出やすい」と感じられる要因をみると、労働

時間があまり長くないことや上司がいちいち仕事の進め方等についてあまり指示しないこと

との結果が出ている。

 裁量労働勤務においては、労働時間数や仕事をする時間帯数が多くなることと仕事の成果

とは結びつかないこと、裁量労働勤務であるにもかかわらず指揮命令を行うようなことは仕

事のし過ぎをもたらし、成果にも結びついていないことなどを改めて認識すること重要であ

る。また、「みなし労働時間数」の見直しなど適切な制度運用にも取り組むことが求められる。

②管理職の緩やかな時間管理

 管理職の緩やかな時間管理に対する満足度は、「会社の経営に参画している」という意識が

醸成されたときに高まり、一方、夜間や深夜にも仕事をするような勤務になる場合には低下

する。「会社の経営に参画している」という意識は何に規定されているかをみると、年収の高

さであり、また部長クラス以上で明確に醸成される。

 この分析結果から、労働時間規制に関して適用除外をするとしても、一定の役職や年収水

準を条件とすることが求められるといってよいであろう。

③自宅でする仕事（持ち帰り仕事）

 パソコンやネット通信の普及といった技術的な環境の整備といった要因もあって、自宅で

も仕事をする正社員がかなりの割合に上っている。制度的に確立した在宅勤務はわずかしか

なく、大半が事実として仕事を自宅に持ち帰って行っている状態である。

 自宅への持ち帰り仕事は、部課長クラスの役職者や裁量労働制の下で働く人に相対的に多

いが35、一方、女性が子育て等と仕事との両立を図るために行うことも少なくない。

 自宅で仕事を行うことは、仕事をする時間帯を選択できることも意味し、仕事と生活との

両立を図るうえで有効であると考えられるが、一方、仕事の長時間化やいわゆるサービス残

業の放置に繋がりやすい面もある。こんにち事務企画の仕事を中心に自宅でも効果的な仕事

ができることを確認したうえで、それに沿った仕組みを整備することが重要であろう。

 

                                                 
35 持ち帰り仕事を行っている人の割合をみると、正社員計では 33.4％であるが、課長クラス 47.1％、部長クラ

ス 51.5％となっている。 
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第３章 多様な働き方に関する基本的政策方向

 第３章では、多様な働き方について、政策論をベースにした総合的な視点から位置づけ、

基本的な政策方向を理論的に整理する36。

３－１ 経済的従属性と人的従属性

 雇用関係にあるかどうかを問わず、他人（自然人に限らない。一般的にこんにちの経済社

会においては、企業である場合が多い）に対して自己の労務を提供してその対価を得ること

を労務提供業務というとすれば、労務を提供する側（働く人）と労務の提供を受ける側（雇

用主ないし発注者）との間で対等に締結された契約によって当該業務は遂行され、規整され

るのが原則であり、私的自治原則の一つであるといえる。また、経済学的な視点からは、労

務市場における自由競争を通じて人々にとって最適な状態が達成されるともいうことができ

る。

 しかしながら、何らかの事情により契約の当事者の関係が対等とはいえない状況にあると

きは、私的自治の原則や市場における自由競争にすべてを任せておくことは却って様々な問

題を生じさせることになりかねない。こうした対等性を前提と出来ない事情としては、「経済

的従属性」と「人的従属性」とが考えられてきている。前者の「経済的従属性」とは、労務

提供の見返りに受け取る対価が生活の糧としてなくてはならないものとなっていることから、

そこまでの事情にない相手方（労務の提供を受ける側＝企業）よりも取引上劣位の関係に立

つことをいう37。また、後者の「人的従属性」とは、「使用従属関係」とか「指揮命令下の労

働」とかともいわれるように、相手方の指揮命令の下に、典型的にはあたかも労務提供者が

相手方の手足にでもなったかのような状態で、労務の提供が行われることをいう。

 「人的従属」の下での労務提供の典型形態が、「雇用関係」である。雇用関係は、一方が相

手方の指揮命令下で労働を行い、その対価として賃金が支払われることを主要な要素とする、

形式上平等な当事者（被用者と雇用主）の間で結ばれる契約（雇用契約）である。同時にこ

の契約には、雇用主が指揮命令によって処分できる被用者の労働の量的・質的な範囲が取り

決められることから38、雇用に関する契約ではなく労働に関する契約、すなわち労働契約と

                                                 
36 この章は、第Ⅱ部（論点分析編）第１章の分析に基づいている。
37 とはいえ、こうした従属性、とくに経済的従属性は、個々の当事者間において、固定的、継続的に運命付け

られているわけではない。雇用関係を例としていえば、ある被用者が現時点で X という雇用主に雇用されて経

済的に従属していたとしても、短期間のうちで別の Y という雇用主に同様の条件で雇用される機会が容易に見

つけられるとすれば、雇用主 X に対する従属の程度は低いといえる。ここに、労働力需給調整機能の整備の重

要性の一つの理由がある。しかしながら、こうした条件は一般的に稀であると考えた方がよいし、また、仮に

そうだとしても X にではなくともいずれかの雇用主に雇用されなくては生計の道がなく､総体としての雇用主

に経済的に従属していることには変わりがない。
38 例えば、「労働の量的範囲」としては、労働時間や休憩、休日、休暇などがあり、「労働の質的範囲」として

は仕事の内容や方法、達成基準のほか就業場所なども入ると考えられる。現代では、これらの取り決めは、労

働基準法により労働条件の明示として強制・規整されていることは、周知のことである。 
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して締結されるのが一般的である。

 一般に「人的従属」的な状態になる背景には「経済的従属」を余儀なくされている事情が

あるものと考えられるので、両者は密接に関連している。その上でいえば、「経済的従属性」

は取引上の力関係のアンバランスから契約内容そのものがそうした劣位を反映したものにな

りがちになる危険性を理念的にははらんでいる。一方「人的従属性」は、雇用関係の場合を

例にとっていえば、雇用主による被用者の労働の誤った、ないし過大な処分をもたらす危険

性を理念的にはらんでいると考えられる。

 したがって、その危険性をあらかじめ防止するために、すべてを私的自治ないし市場の自

由競争に任さずに、所要の政策的・制度的な対応が求められてきていると考えられる。こう

した流れを簡単に図示すれば次の図表Ⅰ―２のようになろう39。図は雇用関係を例にとって

いるが、他の労務提供業務についても、対応策を別とすれば、類推して考えることができよ

う。

 
図表Ⅰ―２ 従属性と政策対応類型 

 
    ：従属性の類型    ：従属の帰結     ：理念的な危険性

                           ：政策対応類型 

                                                 
39 これらの従属とそこから生まれる「理念的な危険性」（＝社会的問題）、及びそれに対応するための政策対応

の類型については、JILPT 労働政策レポート Vol.５「多様な働き方とその政策課題について」においてもやや

詳細に論じているので、参考にされたい。 

経済的従属性 取引上の劣位 

人的従属性 指揮命令関係 

・相対的に低い条

件での妥協 

・労務の誤った 
又 は 

過大な処分 

集団的労使関係による労働条件決定 

労働条件の履行確保 

職場の安全衛生、健康増進 

最低労働基準の法定 

業務災害等の補償 

  

労働力需給調整システムの整備 

失業時所得保障、雇用促進 

労使協議制等による規整 
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３－２ 指標による働き方の類型 

－労働者性指標・経済的従属指標と従属４類型別分布－ 

 「働き方総合調査」結果データを使って、「人的従属性」の程度を示す「労働者性指標」及

び「経済的従属性」の程度を示す「経済的従属指標」を試算し、これに基づき分析を進めた40。

 これら二つの指標から、次の図表Ⅰ－３上段の表のような４つの類型区分が抽出できるが、

それぞれの働き方がこの４区分平面上にどのように分布しているか、やや概念的に図式化し

たのが同じ図表Ⅰ－３の中段及び下段の６つの図である。それぞれの特徴は、概ね次のよう

に整理できる。

 
図表Ⅰ－３ 従属性４類型の区分と働き方の分布 

 

 労働者性指標：小 労働者性指標：大 
経済的従属指標：大 従属類型Ⅱ 

「隠された従属労働」 
従属類型Ⅰ 

「典型的な雇用労働」 
経済的従属指標：小 従属類型Ⅲ 

「典型的な個人自営業主」 
従属類型Ⅳ 

いわゆる「縁辺労働力」 
（正社員）         （非正社員１）       （非正社員２）

（個人自営業主１）     （個人自営業主２）     （家族従業者）

 

                                                 
40 労働者性の判断は、人的従属性（＝使用従属性）に基づき行われるので、以下「人的従属性」を「労働者性」

と呼び換えている。また、試算では年収が高いほど「経済的従属指標」の値が高くなる、すなわち「経済的従

属性」の程度が高くなるので、「従属」と呼ぶことに違和感を持たれる向きもあろうが、法定な契約関係に基づ

く指揮命令をベースとした人的従属性と異なり、経済的従属性はあくまで事実的、間接的な従属であり、「依存

性」と呼んでもよいかも知れない。どの企業でも通用する高度な専門性を持っている人は別とすれば、高い収

入はその企業にいて得られるものであり、収入が高額になるほどその企業に雇用されていることに縛られた状

態になることはある意味で素直な考え方であろう。高額の収入を得ている者が、上司から指揮命令をされては

いないにもかかわらず、企業のためにときに経済的な犯罪行為を行う場合もあることからも、この従属性の神

秘性が理解される。なお、試算結果の詳細は、第Ⅱ部（論点分析編）第１章を参照されたい。 

一般社員クラス 

部長クラス 

パートタイマー 

登録型派遣社員 

常用型派遣社員 

契約社員 

業務請負 

会社社員 

専属請負計 

純粋専属請負 不特定請負 

フランチャイジー 
類型Ⅱ     類型Ⅰ 

 

 

 

類型Ⅲ     類型Ⅳ 
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①正社員は、従属類型Ⅰを中心としつつも従属類型Ⅱ及び従属類型Ⅳにかけても分布してい

る。従属類型Ⅱには、部長クラス、経営企画部門で働く人々、管理職の緩やかな時間管理

等や裁量労働制が適用されている人などが相対的に多くなっている。一方、従属類型Ⅳに

属する人は一般社員クラスが中心である。 
②非正社員は、従属類型ⅠとⅣとにほぼ同割合が分布している。その中で従属類型Ⅳに半数

を超えて分布しているのがパートタイマーであり、次いで登録型派遣社員が約４割、常用

型派遣社員では３分の１程度、契約社員と業務請負会社社員は４分の１程度が従属類型Ⅳ

に属している41。 
③個人自営業主は、従属類型Ⅲを中心に他の類型にも分布している。そのうち専属請負型個

人自営業主は、従属類型ⅠやⅣにもかなり分布しており、特に純粋専属請負では従属類型

Ⅲの構成比よりも従属類型Ⅰ及びⅣが多く、それぞれ３割程度を占めている。 

３－３ 従属４類型と政策方向

 ３－１で述べた経済的従属性及び人的従属性に対応した基本的政策類型をベースに、第２

章で検討した各論なども踏まえて、従属４類型に対応した政策方向を整理すると図表Ⅰ－４

 
図表Ⅰ－４ 従属類型の特徴と政策対応 

  

 

                                                 
41 「働き方総合調査」により把握できた業務請負会社社員は、年齢層も広く分布しており、近年注目されてい

るような年齢が若く非常に流動的な層を必ずしもとらえられていない可能性が考えられる。こうした層がとら

えられたならば、多分この比率はかなり大きなものとなったであろう。ただし、近年注目されているものが業

務請負会社社員の典型であると考えることには、少なからず疑問を感じる。むしろ例えば、機械リースに伴い

技能を持った操作担当者が同時に派遣されるといった形式の方が主要な形態であると考えた方がよいのではな

いかとも思われる。少なくとも２分割して考える必要があるであろう。 

フル政策／施策 

正社員志向⇒同一企業での正社員転換制度 

強い賃金格差意識⇒公正（均衡）処遇 

期間満了後の不安⇒派遣の「常用化」 

非正社員の失業⇒雇用保険適用の徹底 

家庭責任を背景とした非自発的非正社員 

   ⇒様々な配慮、新しい「社会保障政策」 

制度的フル政策／施策（実態的部分適用） 

能力開発機会の遅れ⇒雇用保険による支援 

⇒雇用保険の適用促進 

（選択的加入制度も） 

フル政策／施策から適用緩和へ 

柔軟な働き方への満足感 

  ⇒時間制度の緩和 

長くなりがちの労働時間 

（持ち帰り仕事も） 

  ⇒健康維持増進施策の充実 

 Ⅱ Ⅰ 

 Ⅲ Ⅳ 

基礎的保護施策の導入 

「社会的有用活動」⇒病気・怪我補

償を中心に検討 
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のようになる。すなわち、

①従属類型Ⅰ（「典型的な雇用労働」）については、もとより労働法、労働政策の全面的な適

用対象である。この類型に属する非正社員は、正社員としての就業希望が高く、また正社

員との賃金格差意識が強い。したがって、正社員での就業を実現すべく職業情報の提供や

職業紹介機能の充実を図るととともに、企業において正社員への「登用」制度の導入や公

正な処遇の実現が求められる。また、派遣社員等において期間満了後への不安が強く、こ

れについては登録型派遣事業であっても可能な限り常用型派遣事業に類似した派遣就業が

可能となるような取組（派遣の「常用化」）が求められる。また、この類型の非正社員が失

業した場合には、雇用保険の所得補償機能が特に重要な役割を果たすので、雇用保険制度

の的確な適用が求められる。さらに、家庭責任を背景に非正社員でしか就業できない人々

がこの類型に属しており、第２章で述べたような新しい「社会保障政策」の実施が求めら

れる。 
②従属類型Ⅳ（「縁辺労働力」）については、労働者性（人的従属性）から雇用労働者であり、

制度的には労働法、労働政策の全面的な適用対象であるが、実態面からは適用が制約され

る場合もあることは避けられない。この類型の人々にとって最重要な課題は能力開発機会

が不足しがちであることであり、経費面を含めた雇用保険制度による支援が求められる。

そのためにも、雇用保険制度への的確な包摂が必要であるが、その際雇用保険の所得保障

機能に対する期待は相対的に小さいことも踏まえて、第２章２－２で述べたような政策方

向が求められる。 
③従属類型Ⅱ（「隠された従属労働」）については、典型的な雇用労働と経営層との中間的な

性格を持つ領域である。従来は、経営層であると認められない限り雇用労働者であり、原

則として労働法、労働政策の適用対象であった。しかしながら、使用従属関係の希薄化を

前提として、柔軟な働き方への満足度が比較的高い層でもあり、労働時間規制を中心に労

働法、労働政策の部分的な緩和が続けられている。一方、時間規制の緩和は、自宅での持

ち帰り仕事も含めて、結果として長時間労働となることが少なくないので､働く時間、時間

帯の自己選択の徹底や健康維持増進政策の一層の整備が必要であろう。 
④従属類型Ⅲ（「典型的な個人自営業主」）については、基本的には労働政策ではなく小規模

零細事業者対策の範疇に入ると考えられるが、仕事と健康とに関する課題については、労

働政策上の制度の対象として特別に位置付けることも検討されてよいであろう42。 

３－４ 従属４類型の実際的指標

 上述の従属４類型は分析上の概念ではあっても、実際的に適用するのは必ずしも容易では

ない。そこで、特に政策論を展開するためにも、この従属４類型別に様々な属性の分布をみ

                                                 
42 この報告書の考察対象ではないが、ボランティアが行う社会的に有用とみなされる活動などを視野にいれた

とき、仕事上、活動上の災害補償としてさらに検討されることも望まれる。 
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てみることを通じて、実際的な属性指標で完全には一致しないけれども政策論的にはまあま

あ満足すべき実際的な指標で表現し直すことが必要である。そこで、次のような実際的な区

分指標を提案しておきたい。

①ヨコ方向の区分（労働者性の程度）については、従来からの人的従属性、すなわち労働者

性の判断基準をベースとしながら、労働（仕事）時間（時間数と時間帯）を中心として働

く人の裁量性をかなりの程度許容していること、単に労務を提供しているだけでなく一定

の経営参画的な要素があること、そして一定程度以上の年収があることなどの事情にある

かどうかによる。具体的には例えば43、ⓐ経営企画、新規事業企画、研究開発など通常の業

務とは直接には関係しない業務であって、ⓑ業務の遂行を働く人の裁量に任されており、

ⓒ年収 800 万円以上に相当する額の報酬が定められていること、の要件が満たされれば従

属区分Ⅱ（又はⅢ）に属するものとして、（労働時間法制を中心に）労働法制上の規制の適

用を合理的な範囲内で柔軟化する。 

②タテ方向の区分（経済的従属性の程度）については、雇用や受注契約に一定以上の継続性

があるかないか、勤務（仕事）時間が一定以上あるかないか、総じていえば雇用主や発注

者との間の関係性が強いかどうかによる。具体的には例えば、一の雇用主（又は発注者）

との間でのみ労務提供の関係（実態的にこれと同様の状態にある場合を含む。）にあり、ⓐ

その関係が実態として１年（あるまとまりのある業務であって、その完成に必要な期間が

１年を超えるときは３年を超えない範囲でその期間）以内の関係であること、ⓑ週３日又

は週 20 時間未満の就業であること、の要件が満たされれば従属区分Ⅳ（又はⅢ）に属する

ものとして、労働法制上の規制の適用を合理的な範囲内で柔軟化／任意化する。（ただし、

任意化されたものについては、個々の働く人が任意に直接制度加入できることにすること

も必要である。） 

また、その際には、手続き要件として、例えば雇用に関わる事項については、企業内労使

による何らかの合意がなされていることが必要であろう。

＜小 括＞

 以上、今回の「働き方総合調査」結果の総合的な分析を行い、それに基づき政策課題と基

本的な政策方向とをとりまとめた。これで、「総合」を冠した調査を実施した責任は、完全で

はないけれども一応果たせたものと思われる。なお、第１章の図表Ⅰ－１の空欄にみられる

ように、今後ともさらに多様な働き方類型が新たに登場してくることが予想されるが、それ

が働く人のニーズに沿ったものであれば、歓迎されるべきであると思われる。

 

                                                 
43 これらは、具体的イメージを持たせることを目的に参考までに筆者の私見を書いたものである。 
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多様な働き方をめぐる論点分析
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第Ⅱ部の構成と読み方案内

 第Ⅱ部（論点分析編）では、多様な働き方に関する様々な論点について、先に実施した「日

本人の働き方総合調査」の結果データを使って、可能な限りの分析を意図したものである。

本論に入る前に、第Ⅱ部の構成を紹介するとともに読み下して頂く場合の留意点や筆者とし

てのお薦めを記して読者の参考に供したい。

 第１章「政策論からみた多様な働き方の類型」では、労働政策の根元的な立論である人的

従属性（「使用従属関係」などともいわれる）と経済的従属性とについて、データ分析から指

標化することを通じて、この二つを軸として多様な働き方（＝雇用・就業形態）の類型化を

行うとともに、その結果をベースとした政策的な示唆を整理したものである。「日本人の働き

方総合調査」を実施するに当たって、敢えて「総合」という文字を挿入したのは、この調査

の主要な目的が個々の働き方をそれぞれ捉えることというよりは、むしろ多様な働き方を総

合的に分析することにあったためである。その意味で、この第１章が第Ⅱ部の主役になって

もらいたいと筆者は願っている。

 第２章以下は、上述のような性格の「総合調査」の中で得られたデータを用いて、いわば

副産物的なものとして、個々の働き方に関する様々な論点について可能な限りの分析を加え

たものである。「総合調査」により得られたデータであるので、個々の論点を分析するために

は質量ともに突っ込み不足の感は否めないが、一方で「総合調査」ゆえに得られているデー

タもあるので、一定のおもしろさは提供できている面も少なくないと考える。特に個人自営

業主に関する部分は、こと労働研究の分野に限っていえば数少ない調査の取組として評価い

ただけるのではないかと考えている。第２章は正社員の、第３章は非正社員の、第４章では

個人自営業主に関する論点をそれぞれ扱っている。その中には、先に筆者がとりまとめた

JILPT 労働政策レポート Vol.５「多様な働き方とその政策課題について」において主にグラ

フにより分析提示した論点を、今回は多重回帰分析により再確認したものも数多く含まれて

いる。第２章から第４章までは、最初から通読されるのももとより歓迎するところであるが、

目次などを参照されて読者の関心ある部分から先に読まれることもお薦めしたい。

 なお、「働き方総合調査」において当初の目的からみてほとんど失敗といってよいほどのデ

ータしか得ることができなかったものがあった。それは制度としての在宅勤務である。しか

し、こんにち多様な働き方を論じるに当たって制度としての在宅勤務をまったく除外するこ

とは画竜点睛を欠くことになる。そこで、この問題については、制度としてではない在宅勤

務（持ち帰り仕事）を含めて、この問題を長く研究してきている同僚研究員である神谷隆之

主任研究員に執筆担当を依頼した。それは、第２章第４節の正社員の持ち帰り仕事の部分で

ある。当該部分は、その前後とやや異なるトーンとなっている面もあるが、ご容赦いただき

たい。 
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論点分析編 第１章 政策論からみた多様な働き方の類型 

 この章では、経済的従属性と人的従属性とを切り口として、多様な働き方の類型化を試み

たい。なお、現在のところ、労働法の適用対象を画する「労働者」の概念及び範囲は後者の

人的従属性（＝使用従属関係があること）を主な基準としていることから、ここでも「人的

従属性」を「労働者性」と呼び換えて分析を進めることとしたい1。

１－１ 労働者性指標と経済的従属指標とによる類型

 筆者は、「働き方総合調査」から得られるデータを元に、労働者性及び経済的従属性の程度

を示す指標を試算してみた2。試算方法や試算結果については、第Ⅲ部（分析基礎編）第３章

（171 ページ）及び第４章（176 ページ）で紹介しているので参照されたい。

 この二つの指標、労働者性指標と経済的従属指標とを同一座標面に描くことにより、多様

な働き方について政策論からみた一つの類型化ができるものと考えられる3。まずは、平均値

による類型化からみてみよう（図表Ⅱ－１－１）。

 手始めに大要を押さえるため、従業上の地位を中心とする４区分についてみると、正社員

計は図の右上（地図でいえば「東北」）に位置している（労働者性指標：3.85／経済的従属指

標：1.60）。正社員計の位置を基準にすれば、非正社員計は南南東の方向に位置し（同 4.11
／1.03）、労働者性指標はやや高くなる一方で経済的従属指標はかなり低くなっている。個人

自営業主計は、正社員計の位置から南西に位置し（同 2.19／0.73）、また、家族従業者は、

正社員と個人自営業主計とのほぼ中間に位置している（同 2.86／1.09）。
 これを働き方別にみると、次のように整理できる。

①正社員ついて役職別にみると、一般社員クラスから係長クラスにかけて労働者性指標はや

や低下するだけなのに対して経済的従属指標がかなり高くなった後、課長クラス、部長ク

ラスにかけては、経済的従属指標がほぼ横ばいで推移する一方労働者性指標が順次かなり

低下している。 
②非正社員についてみると、契約社員や業務請負会社社員では互いに近接した位置にあり、

その位置は正社員の一般社員クラスとほぼ同様の、経済的従属指標がやや低いところにあ

る。一方、パートタイマーや派遣社員はこれとやや離れた位置にあり、常用型派遣、登録 

                                                 
1 経済的従属性と人的従属性（労働者性）との考え方については、第Ⅰ部（理論理念編）第３章３－１を参照さ

れたい。 
2 「労働者性指標」は、就業場所、就業時間、仕事の内容、仕事の進め方及び報酬の支払われ方があらかじめ決

められているかどうか、「経済的従属指標」はその仕事による収入が家計にとってどの程度重要かどうかをそれ

ぞれ示す指標として試算したものである。 
3 労働者性指標については、ここでは指揮命令下の労働という側面が端的に現れていると考えられることから、

仕事の内容及び仕事の進め方の二つのデータのみを用いて試算した指標（仕事遂行関係の２要素に係るもの）

を用いている。 



　　　　（注）　各データは、章末に掲げてあるので、参照されたい。

図表Ⅱ－１－１　労働者性指標と経済的従属指標の散布図（平均値）
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型派遣、パートタイマーの順に東北から南西方向にかけて並んでいる。 
③個人自営業主についてみると、上記の雇用関係のあるグループに比べ総じて散らばりが広

くなっている中で、専属請負型が労働者性指標、経済的従属指標ともに相対的に高く、こ

れに比べて不特定請負型、商店・店舗が順次両指標とも低くなり、東北から南西方向にか

けて並んでいる。また、両指標ともに相対的に高い専属請負型にあっても、雇用関係にあ

るグループの中のすべての役職、形態よりも低い値となっている。そうした中で、一つの

発注元から専属的に仕事を請け負っている純粋専属請負型については、労働者性指標が正

社員の部長クラスよりも高く、経済的従属指標は非正社員のパートタイマーよりも高く、

登録型派遣社員並みとなっている。また、フランチャイジー組織に加盟している商店につ

いては、労働者性指標は高くないものの、経済的従属指標は非正社員のいずれの形態より

も高く、正社員の一般社員クラス並みの高さとなっている。 
 以上をやや概念的に整理すると次の図のようになる。やや大胆ではあるがこれを基に、雇

用労働者に係る両指標の平均値が含まれる、労働者性指標が 3.0 以上かつ経済的従属指標が

0.9 以上のエリアを典型的な雇用労働者の範囲と考え、以下の分析を進めてみたい。 
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概念図　指標の平均値による類型化
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１－２ 従属性４区分と分布

 上述のように以下では、労働者性指標＝3.0、経済的従属指標＝0.9 を区切りとして、通常

の座標軸の考え方同様、左回りに第Ⅰ象限、第Ⅱ象限、第Ⅲ象限、第Ⅳ象限と呼ぶこととし、

働き方別にその構成割合をみていくこととしたい。この場合、第Ⅰ象限（労働者性：高い／

経済従属性：高い）が「典型的な雇用労働者の範囲」となり、第Ⅲ象限（労働者性：低い／

経済従属性：低い）が「典型的な個人自営業主の範囲」ということになる。また総じていえ

ば、第Ⅳ象限（労働者性：高い／経済従属性：低い）はいわゆる「縁辺労働力の範囲」とい

うことができ、第Ⅱ象限（労働者性：低い／経済従属性：高い）は「隠された従属労働の範

囲」ということもできよう4。

 この従属性４区分とでもいうべきものの構成比を雇用・就業形態別にみていくと、次のよ

うに整理できる（図表Ⅱ－１－２）。

①正社員計についてみると、当然のことながら第Ⅰ象限が 72.0％を占め、これに第Ⅱ象限の

14.2％、第Ⅳ象限の 11.5％と、ほとんどがこの三つの象限に属している。 
②正社員を役職別にみると、一般社員クラスでは第Ⅰ象限が 69.2％と正社員全体の場合より

やや少なくなり、代わって第Ⅳ象限が 18.2％と多くなっており、正社員のうち第Ⅳ象限に

位置するものはほとんどが一般社員クラスとなっている。係長クラスでは第Ⅰ象限が

                                                 
4 これを図のイメージの表で示せば、次のようになる。 

第Ⅱ象限 

「隠された従属労働」 
第Ⅰ象限 

「典型的な雇用労働」 
第Ⅲ象限 

「典型的な個人自営業主」 
第Ⅳ象限 

「縁辺労働力」 
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86.4％と大部分を占め、課長クラス、部長クラスとなるにしたがって第Ⅰ象限の割合が低

下し（それぞれ 81.4％、60.4％）、代わって第Ⅱ象限の割合が上昇する（それぞれ 17.5％、

38.3％）。ただその中で、課長クラスと部長クラスとの間には分布の変化にかなりの段差が

みられる5。 
③正社員を勤務している部門別にみると、第Ⅰ象限がもっとも多いのは現業部門（76.4％）

で、もっとも少ないのが経営企画部門（62.7％）となっている。経営企画部門では第Ⅱ象

限の割合（27.7％）がほかの部門に比べかなり多くなっている。 
④正社員について適用される所定勤務時間制度別にみると、第Ⅰ象限の割合は一般的な所定

労働時間制度（72.9％）がもっとも多く、フレックスタイム制、裁量労働制、管理職の緩

やかな時間管理の順に少なくなっている。また、このように所定勤務時間制度別にみた場

合の特徴として、第Ⅳ象限の割合が順次小さくなる一方で第Ⅱ象限の割合が順次高くなっ

ていることがある。また、一般的な所定労働時間制度とフレックスタイム制との間の分布

に大きな違いがないことも特徴のひとつであろう。 
⑤非正社員についてまず合計で全体的な傾向をみると、第Ⅰ象限（41.9％）よりも第Ⅳ象限

（44.1％）の方がやや割合が高いのが目立っている。また、第Ⅱ象限（6.3％）や第Ⅲ象限

（7.8％）はそれぞれ数％程度であり、非正社員は概ね第Ⅰ象限と第Ⅳ象限とに大きく区分

されるといえる6。 
⑥非正社員の雇用・就業形態別にみて、第Ⅳ象限の多さをもっとも顕著に示しているのがパ

ートタイマーであり、51.7％が第Ⅳ象限に位置しており、第Ⅰ象限は 34.1％にとどまって

いる。次いで第Ⅳ象限が多いものが登録型派遣社員（39.8％）、常用型派遣社員（32.9％）

の順となっている。このように、非正社員における形態別の差異は、総じて第Ⅰ象限か第

Ⅳ象限か、すなわち経済的従属度の違いによるところが大きいと考えることができる。 
⑦個人自営業主の合計についてみると、第Ⅲ象限が 55.3％を占め、過半数が典型的な個人自

営業主の範囲に属するものといえる。それ以外の象限に属する割合をみると、第Ⅳ象限が

18.0％、第Ⅱ象限が 15.8％となっているが、第Ⅰ象限にも 10.9％が入っている。 
⑧個人自営業主のうちフランチャイジー以外の商店・店舗及び不特定請負型の業主は、７割

前後（それぞれ 74.8％、68.7％）が第Ⅲ象限の典型的な個人自営業主の範囲に属している。

一方、専属請負型ではこの割合は 38.3％にまで低下し、とりわけ発注者が一つである純粋

専属請負型では 23.9％と４分の１を下回っており、代わって専属請負型では第Ⅳ象限

（25.3％、純粋専属では 30.8％）や第Ⅰ象限（20.8％、同 30.2％）がかなりの割合を占め

ている。 

                                                 
5 やや象徴的な言い方をすれば、役職が上がるということは、目に見える指揮命令下の労働から、経済的従属性

（＝この職場を離れたら､いまの生活を維持できなくなる）を通じた隠された従属労働へと変化することといえ

るかも知れない。 

6 ただし例外的に、業務請負会社社員で第Ⅱ象限が 13.0％と相対的にやや高い割合となっている。 



　　　（注）無回答（欠測値）は除いて計算した構成比である。

図表Ⅱ－１－２　従 属 性 ４ 区 分 の 構 成 比
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⑨個人自営業主のうちフランチャイジーである商店主については、第Ⅱ象限（隠された従属

労働の範囲）が 52.0％と過半を占めており、第Ⅲ象限は 24.0％にとどまっている。 
⑩家族従業者についてみると、四つの象限がほぼ同等ずつで構成されており、これらの象限

が交差する点（労働者性指標＝3.0、経済的従属指標＝0.9 の点）付近に分布していること

が窺われる。 

 以上、それぞれの雇用・就業形態について従属性４区分別の分布をみたが、ここでの問題

意識の視点は通常のものとは逆であることに留意を求めたい。すなわち、ある形態において

ある区分が多数を占めるので、その区分に適した政策体系をその形態に適用するという視点

ではなく、雇用・就業形態の如何を問わずに、属する従属性４区分に応じてそれに適した政

策体系を適用するという視点である。ここでは注意を喚起するにとどめ、労働者性、経済的

従属性の二つの従属指標を用いた分析をもう少し行ってから、この政策体系の問題に戻るこ

とにしよう7。

１－３ 従属性指標と様々な論点

 上述のように労働者性指標と経済的従属指標という二つの分析軸とそれに基づく従属性４

区分8が、政策論からみた一つの重要な類型化の候補であることをみてきた。この節では、従

来指摘されることの多い多様な働き方をめぐる様々な論点とこの従属指標とがどのような関

係にあるのか、データに基づき確認しておきたい。

 １－３－１ 就業継続状況と従属指標

 まずは、就業の継続性が従属性４区分によりどのように異なっているかをみてみよう。「働

き方総合調査」では、ここ５年間の就業継続状況として「ずっと仕事を持っていた」、「自分

の都合や健康上の理由で仕事をしない時期があった」及び「仕事をしたかったのに仕事がな

かった時期があった」の３つの選択肢で尋ねている。従業上の地位別には、正社員で「ずっ

と就業」とする人の割合（86.0％）が相対的に高くなっているのに対して、非正社員では半

数をやや上回る程度（56.0％）であり、代わって「自己都合等での未就業期間あり」（32.0％）

や「失業期間あり」（13.5％）の割合が高くなっている。個人自営業主（「ずっと就業」：66.8％）

や家族従業者（同 67.1％）はそれらの中間に位置している9。

 これを従属性４区分別に集計したものが図表Ⅱ－１－３（①～④）である。これによると、

                                                 
7 次節（１－３）は、各論点に関わるデータを従属性４区分別に集計した結果をやや網羅的に紹介することにな

るので、こうした集計結果そのものにあまり関心がない読者は、次々節（１－４）に飛ばれたい。 
8 従属性４区分をグラフイメージとの関連から第Ⅰ象限から第Ⅳ象限までと呼んできたが、これよりは、それぞ

れ従属類型Ⅰから従属類型Ⅳまでと呼ぶこととする。 
9 こうした基本集計結果は、JILPT 調査シリーズ№14「日本人の働き方総合調査結果」において報告している

ので参照されたい。なお、「自己都合等でのみ就業期間あり」と「失業期間あり」とは重複回答可である。 
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次のような特徴がみられる10。

①正社員の中にあっても、従属類型Ⅰ（典型的な雇用労働者の範囲）や従属類型Ⅱ（隠され

た従属労働の範囲）に属するグループでは「ずっと就業」の割合が高いのに対して、従属

類型Ⅳ（縁辺労働力の範囲）に属する人はその割合が相対的に低く、代わって「自己都合

等での未就業期間あり」だけではなく「失業期間あり」の割合が相対的に高くなっている。

解釈は慎重でなければならないが、正社員の場合、経済的従属度の低い人ほど失業を経験

することが相対的に多いといえそうである。 
②非正社員については、正社員とは異なり、従属類型Ⅰのグループで「ずっと就業」の割合

が相対的に低く、代わって「失業期間あり」の割合が他よりも高くなっている。これも解

釈は慎重でなければならないが、非正社員の場合にあっては従属類型Ⅰ、すなわち労働者

性度も経済的従属度も高い層でも失業を経験する場合が少なくないことを示しており、失

業時の所得保障に対する必要性が示唆される11。 
③個人自営業主については、従属類型Ⅲ（典型的な個人自営業主の範囲）及び従属類型Ⅳの

経済的従属度が低いグループで「ずっと就業」の割合が相対的に低くなっており、これら

の層では「自己都合等での未就業期間あり」や「失業期間あり」の割合が相対的に大きく

なっている。ただし、従属類型ⅠやⅡのグループでも「失業期間あり」の割合が 10％前後

あり、正社員に比べてかなり高くなっていることには留意する必要がある。 
④家族従業者については、従属類型Ⅱ及びⅢにおいて「失業期間あり」の割合が相対的に高

いこと、従属類型Ⅳにおいて「自己都合等での未就業期間あり」の割合がかなり高いこと

などの特徴がみられる。ただし、これらの未就業期間や失業期間が家族従業者としてのそ

れらであるとは一般には考えにくいことから、解釈は留保しておく。 

 １－３－２ 正社員の労働時間・継続就業意向と従属指標

 ここでは、「働き方総合調査」から、正社員の調査結果について、従属性４区分によりどの

ような特徴がみられるかをみてみよう。

①適用される所定勤務時間制度の満足度12

 所定勤務時間制度に対する満足／不満評価別に従属性４区分の構成をみると、不満足度が

高くなるほど従属類型Ⅳが占める割合が高くなる傾向がみられる。一方、満足度が高くなる

ほど従属類型Ⅱの占める割合が高くなる傾向がややみられる。従属類型Ⅱにある人は時間制

                                                 
10 以下の従業上の地位や従属性の区分は調査時点のものによる区分であり、ここ５年間必ずしもその状態が継

続していたわけではないことには留意する必要がある。すなわち、現在正社員や非正社員、個人自営業主など

であり、かつ現在以下のような従属性区分にある人は、以下のような就業（継続）状況にあったということを

示すものである。
11 とりわけこうした層に対する雇用保険の適用の完遂が、喫緊の課題であるといえよう。
12 所定勤務時間制度に対する満足度の単純集計結果は、「満足している」20.7％、「どちらかといえば満足して

いる」44.7％、「なんともいえない」7.6％、「どちらかといえば不満である」8.7％、「不満である」7.6％とな

っている。 
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図表Ⅱ－１－３　ここ５年間の就業継続状況と従
属性　①正社員
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図表Ⅱ－１－３　ここ５年間の就業継続状況と従
属性　②非正社員
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図表Ⅱ－１－３　ここ５年間の就業継続状況と従
属性　③個人自営業主
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図表Ⅱ－１－３　ここ５年間の就業継続状況と従
属性　④家族従業者
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度に対する満足度が高く、従属類型Ⅳにある人は逆に不満感が高くなっているものと考えら

れる。後者は、家庭生活など仕事以外の活動と仕事との調和を図っている人々であると考え

られることから、自然な結果であると考えられる。一方、前者の従属類型Ⅱにある人々は、

雇用労働者ではあるが一部経営層に近い性格を持つ面もあると考えられるので、これも自然

な結果であろう（図表Ⅱ－１－４）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－４　　所定勤務時間制度の満足度と従属性４区分
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②残業頻度13

 残業の頻度別に従属性４区分の構成をみると、残業の頻度が多いほど従属類型Ⅰの占める

割合が高くなり、従属類型Ⅳの割合が低くなる傾向がみられる。前者の「典型的な雇用労働

者の範囲」に属する人々は頻繁に残業をし、後者の「縁辺労働力の範囲」、すなわち仕事以外

の生活と仕事との調和をより強く図っている人々は残業をあまりしない傾向があるものと考

えられる。なお、従属類型Ⅲについて、残業をあまりしない傾向がみられている（図表Ⅱ－

１－５）。

 しかしながら、残業をする場合において上司から残業命令を受けたときに断ることがある

かないかをみると、従属類型Ⅰの人が断らない方向での対応の傾向がみられるが、同時に従

属類型Ⅳの人も断らない傾向がややみられることは留意してよいであろう。なお、上司の命

令を断ることも多い傾向がみられるのは、従属類型Ⅱの人々となっている（図表Ⅱ－１－６）。

 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－５　　残業の頻度と従属性４区分
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残業はほとんどしない

たまにしている

よくしている

ほとんど毎日のようにしている

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－６　上司の残業命令を断ることの有無と従属性４区分

70.7

74.6

67.0

54.5

59.4

72.0

14.1

12.2

17.0

27.3

27.9

14.2

13.1

11.1

12.5

9.1

8.5

11.5

2.1

2.1

3.6

9.1

4.2

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

まったくない

やむを得ない事情がある
ときに断ることがある

ときどき断ることがある

よく断る

分からない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
                                                 
13 残業頻度の単純集計結果は、「残業はほとんどしない」26.1％、「たまにしている」26.8％、「よくしている」

20.3％、「毎日のようにしている」25.3％となっている。 
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③自宅への持ち帰り仕事14

 自宅への持ち帰り仕事の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰや従属類型Ⅳ

においては持ち帰り仕事は相対的にしない傾向がややみられるのに対して、従属類型Ⅱにお

いて持ち帰り仕事を相対的によくする傾向がみられている（図表Ⅱ－１－７）。 

　　　（注）　合計には、制度としての在宅勤務及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－７　自宅への持ち帰り仕事の有無と従属性４区分

71.2

73.0

72.0

17.6

11.9

14.2

8.1

13.2

11.5

2.3

1.9

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

制度ではないが自宅に仕事を
持ち帰って行うことがある

自宅では仕事はしない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

 持ち帰り仕事をする場合における頻度と従属性４区分の構成をみると、持ち帰り仕事をす

る傾向にあった従属類型Ⅱの占める割合が、「たまにある程度」（15.1％）においてよりは「と

きどきある」（19.4％）においての方が高く、さらに「頻繁にある」（21.7％）においてはよ

り高くなっており、この類型の人々においては頻度もより頻繁にしている傾向がみられてい

る。一方、持ち帰り仕事を相対的にしない傾向にあった従属類型Ⅳの人々についてみると、

さすがに「頻繁にある」（3.6％）における割合は小さいが、「ときどきある」（8.3％）では割

合が顕著に上昇している。従属類型Ⅰの場合に比べたとき、従属類型Ⅳの人々は持ち帰り仕

事をする層は相対的に回数が多い傾向にあるものといえる（図表Ⅱ－１－８）。

 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－８　自宅への持ち帰り仕事の頻度と従属性４区分

70.3

69.2

73.1

71.2

21.7

19.4

15.1

17.6

3.6

8.3

9.3

8.1

4.3

3.1

2.6

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

頻繁にある

ときどきある

たまにある程度

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

                                                 
14 自宅への持ち帰り仕事の単純集計結果は、「会社の制度として在宅勤務が適用されている」0.6％、「制度では

ないが自宅に仕事を持ち帰って行うことがある」33.4％、「自宅では仕事はしない」62.6％となっている。 
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④勤務継続等の意向15

 今後の勤務継続等の意向別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの人々では現在の

勤務先での勤務継続の意向が相対的に強く、一方、従属類型Ⅳの人々では逆に転職に向けた

意向を相対的に強くもっているとの傾向がみられている。なお、従属類型Ⅱの人々は、勤務

継続の意向がやや強いものの、一方で転職の意向も同等程度もっている傾向が窺われる（図

表Ⅱ－１－９）。16 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－９　継続勤務等の意向と従属性４区分

73.8

73.2

63.6

78.5

64.6

72.0

16.0

10.1

14.6

14.6

12.0

14.2

7.8

14.0

19.7

6.9

19.8

11.5
2.3

3.6

0.0

2.0

2.7

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今後とも現在の会社で働きたいと思う

家庭の事情で転職したり仕事自体
辞める事もあると思う

家庭の事情ではないが、転職を
考えている

近い将来定年等でいまの会社は
辞めるが、その後も仕事をしたい

わからない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

 １－３－３ 非正社員の論点と従属指標

 ここでは、「働き方総合調査」から、非正社員の調査結果について、従属性４区分によりど

のような特徴がみられるかを雇用・就業形態別にみてみよう。

  １－３－３－１ パートタイマーに関する論点と従属指標

①パートタイマーという働き方を選択した理由17

 パートタイマーという働き方を選択した理由別に従属性４区分の構成をみると、従属類型

Ⅰのパートタイマーでは正社員として働ける機会のなさを相対的に多く挙げる傾向があるの

に対して従属類型Ⅳのパートタイマーでは自分の都合との折り合いを相対的に多く挙げる傾

向がみられる（図表Ⅱ－１－10）。
                                                 
15 勤務継続等の意向の単純集計結果は、「今後とも現在の会社で働きたい」53.1％、「家庭の事情で転職したり

仕事自体を辞めたりすることもある」20.2％、「家庭の事情ではないが転職を考えている」11.6％、「近い将来

いまの会社は辞めるがその後も仕事をしたい」5.0％、「わからない」7.8％となっている。
16 以上の４つのテーマ以外にも正社員については、①副業を持つ傾向が相対的に強いのは従属類型Ⅱ、②「仕

事あっての人生だ」の人生観に賛成する傾向が強いのは従属類型Ⅱ、③「仕事より生活を大切にしたい」とい

う考えに賛成する傾向が強いのは従属類型Ⅰ、などといったことが指摘できるが、詳細は割愛する。
17 パートタイマーという働き方を選択した理由の単純集計結果は、「自分にできそうな仕事はパートタイマーく

らいだった」5.4％、「自分の都合と折り合えるのはパートタイマーだった」73.4％、「正社員として働ける先が

なかった」10.3％、「派遣など頻繁に職場が変わるものにはしたくなかった」0.4％、「とくに理由はない／なん

ともいえない」7.9％となっている。 
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　　　（注）　合計には、「頻繁に職場が変わるものにはしたくなかった」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－10　雇用・就業形態選択理由と従属性４区分
－　パートタイマー　－

29.1

32.8

48.6

34.1

3.8

5.0

7.4

6.7

5.4

16.5

7.9

6.8

14.4

8.8

50.6

54.4

37.2

48.1

51.7

30.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分に出来そうな仕事は、
パートタイマーくらいだった

自分の都合と折り合えるのは、
パートタイマーだった

正社員として働ける先がなかった

とくに理由はない
／なんともいえない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
②週所定労働時間18

 週所定労働時間別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰのパートタイマーはより長

い週所定労働時間である場合が相対的に多く、一方従属類型Ⅳのパートタイマーでは逆によ

り短い週所定労働時間である場合が相対的に多い傾向が窺われる（図表Ⅱ－１－11）19。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－11　週所定労働時間と従属性４区分
－　パートタイマー　－

21.4

32.7

44.2

54.5

34.1

3.5

5.5

6.1

7.8

8.0

5.4

11.8

8.2

7.5

5.6

5.4

8.8

63.3

53.6

42.2

37.2

32.1

51.7

49.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２０時間未満

２０時間以上３０時間未満

３０時間以上３５時間未満

３５時間以上４０時間未満

４０時間以上

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

③残業の有無20

 残業の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰのパートタイマーではより頻繁

                                                 
18 週所定労働時間の単純集計結果は、「20 時間未満」30.9％、「20 時間以上 30 時間未満」37.6％、「30 時間以

上 35 時間未満」9.9％、「35 時間以上 40 時間未満」12.7％、「40 時間以上」7.8％となっている。
19 同様に、従属類型Ⅱはより長い所定労働時間で、従属類型Ⅲはより短い所定労働時間で働いており、総じて

労働時間の大小は、経済的従属性の大小と関連性が深いと考えられる。
20 残業の有無の単純集計結果は、「まったくない」32.9％、「たまにある」41.8％、「ときどきある」16.3％、「よ

くある」7.6％となっている。 
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に残業を行う傾向がみられる。一方、従属類型Ⅳのパートタイマーについては、残業はあま

りしない傾向がやや窺われる（図表Ⅱ－１－12）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－12　残業の有無と従属性４区分
－　パートタイマー　－

32.5

33.2

37.2

34.1

4.9

5.2

5.9

7.4

5.4

10.5

7.9

9.2

4.6

8.8

52.1

53.7

47.7

47.2

51.7

40.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

まったくない

たまにある

ときどきある

よくある

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

④雇用期間の定めの有無21

 雇用期間の定め別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅳのパートタイマーで雇用期

間があり、さらには期間後の取扱が不明確な場合が相対的に多いことが窺われる（図表Ⅱ－

１－13）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－13　雇用期間の定めの有無と従属性４区分
－　パートタイマー　－

32.9

37.2

23.3

34.2

6.9

5.3

10.3

6.0

8.7

49.8

54.6

70.0

51.9

3.3

2.3

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

雇用期間なし

期間あるが通常は更新される

期間あり更新はされない
／なんともいえない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑤職場での地位22

 職場での地位別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰ及びⅣとも正社員の補助的存

在であるとする傾向にあり、リーダー的な役割とするものが相対的に少なくなる傾向がやや

                                                 
21 雇用期間の有無の単純集計結果は、「決まっていない」62.3％、「期間はあるが通常は更新される」33.0％、「期

間はあり更新されない」0.6％、「なんともいえない」1.8％となっている。
22 職場での地位の単純集計結果は、「正社員の補助的存在」54.9％、「第一線の業務を担っている」19.9％、「職

場の最小単位のリーダー」11.6％、「職場の長」1.3％、「正社員も部下にする管理職」0.2％、「その他」15.6％
となっている。 
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みられる。一方、従属類型Ⅲのパートタイマーにリーダー的な役割とするものが相対的に多

くなっている（図表Ⅱ－１－14）。このことは、パートタイマーにあっても、リーダー的性

格の有無は労働者性指標の大小により強く反映していることが考えられる。 

　　　（注）　合計には、掲出した３つ以外の地位のパートタイマー及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－14　職場での地位と従属性４区分
－　パートタイマー　－

36.1

32.1

31.4

4.4

5.4

6.5

8.7

8.8

53.0

52.6

50.0

51.734.1

6.7

5.8 12.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員の補助的存在

第一線の業務を担う

職場の最小単位のリーダー

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑥働き方の評価

 ⑥－１「正社員より拘束が弱い働き方である」23

 パートタイマーの働き方の自己評価のうち「正社員より拘束が弱い働き方である」の賛否

別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅳのパートタイマーでは「そう思う」方向とす

るものが相対的に多い傾向がみられる。また、従属類型Ⅰでは賛否間で目立った違いはみら

れない。一方、従属類型Ⅱ及びⅢで「そう思わない」方向とするものが相対的に多い傾向が

みられる（図表Ⅱ－１－15）。総じて労働者性指標が低い人々で「そう思わない」方向とす

るものが相対的に多くなる傾向があることは、いわゆる人的従属性とは異なる性格の「拘束」

がこうした層では感じられているものといえるが、詳細は不明である。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－15　働き方の評価「正社員より拘束が弱い」と従属性４区分
－　パートタイマー　－

34.1

34.7

33.3

4.6

5.4

9.4

5.4

7.8

11.9

9.9

8.8

53.5

48.0

47.4

51.734.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

                                                 
23 「正社員より拘束の弱い働き方である」の単純集計結果は、「そう思う」33.4％、「どちらかといえばそう思

う」32.8％、「どちらともいえない」19.1％、「どちらかといえば思わない」4.7％、「そう思わない」9.1％とな

っている。 
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 ⑥－２「仕事の内容からみて正社員より賃金が低すぎる」24

 働き方の自己評価のうち「正社員より賃金が低すぎる」の賛否別に従属性４区分の構成を

みると、従属類型Ⅰのパートタイマーでは「そう思う」方向のものが相対的に多く、一方従

属類型Ⅳでは「そう思わない」方向のものが相対的に多くなる傾向がみられる。また、従属

類型Ⅲのパートタイマーでも、「そう思わない」方向のものが相対的に多くなる傾向がみられ

る（図表Ⅱ－１－16）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－16　働き方の評価「正社員より賃金が低い」と従属性４区分
－　パートタイマー　－

36.4

30.7

29.4

5.6

5.6

3.8

5.4

7.1

12.0

11.3

8.8

51.0

51.6

55.6

51.734.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑦パートタイマー就業継続希望25

 就業継続希望別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰのパートタイマーでは「今後 

　　　（注）　合計には、「自分で事業をしたい」や「考えていない／わからない」などと無回答を含む。

図表Ⅱ－１－17　今後の就業希望と従属性４区分
－　パートタイマー　－

28.9

48.5

36.5

34.1

5.6

6.6

3.5

2.0

5.4

9.3

5.1

7.8

10.0

8.8

56.2

39.7

52.2

50.2

51.7

37.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今後も現在の会社で
パートタイマーとして働きたい

機会があれば、現在の会社で
「正社員」として働きたい

他会社でパートタイマーで働きたい

別の会社でパートタイマー以外の
働き方をしてみたい

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

                                                 
24 「正社員より賃金が低すぎる」の単純集計結果は、「そう思う」33.3％、「どちらかといえばそう思う」29.7％、

「どちらともいえない」25.6％、「どちらかといえば思わない」5.2％、「そう思わない」5.6％となっている。
25 就業継続希望の単純集計結果は、「今後も現在の会社でパートタイマーとして働きたい」52.8％、「機会があ

れば現在の会社で正社員として働きたい」8.8％、「他の会社でパートタイマーとして働きたい」7.6％、「別の

会社でパートタイマー以外の働き方をしてみたい」13.5％、「自分で会社や事業を起こしたい」2.2％、「自宅で

個人的に仕事がしたい」3.2％、「考えていない／わからない」11.4％となっている。 
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も現在の会社でパートタイマーとして働きたい」が相対的に少なく、「機会があれば現在の会

社で正社員として働きたい」が相対的に多い傾向がみられ、一方従属類型Ⅳでは逆の傾向が

みられている（図表Ⅱ－１－17）。

  １－３－３－２ 登録型派遣社員に関する論点と従属指標

①登録型派遣社員という働き方を選択した理由26

 登録型派遣社員という働き方を選択した理由別に従属性４区分の構成をみると、従属類型

Ⅰの登録型派遣社員は「パートタイマーよりも給与がよかった」や「正社員としての雇用機

会のなさ」を挙げるものが相対的に多く、一方従属類型Ⅳでは「経験や技能を活かせる」や

「自分の都合と折り合える」を挙げるものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－18）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－18　雇用・就業形態選択理由と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

48.0

39.8

58.3

72.7

55.0

49.5

4.0

8.6

5.0

5.6

4.0

8.6

5.0

5.1

44.0

43.0

37.5

27.3

35.0

39.8

2.1 2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の経験や技能を活かせる仕事

自分の都合と折り合える

正社員として働ける先がなかった

パートタイマーよりも給与がよかった

とくに理由はない／なんともいえない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

②派遣期間の更新27

 派遣期間の更新の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員は

通常更新されるとするものが相対的に多く、一方従属類型Ⅳでは更新されないとするものや

更新の取扱が不明とするものが相対的に多い傾向がみられた。また、従属類型ⅡやⅢでも従

属類型Ⅳと同様の傾向となっている（図表Ⅱ－１－19）。従属類型Ⅰ（典型的な雇用労働の

領域）では、より安定した就業先を選択している結果と考えてもよいであろう。 

                                                 
26 登録型派遣社員という働き方を選択した理由の単純集計結果は、「自分の経験や技能を活かせる仕事」10.3％、

「自分の都合と折り合える」45.0％、「正社員として働ける先がなかった」20.2％、「パートタイマーよりも給

与がよかった」11.1％、「とくに理由はない／なんともいえない」9.2％となっている。
27 派遣期間の更新の単純集計結果は、「通常は更新される」70.2％、「更新されない」7.6％、「なんともいえな

い／わからない」21.8％となっている。 
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　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－19　派遣期間の更新の有無と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

54.0

37.5

38.8

4.0

5.6

3.3

6.3

5.1

38.7

43.8

42.9

39.849.5

8.2

12.5

10.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通常は更新される

更新されない

なんともいえない／わからない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

③所定労働時間の長短28

 職場の正社員と比べた所定労働時間の長短別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰ

の登録型派遣社員は正社員とほぼ同じとするものが相対的に多く、一方従属類型Ⅳでは特に

きまっていないとするものや正社員よりも短いとするものが相対的に多い傾向がみられた

（図表Ⅱ－１－20）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

　　　　　　「正社員より長い」は、該当人数が極端に少ないので注意を要する。

図表Ⅱ－１－20　所定労働時間の長短と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

42.9

61.3

43.5

49.5

14.3

5.6

14.3

10.7

5.1

42.9

30.6

47.8

57.1

39.8

17.9

5.4
2.9

2.7

5.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「正社員」より長い

「正社員」とほぼ同じ

「正社員」より短い

特に決まっていない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

④残業の有無29

 残業の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員はより頻繁に

残業するものが多くなる傾向がみられるのに対して、従属類型Ⅳでは逆に少なくなる傾向が

                                                 
28 所定労働時間の単純集計結果は、「正社員より長い」3.4％、「正社員と「ほぼ同じ」51.9％、「正社員より短

い」30.9％、「特にきまっていない」13.4％となっている。
29 残業の有無の単純集計結果は、「まったくしない」21.8％、「たまにある」29.8％、ときどきある」28.6％、「よ

くある」19.5％となっている。 
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みられた。また、従属類型Ⅱ及びⅢでは、まったく残業をしないとするものが相対的に多い

傾向がみられた（図表Ⅱ－１－21）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－21　残業の有無と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

32.7

53.3

50.8

49.5

6.8

5.6

9.6

4.5

5.1

48.1

43.3

39.0

27.3

39.8

61.4

5.1

1.7
9.6

5.1

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

まったくしない

たまにある

ときどきある

よくある

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑤雇用保険加入の有無30

 雇用保険加入の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員は入

っている場合が相対的に多く、一方、従属類型Ⅳでは入っていない場合が相対的に多い傾向

がみられた。また、従属類型Ⅱ及びⅢでも入っていない場合が相対的に多い傾向がみられた

（図表Ⅱ－１－22）。 

　　　（注）　合計には、「わからない」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－22　雇用保険の加入の有無と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

57.9

34.9

49.5

35.5

47.7

39.8

4.1

8.1

5.6

2.5

9.3

5.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入っている

入っていない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑥労働条件の遵守状況31

 労働条件の遵守状況別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員には

あまり傾向がみられない中で、従属類型Ⅳではときには「おかしい」と思うこともあるとす

るものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－23）。 

                                                 
30 雇用保険加入の有無の単純集計結果は、「入っている」56.1％、「入っていない」39.3％、「わからない」4.2％
となっている。

31 労働条件の遵守状況の単純集計結果は、「よく守られている」60.7％、「特には『おかしい』と思うこともあ

る」21.0％、「どちらともいえない」17.6％となっている。 
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　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－23　労働条件の遵守状況と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

49.3

47.5

50.0

6.0

5.6

5.2

5.1

39.6

45.0

37.5

39.849.5

7.5

2.5

10.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく守られている

時には「おかしい」と
思うこともある

どちらともいえない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

⑦働き方の評価

 ⑦－１「正社員より拘束が弱い働き方である」32

 登録型派遣社員の働き方の自己評価のうち「正社員より拘束が弱い働き方である」の賛否

別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員では「思わない」方向とす

るものが相対的に少なく、一方、従属類型Ⅳでは逆に「思わない」方向とするものが相対的

に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－24）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－24　働き方の評価「正社員より拘束が弱い」と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

49.3

53.3

39.1

6.8

5.6

6.2

5.1

37.7

44.4

47.8

39.849.5

8.7

4.3

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
 ⑦－２「仕事の内容からみて正社員より賃金が低すぎる」33

 働き方の自己評価のうち「正社員より賃金が低すぎる」の賛否別に従属性４区分の構成に

ついては、目立った傾向はみられなかった（図表Ⅱ－１－25）。
                                                 
32 「正社員より拘束の弱い働き方である」の単純集計結果は、「そう思う」36.6％、「どちらかといえばそう思

う」29.0％、「どちらともいえない」21.0％、「どちらかといえば思わない」3.1％、「そう思わない」9.2％とな

っている。
33 「正社員より賃金が低すぎる」の単純集計結果は、「そう思う」22.5％、「どちらかといえばそう思う」29.4％、

「どちらともいえない」30.9％、「どちらかといえば思わない」8.0％、「そう思わない」8.0％となっている。 
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　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－25　働き方の評価「正社員に比べ賃金が低い」
　　　　　　　　　と従属性４区分－　登録型派遣社員　－

48.7

50.0

48.5

4.3

5.6

5.2

5.1

41.7

37.9

39.4

39.849.5

4.5

12.1

7.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
 ⑦－３「派遣期間後のことが不安」34

 働き方の自己評価のうち「派遣期間後のことを考えると不安になる」の賛否別に従属性４

区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員は「そう思う」方向とするものが相対的

に多く、一方、従属類型Ⅳでは逆に「思わない」方向とするものが相対的に多くなる傾向が

みられた（図表Ⅱ－１－26）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－26　働き方の評価「派遣期間後が不安」と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

57.1

35.7

32.6

5.0

5.6 5.1

35.0

42.9

54.3

39.849.5

8.7

3.6

2.9

4.3

17.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑧登録型派遣社員就業継続希望35

 就業継続希望別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員は現在の派 

                                                 
34 「派遣期間後のことを考えると不安になる」の単純集計結果は、「そう思う」38.9％、「どちらかといえばそ

う思う」24.0％、「どちらともいえない」13.0％、「どちらかといえば思わない」10.7、「そう思わない」12.2％
となっている。

35 就業継続希望の単純集計結果は、「今後も登録型派遣社員として働きたい」29.8％、「機会があれば現在の職

場で正社員として働きたい」14.9％、「他の派遣先で登録型派遣社員として働きたい」3.1％、「別の会社で登録

型派遣社員以外の働き方をしてみたい」28.2％、「自分で会社や事業を起こしたい」5.7％、「自宅で個人的に仕

事がしたい」4.2％、「考えていない／わからない」13.4％となっている。 
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　　　（注）　合計には、「自分で事業をしたい」や「考えていない／わからない」などと無回答を含む。

　　　　　　「他の派遣先で『登録型派遣社員』として働きたい」は、該当人数が極端に少ないので注意を要する。

図表Ⅱ－１－27　今後の就業希望と従属性４区分
－　登録型派遣社員　－

46.4

58.8

71.4

49.5

6.7

5.6

5.8

5.0

5.1

44.9

38.2

14.3

41.7

39.8

46.7

14.3

2.9

2.9
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今後も「登録型派遣社員」
として働きたい

機会があれば、現在の職場で
「正社員」として働きたい

他の派遣先で「登録型派遣社員」
として働きたい

別の会社で「登録型派遣社員」
以外の働き方をしたい

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
遣先の職場で正社員になりたいとするものが相対的に多い傾向がみられ、一方、従属類型Ⅳ

では、今後とも登録型派遣社員として働きたいとするものや別の会社で登録型派遣社員以外

の働き方（多くが正社員）をしたいとするものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１

－27）。

  １－３－３－３ 常用型派遣社員に関する論点と従属指標

①常用型派遣社員という働き方を選択した理由36

 常用型派遣社員という働き方を選択した理由別に従属性４区分の構成をみると、従属類型

Ⅰの常用型派遣社員は正社員としての雇用機会の不足を挙げるものが相対的に多く、一方、

 

　　　（注）　合計には、「自分の経験や技能を活かせる仕事がある」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－28　雇用・就業形態選択理由と従属性４区分
－　常用型派遣社員　－

44.4

72.7

66.7

9.1

55.6

15.2

33.3

32.961.4 4.3

3.0

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の都合と折り合える

正社員として働ける先がなかった

とくに理由はない／なんともいえない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

                                                 
36 常用型派遣社員という働き方を選択した理由の単純集計結果は、「自分の経験や技能を活かせる仕事」6.3％、

「自分の都合と折り合える」26.3％、「正社員として働ける先がなかった」42.5％、「とくに理由はない／なん

ともいえない」23.8％となっている。なお、「働き方総合調査」の回答者のうち常用型派遣社員は 80 人であり、

データ数は総じて必ずしも十分とはいえないので注意を要する。 
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従属類型Ⅳでは自分の都合と折り合えるとするものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ

－１－28）。
②働き方の評価

 ②－１「仕事の内容からみて正社員より賃金が低すぎる」37

 働き方の自己評価のうち「正社員より賃金が低すぎる」の賛否別に従属性４区分の構成を

みると、従属類型Ⅰの常用型派遣社員は「そう思う」方向とするものが相対的に多く、一方、

従属類型Ⅳでは逆に「そう思わない」方向とするものが相対的に多い傾向がみられた（図表

Ⅱ－１－29）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－29　働き方の評価「正社員に比べ賃金が低い」
　　　　　　　　　　　　　　と従属性４区分　　　　－　常用型派遣社員　－

69.8

63.2

12.5

4.3

25.6

31.6

75.0

32.961.4

2.3

12.5

5.3

2.3

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

 ②－２「派遣期間後のことが不安」38

 働き方の自己評価のうち「派遣期間後のことを考えると不安になる」の賛否別に従属性４

区分の構成をみると、従属類型Ⅰの常用型派遣社員は「そう思う」方向とするものが相対的

に多く、一方、従属類型Ⅳでは逆に「思わない」方向とするものが相対的に多くなる傾向が

みられた（図表Ⅱ－１－30）。

③常用型派遣社員就業継続希望39

 就業継続希望別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの登録型派遣社員は現在の職

                                                 
37 「正社員より賃金が低すぎる」の単純集計結果は、「そう思う」38.8％、「どちらかといえばそう思う」23.8％、

「どちらともいえない」26.3％、「どちらかといえば思わない」7.5％、「そう思わない」3.8％となっている。
38 「派遣期間後のことを考えると不安になる」の単純集計結果は、「そう思う」42.5％、「どちらかといえばそ

う思う」20.0％、「どちらともいえない」18.8％、「どちらかといえば思わない」7.5、「そう思わない」11.3％
となっている。

39 就業継続希望の単純集計結果は、「今後も常用型派遣社員として働きたい」18.8％、「機会があれば現在の職

場で正社員として働きたい」16.3％、「他の派遣先で常用型派遣社員として働きたい」6.3％、「他の派遣元で常

用型派遣社員以外の働き方をしてみたい」2.5％、「別の会社で常用型派遣社員以外の働き方をしてみたい」

30.3％、「自分で会社や事業を起こしたい」3.8％、「自宅で個人的に仕事がしたい」2.5％、「考えていない／わ

からない」20.0％となっている。なお、「常用型派遣社員以外の働き方」は、大半が正社員である。 
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　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－30　働き方の評価「派遣期間後が不安」と従属性４区分
－　常用型派遣社員　－

68.9

46.2

33.3

6.7

4.3

17.8

53.8

66.7

61.4
1.4

2.2

32.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

　　　　　　などと無回答を含む。

　　　（注）　合計には、「他の派遣先で働きたい」、「自分で事業をしたい」や「考えていない／わからない」

図表Ⅱ－１－31　今後の就業希望と従属性４区分
－　常用型派遣社員　－

25.0

53.8

81.8

8.3 66.7

23.1

18.2

32.961.4
4.3

15.4

1.4

7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今後も「常用型派遣社員」として
働きたい

機会があれば、現在の職場で
「正社員」として働きたい

別の会社で「常用型派遣社員」
以外の働き方をしたい

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
場ないし別の会社で正社員として働きたいとするものが相対的に多く、一方、従属類型Ⅳで

は今後とも常用型派遣社員として働きたいとするものが相対的に多い傾向がみられた（図表

Ⅱ－１－31）。

  １－３－３－４ 契約社員に関する論点と従属指標

①契約社員という働き方を選択した理由40

 契約社員という働き方を選択した理由別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの契

約社員は正社員としての雇用機会の不足に関する理由を挙げるものが相対的に多く、逆に従

                                                 
40 契約社員という働き方を選択した理由の単純集計結果は、「自分の経験や技能を活かせる仕事」20.0％、「定

年を迎えそのまま会社に残った」0.7％、「正社員として働ける先がなかった」28.4％、「しばらくすれば正社員

になれるということだった」12.3％、「とくに理由はない／なんともいえない」33.6％となっている。 
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属類型Ⅳでは相対的に少なくなっている傾向がみられた。また、従属類型ⅡやⅢでは、自分

の経験や技能等を活かすという面を挙げるものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１

－32）。 

　　　（注）　合計には、「定年を迎え、そのまま会社に残ったため」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－32　雇用・就業形態選択理由と従属性４区分
－　契約社員　－

53.1

67.8

65.5

58.2

11.9

8.6

8.2

7.5

6.4

27.6

24.5

24.1

30.0

26.8

50.6

5.2

2.8
11.2

5.2

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の経験や技能等活かせる仕事は
契約社員が適当だ

正社員として働ける先がなかった

しばらくすれば「正社員」になれる
ということだった

とくに理由はない／なんともいえない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
②契約期間の更新41

 契約期間の更新の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの契約社員は更新さ

れないとするものが相対的に少なく、逆に従属類型Ⅳでは相対的に多い傾向がみられた（図

表Ⅱ－１－33）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－33　契約期間の更新と従属性４区分
－　契約社員　－

58.9

52.9

58.2

7.7 27.4

35.3

21.4

26.858.2

11.8

12.2

8.6

8.2

6.0

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通常は更新される

更新されない

なんともいえない／わからない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
③所定労働時間の長短42

 職場の正社員と比べた所定労働時間の長短別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰ

                                                 
41 派遣期間の更新の単純集計結果は、「通常は更新される」74.4％、「更新されない」3.4％、「なんともいえな

い／わからない」20.6％となっている。
42 所定労働時間の単純集計結果は、「正社員より長い」4.8％、「正社員と「ほぼ同じ」56.7％、「正社員より短

い」21.3％、「特にきまっていない」15.0％となっている。 
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の契約社員は正社員より長いとするものや正社員とほぼ同じとするものが相対的に多く、一

方従属類型Ⅳでは正社員よりも短いとするものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１

－34）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－34　所定労働時間の長短と従属性４区分
－　契約社員　－

70.8

68.1

43.5

58.2

20.5

8.6

4.2

11.0

6.4

8.3

21.6

41.7

27.4

26.8

41.1

3.7

7.0

16.7

11.1

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「正社員」より長い

「正社員」と同じ

「正社員」より短い

特に決まっていない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
④雇用保険加入の有無43

 雇用保険加入の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの契約社員は入ってい

る場合が相対的に多く、一方、従属類型Ⅳでは入っていない場合が相対的に多い傾向がみら

れた。また、従属類型Ⅱ及びⅢでも入っていない場合が相対的に多い傾向がみられた（図表

Ⅱ－１－35）。 

　　　（注）　合計には、「わからない」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－35　雇用保険の加入の有無と従属性４区分
－　契約社員　－

66.3

43.0

58.2

24.0

30.4

26.88.6

13.3

6.7

6.4

13.3

3.0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

入っている

入っていない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑤所得税の申告方式44

 所得税の申告方式別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの契約社員は会社が源泉

徴収している場合が相対的に多く、自分で確定申告している場合が相対的に少なくなってい

                                                 
43 雇用保険加入の有無の単純集計結果は、「入っている」66.5％、「入っていない」28.3％、「わからない」3.4％
となっている。

44 所得税の申告方式の単純集計結果は、「会社が源泉徴収している」78.9％、「自分で確定申告している」15.9％、

「いずれでもない」4.5％となっている。 
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る傾向がみられ、また、従属類型Ⅳでは自分で確定申告している場合が相対的に少なくなっ

ている傾向がみられた。一方、従属類型Ⅱ及びⅢでは自分で確定申告している場合が相対的

に多くなっている傾向がみられた（図表Ⅱ－１－36）。 

　　　（注）　合計には、「いずれでもない」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－36　所得税の申告方式と従属性４区分
－　契約社員　－

61.1

54.4

58.2

26.2

21.5

26.8

7.3

13.9

8.6

5.4

10.1

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

会社が源泉徴収している

自分で確定申告している

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑥働き方の評価

 ⑥－１「仕事の内容からみて正社員より賃金が低すぎる」45

 働き方の自己評価のうち「正社員より賃金が低すぎる」の賛否別に従属性４区分の構成を

みると、従属類型Ⅰの契約社員は「そう思わない」方向とするものが相対的に多い傾向がみ

られた（図表Ⅱ－１－37）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－37　働き方の評価「正社員に比べ賃金が低い」
　　　　　　　と従属性４区分        －　契約社員　－

51.0

64.4

63.0

8.6

27.1

26.6

26.1

26.858.2

11.9

7.6

5.1

10.0

6.4

3.3

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
 ⑥－２「専門性を活かしやすい」46

働き方の自己評価のうち「専門性を活かしやすい」の賛否別に従属性４区分の構成をみ

ると、従属類型Ⅰの契約社員は「どちらともいえない」とするものが相対的に多く、また

                                                 
45 「正社員より賃金が低すぎる」の単純集計結果は、「そう思う」34.9％、「どちらかといえばそう思う」23.6％、

「どちらともいえない」24.2％、「どちらかといえば思わない」7.5％、「そう思わない」8.2％となっている。
46 「仕事の範囲が決まっているので専門性を活かしやすい」の単純集計結果は、「そう思う」18.2％、「どちら

かといえばそう思う」23.8％、「どちらともいえない」37.0％、「どちらかといえば思わない」7.5％、「そう思

わない」11.3％となっている。 



　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－38　働き方の評価「仕事の範囲がきまっているので専門性
　　　　　　　　　　を活かしやすい」と従属性４区分　　　－　契約社員　－

56.8

65.8

52.6

8.6

30.8

18.4

23.7

26.858.2

6.8

14.5

8.8

5.5

6.4

9.2

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
従属類型Ⅳでは「そう思う」方向とするものが相対的に多い傾向がみられた。一方、従属類

型Ⅱ及びⅢでは「そう思わない」方向とするものが相対的に多くなっている傾向がみられた

（図表Ⅱ－１－38）。
 ⑥－３「契約期間後のことが不安」47

 働き方の自己評価のうち「契約期間後のことを考えると不安になる」の賛否別に従属性４

区分の構成をみると、従属類型Ⅰの契約社員は「そう思う」方向とするものが相対的に多く、

一方、従属類型Ⅳでは逆に「思わない」方向とするものが相対的に多くなる傾向がみられた。

また、従属類型Ⅲでも「思わない」方向とするものが相対的に多くなる傾向がみられ、契約

期間後の不安は経済的従属性とより関連が深いことが窺われる（図表Ⅱ－１－39）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－39　働き方の評価「契約期間後が不安」と従属性４区分
－　契約社員　－

65.9

53.8

47.3

7.7

8.6 6.4

22.4

28.3

34.1

26.858.2

7.8

11.3

4.1

10.9

6.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ
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47 「契約期間後のことを考えると不安になる」の単純集計結果は、「そう思う」28.6％、「どちらかといえばそ

う思う」20.6％、「どちらともいえない」22.9％、「どちらかといえば思わない」9.8％、「そう思わない」16.3％
となっている。 



③契約社員就業継続希望48

 就業継続希望別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの契約社員は現在の会社ない

し別の会社で正社員として働きたいとするものが相対的に多く、また、従属類型Ⅳでは別の

会社で正社員として働きたいとするものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－40）。 

　　　（注）　合計には、「他の会社で『契約社員』として働きたい」、「自分で事業をしたい」や「考えていない／わから

　　　　　　ない」などと無回答を含む。

図表Ⅱ－１－40　今後の就業希望と従属性４区分
－　契約社員　－

53.6

69.4

59.1

58.2 8.6

7.8

12.5

6.4

28.5

18.9

33.6

18.8

26.8

68.8

10.1

7.2
3.6

4.5
3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今後も現在の会社で「契約社員」
として働きたい

機会があれば、現在の会社で「正社員」
として働きたい

別の会社で「契約社員」以外の
働き方をしてみたい

自宅で個人的に仕事がしたい

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

  １－３－３－５ 業務請負会社社員に関する論点と従属指標

①業務請負会社社員という働き方を選択した理由49

 業務請負会社社員という働き方を選択した理由別に従属性４区分の構成をみると、従属類

型Ⅰの業務請負会社社員は正社員としての雇用機会の不足を挙げるものが相対的に多く、一

方、従属類型Ⅳでは自分の経験や技能を活かせるとするものが相対的に多い傾向がみられた

（図表Ⅱ－１－41）。

②派遣期間の更新50

 派遣期間の更新の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの業務請負会社社員 

                                                 
48 就業継続希望の単純集計結果は、「今後も現在の会社で契約社員として働きたい」35.4％、「機会があれば現

在の会社で正社員として働きたい」22.7％、「他の会社で契約社員として働きたい」1.8％、「別の会社で契約社

員以外の働き方をしてみたい」23.1％、「自分で会社や事業を起こしたい」2.9％、「自宅で個人的に仕事がした

い」2.9％、「考えていない／わからない」10.6％となっている。なお、「契約社員以外の働き方」は、大半が正

社員である。
49 業務請負会社社員という働き方を選択した理由の単純集計結果は、「自分の経験や技能を活かせる仕事」

10.2％、「自分の都合と折り合える」30.5％、「正社員として働ける先がなかった」20.3％、「パートタイマーよ

りも給与がよかった」6.8％、「とくに理由はない／なんともいえない」30.5％となっている。なお、「働き方総

合調査」の回答者のうち業務請負会社社員は 59 人であり、データ数は総じて必ずしも十分とはいえないので

注意を要する。
50 派遣期間の更新の単純集計結果は、「通常は更新される」57.6％、「更新されない」8.5％、「なんともいえな

い／わからない」32.2％となっている。 
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　　　（注）　合計には、「とくに理由はない／なんともいえない」及び無回答を含む。

　　　　　　　業務請負会社社員は、総じてケース数が少ないので注意を要する。

図表Ⅱ－１－41　雇用・就業形態選択理由と従属性４区分
－　業務請負会社社員　－

50.0

43.8

63.6

57.4

25.0

13.0 5.6

33.3

25.0

27.3

25.0

24.1

50.0

18.8

16.7

9.1

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分の経験や技能を活かせる
仕事がある

自分の都合と折り合える

正社員として働ける先がなかった

パートタイマーよりも給与がよかった

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

　　　　　　　「更新されない」は、特にケース数が少ないので注意を要する。

図表Ⅱ－１－42　派遣期間の更新と従属性４区分
－　業務請負会社社員　－

63.3

75.0
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15.8
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通常は更新される

更新されない

なんともいえない／わからない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

は通常更新されるとするものが相対的に多く、一方従属類型Ⅳでは更新されないとするもの

や更新の取扱が不明とするものが相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－42）。

③仕事の指示をする人51

 職場で仕事の指示をする人別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの業務請負会社

社員は派遣先の担当者から指示されるとするものが相対的に多い傾向がみられ、一方従属類

型Ⅳでは逆に派遣元の担当者から指示されるとするものが相対的に多い傾向がみられた（図

表Ⅱ－１－43）。 

                                                 
51 派遣期間の更新の単純集計結果は、「通常は更新される」57.6％、「更新されない」8.5％、「なんともいえな

い／わからない」32.2％となっている。 

－ 56 －



　　　（注）　合計には、「どちらからも指示される」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－43　仕事を指示する人と従属性４区分
－　業務請負会社社員　－
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合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

⑤雇用保険加入の有無52

 雇用保険加入の有無別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの業務請負会社社員は

入っている場合が相対的に多く、一方、従属類型Ⅳでは入っていない場合が相対的に多い傾

向がみられた。また、従属類型Ⅱ及びⅢでも入っていない場合が相対的に多い傾向がみられ

た（図表Ⅱ－１－44）。 

　　　（注）　合計には、「わからない」及び無回答を含む。

図表Ⅱ－１－44　雇用保険の加入の有無と従属性４区分
－　業務請負会社社員　－
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合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

⑥働き方の評価

 ⑥－１「仕事の内容からみて正社員より賃金が低すぎる」53

 働き方の自己評価のうち「正社員より賃金が低すぎる」の賛否別に従属性４区分の構成を

みると、従属類型Ⅰの業務請負会社社員は「そう思わない」方向とするものが相対的に少な

い傾向がみられ、一方、従属類型Ⅳでは逆に「そう思わない」方向とするものが相対的に多

い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－45）。 

                                                 
52 雇用保険加入の有無の単純集計結果は、「入っている」49.2％、「入っていない」44.1％、「わからない」5.1％
となっている。

53 「正社員より賃金が低すぎる」の単純集計結果は、「そう思う」27.1％、「どちらかといえばそう思う」20.3％、

「どちらともいえない」33.9％、「どちらかといえば思わない」10.2％、「そう思わない」6.8％となっている。 

－ 57 －



－ 58 －

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－45　働き方の評価「正社員に比べ賃金が低い」
　　　　　　　　　　　　　　と従属性４区分　　　－　業務請負会社社員　－

56.0
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30.0

13.0

24.0

16.7

40.0

24.157.4

11.1

30.0

8.0

5.6
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
 ⑥－２「派遣期間後のことが不安」54

 働き方の自己評価のうち「派遣期間後のことを考えると不安になる」の賛否別に従属性４

区分の構成をみると、従属類型Ⅰの業務請負会社社員は「そう思う」方向とするものが相対

的に多く、一方、従属類型Ⅳでは逆に「思わない」方向とするものが相対的に多くなる傾向

がみられた（図表Ⅱ－１－46）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－46　働き方の評価「派遣期間後が不安」と従属性４区分
－　業務請負会社社員　－
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46.2
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24.157.4

15.4
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そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
⑧業務請負会社社員就業継続希望55

 就業継続希望別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの業務請負会社社員は別の会

                                                 
54 「派遣期間後のことを考えると不安になる」の単純集計結果は、「そう思う」39.0％、「どちらかといえばそ

う思う」23.7％、「どちらともいえない」25.4％、「どちらかといえば思わない」0.0％、「そう思わない」8.5％
となっている。

55 就業継続希望の単純集計結果は、「今後も業務請負会社社員として働きたい」27.1％、「機会があれば現在の

職場で雇用されて働きたい」8.5％、「他の派遣先で業務請負会社社員として働きたい」3.4％、「別の会社で業

務請負会社社員以外の働き方をしたい」32.2％、「自分で会社や事業を起こしたい」3.4％、「自宅で個人的に仕

事がしたい」6.8％、「考えていない／わからない」16.9％となっている。なお、「業務請負会社社員以外の働き

方」とは、大半が正社員である。 



－ 59 －

社で業務請負会社社員以外の働き方（多くが正社員）をしたいとするものが相対的に多い傾

向がみられ、一方、従属類型Ⅳでは、今後とも業務請負会社社員として働きたいとするもの

が相対的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－47）。 

　　　　　　として働きたい」、「自分で事業をしたい」や「考えていない／わからない」などと無回答を含む。

　　　（注）　合計には、「機会があれば、現在の職場で雇用されて働きたい」、「他の派遣先で『業務請負会社社員』

図表Ⅱ－１－47　今後の就業希望と従属性４区分
－　業務請負会社社員　－

20.0

73.7

57.4

53.3

21.1

24.113.0

13.3

5.6
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以外の働き方をしたい

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

 １－３－４ 専属請負型の個人自営業主の論点と従属指標

 ここでは、「働き方総合調査」から、専属請負型の個人自営業主（以下この項（１－３－４）

において「専属請負業主」という。）の調査結果について、従属性４区分によりどのような特

徴がみられるかをみてみよう56。

①月間仕事時間数57

 専属請負業主の月間仕事時間数別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰは 220～239
時間を筆頭に長い時間数のところで相対的に多くなる傾向がみられるのに対して、従属類型

Ⅳでは 120 時間未満の短いところと 180～199 時間のところの二つで相対的に多くなる傾向

がみられた。また、従属類型Ⅱは長い方、従属類型Ⅲは短い方で相対的に多くなる傾向がみ

られているといえる（図表Ⅱ－１－48）。仕事時間の長短は、経済的従属性とより関連して

いるといえそうである。 

                                                 
56 本題に入る前の予備知識として、専属請負業主に関する基礎的なデータを確認しておく。まず専属的に業務

を請負う相手先の件数は、１件のみ（純粋専属）は 47.7％であり、次いで２件 9.4％、３件 10.4％、４～５件

11.9％などとなっている。請け負っている作業内容は、「事務的な作業」が 39.0％ともっとも多く、次いで「製

造・組み立て」16.0％、「相談・助言」8.1％、「工事」5.9％、「運送・運搬」5.2％などとなっている。また、「事

務的な作業」の内訳をみると、「文書作成」34.8％、「データ入力作業」33.5％などが多く、次いで「コンテン

ツ開発」12.7％、「CAD／CAM を使った製図」など 10.1％、「翻訳」8.2％、「DTP」8.2％などとなっている。

そうした作業に必要な機器としてどのようなものを使っているかをみると、「パソコン」が 49.6％ともっとも

多く、次いで「乗用自動車」13.1％、「貨物自動車」8.4％などとなっている。
57 月間仕事時間数の単純集計結果は、「100 時間未満」40.9％、「100～119 時間」9.1％、「120～139 時間」11.0％、

「140～159 時間」9.4％、「160～179 時間」7.5％、「180～199 時間」4.1％、「200～219 時間」7.5％、「220
～239 時間」1.6％、「240 時間以上」8.8％となっている。 



図表Ⅱ－１－48　月間仕事時間数と従属性４区分
　　　－　専属請負型個人自営業主　－
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合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

②主な作業機器の整備方法58

 主な機器の整備方法別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの専属請負業主は取引

先から有償又は無償で貸与されたとするものが相対的に多く、また、従属類型Ⅳでも取引先

から無償で貸与されたとするものが相対的に多くなっている傾向がみられた。自分で購入等

が相対的に多いのは従属類型Ⅲであった（図表Ⅱ－１－49）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。なお、選択肢は重複回答可である。

図表Ⅱ－１－49　主な作業機器の整備方法と従属性４区分
－　専属請負型個人自営業主－
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合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

                                                 
58 機器の整備方法の単純集計結果は、「自身で購入（作製）又は借り入れた」が 70.1％、「取引先から有償で貸

与された」3.0％、「取引先から無償で貸与された」21.7％となっている。（無回答 12.6％） 

－ 60 －



③受注時の拒絶可否59

 受注時の拒絶可否別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰ及びⅣでは「断ることは

できない」とするものが相対的に多い傾向がみられるのに対して、従属類型ⅡやⅢでは「対

応の限界」や「条件が折り合わない」ために断るとするものが相対的に多い傾向がみられ、

労働者性の有無と関連の深い要因であることが確認されたといえる（図表Ⅱ－１－50）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－50　受注時の拒絶可否と従属性４区分
－　専属請負型個人自営業主　－
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合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
④受注条件の決定方法60

 受注条件の決定方法別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰ及びⅣでは「取引先か

ら提示されたものを受け入れる」とするものが相対的に多い傾向がみられるのに対して、従

属類型ⅡやⅢでは「双方から提示でき、話合いで決める」とするものが相対的に多い傾向が

みられた（図表Ⅱ－１－51）。
⑤作業の進め方の指示状況61

 作業の進め方の指示状況別に従属性４区分の構成をみると、従属類型Ⅰの専属請負業主は

「受注の際に指示を受ける」を中心に、従属類型Ⅳは「作業の進行のつど指示を受ける」を

中心に、それぞれ取引先からの指示を受けるとするものが相対的に多い傾向がみられ、一方

従属類型ⅡやⅢでは「作業の仕方は自分で決める」とするものが相対的に多い傾向がみられ、

労働者性の有無と関連の深い要因であることが確認されたといえる（図表Ⅱ－１－52）。
 

                                                 
59 受注時の拒絶可否の単純集計結果は、「依頼を受けた仕事は断わることはできない」15.8％、「対応の限界を

超えるときは断ることもある」43.7％、「条件が折り合わなければ断る」27.9％、「なんともいえない」10.1％
となっている。

60 受注条件の決定方法の単純集計結果は、「取引先から提示されたものを受け入れる」55.6％、「双方から提示

することができ、話合いで決める」25.7％、「自身から提示する」8.6％、「なんともいえない」7.4％となって

いる。
61 作業の進め方の指示状況の単純集計結果は、「品質基準、納期があるだけで作業の仕方等は自身で決める」

54.1％、「受注の際に作業の仕方や進め方の指示を受ける」15.8％、「作業の進行のつど作業の仕方や進め方が

特定される」11.1％、「なんともいえない」16.5％となっている。 

－ 61 －



　　　（注）　合計には、「なんともいえない」及び無回答を含む。

　　　　　　「自身から提示する」は、特にケース数が少ないので注意を要する。

図表Ⅱ－１－51　受注条件の決定方法と従属性４区分
－　専属請負型個人自営業主　－
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合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－52　作業の進め方と従属性４区分
－　専属請負型個人自営業主　－
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合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

⑥働き方の評価

 ⑥－１「疲れていても仕事をしなければならない」62

 働き方の自己評価のうち「疲れていても仕事をしなければならない」の賛否別に従属性４

区分の構成をみると、従属類型Ⅰ及びⅣの専属請負業主では「そう思う」方向とするものが

相対的にやや多い傾向がみられ、一方、従属類型Ⅲでは「思わない」方向とするものが相対

的に多い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－53）。 

                                                 
62 「疲れていても仕事をしなければならない」の単純集計結果は、「そう思う」42.9％、「どちらかといえばそ

う思う」24.5％、「どちらともいえない」15.1％、「どちらかといえば思わない」7.1％、「そう思わない」7.6％
となっている。 

－ 62 －



　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－53　働き方の評価「疲れていても仕事をしなければなら
      　　　　　ない」と従属性４区分　－　専属請負型個人自営業主　－
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そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 

 ⑥－２「少々の病気なら仕事をする」63

 働き方の自己評価のうち「少々の病気なら仕事をする」の賛否別に従属性４区分の構成を

みると、従属類型Ⅰ及びⅣの専属請負業主では「そう思う」方向とするものが相対的にやや

多い傾向がみられ、一方、従属類型Ⅱ及びⅢでは「思わない」方向とするものが相対的に多

い傾向がみられた（図表Ⅱ－１－54）。これは、こうした事態も労働者性と関連があること

が示唆されているといえる。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－54　働き方の評価「少々の病気なら仕事する」
　　　　　　　　　と従属性４区分　　　－　専属請負型個人自営業主　－

22.9

20.0

13.7

27.5

17.5

15.7

36.5

37.5

38.3

26.9

15.0

25.0

25.3

7.5

20.8

50.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
 ⑥－３「特別の休みは取引先の了解が必要」64

 働き方の自己評価のうち「特別の休みは取引先の了解が必要」の賛否別に従属性４区分の

構成をみると、従属類型Ⅰ及びⅣの専属請負業主では「そう思う」方向とするものが相対的

                                                 
63 「少々の病気なら仕事をする」の単純集計結果は、「そう思う」40.9％、「どちらかといえばそう思う」32.0％、

「どちらともいえない」12.3％、「どちらかといえば思わない」6.3％、「そう思わない」5.4％となっている。
64 「特別の休みは取引先の了解が必要」の単純集計結果は、「そう思う」24.5％、「どちらかといえばそう思う」

16.1％、「どちらともいえない」15.4％、「どちらかといえば思わない」8.0％、「そう思わない」32.5％となっ

ている。 

－ 63 －



に多い傾向がみられ、一方、従属類型Ⅱ及びⅢでは「思わない」方向とするものが相対的に

多い傾向がみられており、こうした事態も労働者性と関連があることが示唆されているとい

える（図表Ⅱ－１－55）。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－55　働き方の評価「特別の休みは取引先の了解が必要」
　　　　　　　　　と従属性４区分　　　－　専属請負型個人自営業主　－

29.7

20.0

10.1
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38.3

31.1
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そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
 ⑥－４「仕事が原因で病気や怪我になる」65

 働き方の自己評価のうち「仕事が原因で病気や怪我になる」の賛否別に従属性４区分の構

成をみると、従属類型Ⅰの専属請負業主では「そう思う」方向とするものが相対的に多い傾

向がみられ、また、従属類型Ⅱでも「そう思う」方向とするものが相対的に多い傾向がみら

れた。一方、従属類型Ⅳでは「そう思う」方向は相対的に少なく、「どちらともいえない」が

やや多い傾向がみられ、さらに従属類型Ⅲでは「思わない」方向とするものが相対的に多い

傾向がみられた（図表Ⅱ－１－56）。このことから、仕事が原因で病気やけがになるについ

ては、どちらかといえば経済的従属性と関連があることが示唆されているといえる。 

　　　（注）　合計には無回答を含む。

図表Ⅱ－１－56　働き方の評価「仕事が原因で病気や怪我になる」
　　　　　　　　　と従属性４区分　　　－　専属請負型個人自営業主　－

28.9
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24.4
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15.7

26.7
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20.0
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そう思う／どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

そう思わない／どちらかといえば思わない

合計

従属類型Ⅰ 従属類型Ⅱ 従属類型Ⅲ 従属類型Ⅳ

 
                                                 
65 「仕事が原因で病気や怪我になる」の単純集計結果は、「そう思う」4.5％、「どちらかといえばそう思う」10.6％、

「どちらともいえない」22.9％、「どちらかといえば思わない」13.6％、「そう思わない」45.5％となっている。 
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 労働者性指標：小 労働者性指標：大 
経済的従属指標：大 従属類型Ⅱ 

「隠された従属労働」 
従属類型Ⅰ 

「典型的な雇用労働」 
経済的従属指標：小 従属類型Ⅲ 

「典型的な個人自営業主」 
従属類型Ⅳ 

いわゆる「縁辺労働力」 

 １－４－２ 従属性座標面におけるそれぞれの雇用・就業形態の分布

 従属性の座標面上に、それぞれの雇用・就業形態を分布させると、次のような特徴がみら

れた。

①正社員は、従属類型Ⅰを中心としつつも従属類型Ⅱ及び従属類型Ⅳにかけても分布してい

る。従属類型Ⅱに属するものは、役職では部長クラス、部門では経営企画部門、適用され

る時間制度では管理職の緩やかな時間管理等や裁量労働制などの人が相対的に多くなって

いる。総じて労働者的性格が後退して経営層的性格が強まるとともに従属類型Ⅱの範囲に

移行するように考えられる。一方、従属類型Ⅳに属する人は一般社員クラスが中心である。 
②非正社員は、従属類型ⅠとⅣとにほぼ同割合が分布している。その中で従属類型Ⅳに半数

を超えて分布しているのがパートタイマーであり、次いで登録型派遣社員では約４割が従

属類型Ⅳと多くなっている。同様にその他の形態についてみると、常用型派遣社員では３

分の１程度、契約社員と業務請負会社社員は４分の１程度となっている66。 
③個人自営業主は、従属類型Ⅲを中心に他の類型にも分布している。専属請負型個人自営業

                                                 
66 「働き方総合調査」により把握できた業務請負会社社員は、年齢層も広く分布しており、近年注目されてい

るような年齢が若く非常に流動的な層を必ずしもとらえられていない可能性が考えられる。こうした層がとら

えられたならば、多分この比率はかなり大きなものとなったであろう。ただし、近年注目されているものが業

務請負会社社員の典型であると考えることには、少なからず疑問を感じる。むしろ例えば、機械リースに伴い

技能を持った操作担当者が同時に派遣されるといった形式の方が主要な形態であると考えた方がよいのではな

いかとも思われる。少なくとも２分割して考える必要があるであろう。 
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１－４ 本章（政策論からみた類型化）のまとめと再説

 以上「働き方総合調査」が、当然に少なからず難点を抱えながらも、総合的な調査として

実施したことの基礎に立って、その結果データを用いて試算した労働者性指標と経済的従属

指標とに基づき、働き方の類型化を試みたうえで、それぞれどのような特徴がみられるか分

析を加えた。ここで、これまでの議論をまとめつつ整理しておきたい。

 １－４－１ 労働者性と経済的従属性とによる４つの従属性区分

 労働者性指標と経済的従属指標とを座標軸とする座標面を考えると、労働者性指標の大・

小（２）×経済的従属指標の大・小（２）で、大きな区分として４つの区分を考えることが

できる。上述の表記法に従って表に示すと次のようになる。

 



主は従属類型ⅠやⅣにもかなり分布しており、特に専属的な取引先が一つである純粋専属

請負型では従属類型Ⅲの構成比を超えて従属類型Ⅰ及びⅣともそれぞれ３割程度を占めて

いる。また、特異な分布をしているものに商店・店舗経営のうちフランチャイズ組織に加

盟しているフランチャイジーがあり、従属類型Ⅱが半数強を占めている。 
 以上の結果をやや大胆に概念的に図式化すると、概ね次のようになる。

（正社員）         （非正社員１）       （非正社員２）

（個人自営業主１）     （個人自営業主２）     （家族従業者）

 １－４－３ 従属性４区分からみた雇用・就業形態に関する様々な論点整理

 雇用・就業形態に関する様々な論点について、従属性４区分による違いの分析から、概ね

以下のように整理することができる。

（失業経験について）

①正社員では従属類型Ⅳに属する人々で失業を経験する人の割合が相対的に高くなっている

のに対して、非正社員では従属類型Ⅰに属する人でもかなり高くなっている。また、個人

自営業主についても、属する従属類型を問わずに失業を経験する人の割合が正社員に比べ

てかなり高くなっている。こんにち、正社員ばかりでなく非正社員や個人自営業主にあっ

ても従属類型ⅠやⅡに属する経済的従属性の高い層が少なくなく、これらの人々に対する

失業の際の所得保障や再就職（業）の促進に向けた施策の必要性の高さが示唆される67。 

（非正社員の雇用・就業形態選択理由）

②非正社員についてそれぞれの雇用・就業形態を選択した理由をみると、従属類型Ⅰに属す

る人々は「正社員としての雇用機会の不足」を挙げる傾向があり、一方従属類型Ⅳに属す

                                                 
67 さらにいえば、これらの施策は、制度を整備するにとどまらず、実際に適用実施されることが重要である。 

一般社員クラス 

部長クラス 

パートタイマー 

登録型派遣社員 

常用型派遣社員 

契約社員 

業務請負 

会社社員 

専属請負計 

純粋専属請負 不特定請負 

フランチャイジー 
類型Ⅱ     類型Ⅰ 

 

 

 

類型Ⅲ     類型Ⅳ 
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る人々は「自己の都合との折り合い」を挙げる傾向が総じてみられる。これと照合して、

従属類型Ⅰに属する人々では今後正社員としての就業を希望する傾向が総じてみられた。

現在勤務する企業における非正社員から正社員への転換制度の整備や転職のための情報提

供や多様な労働力需給調整システムの整備に向けた施策の必要性の高さが示唆される。 

（非正社員の賃金格差意識）

③非正社員が感じる正社員と比較した賃金格差意識についてみると、あくまで傾向としてで

はあるが、従属類型Ⅰに属する人々において従属類型Ⅳに属する人々よりも強いものとい

える。非正社員として働く人の賃金を始めとする様々な処遇について、非正社員だからと

いうことのみで画一的な取扱をするのではなく、その人の能力その他の様々な要素を考慮

した処遇制度を整備して、同等な状況にある正社員との均衡にも配慮した公正な処遇を図

るための施策の必要性の高さが示唆される68。 

（非正社員の派遣（契約）期間後の不安）

④登録型、常用型を問わず派遣社員を中心に存在する派遣期間（契約期間）後に対する不安

についてみると、あくまで傾向としてではあるが、従属類型Ⅰに属する人々において従属

類型Ⅳに属する人々よりも強いものといえる。期間後の見通しに関する情報提供の充実や

労働者派遣事業者と派遣労働者間の雇用関係の継続的安定化を図るための施策が真摯に採

られる必要性の高さが示唆される。 

（非正社員の雇用保険への加入）

⑤非正社員の雇用保険への加入状況をみると、あくまで傾向としてではあるが、従属類型Ⅰ

に属する人々に比べ従属類型Ⅳに属する人々において加入している割合が相対的に低くな

っている。もとより、従属類型Ⅰよりも同Ⅳに属する人々に雇用保険の加入条件（週 20 時

間以上の就業など）を満たさない場合が相対的に多いことによる面があるものと考えられ

るが、一方、適用されるべき人々が必要な手続きがなされていないために適用されていな

い場合も少なくないと考えられる。従属類型ⅠとⅣの違いは、経済的従属性の違いによる

ものである。経済的従属性が低い類型Ⅳにあっては当該就業による所得への依存が小さい

ことを意味し、雇用保険が単に失業した際の所得保障の機能のみであると意識されるとす

れば、働く側にとってもそれへの加入の意味が相対的に小さく感じられている面も否定で

きない。しかしながら、能力開発への支援や育児休業時の支援など雇用保険がこんにち持

っている広範な支援機能に着目するならば、従属類型Ⅳに属する人々にとっても、いや、

そうした人々にとってこそ雇用保険への加入の必要性が増していると考えられ、その就業

実態に適合した形での雇用保険への加入実現のための施策の必要性の高さが示唆される。 

 
68 これに関連して、特に従属類型Ⅳに属する正社員を中心に、正社員の処遇の見直しも論理的にあり得るであ

ろう。 
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（専属請負型個人自営業主の労働者性）

⑥前項（１－４－２）においてみたように、専属請負型個人自営業主、その中でも特に純粋
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専属請負型個人自営業主にあっては、従属類型ⅠやⅡに属するとみられる人々が相当の割

合で存在している。いわゆる労働者性の判断基準と密接に関連した主な作業機器の整備方

法、受注時の拒絶可否、受注条件の決定方法及び作業の進め方の状況についてみると、傾

向として、従属類型Ⅰ及びⅣに属する人々において労働者性に該当するような状況にある

場合が相対的に多くなっている。こうした場合、形式的な契約形態にかかわらずに労働者

性を肯定する、すなわち労働法を適用することとするための施策の必要性の高さが示唆さ

れる。その際、速やかな判断がなされるよう、例えば欧州の国々で採られているような一

定の者について「みなし規定」を設けることも検討されてよいであろう。 

（専属請負型個人自営業主の仕事と病気・怪我）

⑦専属請負型個人自営業主の仕事と病気・怪我についてみると、傾向として、従属類型Ⅰに

属する人々において、「疲れていても仕事をしなければならない」、「少々の病気なら仕事を

する」、「仕事が原因で病気や怪我になる」などに「そう思う」とするものが相対的に多く

なっている。専属請負型個人自営業主の仕事上の安全衛生の確保や病気・怪我の際の補償

のための施策の必要性の高さが示唆される。 

 １－４－４ 実際的指標による従属性区分の表現

 以上労働者性と経済的従属性とにより構成した従属性区分に基づき分析を行ってきた。そ

こには有意義な発見も少なからずあったものと考える。しかしながら、この従属性区分は分

析上の概念ではあっても、実際的に適用するのは必ずしも容易ではない。ある人の就業状態

が従属類型のⅠからⅣまでのいずれに該当するのか判断することは事実上できないであろう。

したがって特に政策論を展開するためには、この従属性区分について、完全には一致しない

けれども政策論的にはまあまあ満足すべき実際的な指標で表現し直すことが求められるもの

と考えられる。ここでは、前節（１－３）における分析に基づきつつ、その実際的な表現し

直しを提言しておきたい69。

（従属区分ⅠとⅣとの区分のための実際的指標の検討）

 従属類型ⅠとⅣとを分ける実際的な指標となるのは、①雇用契約期間の設定の有無、すな

わち有期雇用かどうか、②有期雇用であっても期間の延長が期待できるかどうか、③残業の

有無や頻度も含めた労働時間の長さ、といったものであると考えられる。

 その多くが従属類型Ⅰに属するいわゆる正社員は、定義上からも期間の定めのない雇用で

あり、有期雇用かどうかが一つの重要な区分指標になることにはあまり異論はないであろう。

 二つ目の有期雇用であっても当該期間の延長（契約更新）が行われることの期待度の高低

も一つの区分指標になりえるものと考えられる。ただし、これは有期雇用かどうかに比べれ

ば曖昧な指標ではある。従属類型Ⅰ及びⅡごとに雇用期間の更新の期待度別の割合をみると、

                                                 
69 以下にみるように、結果的にありふれた指標による区分になるかもしれないが、それは従属性区分という理

論的なフィルターにより濾過された区分であり、古びた袋に入れられた新しい酒である。 



従属類型Ⅰの方がⅣに比べてその期待度が高い人の占める割合は高くなっているが、その違

いは必ずしも決定的なものとまではいえない違いである（図表Ⅱ－１－57）。しかし一方、従

属類型Ⅰに属する非正社員においてできれば正社員になりたいとする人の割合が高いことと

考え併せれば、更新期待度の高い層を従属類型Ⅰに区分することは実際的であると考えても

よいであろう。

 

　（注）「期待度：大」は、「通常は更新される」
　　　　「期待度：小」は、「更新されない」及び「わからない／なんともいえない」

図表Ⅱ－１－57　雇用期間（派遣期間）の更新の期待度

①パートタイマー

96.3

92.7

3.7

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

②登録型派遣社員

76.4

67.4

23.6

32.6

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

③業務請負会社社員

63.3

38.5

36.7

61.5

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

期待度：大 期待度：小

 

 また、三つ目の残業の有無・頻度も含めた労働時間についてみると、従属類型Ⅳに比べて

従属区分Ⅰにおいて残業する頻度も高い人が多く、また、所定労働時間の長い人が多くなっ

ている（図表Ⅱ－１－58、図表Ⅱ－１－59）

（従属区分ⅠとⅡとの区分のための実際的指標の検討）

 つぎに、従属類型ⅠとⅡとを分け指標となるのは、役職の高まりとともに経営への参画的

な役割を担うようになり、また、仕事の進め方もかなりの程度の裁量性が認められているこ

とが考えられる。これを実際的な指標で表すとすれば、まず、①一定以上の役職に就いてい

ることは異論のないところであるが、②制度としても就業実態としても相当の裁量が認めら

れていること、③一定以上の年収が支払われていること、などがあるものと考えられる。 
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図表Ⅱ－１－58 残業の有無、頻度

①パートタイマー

32.3

34.3

40.9

43.7

17.9

15.2

8.9

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

④業務請負会社社員

13.8

53.8

31.0

23.1

27.6

7.7

27.6

15.4

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

まったくない たまにある ときどきある よくある

②登録型派遣社員

16.0

29.1

30.2

30.2

28.3

26.7

25.5

14.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

③常用型派遣社員

18.6

26.1

20.9

39.1

23.3

21.7

37.2

13.0

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

まったくない たまにある ときどきある よくある

 

図表Ⅱ－１－59　所定労働時間

①パートタイマー

12.3

5.0

17.9

9.2

50.1

50.1

19.7

39.9

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

40時間以上 35時間以上40時間未満 20時間以上35時間未満 20時間未満

②契約社員

6.1 66.4

46.8

16.8

35.7

10.7

15.9

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

⑤業務請負会社社員

6.7

7.7

70.0

46.2

10.0

15.4

13.3

30.8

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

正社員より長い ほぼ同じ 短い 特に決まっていない

③登録型派遣社員

64.2

39.5

28.3

38.4 18.6

3.5

2.8 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

④常用型派遣社員

11.6 58.1

47.8

25.6

43.5
4.3

4.7

4.3

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅳ

正社員より長い ほぼ同じ 短い 特に決まっていない

 

－ 70 －

 従属類型ⅠとⅡとで適用される勤務時間制度の違いをみると、裁量労働制や管理職の緩や

かな時間管理が適用されている人の割合が相対的に高くなっている（図表Ⅱ－１－60）。これ

は、現行のこられの制度の導入条件からみてある意味で当然であるが、逆に、こうした層で

はより裁量的な仕事の進め方ができやすいことを示すものでもあろう。

 また、従属類型ⅠとⅡとで年収分布の違いをみると、750 万円以上の年収階層で従属類型

Ⅱの構成比が従属類型Ⅰを上回っている（図表Ⅱ－１－61）。少なくとも 800 万円以上の年収

が支払われていることが、従属類型Ⅱに属すると判断する際の実際的な指標となり得ると考

えてよいであろう。 



図表Ⅱ－１－60　適用所定勤務時間制度の割合

5.2

3.1

10.2

14.9

13.0

79.4

71.5

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅱ

裁量労働制 管理職の緩やかな時間管理 その他の時間制度 一般的な所定勤務時間制度
 

図表Ⅱ－１－61　年収の分布

7.2

5.8

40.2

37.8

30.1

24.4

16.2

20.3

4.6

7.4 2.7

1.3

0.4

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

従属類型Ⅰ

従属類型Ⅱ

２５０万円未満 ２５０万円以上　５００万円未満 ５００万円以上　７５０万円未満

７５０万円以上１，０００万円未満 １，０００万円以上１，２５０万円未満 １，２５０万円以上１，５００万円未満

１，５００万円以上
 

（従属区分ⅡとⅢとの区分のための実際的指標の検討）

 なお、従属類型Ⅲに関する区分指標は、上記のⅠとⅣ及びⅠとⅡに関する区分指標を類推

適用することを通じて考えることができる。すなわち、総じて労働者性が認められず、かつ、

一つの他の事業者からの発注等に収入面で大きく依存している場合には従属類型Ⅲというよ

りは従属類型Ⅱに属すると考えてよいであろう。

（実際的指標のまとめ）

 以上の議論をまとめるとともに、若干の政策論的示唆を提示してこの章の締めくくりとし

たい。労働者性（使用従属労働に伴う人的従属性）及び経済的従属性との二つの区分軸から

抽出される四つの従属区分を考えた場合、働き方の多様化は、この区分を越えた広がりであ

ると捉えることができる。従属区分Ⅰに属する典型的な雇用労働者の働き方が、従属区分Ⅳ

や従属区分Ⅱに拡がっていくことであり、前者が「非正規化」と、後者が「正社員の働き方

の柔軟化」と呼ばれ得るものである。一方、典型的な個人自営業主の領域である従属区分Ⅲ

についても、従属区分Ⅳとの間で相互に入り交じったり（業務作業のｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ）、従属区分

Ⅱとの間でも入り交じったり（専門業務の外部委託）が起きている。また、従属区分Ⅲであ

ったものが、他の企業の総体としての事業活動に取り込まれ、経済的な従属を高めていくこ

と（例：フランチャイズ契約）を通じて従属区分Ⅱの方に乗り越えていると考えてもよい事

象も生じている。このように働き方の多様化を捉えるとしたとき、これに対応して従来の労

働政策の体系をどのように再整理・再構築するかが政策論的な課題として浮かび上がってき

ているといえよう。 
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 その際、従属類型平面において、実際的に区分する指標としては次のように整理出来るの

ではないだろうか。

①ヨコ方向の区分については、従来からの人的従属性、すなわち労働者性の判断基準をベー

スとしながら、労働（仕事）時間（時間数と時間帯）を中心として働く人の裁量性をかな

りの程度許容していること、単に労務を提供しているだけでなく一定の経営参画的な要素

があること、そして一定程度以上の年収があることなどの事情にあるかどうかにより、 

②タテ方向の区分については、雇用や受注契約に一定以上の継続性があるかないか、勤務（仕

事）時間が一定以上あるかないか、総じていえば雇用主や発注者との間の関係性が強いか

どうかにより、

それぞれ具体的な判断基準が設定されるのが適切であると考えられる70。また、その際には、

手続き要件として、例えば雇用に関わる事項については、企業内労使による何らかの合意が

なされていることが必要であろう。

 以上の議論を図示すると、次のようになる。

 

                                                 
70具体的なイメージの理解を促すことを目的とした参考までに、あくまで筆者の主観的な意見を書けば、次のよ

うになる。

①ヨコ方向の指標：①経営企画、新規事業企画、研究開発など通常の業務とは直接には関係しない業務であっ

て、②業務の遂行を働く人の裁量に任されており、③年収 800 万円以上に相当する額の報酬が定められてい

ること、の要件が満たされれば従属区分Ⅱ（又はⅢ）に属するものとして、（労働時間法制を中心に）労働法

制上の規制の適用を合理的な範囲内で柔軟化する。 
②タテ軸方向の指標：一の雇用主（又は発注者）との間でのみ労務提供の関係（実態的これと同様の状態にあ

る場合を含む。）にあり、①その関係が実態として１年（あるまとまりのある業務であって、その完成に必要

な期間が１年を超えるときは３年を超えない範囲でその期間）以内の関係であること、②週３日又は週 20 時

間未満の就業であること、の要件が満たされれば従属区分Ⅳ（又はⅢ）に属するものとして、労働法制上の

規制の適用を合理的な範囲内で柔軟化／任意化する。（ただし、任意化されたものについては、個々の働く人

が任意に直接制度加入できることにすることも必要である。） 
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整理図 多様な働き方と従属類型 

 
＜従属類型Ⅱ＞ 

労働規制：柔軟適用 

（労働時間法制） 

（健康維持増進） 

 

 

 

 

＜従属類型Ⅰ＞ 

労働政策：フル適用 

 

 

 

 

 

一般事業者対策の範囲 

（労働政策の相乗り） 

 

 

＜従属類型Ⅲ＞ 

 

 

 

労働政策：制度はフル適用 

一部任意化、選択化 

による適用促進 

 

＜従属類型Ⅳ＞ 

 
（注）実線の矢印（  ）の背後に点線の矢印（  ）を隠れるように描いているが、こ

れは表面（契約名目）上の働き方の多様化の背後で、働く人からみれば逆向きの動き

があることを示している。すなわち、従属類型ⅠからⅣへの「非正規化」が進む一方

で実際は類型Ⅰである人が同Ⅳとして扱われるということが生じることを示してい

る。 

 

 

非正規化 

働き方の 

柔軟化 

業務作業 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

専門業務の 

外部委託 

 

 

関係性：大 

 

 

関係性：小 

指揮命令下の労働（仕事） 裁量性：大、一定以上の年収 
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＜図表のバックデータ＞ 
（図表Ⅱ－１－１）

労働者性指標（仕事関係） 経済的従属指標

正社員計 3.85 1.60

一般社員クラス 4.01 1.45

係長クラス 3.93 1.85

課長クラス 3.63 1.90

部長クラス 3.03 1.89

非正社員計 4.11 1.03

パートタイマー 4.10 0.92

契約社員 4.04 1.28

登録型派遣社員 4.26 1.10

常用型派遣社員 4.45 1.24

業務請負会社社員 4.02 1.35

個人自営業主（本人） 2.19 0.73

専属請負 2.76 0.86

純粋専属請負 3.22 1.07

不特定請負 1.80 0.60

商店・店舗（ﾌﾗﾝﾁｬｲｼﾞｰ以外） 1.52 0.59

（フランチャイジー） 2.29 1.41

家族従業者 2.86 1.09  
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論点分析編 第２章 正社員の働き方をめぐる論点分析 

 

第１節 正社員の多様な労働時間制度とその満足度 

 「働き方総合調査」では、正社員について適用されている勤務時間の制度に対する評価（満

足／不満）を尋ね、そのように評価する理由を、①制度そのもの、②実際の運用面、及び③

仕事以外の生活の都合との三つの側面に関して、合っているか合っていないかということで

一つ選択することを求めた。すなわち、勤務時間制度に対する満足又は不満足と感じられる

とき、制度そのもの、制度の運用、自己の生活の都合との折り合いのいずれが理由としても

っとも強く意識されているかを確認している（図表Ⅱ－２－１、図表Ⅱ－２－２①～②）1。 

 

（％）

満足 どちらかとい
えば満足

なんともいえ
ない

どちらかとい
えば不満

不満 無回答

計 20.7 44.7 7.6 17.6 8.7 0.8

一般的な所定時間 21.3 44.8 7.4 17.7 8.5 0.4

変形労働時間 13.3 39.1 9.3 23.6 14.2 0.4

フレックスタイム制 19.4 56.3 5.6 13.1 5.0 0.6

裁量労働制 24.4 44.2 7.0 16.3 8.1 0.0

その他のみなし労働時間制 6.7 20.0 20.0 40.0 13.3 0.0

管理職の緩やかな時間管理 24.8 50.5 3.8 11.4 8.6 1.0

図表Ⅱ－２－１　勤務時間制度満足／不満足の状況（勤務時間制度別）

 

 

（％）

制度が働き方
に適合

実際の運用
が適合

仕事以外の
生活と合う

その他 無回答

計 33.1 28.7 35.8 1.5 0.9

一般的な所定時間 33.9 27.6 36.0 1.8 0.9

変形労働時間 28.8 20.3 50.0 0.8 0.0

フレックスタイム制 33.9 35.5 29.8 0.0 0.8

裁量労働制 30.5 35.6 30.5 0.0 3.4

その他のみなし労働時間制 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0

管理職の緩やかな時間管理 25.3 48.1 24.1 2.5 0.0

図表Ⅱ－２－２　①勤務時間制度満足の理由

 

 

（％）

制度が働き方
に不適合

実際の運用
が不適合

仕事以外の
生活と合わな
い

その他 無回答

計 26.8 34.6 32.1 5.4 1.1

一般的な所定時間 26.0 35.4 31.8 5.5 1.2

変形労働時間 31.8 24.7 37.6 4.7 1.2

フレックスタイム制 27.6 34.5 31.0 6.9 0.0

裁量労働制 23.8 42.9 28.6 4.8 0.0

その他のみなし労働時間制 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0

管理職の緩やかな時間管理 28.6 42.9 23.8 4.8 0.0

図表Ⅱ－２－２　②勤務時間制度不満足の理由

 
                                                 
1 この結果の解説は、JILPT 調査シリーズ№14「日本人の働き方総合調査結果」を参照されたい。 
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 以下このデータを中心に正社員における勤務時間制度満足度について分析してみよう。

１－１ 満足／不満足の理由としての制度、その運用及び生活との調和の考察

 １－１－１ 総括的分析

（回帰分析）

 勤務時間に対する満足／不満足の理由として①制度そのもの、②制度の運用、③生活との

適合、の三つの理由のいずれを選択するかについて影響を及ぼす要因を探るため、次のよう

な回帰分析を行った。

①勤務時間制度の満足度を左辺変数2とした。同変数は、「不満である」＝１、「どちらかとい

えば不満である」＝２、「なんともいえない」＝３、「どちらかといえば満足している」＝

４、「満足している」＝５とコードを与えたものである。すなわち、値が大きくなるほど満

足度が高くなる変数である。なお、満足／不満足の理由別に回帰を行う場合（下記③参照）

は、「なんともいえない」（＝３）はとれないため、コード値は１、２、４及び５の４つに

なっている。 
②右辺変数としては、適用される勤務時間制度、性別（女性ダミー＝１）、年齢、年収階級値、

仕事の内容、子どもの人数、末子の就学状況、仕事をする時間帯3、副業の有無（副業あり

ダミー＝１）、自己啓発の方法4、労組加入の有無（労組加入ダミー＝１）、住まいの都市階

級5、仕事あっての人生観、生活を大切にしたい人生観6を、投入した。 
③上記①及び②による回帰分析を行ったが、その際有効回答のあったケース全体によるもの

のほか、満足／不満足の理由として制度そのものを挙げたグループ、制度の運用を挙げた

グループ、自己の生活との適合／不適合を挙げたグループのそれぞれについて同様の回帰

を行い、それを相互に比較した。 

                                                 
2 この報告書では、一般に「従属変数」や「被説明変数」と呼ばれる変数を「左辺変数」と、「独立変数」や「説

明変数」呼ばれる変数を「右辺変数」と、原則として呼ぶこととする。筆者は、左辺の項目が従属していて右

辺の項目が独立しているとも考えていないし、右辺の項目が左辺の項目で説明されるとも必ずしも考えていな

いので、一般の呼び方を使うことには抵抗があるからである。回帰分析は、それ自体としては、グラフ上の散

布図で表されているデータを一つの直線ないし曲線で代表させること以上の意味を持つものではないと考えて

いる。 
3 「年収階級値」、「仕事の内容」及び「仕事をする時間帯」の変数については、第Ⅲ部（分析基礎編）のそれぞ

れ関連の章を参照されたい。 
4 自己啓発のカテゴリーは、「特別なことはしていない」＝１、「書籍などにより自分で勉強している」＝２、「セ

ミナーや講習などに参加している」＝３、「専門的な教育機関の教育訓練を受けている」＝４である。すなわち、

より時間的拘束があると思われる方法ほどコード値が高くなっている。 
5 住まいの都市階級のカテゴリーは、「大都市の中」＝１、「大都市の郊外」＝２、「地域の中心都市の中」＝３、

「地域の中心都市の郊外」＝４、「その他の都市の中」＝５、「その他の都市の郊外」＝６、「上記以外の町村地

域」＝７である。すなわち、都市部ほど数字が小さく、町村部ほど数字が大きくなっている。 
6 「人生観」のカテゴリーは、「そう思わない」＝１、「どちらかといえばそう思わない」＝２、「どちらともい

えない」＝３、「どちらかといえばそう思う」＝４、「そう思う」＝５である。 



（結果の整理）

 以上の回帰分析を行った結果（図表Ⅱ－２－３）を整理すると、次のようになる。 
a. どのような属性や要因が満足度に影響を与えているかをみると、「年齢」（満足度に与え

る効果：＋）、「年収」（＋）、普通事務系の仕事内容（＋）及び「経営企画＆管理監督」（＋）、

「販売」（－）、「運搬・保管」（－）、仕事の時間帯の「午前・午後を中心の夜間が少し」（＋）、

「夜間又は深夜よく仕事し他の時間帯も仕事する」（－）、などが見出された。世帯類型に

は効くものがなかった。なお、人生・仕事観については、「仕事あっての人生だ」は満足を 
 

左辺変数: 勤務時間制度満足度

(定数) 2.702 0.256 0.000 2.470 0.502 0.000 2.621 0.487 0.000 3.516 0.474 0.000
時間制度／裁量労働制 0.215 0.186 0.247 0.133 0.415 0.750 0.092 0.312 0.768 0.097 0.377 0.798
時間制度／管理職の緩やかな管理 0.154 0.172 0.371 -0.349 0.351 0.321 0.126 0.277 0.649 0.387 0.370 0.296
女性ダミー 0.046 0.064 0.476 0.016 0.128 0.903 0.096 0.137 0.481 -0.016 0.112 0.884
年齢 0.012 0.004 0.003 0.012 0.008 0.129 0.013 0.008 0.106 0.014 0.007 0.066
年収階級値 0.000 0.000 0.037 0.000 0.000 0.138 0.001 0.000 0.017 0.000 0.000 0.313
普通事務のみ 0.220 0.084 0.009 0.587 0.164 0.000 -0.167 0.168 0.321 0.187 0.151 0.216
普通事務＆事業企画 0.266 0.141 0.058 0.520 0.280 0.064 0.159 0.239 0.505 0.174 0.261 0.506
事業企画のみ -0.124 0.146 0.396 0.193 0.325 0.552 -0.327 0.257 0.203 -0.132 0.260 0.611
普通事務＆管理監督 0.225 0.132 0.088 0.548 0.240 0.023 -0.095 0.234 0.686 0.145 0.288 0.615
普通事務＆事業企画＆管理監督 0.085 0.184 0.642 0.112 0.427 0.792 -0.202 0.292 0.488 0.349 0.347 0.315
事業企画＆管理監督 0.029 0.193 0.881 0.054 0.474 0.910 0.018 0.291 0.951 0.203 0.405 0.616
管理監督のみ -0.018 0.118 0.882 0.227 0.219 0.301 -0.158 0.214 0.460 -0.128 0.233 0.583
普通事務＆事業企画＆経営企画 0.171 0.193 0.378 0.124 0.328 0.706 0.283 0.367 0.441 0.457 0.401 0.255
事業企画＆経営企画＆管理監督 0.050 0.180 0.781 0.400 0.381 0.293 0.209 0.324 0.520 -0.950 0.390 0.015
経営企画＆管理監督 0.381 0.148 0.010 0.631 0.280 0.024 0.350 0.247 0.156 0.337 0.355 0.343
事務企画管理全般 0.141 0.157 0.369 0.958 0.327 0.004 -0.186 0.243 0.446 -0.141 0.336 0.674
ものづくり現場 -0.132 0.105 0.208 0.337 0.207 0.105 -0.271 0.198 0.171 -0.336 0.193 0.083
販売 -0.428 0.141 0.002 -0.040 0.304 0.895 -0.477 0.259 0.066 -0.471 0.257 0.067
運搬保管 -0.500 0.141 0.000 -0.341 0.295 0.249 -0.788 0.266 0.003 -0.512 0.238 0.032
貨幣・証券取扱 0.078 0.105 0.457 0.144 0.197 0.465 0.145 0.232 0.532 0.077 0.178 0.663
映像コンテンツ 0.057 0.223 0.798 -0.099 0.482 0.837 0.003 0.351 0.994 0.393 0.487 0.420
映像コンテンツ＆情報機器 -0.258 0.281 0.359 0.310 0.490 0.527 -0.975 0.629 0.122 -0.679 0.622 0.275
旅客運送 -0.163 0.358 0.649 -0.117 0.657 0.859 0.483 0.628 0.442 -0.947 0.723 0.191
情報関係 -0.083 0.108 0.441 0.069 0.213 0.747 -0.049 0.192 0.799 -0.118 0.213 0.579
研究開発 0.086 0.148 0.564 0.352 0.295 0.232 0.005 0.235 0.984 0.319 0.309 0.301
研究開発＆調査 -0.132 0.270 0.626 -0.398 0.645 0.537 -0.125 0.433 0.774 0.038 0.555 0.946
調査研究 0.029 0.223 0.896 -0.942 0.754 0.212 0.010 0.301 0.972 0.528 0.475 0.267
調査研究＆情報機器 0.495 0.431 0.251 0.058 0.910 0.949 0.510 0.571 0.372 1.525 1.288 0.237
調査研究＆教育・相談・指導 -0.666 0.318 0.036 -0.780 0.469 0.096 -1.132 0.476 0.018
身体調査・調整（医療・介護等） 0.031 0.171 0.855 -0.062 0.330 0.850 0.113 0.326 0.728 0.233 0.299 0.437
身体調査・調整＆教育・相談・指導 0.107 0.266 0.687 -0.069 0.581 0.906 0.731 0.633 0.249 0.092 0.408 0.822
教育・相談・指導 -0.036 0.100 0.719 0.116 0.191 0.544 -0.047 0.181 0.796 -0.104 0.190 0.583
その他の対人接遇 -0.216 0.146 0.140 0.267 0.308 0.387 -0.771 0.293 0.009 -0.034 0.258 0.895
分類不能 0.129 0.167 0.441 0.504 0.360 0.162 0.105 0.400 0.792 0.127 0.265 0.632
子ども１人 0.140 0.131 0.287 0.444 0.257 0.085 0.026 0.260 0.919 0.003 0.242 0.991
子ども２人以上 0.192 0.122 0.115 0.347 0.242 0.152 0.192 0.244 0.431 0.135 0.215 0.530
末子就学前 -0.085 0.125 0.496 -0.098 0.244 0.689 -0.081 0.245 0.742 -0.125 0.232 0.590
末子小学生 -0.160 0.114 0.162 -0.299 0.223 0.181 -0.044 0.230 0.847 -0.271 0.201 0.178
末子中学生 -0.146 0.136 0.284 -0.240 0.276 0.383 -0.050 0.258 0.846 -0.147 0.252 0.560
末子高校生 -0.038 0.121 0.756 0.033 0.235 0.888 -0.025 0.228 0.913 -0.195 0.223 0.382
末子大学生 -0.167 0.114 0.143 -0.164 0.215 0.444 -0.170 0.217 0.433 -0.285 0.213 0.181
午前、午後よくし、夜間少しする 0.290 0.062 0.000 0.412 0.120 0.001 0.293 0.121 0.016 0.134 0.111 0.229
午前、午後、夜間よくする -0.042 0.138 0.758 -0.157 0.289 0.587 0.171 0.287 0.553 -0.349 0.248 0.159
深夜除き、夜間と他の１つの時間帯 -0.357 0.406 0.379 -1.284 0.673 0.057 0.894 0.871 0.305 1.105 0.887 0.213
深夜除き、夜間と他の3つの時間帯 0.100 0.215 0.641 0.294 0.482 0.542 0.327 0.359 0.363 -0.100 0.412 0.809
深夜と、他の３つの時間帯 -0.732 0.624 0.241 -0.777 0.669 0.246
夜間又は深夜よくし、５つとも仕事する -0.402 0.234 0.086 0.099 0.516 0.848 -0.298 0.431 0.490 -0.887 0.442 0.045
上記以外の時間帯 -0.057 0.151 0.704 0.034 0.325 0.916 -0.068 0.242 0.778 0.048 0.311 0.878
副業ありダミー -0.080 0.103 0.440 -0.434 0.206 0.035 0.267 0.216 0.218 0.104 0.171 0.541
自己啓発 -0.026 0.030 0.393 0.063 0.060 0.291 -0.092 0.061 0.134 -0.072 0.053 0.175
労組加入ダミー 0.071 0.056 0.205 0.151 0.108 0.163 0.116 0.112 0.301 0.017 0.101 0.866
住まいの都市階級 0.008 0.014 0.598 0.023 0.028 0.408 -0.009 0.029 0.740 0.009 0.025 0.724
仕事あっての人生だ観 0.094 0.023 0.000 0.096 0.044 0.032 0.171 0.046 0.000 0.032 0.041 0.439
生活を大切にしたい観 -0.075 0.032 0.021 -0.157 0.062 0.012 -0.122 0.064 0.057 -0.085 0.060 0.157

2259 651 643 723
0.077 0.097 0.116 0.049
4.495 2.319 2.559 1.709
0.000 0.000 0.000 0.002有意確率 有意確率 有意確率 有意確率

F値 F値 F値 F値

自由度調整済みＲ
2

自由度調整済みＲ
2

自由度調整済みＲ
2

自由度調整済みＲ
2

使用ケース数 使用ケース数 使用ケース数 使用ケース数

有意確率
非標準化係

数
標準誤差 有意確率標準誤差 有意確率

非標準化係
数

標準誤差

図表Ⅱ－２－３　　所定労働時間制度の満足／不満足度の要因（回帰分析）

右辺変数

合　　　　計 制度面の理由を挙げた人 運用面の理由を挙げた人 生活との調和の理由を挙げた人
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

非標準化係
数
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高める方向に、逆に「仕事より生活を大切にしたい」は満足を弱める、ないし不満足を高

める方向の要因となっている。

これを満足・不満足の理由類型ごとに整理してみると、 
b. 制度そのものを理由に挙げた人は、仕事内容では「事務管理企画全般」が効くようになり、

また直接部門系では「ものづくり現場」（＋）がやや効くようになった反面、「販売」や「運

搬・保管」が効かなくなり、仕事をする時間帯では「深夜除き夜間と他の１つの時間帯」（－）

がマイナスに効くようになっている。世帯類型に関して「子ども１人」がやや効く結果と

なっている。また、「副業」を持っていることはマイナスに効いている。なお、「年齢」や

「年収」は効かないようになっている。 
c. 制度の運用を挙げた人は、仕事内容で「調査研究＆教育・相談・指導」や「その他の対人

接遇」（いすれも－）が新たにマイナスに効くようになる一方で、事務企画管理系の仕事は

効かなくなっている。なお、「年収」（＋）はかなり効いているが、「年齢」（＋）はやや効

く程度である。

d. 生活との適合（調和）を挙げた人は、他の二つに比べ「年齢」（＋）がより効いている一

方で、「年収」は効かなくなっている。仕事内容の「ものづくり現場」（－）が制度そのも

のを理由に挙げた人の場合とは逆の方向に効いている。仕事の時間帯では、他の二つの理

由では効いていなかった「夜間又は深夜よく仕事し他の時間帯も仕事する」（－）が効いて

いる。 
（考察）

 以上のような試算結果から、次のようにいうことができると考えられる。

①制度そのものを満足／不満足の要因に挙げた人について、仕事の内容の事務企画管理のう

ちの少なくない仕事において満足度にプラスの効果がみられたことは、事務系の仕事にお

いて勤務時間制度と仕事との適合度が高いと判断されていると考えてもよいであろう。た

だし、仕事をする時間帯についてみると、「午前、午後よくし、夜間少しする」がプラスに

効いており、日勤のごく普通の働き方が支持されていると考えられる。 
②制度の運用面を満足／不満足の要因に挙げた人について、仕事の内容の直接部門系の仕事

のいくつかでマイナスに効いていることは、こうした仕事では運用面に工夫の余地がある

ことが示唆される。特に「運搬保管」や「調査研究＆教育・相談・指導」、「その他の対人

接遇」ではかなりのマイナス効果になっている。また、仕事をする時間帯についてみると、

ここでも「午前、午後よくし、夜間少しする」がプラスに効いており、日勤のごく普通の

働き方が支持されている。なお、この運用面を挙げた人についてのみ「年収」がよく効い

ており、運用面のマイナスが所得（賃金）により代償されているとも考えられる。 
③自己の生活との調和を満足／不満足の要因に挙げた人について、仕事の内容の直接部門系

の仕事のうちでも製造、運輸、小売といった旧来型に属すると考えられる「ものづくり現

場」、「販売」及び「運輸保管」においてマイナスに効いていることは、こうした仕事では
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自己の生活上の都合との折り合いをつけづらい面があるものと考えられる7。また、仕事を

する時間帯についても有意となっているものは見出されず、上記①や②ではプラスに効い

ていた「午前、午後よくし、夜間少しする」（＝通常の日勤タイプ）もここでは効かなくな

っている。生活との調和を図るためには、より細やかな調整が求められることが示唆され

る。なお、上記①及び②では効いていた仕事に関する満足度に影響を与えると考えられる

仕事観／人生観（「仕事あっての人生だ」観と「仕事より生活を大切にしたい」観）も、こ

こでは効かなくなっている。仕事と生活とを調和させる働き方を実現させることの困難さ

があらためて示唆されているといえる。 
 

１－１－２ 生活との調和を理由とした背景再論

（女性のみのデータによる分析）

 これまでの分析では、勤務時間制度に対する満足／不満足度の理由として、自己の生活と

の調和を挙げた人の背景要因をうまく捉えられていない憾みがある。そこで、さらに検討を

加えることとしたい。

 図表Ⅱ－２－２①及び②で示したとおり、勤務時間制度に対する満足／不満足度の理由と

して自己の生活との調和を挙げた人の割合は 3 分の１程度となっているが、これを女性のみ

に限ってみると、満足の理由として 48.3％、不満足の理由として 40.3％の人がこの理由を挙

げている。すなわち、女性の方が生活との調和要因が強く意識されている。そこで、女性に

限って分析を進めることとしたい8。

その際、特に生活との調和に関連すると考えられるものに右辺変数を絞り込むとともに9、

仕事の時間帯に係る変数を除く代わりに残業頻度を新たに右辺変数として加えて回帰分析を

行うこととした。この残業頻度変数は、「残業はほとんどしない」＝１、「たまにしている」

＝２、「よくしている」＝３、「ほとんど毎日のようにしている」＝４としたものであり、残

業をよくする（させられる）ほど勤務時間制度に対する不満が高まるとすれば、今回の回帰

分析上符号はマイナスとなるものである。

（結果の整理と考察）

 以上により回帰分析を行った。女性正社員のケース全体を対象としたものと勤務時間制度

の満足／不満足の理由に生活との調和を挙げた人のみを対象としたものとを行ったが、ここ

                                                 
7 蛇足ながら、ここでの分析は、正社員についてのものであることが留意される必要がある。
8 先の回帰分析（図表Ⅱ－２－３）においては、女性はダミー変数として取り扱っている。つまり、切片調整的

な扱いしかしていなかった。そのこともあって、女性ダミーは、いずれも場合においても有意な結果となって

いない。なお、有意ではないのでなんともいえないが、そうした中で制度やその運用を選んだケースでは女性

ダミーはプラスの要因になっているのに対して、生活との調和を選んだケースではマイナスの要因になってい

る、すなわち女性の方が不満足を感じ易いという結果になっていることには注目したい。 
9 ここでは主に子ども（２人以上の子どもがいる場合は、末子）の就学状況を右辺変数とした。その際、先の回

帰では「子どもなし」をダミー変数の対照軸にしていたものを、今回は「子どもはいるけれど社会人になって

いる」場合を対照軸とした。 
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では後者に着目して結果を整理すると、次のようになる（図表Ⅱ－２－４）。

 a. 「子どもなし」もマイナスの要因として効いている。これは、一般に年齢が相対的に若

い人の代理変数になっているとも考えられる10。ここでは、相対的に若い層が感じる不満

を示しているものと理解したい。 
b. 末子の就学状況については、就学前や小学生までがマイナスの要因として効いており、

この頃までの子どもがいる場合に、女性の正社員にあっては家庭生活との調和の視点から

勤務時間制度に対する不満足を高める要因になっていることが示唆されている。 
c. 新たに変数に加えた残業頻度については、想定どおりマイナスの要因として効いている。 

 

(定数) 4.418 0.138 0.000 4.626 0.198 0.000
子どもなし -0.468 0.113 0.000 -0.329 0.175 0.061
末子就学前 -0.510 0.159 0.001 -0.432 0.226 0.056
末子小学生 -0.560 0.151 0.000 -0.475 0.213 0.026
末子中学生 -0.181 0.213 0.397 -0.095 0.328 0.772
末子高校生 -0.264 0.187 0.158 -0.227 0.293 0.438
末子大学生 -0.381 0.196 0.053 -0.335 0.281 0.235
副業ありダミー -0.225 0.159 0.159 -0.126 0.223 0.570
自己啓発 0.050 0.042 0.243 0.040 0.062 0.522
持ち帰り仕事の有無 0.020 0.091 0.827 -0.057 0.132 0.665
残業頻度 -0.291 0.040 0.000 -0.370 0.063 0.000

867 376
0.082 0.100
8.696 5.165
0.000 0.000

左辺変数: 勤務時間制度満足度

図表Ⅱ－２－4　　所定労働時間制度の満足／不満足度の要因
（女性のみ、回帰分析）

F値 F値

有意確率 有意確率

使用ケース数 使用ケース数

自由度調整済みＲ2 自由度調整済みＲ2

右辺変数

合　　　　計
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

生活との調和の理由を挙げた人
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

 

１－２ 特定の勤務時間制度の満足度の分析

 上記１－１の分析では、それぞれの勤務時間制度ごとの満足度の要因は分析できていなか

った11。そこで、ここでは、各勤務時間制度別に分析が可能であったものについて、その結

果を紹介しておきたい。

 

                                                 
10 ちなみに、ここでの回帰分析のモデルに「年齢」を右辺変数として追加して計算すると、「年齢」が有意にな

る一方で「子どもなし」や末子の就学状況の各変数の有意性はなくなってしまう。すなわち、年齢と末子の就

学状況とを同時に投入することは分析上できないものとなっている。
11 先の回帰分析（図表Ⅱ－２－３）においては、一般の所定勤務時間制度を対照軸として各勤務時間制度をダ

ミー変数として投入したが、ケース数の不足等で計算不能であったり、計算できたとしても有意ではなかった

りしていた。 
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 １－２－１ 一般的な所定労働時間制度の満足度分析

 「働き方総合調査」において、例えば午前９時に始まり午後６時に終わるとされるような

一般的な所定勤務時間制度が適用されている人は 77.3％を占めており12、データ数が多いの

で先の１－１で行ったような総括的な分析を行うことができる。しかし一方、その結果は先

の結果と大差ないものとなることが予想され、一応その結果だけを概観しておこう。

まず、一般的な所定勤務時間制度が適用される人全員を対象とした分析について、どのよ

うな属性や要因が満足度に影響を与えているかをみると（図表Ⅱ－２－５）、「年齢」（満足度

に与える効果：＋）、「年収」（＋）、普通事務系の仕事内容（＋）及び「経営企画＆管理監督」

（＋）、「販売」（－）、「運搬・保管」（－）、「子ども２人以上」（＋）、「末子が小学生又は大学

生」（－）、仕事の時間帯の「午前・午後を中心の夜間が少し」（＋）、「夜間又は深夜よく仕事

し他の時間帯も仕事する」（－）、などが見出された。これを満足・不満足の理由類型ごとに

分析すると、

a. 制度そのものを理由に挙げた人は、仕事内容の「ものづくり現場」（＋）が効く反面「販

売」や「運搬・保管」が効かなくなり、他の仕事内容では「研究開発」（＋）や「その他の

対人接遇」（＋）が効き、「深夜除き夜間と他の１つの時間帯」（－）がマイナスに効くよう

になっている。世帯類型に関しては、効くものがなくなっている。また、「副業」を持って

いることはマイナスに効いている。

b. 制度の運用を挙げた人は、仕事内容で「映像コンテンツ＆情報機器」や「調査研究＆教育・

相談・指導」（いすれも－）が新たにマイナスに効くようになる一方で、事務企画管理系の

仕事は効かなくなっている。 
c. 生活との適合を挙げた人は、他の二つでは効かなかった「年齢」（＋）が効いており、仕

事内容の「ものづくり現場」（－）が制度そのものを理由に挙げた人の場合とは逆の方向に

効いている。仕事の時間帯もより多様な時間帯で働くとするカテゴリーではマイナスに効

いている。 
（若干の考察）

 これらの結果（以下この項で「一般所定時間制度の分析結果」という。）は、総じて先に１

－１で行った分析結果（以下この項で「全データによる分析」という。）と大差ないものであ

るが、その中でも異なるところもみられるので、若干の考察を加えると次のように整理でき

る。

①「年収」について、全データによる分析では運用面の理由としてプラスに効いており年収

が運用面のマイナスを代償しているのではないかとしたが、一般所定時間制度の分析結果 

                                                 
12 ちなみに、同調査から始業・終業時刻の両方に記入のあった 331 名のデータにより、所定勤務時間帯を多い

順に５位までみると、①始業 8：30～8：59⇒終業 17：00～17：29（21.5％）、②8：30～8：59⇒17：30～17：
59（16.3％）、③9：00～9：29⇒17：00～17：29（15.1％）、④8：00～8：29⇒17：00～17：29（9.1％）、⑤

9：00～9：29⇒17：30～17：59（8.2％）となっている。 
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左辺変数: 勤務時間制度満足度

(定数) 2.637 0.267 0.000 2.513 0.515 0.000 2.590 0.510 0.000 3.368 0.493 0.000
年齢 0.012 0.004 0.007 0.012 0.008 0.160 0.011 0.009 0.190 0.012 0.008 0.109
女性ダミー 0.060 0.067 0.370 -0.006 0.130 0.964 0.038 0.145 0.795 0.054 0.116 0.643
年収階級値 0.000 0.000 0.021 0.001 0.000 0.041 0.000 0.000 0.128 0.000 0.000 0.726
普通事務のみ 0.206 0.088 0.019 0.638 0.169 0.000 -0.149 0.178 0.403 0.109 0.157 0.488
普通事務＆事業企画 0.238 0.143 0.096 0.505 0.288 0.080 0.170 0.243 0.484 0.094 0.263 0.721
事業企画のみ -0.154 0.153 0.315 0.172 0.342 0.616 -0.360 0.270 0.183 -0.210 0.261 0.423
普通事務＆管理監督 0.259 0.140 0.064 0.511 0.244 0.037 -0.018 0.264 0.944 0.099 0.295 0.736
普通事務＆事業企画＆管理監督 0.008 0.193 0.969 0.056 0.426 0.895 -0.232 0.306 0.449 0.206 0.385 0.593
事業企画＆管理監督 -0.029 0.219 0.896 0.113 0.574 0.843 -0.040 0.332 0.905 0.178 0.428 0.677
管理監督のみ 0.040 0.124 0.744 0.295 0.223 0.186 -0.085 0.226 0.708 -0.140 0.247 0.571
普通事務＆事業企画＆経営企画 0.133 0.199 0.505 0.128 0.336 0.703 0.268 0.370 0.470 0.336 0.420 0.424
事業企画＆経営企画＆管理監督 -0.179 0.209 0.393 -0.156 0.464 0.738 0.109 0.395 0.783 -0.956 0.391 0.015
経営企画＆管理監督 0.412 0.163 0.012 0.721 0.286 0.012 0.543 0.273 0.047 -0.086 0.445 0.847
事務企画管理全般 0.040 0.172 0.816 0.616 0.366 0.093 -0.202 0.268 0.451 -0.199 0.359 0.580
ものづくり現場 -0.123 0.109 0.261 0.367 0.210 0.081 -0.253 0.208 0.225 -0.416 0.203 0.041
販売 -0.303 0.149 0.043 0.001 0.315 0.996 -0.308 0.285 0.280 -0.317 0.267 0.236
運搬保管 -0.501 0.146 0.001 -0.304 0.297 0.307 -0.786 0.274 0.004 -0.501 0.254 0.049
貨幣・証券取扱 0.097 0.109 0.373 0.238 0.203 0.241 0.109 0.243 0.654 0.052 0.182 0.775
映像コンテンツ -0.150 0.262 0.568 -0.729 0.646 0.259 0.068 0.402 0.865 0.063 0.565 0.911
映像コンテンツ＆情報機器 -0.366 0.296 0.216 0.179 0.522 0.732 -1.449 0.720 0.045 -0.708 0.622 0.256
旅客運送 -0.163 0.359 0.651 -0.117 0.656 0.859 0.422 0.634 0.506 -0.965 0.727 0.185
情報関係 -0.116 0.113 0.307 0.169 0.218 0.439 -0.149 0.203 0.462 -0.166 0.220 0.450
研究開発 0.038 0.168 0.822 0.593 0.355 0.095 -0.139 0.265 0.600 0.269 0.344 0.435
研究開発＆調査 -0.057 0.315 0.856 -0.359 0.736 0.626 0.130 0.519 0.803 0.025 0.554 0.964
調査研究 0.129 0.238 0.587 -0.736 0.751 0.327 0.273 0.320 0.394 0.317 0.550 0.564
調査研究＆情報機器 0.472 0.603 0.434 -0.293 1.242 0.813 0.666 0.731 0.362
調査研究＆教育・相談・指導 -0.450 0.329 0.171 -0.197 0.495 0.690 -1.111 0.482 0.021
身体調査・調整（医療・介護等） 0.006 0.176 0.972 -0.059 0.334 0.860 0.042 0.343 0.902 0.155 0.306 0.613
身体調査・調整＆教育・相談・指導 0.126 0.280 0.653 0.007 0.578 0.990 1.182 0.892 0.186 0.018 0.410 0.964
教育・相談・指導 -0.047 0.103 0.646 0.152 0.194 0.434 -0.073 0.190 0.702 -0.128 0.194 0.509
その他の対人接遇 -0.189 0.150 0.210 0.550 0.320 0.086 -0.763 0.299 0.011 -0.113 0.266 0.671
分類不能 0.179 0.173 0.302 0.569 0.360 0.114 0.018 0.421 0.967 0.256 0.277 0.356
子ども１人 0.200 0.137 0.144 0.554 0.262 0.035 0.177 0.275 0.521 -0.032 0.250 0.898
子ども２人以上 0.235 0.127 0.064 0.384 0.250 0.125 0.355 0.258 0.170 0.080 0.222 0.719
末子就学前 -0.164 0.131 0.211 -0.187 0.252 0.458 -0.253 0.261 0.332 -0.148 0.239 0.538
末子小学生 -0.219 0.119 0.066 -0.360 0.232 0.122 -0.195 0.243 0.423 -0.262 0.206 0.203
末子中学生 -0.200 0.143 0.160 -0.207 0.289 0.473 -0.236 0.275 0.392 -0.198 0.256 0.440
末子高校生 -0.107 0.126 0.395 -0.076 0.242 0.754 -0.090 0.244 0.713 -0.244 0.230 0.289
末子大学生 -0.222 0.121 0.068 -0.184 0.228 0.421 -0.354 0.232 0.128 -0.334 0.224 0.136
午前、午後よくし、夜間少しする 0.309 0.063 0.000 0.419 0.122 0.001 0.332 0.125 0.008 0.136 0.112 0.225
午前、午後、夜間よくする -0.101 0.146 0.490 -0.377 0.311 0.226 0.070 0.331 0.833 -0.452 0.250 0.071
深夜除き、夜間と他の１つの時間帯 -0.178 0.458 0.699 -1.542 0.936 0.100 0.890 0.876 0.310 0.993 0.887 0.263
深夜除き、夜間と他の3つの時間帯 0.011 0.351 0.975 1.071 0.907 0.238 0.424 0.562 0.450 -1.026 0.616 0.096
夜間又は深夜よくし、５つとも仕事する -2.031 1.203 0.092 -2.194 1.222 0.073
上記以外の時間帯 -0.122 0.183 0.507 0.192 0.368 0.601 -0.129 0.295 0.663 0.061 0.396 0.877
副業ありダミー -0.146 0.110 0.183 -0.587 0.215 0.007 0.132 0.232 0.569 0.084 0.178 0.636
自己啓発 -0.022 0.031 0.486 0.040 0.061 0.518 -0.049 0.065 0.454 -0.071 0.054 0.187
労組加入ダミー 0.048 0.058 0.403 0.105 0.110 0.341 0.126 0.117 0.283 -0.035 0.105 0.734
住まいの都市階級 0.011 0.015 0.441 0.026 0.029 0.372 0.001 0.030 0.970 0.012 0.026 0.648
仕事あっての人生だ観 0.102 0.024 0.000 0.094 0.046 0.040 0.176 0.049 0.000 0.056 0.043 0.187
生活を大切にしたい観 -0.067 0.033 0.044 -0.178 0.064 0.006 -0.117 0.067 0.081 -0.049 0.062 0.423

2081 607 574 675
0.081 0.121 0.118 0.044
4.578 2.662 2.531 1.630
0.000 0.000 0.000 0.005

図表Ⅱ－２－５　一般的な所定勤務時間制度適用者の満足度

右辺変数

合　　　　計 制度面の理由を挙げた人 運用面の理由を挙げた人 生活との調和の理由を挙げた人
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

非標準化係
数

標準誤差 有意確率
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

非標準化係
数

標準誤差 有意確率

使用ケース数 使用ケース数 使用ケース数 使用ケース数

自由度調整済みＲ2 自由度調整済みＲ2 自由度調整済みＲ2 自由度調整済みＲ2

F値 F値 F値 F値

有意確率 有意確率 有意確率 有意確率  

 
では運用面の理由としては効かなくなっており、代わって制度面の理由として有意になっ

ている。この解釈は容易ではない。対象が何であれ所得が高いほど満足度が高くなるとい

う一般的な傾向を単に表しているとも考えられるが、また、一般的な勤務時間制度の場合

には運用の問題はいわゆる残業の多さの問題に繋がるといえ、その残業に対して支払われ

る超過勤務手当が不満を代償するほどのものにはなっていないとも考えられる。 
②生活との調和に関する理由としての仕事をする時間帯について、一般所定時間制度の分析

結果では「午前、午後、夜間よくする」（＝残業をよくする）、「深夜を除き、夜間と他の３

つの時間帯」（＝深夜以外は働くことが結構ある）、「夜間又は深夜よくし、５つの時間帯と

も仕事する」（＝時間帯に関わりなく夜間・深夜含め働くことが結構ある）といった変数が
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かなり有意になっており、残業とそれに伴いいろいろな時間帯で仕事することとなってい

ることが生活との調和をやはり乱す要因になっているといえる。 
 

１－２－２ 裁量労働制の満足度分析 

 「働き方総合調査」において、裁量労働制が適用されているとする人は 3.0％、86 人であ

った。これを仕事の内容別にみると13、「普通事務のみ」が 21 人（24.4％）、「経営企画」が

10 人（11.6％）などとなっている。また、「非事務企画管理系」が 40 人（46.5％）となって

いる。「普通事務のみ」のうち直接部門系の仕事を兼ねていない純粋事務職は９人（全体の

86 人に対する割合で 10.5％）であり、一方直接部門系の仕事を兼ねている人では、「研究開

発」（４人、同 4.7％）を始め「情報関係」、「貨幣・証券取扱」（いずれも２人、同 2.3％）な

どで多くなっている。また、「非事務企画管理系」すなわち事務企画管理系の仕事を兼ねるこ

となく直接部門系の仕事を行っている人についてみると、「ものづくり現場」（８人、同 9.3％）

や「情報関係」（６人、同 7.0％）、「販売」及び「研究開発」（４人、同 4.7％）などで多くな

っている14。

（簡単な回帰分析）

 裁量労働制については、ケース数が少ないので回帰分析には必ずしも馴染まないが、裁量

労働制に対する自己評価の回答15などで回帰してみると（図表Ⅱ－２－６）、「仕事の成果が

出やすい」がプラスに、「過労になりやすい」や「名目だけで導入前と実態は変わらない」が

マイナスにそれぞれ効いている結果となった。また、「みなし労働時間数（月間換算）」もマ

イナスに効いている。なお、有意ではないものの「みなし労働時間数の見直しの状況」の係

数はマイナスに出ていることは着目したい16。すなわち、裁量労働制により仕事の成果が出

やすいと感じられたときは満足度を高める一方、過労になりやすいとか名目だけの裁量労働

で導入前とかわらないと感じられる場合には満足度を下げるものといえる。また、当初から

長い労働時間が予定されるほど満足度は低くなるといえる。 

                                                 
13 ケース数が少ないので、事務企画管理系については大括りの５カテゴリーの方を使った。なお、この分類法

とその内容については、第Ⅲ部（分析基礎編）の該当部分を参照されたい。
14 労働基準法に基づく裁量労働については、企画業務型のほか対象となる専門的な業務が定められている。例

えば、研究開発や情報処理、マスコミ関係の取材編集、デザインなどの業務である。これとここでの結果は概

ね符合するものの、一部にやや異なるとも考えられるものもみられている。いずれにしても、この調査は、働

く人個々の評価・判断に依拠するところが大きい調査であり、厳密な対応を求めるには無理があるが、一方で

働く人々の間でこのように意識されていることも事実として考慮しておかなければならないであろう。
15 自己評価の回答のカテゴリーは、例えば「仕事の成果が出やすい」に対して「そう思わない」＝１、「どちら

かといえばそう思わない」＝２、「どちらともいえない」＝３、「どちらかといえばそう思う」＝４、「そう思う」

＝５である。
16 みなし労働時間数の見直しの状況のカテゴリーは、「見直しがあり、時間数が変更されたことがある」＝１、

「見直しはあったが、時間数が変更されたことはない」＝２、「見直されたことはない」＝３である。したがっ

て、回帰係数がマイナスになっているということは、みなし労働時間数の見直しがされていないことが裁量労

働制への満足感を弱めている可能性があるといえる。 
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左辺変数: 勤務時間制度満足度

(定数) 5.940 1.039 0.000
仕事の成果が出やすい 0.302 0.135 0.030
過労になりやすい -0.315 0.129 0.018
名目だけで導入前と実態は変わらない -0.260 0.124 0.040
みなし時間数の見直しの状況 -0.056 0.180 0.757
みなし労働時間数（月間換算） -0.007 0.003 0.010

66
0.285
6.174
0.000

F値

有意確率

図表Ⅱ－２－６　裁量労働制勤務時間制度満足度の要因

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

 

１－２－３ 管理職等の緩やかな時間管理の満足度分析 

 「働き方総合調査」において、管理職等で緩やかな時間管理が適用されているとする人は

3.6％、105 人であった。これを上記（１－２－２）と同様仕事の内容別にみると、「経営企

画」が 40 人（38.1％）、「管理監督」が 36 人（34.3％）と両者で 4 分の３近くを占めている。

一方、裁量労働制ではかなりみられた「非事務企画管理系」は、15 人（14.3％）にとどまっ

ている。対象が管理職等であることもあって、一般の労働者に比べて一歩経営層に近い性格

の人々であるといえるであろう。

（簡単な回帰分析）

 管理職等の緩やかな時間管理についても、ケース数が少ないので回帰分析には必ずしも馴

染まないが、同制度に対する自己評価の回答などで回帰してみると（図表Ⅱ－２－７）、「部

分的ではあるが会社の経営に参画している」がプラスに効いているといえる。また、「夜間の

仕事」と「深夜の仕事」の係数がプラスに効いている17。なお、あまり有意とはいえないが、

「やっぱり会社に使われていることに変わりがない」の係数がマイナスになっている。

 この結果から、緩やかな時間管理であっても、夜間や深夜にも仕事をするような勤務にな

る場合には満足度は低下することは自然である中で、この時間制度への満足度が経営への参

画意識によって支えられているところが大きいといえる。

 さて、こうした経営への参画意識がどのような事柄と関連が深いのかをみることにしよう。

ケース数があまり多くないことも考慮しながら、考えられる要因を投入して回帰分析を行っ

てみると（図表Ⅱ－２－８）、経営への参画意識は課長クラスではあまり関連がなく、部長ク

ラスになって確実に持たれること、年収と強い関係があること、「仕事あっての人生だ」とい

う仕事／人生観を持っている人ほど感じやすいこと、といったことがいえる。 

                                                 
17 夜間・深夜の仕事のカテゴリーは、「よくする」＝１、「あまりしない（＝少しはする）」＝２、「まったくし

ない」＝３である。したがって、この係数がプラスであるということは、夜間や深夜に仕事をする人ほど時間

制度に対する満足度が低くなっていると理解される。 
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左辺変数: 勤務時間制度満足度

(定数) 2.293 0.836 0.007

時間が自由になるので、仕事がやりやすい -0.093 0.096 0.336

時間が自由になるが、余計に働いてしまう 0.053 0.104 0.613

自分は、部分的ではあるが会社の経営に参画している 0.186 0.096 0.055

やっぱり会社に使われていることに変わりがない -0.151 0.095 0.115

夜間の仕事 0.334 0.188 0.079

深夜の仕事 0.393 0.185 0.036

96

0.157

3.953

0.002

図表Ⅱ－２－７　時間管理の緩やかな管理職等の時間制度満足要因

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

F値

有意確率  

左辺変数: 自分は、部分的ではあるが会社の経営に参画している

(定数) 1.476 0.471 0.002

課長クラスダミー 0.235 0.348 0.502

部長クラスダミー 0.859 0.368 0.022

役員クラスダミー 1.451 0.371 0.000

年収階級値 0.001 0.000 0.015

仕事あっての人生だ観 0.237 0.090 0.009

105

0.216

6.724

0.000

図表Ⅱ－２－８　時間管理の緩やかな管理職等の経営参画感の要因

右辺変数 非標準化係数 標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

F値

有意確率  

 緩やかな時間管理、すなわち法的規制の適用除外も含めた時間管理の柔軟化を、裁量労働

制としてではなくそれをさらに越えて進めようとする場合には、働く人の側においても、ま

た働いてもらう雇用主（使用者）の側においても、その人を使用従属関係の下での労務の提

供者ではなく経営への一定の参画者として意識することが必要であると考えられる。それを

制度的に仕組む場合においては、ここでの分析結果に基づくとすれば、部長クラス以上など

といった役職での規定が望まれるが、それは必ずしも明確な基準とはなり得ない面があるこ

とから、実務的には一定額の年収以上の者を対象とするといったことが望ましいと考えられ

る18。
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18 この件に関しては、先の第１章（１－４－４）を参照されたい。 



第２節 正社員の残業 

 「働き方総合調査」では、正社員の残業について基礎的な三つの設問を設けている。残業

の有無と頻度、上司の命令との関係及び上司からの残業命令を拒否することがあるかどうか

である。以下このデータを使って、正社員にとって働き方を特徴づけるひとつの大きな要素

である残業について、基礎的な事象を確認しておこう。

２－１ 所定勤務時間制度別にみた残業の頻度

 残業の頻度に関する調査結果を正社員計についてみると、「残業はほとんどしない」は

26.1％にとどまり、「たまにしている」26.8％、「よくしている」20.3％、「ほとんど毎日のよ

うにしている」25.3％となっている19。「よくしている」とする人の割合が他に比べやや小さ

いものの、総じてほぼ４等分されているといってよい分布になっている。

 これを適用されている所定勤務時間制度別にみてみよう20。「たまにしている」と「よくし

ている」との間を残業が多いか少ないかの分かれ目とみてみると、「事業場外その他のみなし

労働時間制」や「変形労働時間制」が相対的に残業の少ない方に属し、これらの制度で一応

残業を少なくさせる効果があるものと考えられる。一方、残業が多いものには、「管理職等の

緩やかな時間管理」や「フレックスタイム制」、「裁量労働制」などがある。後２者は近年の 

　　（注）　計には所定勤務時間制度の無回答等を含む。

図表Ⅱ－２－９　所定勤務時間制度別残業の頻度
（正社員）

26.1

27.5

30.7

22.1

26.7

16.2

26.8

27.2

30.7

30.0

23.3

33.3

12.4

20.3

19.9

20.0

25.6

25.6

6.7

21.9

25.3

24.3

17.8

31.3

29.1

33.3

46.7

13.1 0.0

0.9

1.1

1.6

0.0

0.0

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

一般的な所定時間制

変形労働時間制

フレックスタイム制

裁量労働制

事業場外その他のみなし労働時間制

管理職等の緩やかな時間管理

残業はほとんどしない たまにしている
よくしている ほとんど毎日のようにしている
無回答
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19 他に無回答が 1.6％あった。
20 「働き方総合調査」では、残業の頻度に関する設問において「みなし労働時間制度が適用されている場合は、

所定外分とみなされている時間を含めてご回答ください」と注記しており、制度的にいわゆる所定外労働時間

となるものとは厳密に一致しない。つまり、働いている正社員が「残業」と感じられるものについて解答され

ている面もあると考えられる。 
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「柔軟な働き方」の代表格ともいうべきものであるが、こと残業に限っていえば課題を抱え

ている制度であるといえよう（図表Ⅱ－２－９）。

（残業の頻度の要因）

 では、残業の頻度はどのような事項と関係が深いのかを、働く人の属性や仕事の内容を右

辺変数とした重回帰分析によりみてみると、次のように整理される（図表Ⅱ－２－10）。
①一般的な所定時間制との比較において、所定勤務時間制度そのものによって残業の頻度が

影響を受けているとみられるのは変形労働時間制と管理職等の緩やかな時間管理、それに

フレックスタイム制もそのように判断してもよい結果となっている。変形労働時間制は残

業頻度を減少させる効果、後者の二つは残業頻度を増大させる効果を持つといえる。 
②経済的従属指標はプラスに有意となっており、経済的従属性は残業頻度を高める効果があ

るものといえる。 
③働く人の属性では、年齢が若いほど残業頻度を増大させる一方、女性は男性よりも残業頻

度が小さくなっている。 
④役職では、一般社員クラスとの比較において、ひとつ上の職長・班長・係長クラスや課長

クラスについて残業頻度を増大させる結果となっている。 
⑤仕事の内容では、純粋な間接部門の事務企画管理のみに従事している人に比べて、ものづ

くり現場、販売、運搬保管、研究開発、教育・相談 指導、その他の対人接遇などにおいて

いずれも残業頻度を増大させる効果がみられた21。 
 

左辺変数: 残業頻度

(定数) 2.907 0.110 0.000 貨幣証券取扱 0.025 0.022 0.249

時間制度／変形 -0.192 0.083 0.020 映像コンテンツ 0.048 0.037 0.197

時間制度／フレックス 0.151 0.092 0.103 映像コンテンツ＆情報機器 0.052 0.036 0.141

時間制度／裁量 0.033 0.125 0.791 旅客運送 -0.014 0.026 0.583

時間制度／他のみなし -0.018 0.277 0.947 情報関係 0.016 0.011 0.130

時間制度／緩やか管理職 0.526 0.120 0.000 研究開発 0.031 0.012 0.011

時間制度／その他 0.091 0.378 0.810 研究開発＆調査 0.018 0.024 0.454

経済的従属指標 0.207 0.048 0.000 調査研究 -0.005 0.017 0.748

年齢 -0.021 0.002 0.000 調査研究＆情報機器 0.043 0.027 0.110

女性ダミー -0.395 0.056 0.000 調査研究＆教育・相談・指導 0.021 0.020 0.297

職長班長係長クラスダミー 0.172 0.056 0.002 身体調査・調整（医療・介護等） -0.005 0.009 0.563

課長クラスダミー 0.222 0.079 0.005 身体調査・調整＆教育・相談・指導 0.027 0.015 0.081

部長クラスダミー 0.042 0.102 0.680 教育・相談・指導 0.029 0.005 0.000

役員クラスダミー 0.060 0.122 0.624 その他の対人接遇 0.013 0.006 0.031

ものづくり現場 0.172 0.077 0.026 仕事の内容・分類不能 -0.011 0.007 0.098

販売 0.085 0.052 0.098 2565

運搬保管 0.159 0.037 0.000 0.123

F値 12.623 有意確率 0.000

有意確率

図表Ⅱ－２－10　残業の頻度の要因（重回帰分析）

　　（注）　残業頻度変数は、「ほとんどしない」＝１、「たまにしている」＝２、「よくしている」＝３、「ほとんど毎日のようにしている」＝４　である。

使用ケース数
自由度調整済みＲ2

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差右辺変数

非標準化係
数

標準誤差 有意確率

 

                                                 
21 仕事の内容の分類においては、これらの直接部門系の仕事に従事しつつ、併せて事務企画管理などの仕事に

従事している場合も含まれていることに留意されたい。仕事の内容分類については、第Ⅲ部（分析基礎編）第

１章で詳細に説明している。 



２－２ 上司からの残業命令

 残業を行うときの上司からの命令の有無等をみると22、「上司から命じられて行うことが多

い」は 10.6％にとどまり、「自分で必要性を判断して上司から事前の了解を得ることが多い」

19.5％を合わせて上司から事前の承認を得て残業することが慣例化、常態化しているとする

人は３割程度となっている。一方、「自分の判断で行い、事後に上司に報告することが多い」

が 38.6％を占めている。また、「いちがいにいえない」が 27.2％となっている。

 これを所定勤務時間別にみると、事前命令・承認型が相対的に多いものに「変形労働時間

制」があり、一方、事後報告型が多いものに「フレックスタイム制」や「管理職等の緩やか

な時間管理」などがある。 

図表Ⅱ－２－11　上司の残業命令の有無等
（正社員）
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32.0
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26.7
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34.3
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1.9

3.6

3.5

4.0

4.7

0.0

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計

一般的な所定時間制

変形労働時間制

フレックスタイム制

裁量労働制

事業場外その他のみなし労働時間制

管理職等の緩やかな時間管理

上司から命じられて行うことが多い
自分で必要性を判断し上司の事前了解を得ることが多い
自分の判断で行い、事後に上司に報告することが多い
いちがいにいえない
無回答   

（上司の残業命令の有無等の要因）

 こうした上司の残業命令の有無等の態様がどのような事項と関係が深いのかを、前項で残

業の頻度で用いたものと同じ右辺変数を使って重回帰分析によりみてみると（図表Ⅱ－２－

12）、次のように整理できる。

①上述の集計結果からも推測されるように、一般の所定時間制との比較において、変形労働

時間制では事前命令・承認型がより多く、一方フレックスタイム制及び管理職等の緩やか

な時間管理では事後報告型がより多くなる効果がみられている。 
②役職については、一般社員クラスとの比較において、事後報告型がより多くなる効果がみ

                                                 
22 これは働く人からみた職場での実際的な動きを尋ねたものであり、法的又は制度的な上司の残業命令の有無

として評価されるものと直接関係するものではない。 
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られている。 
③女性は男性に比べ、事後報告型がより多くなる効果がみられている。

④仕事の内容では、ものづくり現場、運搬保管、販売、旅客運送で事前命令・承認型をより

多くし、一方研究開発では事後報告型をより多くする効果がみられている。 
 

左辺変数: 上司からの残業命令の有無等

(定数) 2.383 0.085 0.000 貨幣証券取扱 -0.009 0.017 0.614

時間制度／変形 -0.190 0.066 0.004 映像コンテンツ -0.023 0.031 0.462

時間制度／フレックス 0.236 0.068 0.001 映像コンテンツ＆情報機器 -0.032 0.027 0.234

時間制度／裁量 0.086 0.095 0.365 旅客運送 -0.101 0.021 0.000

時間制度／他のみなし -0.089 0.284 0.753 情報関係 0.005 0.008 0.526

時間制度／緩やか管理職 0.283 0.100 0.005 研究開発 0.015 0.009 0.105

時間制度／その他 -0.368 0.311 0.237 研究開発＆調査 0.010 0.018 0.594

経済的従属指標 0.068 0.037 0.069 調査研究 -0.005 0.012 0.655

年齢 0.003 0.044 0.947 調査研究＆情報機器 0.001 0.021 0.960

女性ダミー 0.138 0.042 0.001 調査研究＆教育・相談・指導 -0.002 0.014 0.895

職長班長係長クラスダミー 0.208 0.062 0.001 身体調査・調整（医療・介護等） -0.014 0.007 0.053

課長クラスダミー 0.445 0.079 0.000 身体調査・調整＆教育・相談・指導 -0.005 0.013 0.698

部長クラスダミー 0.378 0.114 0.001 教育・相談・指導 0.006 0.004 0.149

役員クラスダミー -0.002 0.002 0.204 その他の対人接遇 -0.008 0.005 0.120

ものづくり現場 -0.459 0.057 0.000 仕事の内容・分類不能 -0.019 0.005 0.000

販売 -0.110 0.041 0.008 1821

運搬保管 -0.130 0.029 0.000 0.135

F値 10.162 有意確率 0.000

　　（注）１．　上司からの残業命令の有無等は、「上司から命じられて行うことが多い」＝１、「自分で必要性を判断して上司から事前の了解を得ることが多

　　　　　　「自分の判断で行い、事後に上司に報告することが多い」＝３である。

　　　　　２．　調査上の選択肢には、上記のほか「いちがいにいえない」がある。

図表Ⅱ－２－12　上司からの残業命令の有無等の要因（重回帰分析）

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率 右辺変数

非標準化係
数

標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

 

２－３ 上司からの残業命令を拒むことの有無

 上司から残業を命じられたときに、断ることがあるかどうかを尋ねた結果をみると、「やむ

をえない事情があるときに断ることがある」が 57.3％と過半を占めており、「まったくない」

の 27.7％と合わせて 85％の人が断ることはまれであるとしている。そのほかは、「ときどき

断ることがある」4.3％、「よく断る」0.5％、「わからない」6.6％となっている。

 このように上司から残業の命令があったときは、一般的にはそれに従い残業が行われるも

のと考えられる。残業命令を断ることの有無について、前項（２－２）と同様の回帰分析を

行ってみると（図表Ⅱ－２－13）、次のように整理できる。

①仕事の内容では、ものづくり現場や映像コンテンツ＆情報機器、旅客運送、情報関係では

断ることが相対的に多くなる一方、販売では断ら（れ）ない傾向が高い。 
②当然ながら、残業頻度が高いほど断ら（れ）ない傾向が高い。

③性別（女性ダミー）は、断るかどうかにはあまり関係がない。

 



左辺変数: 上司からの残業命令の拒否の有無等

(定数) 1.630 0.087 0.000 映像コンテンツ 0.033 0.025 0.188

時間制度／変形 0.005 0.053 0.928 映像コンテンツ＆情報機器 0.046 0.022 0.039

時間制度／フレックス 0.025 0.056 0.652 旅客運送 0.037 0.017 0.029

時間制度／裁量 0.001 0.076 0.987 情報関係 0.015 0.006 0.021

時間制度／他のみなし -0.109 0.225 0.629 研究開発 0.001 0.008 0.918

時間制度／緩やか管理職 -0.006 0.083 0.939 研究開発＆調査 0.012 0.014 0.418

時間制度／その他 0.009 0.247 0.972 調査研究 0.002 0.010 0.871

経済的従属指標 -0.011 0.030 0.724 調査研究＆情報機器 0.025 0.016 0.129

年齢 0.004 0.036 0.920 調査研究＆教育・相談・指導 0.001 0.011 0.915

女性ダミー 0.027 0.034 0.428 身体調査・調整（医療・介護等） 0.001 0.006 0.831

職長班長係長クラスダミー -0.013 0.051 0.801 身体調査・調整＆教育・相談・指導 0.002 0.010 0.832

課長クラスダミー 0.050 0.065 0.446 教育・相談・指導 -0.005 0.003 0.133

部長クラスダミー -0.143 0.097 0.141 その他の対人接遇 -0.001 0.004 0.815

役員クラスダミー 0.001 0.001 0.470 仕事の内容・分類不能 -0.001 0.004 0.757

ものづくり現場 0.186 0.047 0.000 残業の頻度 -0.021 0.013 0.106

販売 -0.088 0.034 0.009 上司からの残業命令の有無等 0.054 0.020 0.006

運搬保管 0.016 0.024 0.507 1741

貨幣証券取扱 0.003 0.014 0.814 0.016

F値 1.869 有意確率 0.002

　　　　　　　「ときどき断ることがある」＝３、「よく断る」＝４である。

　　　　　２．　調査上の選択肢には、上記のほか「わからない」がある。

　　（注）１．　上司からの残業命令の拒否の有無等は、「まったくない」＝１、「どうしてもやむをえない事情があるときだけ断ることがある」＝２、

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

図表Ⅱ－２－13　上司からの残業命令拒否の有無等の要因（重回帰分析）

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率 右辺変数

非標準化係
数

標準誤差 有意確率

 

 
第３節 正社員の裁量労働勤務 

 「働き方総合調査」では、正社員の裁量労働勤務について、裁量労働になった時期、勤務

する時間帯、実際の勤務時間の会社による把握状況、裁量労働制の運用状況などを調査して

いる。裁量労働制に対する満足度については、前述したところである（１－２－２）。ここで

は、働く人の裁量労働勤務に対する評価や裁量労働制の重要なポイントであるみなし労働時

間数の設定について、これらのデータを使って分析することとしたい。「働き方総合調査」の

回答者のうち裁量労働制の適用を受けている人は、総数で 86 人と重回帰分析などにより分

析するのには必ずしも十分なデータ数が得られているとはいえないが、それでも可能なかぎ

りの分析を試みてみたい。

３－１ 裁量労働勤務に対する評価の要因

 裁量労働制が適用されている正社員の裁量労働勤務についての評価をみると、図表Ⅱ－２

－14 のとおりとなっている。この結果データから、無回答を除いて相関係数を計算してみる

と23、「つい働きすぎてしまう」と「過労になりやすい」との間には正の相関（相関係数 0.756）
がみられ、また、「仕事の成果が出やすい」と「名目だけで導入前とは実態は変わらない」と

の間には逆相関（相関係数－0.300）がみられた。

                                                 
23 「そう思う」＝５、「どちらかといえばそう思う」＝４、「どちらともいえない」＝３、「どちらかといえば思

わない」＝２、「そう思わない」＝１として相関係数を計算した。 
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図表Ⅱ－２－14　裁量労働勤務の評価　（正社員）
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どちらともいえない どちらかといえば思わない
そう思わない 無回答  

 この結果を受けて、ここでは、「仕事の成果が出やすい」及び「つい働きすぎてしまう」と

の二つについて、その要因を分析してみよう。

 ３－１－１ 「仕事の成果が出やすい」の評価の要因

 「仕事の成果が出やすい」との評価の要因としては、種々のものが考えられるが、ここで

は分析上の限界も考慮しつつ、労働時間数の代理指標も兼ねて「仕事をする時間帯数」、働き

方の性格を総合的に示すものとして「労働者性指標（仕事の内容及び仕方の２要素に係るの

もの）」及び「経済的従属指標」の３つに、事務企画管理に係る仕事の内容類型の４つ（事務

のみを基準にしたダミー変数）を右辺変数にして重回帰分析を行ってみた（図表Ⅱ－２－15）。
その結果は、次のように整理できる。

①「仕事をする時間帯数」が多いほど「仕事の成果が出やすい」との評価を弱める効果を持

っている結果となった。裁量労働勤務では、労働時間が長いことやいろいろな時間帯に仕

事することは、仕事の成果をむしろ低めるものと評価されているといえる。 
②「労働者性指標」も高いほど「仕事の成果が出やすい」との評価を弱める効果を持ってい

る。裁量労働勤務では、指揮命令の度合いが高いことは、仕事の成果を低めるものと評価

されているといえる。 
③仕事の内容については、明確に有意な要因はなかったが、「経営企画」で「仕事の成果が出

やすい」との評価を強める効果を持っているとややいえそうである。これは、経営上の企

画を行うという仕事自体が裁量労働に向いているという面と、経営企画に参画しているこ

と自体が「仕事の成果が出やすい」との意識を持たせているのではないかという面とが考

えられるが、今回の分析からはどちらともいえない。 
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左辺変数：裁量労働勤務／「仕事の成果が出やすい」

(定数) 5.617 0.766 0.000

仕事をする時間帯数 -0.421 0.140 0.004

労働者性指標（２要素） -0.203 0.104 0.058

経済的従属指標 0.003 0.283 0.992

事業企画ダミー 0.197 0.557 0.725

管理監督ダミー -0.117 0.523 0.824

経営企画ダミー 0.651 0.450 0.154

非事務企画管理ダミー 0.086 0.322 0.791

56

0.169

F値 2.603 有意確率 0.023

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

図表Ⅱ－２－15　「仕事の成果が出やすい」評価の要因

 

 ３－１－２ 「つい働きすぎてしまう」の評価の要因

 「つい働きすぎてしまう」との評価についても上述と同様の分析を行ってみた。なお、こ

の場合、「仕事する時間帯数」は「働きすぎてしまう」と同義であることから右辺変数から除

外した（図表Ⅱ－２－16）。結果は、次のように整理できる。

①「労働者性指標」が高いほど「つい働きすぎてしまう」との評価を強める効果を持ってい

る。裁量労働勤務であるにもかかわらず、指揮命令の度合いが高い働き方をしている場合

には、つい働きすぎる結果となるものといえる。 
②「経済的従属指標」が高いほど「つい働きすぎてしまう」との評価を弱める効果を持って

いる。第Ⅱ部第１章でみたように、正社員における「経済的従属指標」は役職クラス等と

相関が高かったことを考えれば、役職クラスが低いほど裁量労働勤務は「つい働きすぎて

しまう」と評価されているといえそうである24。 
③仕事の内容では、「管理監督」及び「経営企画」において相対的に「つい働きすぎてしまう」

との評価を強める効果を持っている。 
 以上３－１－１及び３－１－２の結果をまとめると、裁量労働勤務において労働時間数や

仕事をする時間帯数が多くなることと仕事の成果とは結びつかないこと、裁量労働勤務であ

るにもかかわらず労働者性指標が高い、すなわち指揮命令を行うようなことは仕事のしすぎ

をもたらし、成果にも結びつかないことなどを改めて認識することが求められるといえよう。

 これに関連して前節（第２節）でみた「残業」時間数と裁量労働制における会社による実

際の労働時間の把握方法との関連をみると、「残業」を週 40 時間以上している人の割合は、

                                                 
24 この重回帰分析において、右辺変数の「経済的従属指標」に代えて役職クラス・ダミーを投入した回帰を行

った。残念ながら有意な結果を得ることはできなかったが、回帰係数をみる限りではこのようなことがいえそ

うな結果となっている。（例えば、一般社員クラス・ダミーのみを投入した場合は、係数は 0.287、有意確率は

0.203 であった。） 
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左辺変数：裁量労働勤務／「つい働きすぎてしまう」

(定数) 3.203 0.454 0.000

労働者性指標（２要素） 0.234 0.084 0.007

経済的従属指標 -0.389 0.204 0.061

事業企画ダミー -0.477 0.398 0.236

管理監督ダミー 0.971 0.404 0.019

経営企画ダミー 1.170 0.363 0.002

非事務企画管理ダミー 0.365 0.246 0.142

71

0.200

F値 3.908 有意確率 0.002

図表Ⅱ－２－16　「つい働きすぎてしまう」評価の要因

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ2

 

実際の労働時間を「働く人が報告している」では 38.9％、「仕事の機器や特別のシステムに

より把握している」38.5％であるのに対して、「会社が把握しているとは思えない」では

63.1％となっており、会社による労働時間の把握が重要であることが示唆される。

３－２ みなし労働時間数の設定の運用

 裁量労働制においてみなし労働時間数と実際の労働時間数との長短に関する評価をみると、

「みなし時間数が実際の労働時間数よりも上回っている」とする人が 15.9％、両者が「だい

たい合っている」とする人 42.7％、「みなし時間数が実際の労働時間数よりも少ない」とす

る人 31.7％となっており、みなし労働時間数が実際よりも少ないと感じている人の方がやや

多くなっている。

 みなし労働時間数と実際の労働時間数とは、いうまでもなく「だいたい合っている」こと

が望ましい。このためには、みなし労働時間数が適宜見直されることが求められる。見直し

が行われたかどうかをみると、「見直しがあり、時間数が変更されたことがある」とする人が

11.6％、「見直しはあったが、時間数は変更されたことはない」14.0％、「見直されたことは

ない」57.0％となっているが、こうした見直しの有無とみなし労働時間数と実際との長短の

評価とをクロスさせてみると、「だいたい合っている」において過去にみなし労働時間数の変

更や変更まではなかったものの見直しがあったとするところが相対的に多くなっている（図

表Ⅱ－２－17）。
 しかし一方、みなし労働時間数の見直しはあまり行われてきていないようである。裁量労

働制の導入時期別に見直しの有無をみると、1995 年から 1999 年までに導入されたとする人

でも「見直しがあった（ただし、時間数が変更されてはいない）」とするのは 14.3％にとど

まっており、71.4％が「見直しはなかった」としている。こうしたところでは、少なくとも

５年以上の期間まったく見直しが行われてきていないことになる。こうした事情は、2000
年以降に導入されたところでも基本的に変わっていない（図表Ⅱ－２－18）。 
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図表Ⅱ－２－17　裁量労働勤務のみなし労働時間数と
　　　　　　　　　その見直しの有無　　　　　（正社員）
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見直されたことはない わからない

 

　　（注）　時期区分は、回答者が裁量労働勤務となった時期の区分であり、制度の導入時期そのものでは必ずしもない。

図表Ⅱ－２－18　裁量労働制の導入時期別みなし労働時間数
　　　の見直しの有無　　　　　（正社員）
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 裁量労働制は、仕事の遂行を適正な形で働く人の裁量に任されることと、仕事に必要とさ

れる労働時間数、すなわちみなし労働時間数が適正に設定されることが基本的に重要である。

みなし労働時間数の設定は、また、適正な給与・賃金を支給することに直接繋がる問題でも

ある。少なくとも一定期間ごとにみなし労働時間数の見直しを中心として裁量労働制の運用

のあり方を労使で見直されることが望まれる。

 

－ 94 －



第４節 正社員の持ち帰り仕事25 

―“持ち帰り仕事”の在宅勤務としての制度化― 

４－１ 問題意識

 我が国では従来から、いわゆる“風呂敷残業”などとよばれ、仕事関係の書類等を持ち帰

り、職場勤務からの帰宅後や休日などに、隠れ残業的に自宅で仕事を行う傾向がみられる。

また、ＩＴ技術の進歩・普及は、私有のパソコンによる書類作成などの業務遂行を可能にし、

自宅への“持ち帰り仕事”をより容易にしている側面が考えられる。

他方、近年、行政面では我が国における長時間労働を抑制し、いわゆるサービス残業をな

くする目的から、賃金不払残業への取締りが強化26されている。弾力的なワークスタイルで

ある在宅勤務のメリットを活かすと同時に、長時間労働を抑制し、賃金不払残業を根絶する

ためには、在宅勤務に関する労働時間管理の枠組みを確立し、その制度化を図る必要がある。

 こうした観点から、本節では、制度に基づかない在宅勤務としての“持ち帰り仕事”の実

態を整理し、行政としてその数値目標が掲げられている（在宅勤務も含む）テレワーク人口

の内容も吟味しつつ、在宅勤務に関する労働時間管理等の制度化のあり方について検討する。

４－２ 在宅勤務としての“持ち帰り仕事”の実態

 「働き方総合調査」では、制度としてかどうかは問わずに、正社員に自宅における仕事の

実施状況を尋ねている。その結果では、約 34%の正社員が自宅で仕事を行っているとしてい

るものの、制度として在宅勤務を行っている者はわずか 0.6%で、ほとんど（33.4%）の者は

制度としてではなく、自宅で“持ち帰り仕事”を行っている。

 正社員が“持ち帰り仕事”を行う頻度に関しては、「たまにある程度」とする者が 51.0%
と半数程度を占める一方、「ときどきある」とする者が 32.4%と 3 分の１程度、さらに「頻

繁にある」とする者も 15.9%存在している27。また、“持ち帰り仕事”を行う時間帯（重複回

                                                 
25 この節は、テレワークや在宅勤務について永年研究を続けてきている JILPT 主任研究員の神谷隆之が執筆し

た。第Ⅱ部の冒頭でも記述したが、今回の「働き方総合調査」では十分に捉えきれなかったこのテーマについ

て、氏の持つ豊富な知見を活かした執筆であり、他の部分とはやや性格が異なるものとなっている。
26 厚生労働省は、賃金不払残業については 2001 年 4 月に「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措

置に関する基準」（基発第 339 号）を策定し、重点的に監督指導を実施している。また 2003 年 5 月には「賃金

不払残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定して、

労使の主体的な取組みを促している。なお、2001 年 4 月から 2005 年 3 月までの 4 年間において、定期監督及

び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われた状況

（支払額が 1 企業当たり合計 100 万円以上）は、是正企業数 3,637 企業、対象労働者数は約 50 万人、支払わ

れた割増賃金の合計は約 619 億円となっている（2005 年９月 30 日厚生労働省報道発表資料による）。
27 「働き方総合調査」では、“持ち帰り仕事”をすることが「頻繁にある」＋「ときどきある」とする正社員の

割合は 16.1%となる。一方、JILPT「日本の長時間労働・不払い労働時間の実態と実証分析」（2005 年労働政

策研究報告書№22）によると、「持ち帰り残業」が「よくある」＋「ときどきある」の割合は、28.8％となっ

ている（民間会社の調査協力モニターから抽出した 20 歳以上 60 歳未満の全国 3,000 人の雇用者を対象に、2004
年 6 月の状況について同年の 7月から 8 月にかけて郵送方式で実施した調査（有効回答・率、2,577人・85.2%））。

いずれにしても、少なくない正社員・雇用者が、一定頻度以上、持ち帰り仕事・残業を行っている状況にある。 
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答）としては、「休日」（78.1%）や「勤務日の帰宅後」（66.4%）が中心で、他には「出勤前」

（12.6%）がみられる。

４－３ 在宅勤務としての“持ち帰り仕事”の促進要因

 在宅勤務としての“持ち帰り仕事”を促進する要因として、近年においては、勤務場所・

時間帯を柔軟にさせる要因として、テレワークの普及や労働時間制度の弾力化、また育児期

の女性の勤務継続などが考えられる。
 

４－３－１ テレワークの普及

 “持ち帰り仕事”は以前から存在するものといえるが、その新たな促進要因となっている

ものの１つが「テレワーク」といえる。すなわち、IT 技術・機器の発展や普及に伴い、自宅

などでパソコンやインターネットなどを使いながら、非制度的な形態で仕事を行うことが容

易になっている。調査時期はやや異なるが、国土交通省（2002）「テレワーク実態調査」28に

より、テレワークによる“持ち帰り仕事”の実態について概観してみる。

 当該調査では、以下の A.B.C.D.の４つの条件をすべて満たす人を「テレワーカー」、A.B.C.
の３つの条件を満たす人を「広くとらえたテレワーカー」と定義している。すなわち、

A. ふだん収入を伴う仕事を行っている 
B. 仕事で電子メールなどの IT（ネットワーク）を使用している 
C. IT を利用する仕事場所が複数ある、または１ヶ所だけの場合は自分の所属する部署

のある場所以外である 
D. 自分の所属する部署以外で仕事を行う時間が、１週間あたり８時間以上である 

の４つであり、IT（ネットワーク）29の使用を条件とし、在宅勤務のほかにサテライトオフ

ィス勤務やモバイル勤務、また、いわゆる“自営型 SOHO”なども含む内容となっている。

  ここでは議論を、雇用者である雇用型テレワーカーに限ると（図表Ⅱ－２－19）、雇用型

テレワーカー（週８時間以上）は 311 万人（雇用者に占める割合 5.7%）、広くとらえた雇用

型テレワーカー（週８時間未満含む）は 754 万人（同 13.7%）と推計されている30。

そのうち、自宅で仕事を実施することのある雇用型テレワーカーは 311 万人の 68.8%を占

める 214 万人（同 3.9%）となっている。なお、自宅で仕事を実施することのある、広くと
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28 調査の第一次調査は、電話番号の無作為抽出により選定した全国の世帯から 15 歳以上の有業者１名を無作為

抽出し、2002 年 10 月 25 日～11 月 10 日に電話調査で実施され、協力者は 4,125 人、協力率は 59.8％であっ

た。雇用型テレワーカーに関する第二次調査は、第一次調査回答者におけるテレワーカー該当者（週８時間未

満も含む）に調査協力意向をたずね、協力意向を示した者に対して自記式の郵送配布・回収調査を、2002 年

11 月 20 日～12 月 13 日に実施し、配布数 281 票のうち、有効回収数（率）は 135 票（48.0%）であった。
29 後に示すテレワークでの仕事内容からは、「IT（ネットワーク）の使用」は、パソコンやインターネット、メ

ールなどの使用で足り、必ずしも会社のシステムとの接続を条件とはしていないものと、考えられる。
30 国土交通省が 2005 年 12 月～2006 年１月にかけて実施した WEB 調査結果をもとにした「2005 年時点のテ

レワーク人口推計（実態調査）結果」（2006 年）によると、雇用型テレワーカー（週８時間以上）は 506 万人

（雇用者に占める割合 9.2%）、広くとらえた雇用型テレワーカー（週８時間未満含む）は 1972 万人（同 36.0%）

と、2002 年時点に比べて増加しているとされる。 



らえた雇用型テレワーカー数は示されていないが、（週８時間以上の）テレワーカーと同じ割

合（68.8%）とすれば、519 万人（雇用者に占める割合 9.5%）と試算される。

図表Ⅱ－２－19 2002 時点における日本のテレワーク人口推計値（テレワーカー比率） 

 雇用型テレワーカー 自営型テレワーカー 合 計 
テレワーカー 311 万人（5.7%） 97 万人（8.2%） 408 万人（6.1%） 
 自宅で実施することあり 214 万人（3.9%） 82 万人（6.9%） 296 万人（4.4%） 

広くとらえたﾃﾚﾜｰｶｰ 754 万人（13.7%） 288 万人（24.2%） 1,042 万人（15.6%） 

（資料）国土交通省（2002）「テレワーク実態調査」

（注）テレワーカーは週 8 時間以上テレワークを実施、広くとらえたテレワーカーは週 8 時間未満実施を含む。

 
そして（週８時間以上のテレワーカー全体に関する数値であるが）、実施形態（複数回答）

としては「会社の制度として実施」（31.4%）や「会社の実験として実施」（2.9%）より、「自

分の判断・裁量で実施」（56.2%）や「上司の判断・裁量で実施」（4.4%）の方が多く、倍近

くを占めている。また、テレワークを行う時間帯（平日、土・日・祭日別に複数回答）をみ

ると（図表Ⅱ－２－20）、平日の場合は「21～24 時」（38.6%）、土・日・祭日の場合は「仕

事時間帯は決まっていない」（51.5%）が最多であるなど、JILPT 調査と同様の傾向がうかが

える。  

図表Ⅱ－２－20　テレワークを行う時間帯（複数回答、ともにn=91）
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（資料） 国土交通省（2002）「テレワーク実態調査」 
 

また、同じく国土交通省（2002）によると、広くとらえた雇用型テレワーカーが一般的に

テレワーク（在宅勤務だけでなくモバイル勤務等も含む）実施時に行う仕事（複数回答）と

しては、当然の傾向として 1 人で集中して行うべき性格の業務が上位を占めているが、①「報
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告書・日報・月報等の文章作成」（45.6%）や「企画書・報告書・見積書等の資料作成」（41.0%）

といった従来は手書き作業であった業務がパソコン化されたものに加え、②「資料や情報の

収集」（56.0%）や「データの入力・計算・処理・加工・統計」（36.9%）といったパソコン

やインターネットなどの活用により初めて自宅等での実施が可能となった業務が存在する。

以上から、テレワークが一定の程度、“持ち帰り仕事”に結びついているものとみられる。 
 

４－３－２ 労働時間制度の弾力化

 テレワーク（在宅勤務）が勤務場所の自由度を高めることにより、“持ち帰り仕事”を行わ

せる効果を有すると同時に、労働時間制度の弾力化は勤務時間帯の自由度を高めることによ

り、同じく“持ち帰り仕事”を行わせる効果を有しているとみられる。

 所定勤務時間の状況別に“持ち帰り仕事”有りの割合をみると（図表Ⅱ－２－21）、「一般

的に決められている」に対して、「フレックスタイム」、また「裁量労働等のみなし労働時間

制」、さらに「管理職の緩やかな時間管理」の順に、有りの割合が高くなっている。特に「裁

量労働等のみなし労働時間制」と「管理職の緩やかな時間管理」では、「頻繁にある」＋「と

きどきある」の合計が過半数を占めている。
 

図表Ⅱ－２－21 所定勤務時間の状況別にみた“持ち帰り仕事”有り等の割合 

 
“持ち帰り仕事”有り＝100.0% 

 
所定勤務時間の状況 

 
“持ち帰り
仕事”有り  

「頻繁にある」＋「ときどきある」 
合計（100.0%）

一般的に決められている（77.3）
変型労働時間制（7.8）
フレックスタイム（5.5）
裁量労働等のみなし労働時間制（3.5） 
管理職の緩やかな時間管理（3.6） 

33.4%
33.1
22.7
34.4
38.6
60.0 

48.3%
48.3
51.0
38.2
56.4
52.4 

（資料）JILPT「「働き方総合調査」

（注）1.合計には、所定勤務時間の状況が「その他」、「無回答」を含む。
      2. 管理職の緩やかな時間管理 とは、「管理職なので、時間管理が全くなされないか又は緩やかにしかさ

れていない状況の下で勤務している人」と定義されており、役職クラス別には、課長クラスの 3.2%、
部長クラスの 17.2%、役員クラスの 21.2%が当該の時間管理を適用されている、と回答している。 

４－３－３ 育児期の女性の勤務継続

 「働き方総合調査」によると、持ち帰り残業の実施比率は性別には男性（34.4%）が女性

（31.4%）よりもやや高い。しかし、実施している場合の時間帯別（複数回答）には、「休日」

に関しては全体の実施比率同様、男性（82.6%）が女性（67.7%）より高い一方、「勤務日の

帰宅後」に関しては、逆に女性（71.8%）が男性（64.0%）を上回っている。また、女性が

「勤務日の帰宅後」に持ち帰り仕事を行う割合を末子の就学状況別にみると、末子が中学生
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（５割強）→小学生（７割強）→就学前（８割強）の順に（高校生以上では再度やや高まっ

ているものの）、低年齢ほど高くなっている（図表Ⅱ－２－22）。
これらを総合して解釈すると、子供を出産して勤務を継続した女性労働者の場合、フルタ

イム勤務または短時間勤務であろうと、（延長保育を利用した場合も含め）保育園のお迎えに

間に合わせるため、また小学校に進学すると保育園時代より返って子供の帰宅が早くなるた

め（学童保育も午後６時までのケースが多い）、例えば明日までの仕事が残っている場合でも、

子供のお迎え等のために定時で勤務を終え、子供の世話や食事などの家事を終えてから、残

った仕事を自宅で行う傾向にあることが考えられる31。

 以上のように、その是非はともかく、育児期の女性が勤務を継続していく場合、保育園等

の利用で育児を外部化しつつも、仕事と家庭生活とのバランスを保ってゆくために、持ち帰

り仕事が行われる側面が垣間見える32。 

図表Ⅱ－２－22　末子の就学状況別にみた持ち帰り仕事の
「勤務日の帰宅後」の実施割合
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（資料）JILPT「働き方総合調査」

（注）合計には、就学状況不明を含む。 

４－４ 在宅勤務としての“持ち帰り仕事”のメリットと問題点

 次に、在宅勤務としての“持ち帰り仕事”のメリットと問題点について、検討する。
 

４―４－１ メリット

 “持ち帰り仕事”としての在宅勤務は、基本的には残業（所定外労働）と考えられるが、

                                                 
31 以上と同様の指摘は、浅尾（JILPT「多様な働き方とその政策課題について」（2006 年労働政策レポート Vol.
５））も行っており、また JILPT「育児期における在宅勤務の意義」（2006 年労働政策研究報告書№52）のヒ

アリング調査でも、そうした事例が確認される。
32 もちろんこの記述は、育児期の女性の仕事量の調整や男性の育児分担の必要性を、何ら否定するものではな

い。  
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自宅で残業を行うことのメリットを、所定内労働も含む在宅勤務一般に従業員が感じるメリ

ットから考察してみよう（図表Ⅱ－２－23）。
 

図表Ⅱ－２－23 在宅勤務に感じられるメリット 

（従業員調査、MA、上位項目） （N=28） 
  

項目 
 

メリット 
 
通勤の疲労がなくなる 

 
57.1% 

 
家族とのふれあい・コミュニケーションが増える 

 
53.6 

 
育児の時間が増える 

 
46.4 

 
仕事の生産性が高くなる 

 
32.1 

 
家事の時間が増える 

 
25.0 

（資料）(社)日本テレワーク協会「在宅勤務に関する実態調査」（2005） 

 それによると、一般的に在宅勤務に感じられるメリットとしては、「通勤の疲労がなくなる」

と「家族とのふれあい・コミュニケーションが増える」が、各々過半数で指摘されている。

先にみたように、“持ち帰り仕事”が行われる時間帯（複数回答）としては、「休日」（78.1%）

が最も多いが、休日に仕事をする場合には出勤の必要がなく、また一定程度「家族とのふれ

あい・コミュニケーション」を保ちつつ、仕事を行えるメリットが考えられる。

次に「勤務日の帰宅後」（66.4%）の“持ち帰り仕事”に関連しては、在宅勤務制度が導入

され、制度に基づき在宅勤務を実施している社員に対するヒアリング結果33によると、ある

女性社員からは「会社で仕事をするか、家で仕事をするか、その選択肢があるということだ

と思う。私が在宅で深夜に仕事をしていても、同時に同僚も会社で深夜に仕事をしているの

で、自分だけが大変なのでなく、むしろ働く場所を選べるのがありがたいと思っている」と

ともに、「子ども（2005 年４月から小学生）はまだ、深夜一人にしておくのは何かと心配な

年齢であるし、ベビーシッターさんを深夜まで利用すると経済的な負担も大きい」という指

摘が聴かれる。在宅勤務としての“持ち帰り仕事”は「家族とのふれあい・コミュニケーシ

ョン」効果とともに、「育児時間が増える」効果も有しているといえる。

同じく、別の会社で在宅勤務が許可されている男性社員は、「自宅で仕事が出来る環境に

あると、アイデアが浮かんだ時あるいは仕事に集中できる時などの理由で、深夜や休日など

に仕事を行うことがないわけではない。例えば、仕事の納期が迫ってくると、朝４時に起き

て仕事をすることもある。非常に効率的に働ける。時間・場所選択的かつ本人裁量的な自由

労働が、私の望むすべてである」という。「仕事の生産性が高くなる」効果といえる。

 

                                                 
33 JILPT「育児期における在宅勤務の意義」（2006 年労働政策研究報告書№52） 
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４－４－２ 問題点

 在宅勤務としての“持ち帰り仕事”の問題点を考えると、その問題点の第一は労働時間が

長くなり、また余暇の時間が減る傾向にある点である。

 国土交通省「テレワーク実態調査」（2002）によると、広くとらえたテレワーカーに関し

て、テレワーク実施前後での生活の変化を尋ねたところ、労働時間が増加した人の割合（「増

えた」＋「どちらかといえば増えた」）と減った人の割合（「減った」＋「どちらかといえば

減った」）を比べると、雇用型テレワーカーの場合、男（＋26.4%）、女（+32.9%）とも増加

した人の割合の方が多い。一方、余暇の時間に関しては逆に、男（-2.2%）、女（-7.6%）と

も増加した人の割合の方がやや少なくなっている。

 なお、同調査によると、雇用型テレワーカー（週 8 時間以上）がテレワーク推進上の課題

（複数回答）として、「長時間労働になりやすい」（31.4%）以上に最も上位に挙げるのは、

「仕事と仕事以外の時間の切り分けが難しい」（49.3%）ことである。自宅では仕事時間と生

活時間との区別が付けにくく、その結果、長時間労働や余暇の時間の減少の傾向が生じるも

のとも考えられる。

 在宅勤務としての“持ち帰り仕事”のもう一つの、そして最大の問題点は、非制度的な労

働であるがゆえに、賃金未支払い労働の傾向が強い点にある。

 JILPT「働き方総合調査」による“持ち帰り仕事”に対する賃金支払いの状況は、「働いた

時間を会社に報告して賃金にも反映される」割合はわずか 0.6%、「ケース・バイ・ケースで

どちらともいえない」割合も 7.9%で、ほとんど（87.2%）は「いわゆるサービス残業」とさ

れている。

 「いわゆるサービス残業」とする割合は、所定労働時間の状況別には「フレックスタイム」

では 81.8%、また「裁量労働等のみなし労働時間制」では 92.3%、さらに「管理職の緩やか

な時間管理」では 81.0％となっており、弾力的な時間制度においては、自宅での仕事が行い

易いことや労基法上の管理職に対しては所定外労働に対する賃金支払いの義務がないことな

どから、数値的には、みなし労働時間制を除けば、その割合は若干低い傾向にある。しかし

ながら、在宅勤務が会社の制度として認められていないこと自体には変わりはない。

４－５ “持ち帰り仕事”の在宅勤務としての制度化の必要性とその方向

 最後に、“持ち帰り仕事”の制度化の必要性と、そのあるべき方向について検討する。

 
４－５－１ 制度化の必要性

 行政による未払い賃金不払残業の取締りが強化される中で、“持ち帰り仕事”が賃金不払残

業として行なわれることには、それが抜け道となる可能性など大きな問題が存在する。

他方、テレワークの拡大には大きなメリットがあり、内閣もＩＴ戦略本部として 2006年 1

月に「ＩＴ新改革戦略」を策定し、その中で就業人口に占めるテレワーク人口（在宅勤務の
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ほかモバイル勤務等、また自営型 SOHO も含む）の比率を、2002 年の約６％から 2010 年

には 20%に高めることを目標として掲げている。ただし、そのもとになった 2002 年の国土

交通省調査は、上記のように、非制度的な形態での賃金不払残業としての“持ち帰り仕事”

も含んだものとみられ、そうした側面では矛盾を抱えた計画とも考えられる。

確かに、在宅勤務の導入には、労働時間管理の難しさや、最近、社会的な問題になってい

るファイル共有ソフト“ウィニー”による私物パソコンからの機密情報の流出など、障害も

少なくない。しかし、パソコンやインターネットの一般化や、それに伴う仕事の情報化、ま

た労働者の柔軟な働き方への希望が高まる中で、“持ち帰り仕事”を一律に取り締まることは、

もはや難しい状況にあるとみられる。むしろ、情報セキュリティ34を強化しつつ、“持ち帰り

仕事”を制度として認めつつ、その制度の枠内で働き過ぎを抑制していく政策手法が、時代

のニーズに沿ったものと考えられる。

 
４－５－２ 行政による対応の方法

その際、一番の課題が労働時間管理の問題であるが、この点に関しては、2004 年には“在

宅勤務ガイドライン”策定35にあわせて、一定の条件の下で在宅勤務に事業場外のみなし労

働時間制の適用が可能とされている。また厚生労働省は 2006 年１月に取りまとめられた「今

後の労働時間制度に関する研究会報告書」36（以下、「研究会報告」と呼ぶ）等を踏まえ、同

年２月には厚生労働大臣が労働政策審議会に、今後の労働時間制制度のあり方について、諮

問を行っている37。

「研究会報告」においては、いわゆる“ホワイトカラー・エグゼンプション”とも呼ばれ

る、新たな労働時間規制の適用除外の枠組み（「新しい自律的な労働時間制度」）が盛り込ま

れているが、当該の制度は、ホワイトカラー労働者と働き方の多様化、また自律的に働き、

その成果や能力などにより評価されることがふさわしい労働者の増加に対応するため、具体

的には、以下の４つの要件いずれにも該当する労働者を対象に、新たな労働時間規制の適用

除外の枠組み（「新しい自律的な労働時間制度」）として、創設することが提言されている。

その４つの要件とは、

①勤務態様要件：職務の手法や労働時間の配分について、使用者からの具体的な指示を受

                                                 
34 政策面では、総務省が 2004 年に「テレワークセキュリティガイドライン」を策定し、民間のテレワーク導入

を支援し、普及促進を図っている。また 2006 年には「職場外のパソコンで仕事をする際のセキュリティガイ

ドライン」を策定・公表し、持ち帰り残業等に際しての情報セキュリティ対策の向上を図っている。

35 厚生労働省「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」（2004 年） 
在宅勤務とは、労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいい、また一定の条件とは、①当該業

務が、起居寝食等生活を営む自宅で行われていること、②当該通信機器が、使用者の指示により常時通信可能

な状態におくこととされていないこと、③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない

こと、である。
36 厚生労働省「今後の労働時間制度に関する研究会報告書」（2006 年）
37 厚生労働省報道発表資料「労働政策審議会に対する今後の労働時間法制の在り方についての検討の諮問につ

いて」（2006 年２月８日） 
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けず、かつ、自己の業務量について裁量があること。また、労働時間の長短が直接的に

賃金に反映されるものではなく、成果や能力などに応じて賃金が決定されていること。

②本人要件：一定水準以上の額の年収が確保されていること。また、労働者本人が同意し

ていること。

③健康確保措置：実効性のある健康確保措置が講じられていること。

④導入における労使間の協議に基づく合意

とされているが、これらの要件をすべて満たす者として、例えば、「企業における中堅の幹部

候補生で管理監督者の手前に位置する者」や「企業における研究開発部門のプロジェクトチ

ームのリーダー」といった者が、対象労働者の具体的イメージとして示されている。

それが「実現すれば在宅勤務制度の導入に拍車がかかるとみられる」との指摘38もあるよ

うに、従来型の労働時間規制を除外した制度は、弾力的な働き方である在宅勤務に適してい

る側面も考えられるが、一方で JILPT「働き方総合調査」による“持ち帰り仕事”が行われ

る時間帯（複数回答）としては、「勤務日の帰宅後」（66.4%）よりは「休日」（78.1%）の方

が多くなっている状況を再確認する必要がある。

ところが、「研究会報告」においては「対象労働者は、使用者から出退勤時刻を含めた労

働時間の管理を受けない者であり、休日の日数がその労働者の総労働時間の代用指標となり

得ると考えられるため、使用者が対象労働者の出勤の有無については把握できるような仕組

みとすることが考えられる」とされており、「新しい自律的な労働時間制度」は出勤しない日

等における在宅勤務を想定していない可能性も考えられる。

同時に「研究会報告」では、新制度に関して「適切な健康確保のための措置が確保されて

いることを前提に、深夜業に関する規定（割増賃金に関する規定等）もその適用を除外する

ことが考えられる」とされる一方、「法第 35 条の法定休日の規定については、（中略）休日

取得の実効性の確保を図る観点から、同制度においてはこの規定の適用を除外しないことも

考えられる」とされている。新制度においては、仮に自宅での勤務を想定した場合であって

も、深夜における“持ち帰り仕事”には対応可能であるものの、やはり休日のうち（週 1 日

の）法定休日における“持ち帰り仕事”を想定していないともいえる。

４－５－３ 事前申告・承認と事後報告の効果

先にみたように、在宅勤務が行えると、同時に「長時間労働になりやすい」ことと「仕事

と仕事以外の時間の切り分けが難しい」ことが大きな課題となる。それを防ぐためには、自

己管理を徹底しつつ、メリハリをつけて効率的に仕事を行うことがポイントと考えられる。

JILPT「育児期における在宅勤務の意義」（2006 年労働政策研究報告書№52）では、育児

を理由としたケースを中心に、全社員を対象としたケースも含め、在宅勤務制度の事例調査

                                                 
38 日本経済新聞「スイッチオン・マンデー：在宅勤務導入相次ぐ」（2006 年３月 27 日朝刊） 
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を行っているが、実態としてはほとんどの事例において、原則として事前申告・承認と事後

報告のセットによって、在宅勤務の実施手続きと時間（業務）管理が行われている状況にあ

る。

また、当該の事例調査では、労働時間制度も一般的に各社員に適用されている制度を前提

としており、在宅勤務のために（裁量労働制も含め）何らかのみなし労働時間制を特別に適

用した事例は見られなかった39。

 こうした状況からは、“持ち帰り仕事”の在宅勤務としての制度化に当たっては、殊更にみ

なし労働時間制度や時間規制の適用除外に頼ることなく、本人の希望や能力、上司の推薦等

を条件に事前に適格者を選定し、“持ち帰り仕事”の実施に当たっては、原則として事前申告・

承認と事後報告を行わせるという、ある意味、原始的な手法も適切であると考えられる。

 これは“持ち帰り仕事”としての在宅勤務には、メリハリある効率的な実施が重要と考え、

そのためには自己管理を如何に促進する制度が必要かという視点から、時間帯・時間数・業

務内容等に関する事前申告・承認と事後報告が効果的で、持ち帰り仕事の計画性と効率化を

かなりの程度担保するのではないか、と期待するものである。

 こうした考え方からは、当然のことであるが、在宅勤務制度に基づかない“持ち帰り仕事”

は禁止されることになる。なお残る問題はそれをどう担保するかであるが、先に賃金不払残

業への規制の強化に関する注記で示した「賃金不払残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業

の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」においては、自宅で賃金不払残業が行わ

れるケースを明確な形では想定していないといえる。

 このため、“持ち帰り仕事”を賃金不払残業としないために、事業主に対し業務上必要な場

合には帰宅後の残業や休日労働も想定した在宅勤務制度規程の明確化を指導・周知するとと

もに、在宅勤務制度がない企業の社員や制度があってもそれを適用されていない社員が“持

ち帰り仕事”を行わないように、上記の指針等において、自宅での賃金不払残業の禁止を明

確化してゆく必要がある。

 

                                                 
39 ただし、調査時期（2004～05 年度）が、2004 年に一定の条件の下で在宅勤務に事業場外のみなし労働時間

制の適用が可能とされて、あまり期間が経過してないことの影響も考えられる。 
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論点分析編 第３章 非正社員をめぐる論点分析 

 

第１節 非正社員の不満―年収格差 

 
非正社員では、「仕事の割に正社員より賃金が低すぎる」と感じている人の割合が高い（図

表Ⅱ－３－１）。この節では、非正社員の感じる正社員との賃金格差について、「働き方総合

調査」結果データからできる範囲の分析を試みたい。 

図表Ⅱ－３－１　非正社員の感じる不満
－「仕事の割に正社員より賃金が低すぎる」－
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1.7

0.0

1.1

1.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パートタイマー

契約社員

登録型派遣社員

常用型派遣社員

業務請負会社社員

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらともいえない どちらかといえばそう思わない
そう思わない 無回答  

１－１ 女性パートタイマーを対象とした分析

まず、非正規社員の太宗を占める女性パートタイマーを分析対象に取り上げ、賃金格差の

実態とその要因をみてみよう。ただし、「働き方総合調査」では賃金を直接調査していないの

で、年収、しかも階級別で調査したものを階級値で表した年収額での分析となっている1。

「働き方総合調査」の年収階級値により雇用・就業形態別に平均年収を試算してみると、

正社員では男女計で 529 万円（女性 374 万円）となっているのに対して、パートタイマーで

は 120 万円、女性だけでは 114 万円となっている。女性正社員の年収に対する女性パートタ

イマーの年収の割合は、30.5％と計算される。しかしながら、こうした総計による比較は、

ときにミス・リードとなる可能性がある。年収を比較する場合には､できるだけ両者の条件を

そろえた上で比較することが望ましい。以下、可能な範囲で分析的にこの論点に接近してみ

よう。 

                                                 
1 年収の階級値等については、第Ⅲ部（分析基礎編）第５章を参照されたい。 
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１－１－１ 小売業における販売の仕事の年収格差

まず年齢と産業及び仕事の内容を同じにして比較してみよう2。「働き方総合調査」のデー

タでこのような比較がかろうじて可能であったのは、産業が小売業で仕事の内容が販売の場

合であったが、その年収を比較すると、女性パートタイマーは男性正社員の２割程度、女性

正社員の３分の１程度になっている（図表Ⅱ－３－２）。このように正社員とパートタイマー

との年収には、後者が前者の３分の１程度の水準といった大きな格差がみられている。 

（万円） （％）

パートタイマー

男性 女性 女性 対男性 対女性

30～34歳 411 375 101 24.6 26.9
35～39歳 438 250 107 24.4 42.8
40～44歳 475 425 104 21.9 24.5
45～49歳 688 313 108 15.7 34.5
50～54歳 417 333 114 27.3 34.2
55～59歳 563 325 113 20.1 34.8

正社員 パートタイマー／正社員

図表Ⅱ－３－２　　正社員とパートタイマーの年収比較
（産業：小売業　　仕事の内容：販売）

　（注）　階級別で回答のあった年収の階級値を用いて計算したものであり、ま
　　　　た、ケースの数が非常に少ない区分もあることに留意する必要がある。  

                                                 
2 「仕事の内容」については、第Ⅲ部（分析基礎編）第１章を参照されたい。
3 それ以外にも、有意ではないが、例えば年収の規模間格差が正社員では大きいのに対してパートタイマーでは

かなり小さいことなど、両者の賃金決定方式の違いが彷彿とされる。 
4 「所定労働時間短いダミー」とは、週所定労働時間が 35 時間未満のとき「１」、それ以外のときは「０」をと

るダミー変数である。 
5 労働時間の違い以外にも、もともと仕事の内容が「販売」ということで合わせているものの、必ずしも同じ仕

事とはいえないかも知れないなど、限界の多い分析であることには留意する必要がある。 
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 小売業かつ販売の仕事においてこのような年収格差が生じる要因をみるために、正社員（男

女計。ただし、右辺変数に女性ダミーを設定）と女性パートタイマーとについて、それぞれ

年収関数を推定して相互に比較してみた（図表Ⅱ－３－３）。その結果では、役職の効果が大

きいことが指摘できる。すなわち、正社員については役職が年収を上昇させるのに効果が大

きい（職長班長係長になれば 90 万円程度の年収引き上げ効果を持つ）のに対して、パート

タイマーについては「小リーダー」になることの効果がみられるものの、その年収を引き上

げる程度は小さい（年収を 20 万円程度引き上げ）。このように、パートタイマーにおいて仕

事能力の蓄積等が適正に評価されて賃金に反映されていない面が窺われる3。

 なお、女性パートタイマーの年収関数において、「所定労働時間短いダミー」が有意に効い

ており、年収を 60 万円ほど下げる効果が示されている4。正社員とパートタイマーとの年収

格差には、このように合理的な背景をもつものもあることは忘れてはならない5。

 



①正社員の年収関数 ②パートタイマー
左辺変数: 年収階級値

(定数) -78.476 264.627 0.768 (定数) 154.886 42.685 0.000

年齢 21.083 15.466 0.177 年齢 0.253 2.154 0.907

年齢の２乗 -0.245 0.195 0.213 年齢の２乗 -0.006 0.026 0.810

勤続年数 8.542 7.242 0.242 勤続年数（現在の会社等で） -0.179 1.421 0.900

勤続年数の２乗 -0.091 0.202 0.653 勤続年数の２乗 0.079 0.064 0.218

職長班長係長クラスダミー 90.103 42.541 0.038 第一線パートダミー 5.460 6.821 0.424

課長クラスダミー 106.522 67.241 0.118 小リーダーパートダミー 19.892 8.628 0.022

部長クラスダミー 123.913 86.823 0.158 職場長パートダミー 2.096 32.256 0.948

役員クラスダミー 112.857 75.119 0.138 30人未満ダミー -8.161 7.367 0.269

30人未満ダミー -90.197 47.651 0.063 30～99人規模ダミー -3.982 8.608 0.644

30～99人規模ダミー -63.294 62.213 0.313 300～999人規模ダミー 8.630 11.800 0.465

300～999人規模ダミー 55.045 80.582 0.497 1000人以上規模ダミー 6.383 10.159 0.530

1000人以上規模ダミー 45.910 52.390 0.384 中卒ダミー 38.745 19.101 0.044

女性ダミー -47.997 37.637 0.207 高専短大卒ダミー -2.057 7.134 0.773

高専短大卒ダミー -78.411 62.688 0.215 ４大卒ダミー 29.836 8.911 0.001

４大卒ダミー -15.673 39.701 0.694 所定時間短いダミー -58.774 7.884 0.000

83 残業するダミー 0.992 0.151 0.880

0.390 233

F値 4.502 有意確率 0.000 0.297

F値 7.126 有意確率 0.000

使用ケース数

自由度調整済みＲ2

右辺変数

使用ケース数

自由度調整済みＲ2

標準誤差

図表Ⅱ－３－３　正社員とパートタイマーの年収関数の比較
（産業：小売業　　仕事の内容：販売）

右辺変数
非標準化係

数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率 有意確率

 

実に有意であるとはいえないものの、「第一線の業務を担当」している人でもより格差意識

が強いといってもよい結果となっている。このことは、職場において相当の役割を担って

いるにもかかわらず、それに十分見合った報酬が与えられていないと感じられていること

を示唆している。 
②「残業するパートタイマー」や「所定労働時間が正社員と同じ」とする人においてより格

差意識が強いことが示されている。労働時間面において正社員と遜色なくあるいはより類

似した仕事をしているにもかかわらず、それに十分見合った報酬が与えられていないと感

じられていることが示唆されている。また、労働者性指標が高い人ほどより格差意識が強

くなっている。 
③「家計における自己の収入の重要度」が格差意識を強める要因になっていることが窺われ

る。自己の収入が家計にとってなくてはならないものであるほど正社員との賃金格差が強

く感じられているといえる。 
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１－１－２ 女性パートタイマーの対正社員賃金格差意識の要因

ここでは、女性パートタイマーの賃金格差意識を左辺変数として、前項（１－１－１）で

の分析も踏まえて、適宜の要因を右辺変数とする回帰分析を行い、その要因をみることにし

よう。いろいろ試みたうえで図表Ⅱ－３－４のような結果を得た。これによると、次のよう

に整理できる。

①「職場の最小単位リーダー」においてより格差意識が強いことが示されている。また、確



左辺変数: パートタイマー　仕事の内容からみて、「正社員」より賃金が低すぎる

(定数) 2.336 0.188 0.000

年齢 0.017 0.003 0.000

勤続年数（現在の会社等で） -0.004 0.006 0.507

第一線パートダミー 0.116 0.073 0.116

小リーダーパートダミー 0.206 0.092 0.025

職場長パートダミー -0.074 0.250 0.768

管理職パートダミー 0.335 0.638 0.600

身体調査・調整（医療・介護等） -0.031 0.009 0.001

労働者性指標（２要素） 0.078 0.027 0.003

残業するダミー 0.157 0.062 0.011

所定時間同じダミー 0.273 0.077 0.000

自己収入の重要度 0.118 0.044 0.008

1469

0.054

F値 8.553 有意確率 0.000

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差

図表Ⅱ－３－４　　女性パートタイマーの賃金格差意識の要因

有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

 
④そのほか、年齢も格差意識を強める要因となっている。一方、医療や介護などに関連した

（参考分析）「家計における自己の収入の重要度」を決める要因

 女性パートタイマーにおいてではあるが、正社員との賃金格差意識を左右する要因として、

仕事に関連した要因とともに、「家計における自己の重要度」がかなりの要因となっているこ

とが注目される。

 そこで、「家計における自己の収入の重要度」を決める要因を求めてみた。データは、女性

パートタイマーに限らずに、非正社員のデータ全体により関数推定した。その結果は、図表

Ⅱ－３－５のとおりである。それによると、もとより自己の収入が家計収入に占める割合が

効いているが、それ以上に子どもの就学状況の影響が大きくなっている6。子ども１人の場合

は子どもが中学生くらいになるまで重要度を高めるように働いている。また、子どもが２人

以上の場合はほとんどの就学状況において重要度を高めるように働いているが、その中でも、

子どもが中学生から高校生くらいまでの類型で係数（重要度を高める程度）が高い傾向がみ

てとれる。

 このように、特に非正社員については、「家計における自己の重要度」は育児や子育てとの

関連が深いことに留意することが求められよう。

 

                                                 
6 右辺変数の「世帯類型」については、第Ⅲ部（分析基礎編）第２章を参照されたい。 
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仕事内容である「身体の調査・調整」に従事している人では、格差意識を弱める要因とな

っている。 



左辺変数: 自己収入の重要度

(定数) 1.126 0.115 0.000

家計全体年収 0.000 0.000 0.028

自己年収の割合 0.166 0.008 0.000

年齢 0.005 0.002 0.006

女性ダミー 0.035 0.041 0.399

パートダミー 0.111 0.075 0.139

契約社員ダミー 0.056 0.080 0.486

登録派遣社員ダミー 0.042 0.086 0.625

常用派遣社員ダミー 0.088 0.107 0.411

請負会社社員ダミー 0.100 0.118 0.396

世帯類型（既婚・子どもなし） 0.199 0.053 0.000

世帯類型（既婚・子ども１人・就学前） 0.291 0.073 0.000

世帯類型（既婚・子ども１人・小学生） 0.331 0.076 0.000

世帯類型（既婚・子ども１人・中学生） 0.224 0.124 0.071

世帯類型（既婚・子ども１人・高校生） 0.029 0.122 0.810

世帯類型（既婚・子ども１人・大学生） 0.169 0.123 0.167

世帯類型（既婚・子ども１人・社会人） 0.119 0.094 0.209

世帯類型（既婚・子ども複数・就学前のみ） 0.374 0.092 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・就学前&小学生） 0.539 0.060 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・就学前&中学生） 0.349 0.192 0.069

世帯類型（既婚・子ども複数・就学前&高校生） 0.679 0.403 0.092

世帯類型（既婚・子ども複数・就学前＆社会人） 0.868 0.331 0.009

世帯類型（既婚・子ども複数・小学生のみ） 0.282 0.058 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・小学生&中学生） 0.347 0.061 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・小学生&高校生） 0.388 0.097 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・小学生&大学生） 0.407 0.288 0.157

世帯類型（既婚・子ども複数・小学生＆社会人） 0.552 0.287 0.055

世帯類型（既婚・子ども複数・中学生のみ） 0.508 0.162 0.002

世帯類型（既婚・子ども複数・中学生&高校生） 0.437 0.078 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・中学生&大学生） 0.272 0.117 0.020

世帯類型（既婚・子ども複数・中学生＆社会人） 0.277 0.128 0.031

世帯類型（既婚・子ども複数・高校生のみ） 0.348 0.133 0.009

世帯類型（既婚・子ども複数・高校生&大学生） 0.474 0.079 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・高校生＆社会人） 0.421 0.089 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・大学生のみ） 0.145 0.105 0.169

世帯類型（既婚・子ども複数・大学生＆社会人） 0.259 0.071 0.000

世帯類型（既婚・子ども複数・社会人のみ） 0.131 0.063 0.037

世帯類型（配偶なし・子ども複数・就学前のみ） 0.276 0.403 0.492

世帯類型（配偶なし・子ども複数・小学生のみ） -0.202 0.286 0.481

世帯類型（配偶なし・子ども複数・高校生のみ） 0.151 0.405 0.710

世帯類型（配偶なし・子ども複数・大学生のみ） -0.711 0.571 0.213

世帯類型（配偶なし・子ども複数・社会人のみ） 0.389 0.260 0.134

2230

0.274

F値 21.557 有意確率 0.000

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

図表Ⅱ－３－５　非正社員の自己収入の重要度を決める要因

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率
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１－２ パートタイマー以外の非正社員の分析

 上述した女性パートタイマー以外の非正社員については、データ数が相対的に少ないこと

もあって、同様の分析を行うことは困難であった。そこで、年齢、勤続年数、女性ダミー、

年収階級値、自己収入の重要度及び労働者性指標の６つを右辺変数として、賃金格差意識を

左辺変数とする式を推定したところである。その結果をみると、次のように整理できる（図

表Ⅱ－３－６）。

①この６つの変数によりそれなりに分析可能な回帰式が推定されたのは、パートタイマー、

契約社員、登録型派遣社員であり、残りの常用型派遣社員及び業務請負型社員については

回帰式自体があまり有意とはいえない結果となった。これは、データ数が少ないことが大 

①契約社員 ②登録型派遣社員

左辺変数: 仕事の内容からみて、「正社員」より賃金が低すぎる 左辺変数: 仕事の内容からみて、「正社員」より賃金が低すぎる

(定数) 3.148 0.377 0.000 (定数) 3.500 0.543 0.000

年齢 0.013 0.005 0.015 年齢 0.015 0.008 0.074

勤続年数（現在の会社等で） 0.006 0.009 0.530 勤続年数（現在の会社等で） 0.005 0.025 0.852

女性ダミー -0.070 0.134 0.603 女性ダミー -0.524 0.186 0.005

年収階級値 -0.001 0.000 0.002 年収階級値 -0.001 0.001 0.230

自己収入の重要度 -0.043 0.091 0.638 自己収入の重要度 0.045 0.108 0.679

労働者性指標（２要素） 0.121 0.050 0.015 労働者性指標（２要素） -0.019 0.076 0.803

521 254

0.035 0.036

F値 4.133 有意確率 0.000 F値 2.596 有意確率 0.019

③常用型派遣社員 ④業務請負会社社員

左辺変数: 仕事の内容からみて、「正社員」より賃金が低すぎる 左辺変数: 仕事の内容からみて、「正社員」より賃金が低すぎる

(定数) 2.591 1.085 0.020 (定数) 5.172 1.231 0.000

年齢 0.020 0.015 0.181 年齢 -0.005 0.016 0.739

勤続年数（現在の会社等で） 0.014 0.052 0.792 勤続年数（現在の会社等で） -0.009 0.034 0.790

女性ダミー -0.027 0.307 0.931 女性ダミー -0.834 0.404 0.044

年収階級値 0.000 0.001 0.815 年収階級値 -0.002 0.001 0.049

自己収入の重要度 0.022 0.234 0.926 自己収入の重要度 -0.092 0.270 0.734

労働者性指標（２要素） 0.094 0.192 0.625 労働者性指標（２要素） -0.071 0.161 0.664

76 58

-0.036 0.011

F値 0.563 有意確率 0.758 F値 1.104 有意確率 0.373

（参考）パートタイマー

左辺変数: 仕事の内容からみて、「正社員」より賃金が低すぎる

(定数) 2.713 0.198 0.000

年齢 0.015 0.003 0.000

勤続年数（現在の会社等で） -0.003 0.005 0.543

女性ダミー -0.188 0.095 0.047

年収階級値 0.001 0.000 0.166

自己収入の重要度 0.126 0.042 0.003

労働者性指標（２要素） 0.068 0.025 0.007

1637

0.033

F値 10.196 有意確率 0.000

有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 右辺変数

非標準化係
数

標準誤差 有意確率

標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

右辺変数
非標準化係

数
右辺変数

非標準化係
数

標準誤差

有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

図表Ⅱ－３－６　非正社員における正社員との賃金格差意識の要因分析　

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差

有意確率
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きいと考えられるが、右辺変数の選択が適切でないという面も否定できない。 
②契約社員では、「年齢」（賃金格差意識に与える効果：＋）、「年収階級値」（同：－）及び「労

働者性指標（２要素）」（同：＋）の３つが有意であった。年収が高くなるほど正社員との

賃金格差が感じられなくなる一方、年齢が高まりとともに技能の高まりや要求収入額が高

くなることから格差意識が高まり、また、雇用主による使用従属性が高まるとともに格差

意識が高まっているものと考えてよいであろう。 
③登録型派遣社員では、「年齢」（同：＋）及び「女性ダミー」（同：－）の２つが有意であっ

た。年齢については上記②と同様に、また、男性よりも女性の方で格差意識が相対的に弱

いと考えてよいであろう。 
④推定式そのものの有意性が低いことを前提としつつ、業務請負会社社員についてみると、

「女性ダミー」（同：－）及び「年収階級値」（同：－）の２つが有意であった。 
 以上の結果から、やや大胆なまとめを敢えて行えば、年齢が有意になっている場合が少な

くないことから、非正社員については経年的な能力の高まりに見合った賃金が払われていな

いと感じられていること、また、年収階級値が有意であることから、実際の収入の低さが格

差意識を高めているものといえるのではないであろうか。また、女性ダミーが有意になって

いる雇用・就業形態においては、女性がかなりの部分を占めていることを示し、また、その

際収入の必要度の緩やかな代理指標となって格差意識を相対的に低める結果となっていると

考えてもよいであろう7。

 

                                                 
7 一方において、「自己収入の重要度」の変数は有意ではないので、この解釈はかなり無理があるともいえる。

しかしながら、「女性ダミー」が有意でその係数の符号がマイナスであることを解釈すれば、これ以外に考えつ

かない。（男性よりも女性の方が一般に賃金格差を気にしない性向があると考えるのであれば別であるが。） 
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第２節 非正社員の不安―契約期間後 

 
非正社員では、「契約（派遣）期間後のことを考えると不安になる」と感じている人の割

合が高い（図表Ⅱ－３－７）。この節では、非正社員の感じる契約（派遣）期間後の不安につ

いて、「働き方総合調査」結果データからできる範囲の分析を試みたい。 

図表Ⅱ－３－７　非正社員の感じる不安
－「契約（派遣）期間後が不安」－

28.6

38.9

42.5
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24.0

20.0

23.7

22.9
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18.8

25.4

9.8

10.7

7.5 11.3

8.539.0

12.2

16.3 1.8

1.1

0.0

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

契約社員

登録型派遣社員

常用型派遣社員

業務請負会社社員

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらともいえない どちらかといえばそう思わない
そう思わない 無回答  

２－１ 登録型派遣社員を対象とした分析

 比較的データ数の多い登録型派遣社員を分析対象にして、派遣期間後の不安を感じる要因

を適宜右辺変数として重回帰分析をしてみたところ図表Ⅱ－３－８のような結果が得られた。

これを整理すると、次のようになろう。

①「正社員としての雇用機会がなかったことを理由に派遣社員になっていること」がもっと

も当該不安を強く感じさせる要因となっている。すなわち、もともと安定的な雇用に就く

ことを希望していたにもかかわらず、そうした機会がないために登録型派遣社員として働

いている人が、派遣期間後への不安を持ちながら就業していることを示している。 
②次に「自己の収入の家計での重要度」が当該不安を強く感じさせる大きな要因となってい

る。派遣期間後の不安が、就業から得ている収入が家計にとって「なくてはならない」も

のとなっていることと強く結びついていることが示されている8。 
③年齢がマイナスの効果を持つことが示されているが、むしろこれは、若い人々の間で派遣

期間後の不安が強いことが示唆されていると考えるべきであろう。 
                                                 
8 非正社員における「自己の収入の重要度」の背景については、前節の１－１の末尾で分析結果を提示したが、

そこでは子育てと強く関連するものであることが示されたことを想起されたい。 
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④一方、派遣に際して示された労働条件が「よく守られている」と考えることができている

人や現在の派遣元以外の他の派遣会社にも登録をしている人では、派遣期間後の不安を弱

める要因になっている。 
⑤なお、派遣期間が通常更新されるとの認識がある場合、回帰係数はマイナスとなっており

当該不安感を弱める要因であることが示唆されるものの、有意とはいえない。派遣期間が

通常更新されるからといって、それで派遣期間後の不安感が解消したり和らいだりすると

考えることは必ずしも出来ないものといえる。 
 

左辺変数: 派遣期限後のことを考えると不安になる

(定数) 3.248 0.606 0.000

年齢 -0.017 0.010 0.090

勤続年数（現在の会社等で） 0.008 0.029 0.769

労働者性度計（２要素） 0.019 0.090 0.829

自己収入の重要度 0.398 0.123 0.001

女性ダミー 0.167 0.218 0.445

派遣期間通常は更新されるダミー -0.088 0.200 0.659

登録型派遣選択理由（正社員先なし） 0.799 0.221 0.000

雇用保険加入ダミー 0.221 0.189 0.241

条件守られているダミー -0.311 0.181 0.087

他にも登録しているダミー -0.306 0.174 0.079

254

0.119

F値 4.411 有意確率 0.000

（注）　係数が正の場合はより不安を強め、負の場合はより弱める要因である。

自由度調整済みＲ
2

使用ケース数

図表Ⅱ－３－８　登録型派遣社員の派遣期間満了後不安の要因

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

 
２－２ 登録型派遣社員以外の非正社員の分析結果

 登録型派遣社員以外の非正社員について、前項（２－１）と同様な分析をした結果が図表

Ⅱ－３－９であり、次のように整理できる。

①契約社員については、データ数も多く登録型派遣社員の場合と同様のしっかりとした回帰

式が推定された。正社員の雇用機会がなかったために契約社員となっていることや自己の

収入の重要度が契約期間後の不安を高める要因となっている。一方、契約期間が通常更新

されることが当該不安を和らげる要因としてかなり効いており、また、女性であることは

相対的に当該不安が低くなる要因となっている。労働条件がよく守られていると感じてい

ることは、有意性がいま一つであるが、当該不安感を弱める要因であることが示唆されて

いる。 
②常用型派遣社員については、回帰式としてかろうじて使えるものが推定された。ここでも

正社員の雇用機会がなかったために契約社員となっていることや自己の収入の重要度が派

遣期間後の不安を高める要因となっていることが示された。また、派遣期間が通常更新さ
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れることについては、回帰係数がプラスとなっており、常用型派遣社員ではむしろ当該不

安を高める要因になっていることが注目される。 
③業務請負会社社員については、データ数の決定的な不足が原因と思われるが、推定式とし

て使えるものとはなっていない。その中で、労働条件がよく守られていると感じられるこ

とが派遣期間後の不安を和らげる要因となっているらしいといってもよいであろう。 
 以上をまとめれば、契約（派遣）期間後の不安は、正社員としての就業希望を持っている

人や自己の収入が家計にとって必要性の高い人において高くなる傾向にあると考えられる。

一方、あらかじめ定められた労働条件がよく守られている、すなわち雇主に対する信頼感が

ある場合に、当該不安は緩和されると考えられる。契約（派遣）期間が通常更新されるとの

期待感があることは、一般的には当該不安を緩和するものと考えられるが、派遣社員につい

ては必ずしもそうとばかりいえないことが示された9。

 

①契約社員 ②常用型派遣社員

(定数) 2.611 0.413 0.000 (定数) 2.258 1.330 0.094

年齢 -0.007 0.006 0.226 年齢 -0.012 0.017 0.479

勤続年数（現在の会社等で） 0.004 0.010 0.705 勤続年数（現在の会社等で） -0.031 0.058 0.592

労働者性度計（２要素） 0.089 0.056 0.111 労働者性度計（２要素） 0.021 0.221 0.925

自己収入の重要度 0.381 0.101 0.000 自己収入の重要度 0.554 0.263 0.039

女性ダミー -0.215 0.130 0.100 女性ダミー -0.110 0.371 0.767

契約（派遣）期間通常は更新されるダミー -0.260 0.146 0.076 契約（派遣）期間通常は更新されるダミー 0.645 0.364 0.081

形態選択理由（正社員先なし） 0.538 0.139 0.000 形態選択理由（正社員先なし） 0.980 0.383 0.013

雇用保険加入ダミー -0.013 0.138 0.924 条件守られているダミー -0.473 0.314 0.137

条件守られているダミー -0.196 0.125 0.119 76

521 0.123

0.830 F値 2.320 有意確率 0.029

F値 6.231 有意確率 0.000

③業務請負会社社員

(定数) 3.812 1.252 0.004

年齢 0.004 0.016 0.809

勤続年数（現在の会社等で） 0.004 0.036 0.915

労働者性度計（２要素） -0.088 0.209 0.675

自己収入の重要度 0.174 0.275 0.531

女性ダミー -0.048 0.421 0.910

契約（派遣）期間通常は更新されるダミー 0.089 0.357 0.804

形態選択理由（正社員先なし） 0.604 0.484 0.219

雇用保険加入ダミー 0.154 0.436 0.725

条件守られているダミー -0.619 0.386 0.116

57

0.008

F値 1.049 有意確率 0.417

使用ケース数

自由度調整済みＲ2

図表Ⅱ－３－９　契約（派遣）期間満了後不安の要因
左辺変数: 派遣期限後のことを考えると不安になる

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

標準誤差 有意確率
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自由度調整済みＲ2
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右辺変数
非標準化係

数
右辺変数

非標準化係
数

標準誤差 有意確率

 
 

 

                                                 
9 期間更新の効果については、契約社員は一般に、実質的には長期を前提にした名目的な更新やいずれは正社員

になれそうだといった背景が考えられるのに対して、派遣社員では派遣期間の更新は不安感の先送りでしかな

いといったことがあるとも考えられる。ただし、今回のデータや分析からはこうした点について確実にいえる

材料はない。 
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第３節 非正社員の能力開発（自己啓発） 

 「働き方総合調査」では、職業上必要な知識や技能の修得方法を尋ねている。この結果を

利用して、自己啓発が中心であると思われる非正社員の能力開発について、その状況と問題

点をみてみよう。

３－１ 自己啓発の状況

 「働き方総合調査」から、非正社員が職業上必要な知識や技能をどのようにして修得しよ

うとしているのかを概観しておこう。

 ３－１－１ 雇用・就業形態間の比較

①男女計でみた状況

 非正社員の自己啓発の状況を正社員と比較したとき10、まず「特別なことはしていない」、

すなわち能力開発（自己啓発）を特にしていない人の割合が高いことである。正社員のこの

割合が 37.5％であるのに対して非正社員計では 59.0％とほぼ 1.6 倍となっている。したがっ

て、自己啓発の方法別にみても、「書籍などで自分で勉強」（正社員の 38.2％に対して非正社

員は 20.4％）や「セミナー・講演会などに参加」（同 17.0％：12.0％）は非正社員の方がか

なり低くなっているが、その中で「専門的な教育訓練機関の受講」（同 6.3％：6.6％）は非 

図表Ⅱ－３－10　自己啓発の方法（男女計）

20.4

16.9

27.0

30.9

16.3

38.2

12.0

14.5

10.3

8.8

15.3

17.0

6.6

5.6

8.2

7.3

13.8

6.3

59.0

63.6

50.4

58.8

37.5

27.1

11.8

11.9 44.1

49.0

1.1

1.3

1.1

1.7

2.5

1.9

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非正社員（計）

パートタイマー

契約社員

登録型派遣

常用型派遣

業務請負会社社員

（参考）正社員

書籍などで自分で勉強 セミナー・講習会などに参加
専門的な教育訓練機関の受講 特別なことはしていない
無回答  

                                                 
10 「働き方総合調査」では、知識・技能の修得のための取組が、雇用主主導で行われたものなのか雇用労働者

が主体的に行ったものなのかは特に限定していない。したがって、特に正社員の場合には、会社の研修などと

して実施されたものも念頭に置いて回答されている場合もあると思われ、厳密な意味での「自己啓発」ばかり

ではないことには留意が必要である。 
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正社員も正社員と同程度の割合となっている（図表Ⅱ－３－10）。
 これを雇用・就業形態別にみると、「特別なことはしていない」（以下「特になし」という。）

の割合はパートタイマー（63.6％）や常用型派遣社員（58.8％）で高く、業務請負会社社員

（44.1％）などで低くなっている11。また、「特になし」の割合の違いは、自己啓発の方法の

うち主に「書籍などで自分で勉強している」（以下「自習型」という。）の割合の違いが反映

していると考えられ、「自習型」は登録型派遣社員（30.9％）、業務請負会社社員（27.1％）

及び契約社員（27.0％）が相対的に高く、一方、常用型派遣社員（16.3％）やパートタイマ

ー（16.9％）では低くなっている。それ以外では、「セミナー・講演会などに参加」（以下「セ

ミナー参加型」という。）では雇用・就業形態別にみた割合にそれほどの違いがみられないの

に対して、「専門的な教育訓練機関の受講」（以下「専門教育訓練型」という。）では相対的に

変動が大きいといえる。その中で、常用型派遣社員で専門教育訓練型の割合が特に高くなっ

ているが、常用型派遣社員においては、特に専門性の高い業務に就いているとともに、企業

を越えていわゆる外部市場でその専門性が常に評価されるようにしておかなければならない

ことの反映であろう。

②男女別にみた状況

 つぎに、自己啓発の状況は男女別で違いがみられることが考えられるので、男女別の状況

をみておこう12（図表Ⅱ－３－11①及び②）。

 非正社員をみる参考として、まず正社員について確認しておこう。正社員では「特になし」

が男性で 35.8％に対して女性が 40.8％と、それほど大きな違いではないが、自己啓発の実施

割合は男性の方が高くなっている。正社員の男女間で大きな違いがみられるのはその方法で

あり、「自習型」（男性 42.8％：女性 28.5％）は男性の方が多く、一方「セミナー参加型」

（14.3％：22.6％）は女性の方が多くなっている。また、「専門教育訓練型」（6.1％：6.6％）

はほぼ同じ割合となっている。

 これを前提に非正社員の各雇用・就業形態をみると、まず、「特になし」の割合が正社員同

様に女性よりも男性の方が低い、すなわち自己啓発の実施割合は男性の方が高くなっている

のは常用型派遣社員だけであり、おしなべて違いはみられず、契約社員ではむしろ女性の方

が自己啓発の実施割合は高くなっている。 

                                                 
11 「働き方総合調査」により把握できた業務請負会社社員は、年齢層も広く分布しており、近年注目されてい

るような年齢が若く非常に流動的な層を必ずしもとらえられていない可能性が考えられる。こうした層が十分

にとらえられたならば、多分この比率はもっとかなり大きなものとなったであろう。ただし、近年注目されて

いるものが業務請負会社社員の典型であると考えることには、少なからず疑問を感じる。むしろ例えば、機械

リースに伴い技能を持った操作担当者が同時に派遣されるといった形式の方が主要な形態であると考えた方が

よいのではないかとも思われる。少なくとも２分割して考える必要があるであろうが、「働き方総合調査」では

そこまでのデータは得られていない。
12 ただし、常用型派遣社員及び業務請負会社社員はデータ数が特に少ないので、参考程度にみておくにとどめ

ることが適当であろう。 
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 つぎに、自己啓発の方法をみると、わずかの例外はあるものの、おしなべて各雇用・就業

形態においても「自習型」は男性で高く、一方「セミナー参加型」は女性で高くなっている

のは正社員の場合と同様の傾向である。これに対して、「専門教育訓練型」についてみると、

男性よりも女性の方で割合が総じて高くなっており、これは正社員とは異なる特徴となって

いる。

 「働き方総合調査」のデータからはこれ以上のことは明確にはできないが、以上のような

状況の背景には、非正社員の各雇用・就業形態においては、男女間で仕事の内容や職責、期 

図表Ⅱ－３－11　①自己啓発の方法（男性）

26.1

30.4

37.7

22.2
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5.6
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8.9

10.7

14.3

4.4

6.1

8.9

3.6

63.3

52.2

55.6

57.1

42.8

11.3

1.6

6.1

49.2

35.8

0.0

0.6

3.6

1.0

1.6

4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイマー

契約社員

登録型派遣社員

常用型派遣社員

業務請負会社社員

（参考）正社員

書籍などにより自分で勉強している セミナーや講習などに参加している
専門的な教育機関の教育訓練を受けている 特別なことはしていない
無回答  

図表Ⅱ－３－11　②自己啓発の方法（女性）

15.8

24.4

28.9

8.6

29.0

12.5

10.4

8.6

19.4

22.6

5.7

9.9

9.0

20.0

19.4

63.6

46.5

50.7

62.9

32.3

28.5

17.0

6.6 40.8

0.0

1.0

1.4

0.0

2.3

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パートタイマー

契約社員

登録型派遣社員

常用型派遣社員

業務請負会社社員

（参考）正社員

書籍などにより自分で勉強している セミナーや講習などに参加している
専門的な教育機関の教育訓練を受けている 特別なことはしていない
無回答  
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待される役割などに、正社員におけるほどには格差があまりない場合も少なくないことが反

映していると考えてもよいであろう。

 ３－１－２ 年齢別の状況

 自己啓発の状況は、さらに職業上や生活上のステージを示す年齢層によっても異なること

も予想される。そこで、年齢階級別にみてみよう。とはいえ、データ数の制約もあるので、

性、年齢別にデータをみてもそれほどの問題がみられないもの、すなわち男性では契約社員、

女性ではパートタイマーと登録型派遣社員とに限ってみることとする。

①男性・契約社員における状況

 男性・契約社員についてみる前提として、男性正社員の年齢層別の状況を確認しておきた

い（図表Ⅱ－３－12）。まず「特になし」をみると、20 歳台後半では 33.3％と相対的に低い

割合を示した後、30 歳台は 30％台後半にまでやや高まるものの 40 歳台になると 30％程度

と低くなる。40 歳台において男性正社員は自己啓発に対する取組が相対的に活発になること

が窺われる。50 歳台になると、「特になし」の割合は高まっており、50 歳台後半では 43.7％
に達している。自己啓発をしている場合の方法をみると、どの年齢層も「自習型」がもっと

も多くなっているが、方法別の構成は自己啓発を行っている人の割合の変化に併せて概ね変

化している。その中で、20 歳台前半で「専門教育訓練型」、50 歳台前半で「セミナー参加型」

がそれぞれ相対的に多くなっているのがやや目立っている。

 こうした男性正社員における状況を前提として、男性契約社員の状況をみると、全体とし

て「特になし」の割合の高さが目立っており、もっとも低い 40 歳台前半でも 38.7％と正社

員より８ポイント程度高く、その他の年齢層では概ね 15～20ポイント程度高くなっている。

図表Ⅱ－３－12　自己啓発の方法（正社員 男性）
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２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

書籍などにより自分で勉強している セミナーや講習などに参加している

専門的な教育機関の教育訓練を受けている 特別なことはしていない
無回答  
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図表Ⅱ－３－13　自己啓発の方法（契約社員・男性）
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書籍などにより自分で勉強している セミナーや講習などに参加している

専門的な教育機関の教育訓練を受けている 特別なことはしていない

 
また、自己啓発を行っている場合の方法をみると、構成比の実数では少し判りづらいが、自

己啓発を行っている人の中での割合をとってみると、出入りはあるものの、総じて正社員と

ほぼ同様の構成となっている。その中で、年齢層によって「専門教育訓練型」のバラツキが

大きいのが注目される13（図表Ⅱ－３－13）。

②女性・パートタイマー及び登録型派遣社員における状況

 女性についても、上述同様、まず正社員の状況を確認しておく。女性正社員の場合、「特に

なし」の割合は、40 歳台までは各年齢層とも 40％前後でそれほどの傾向的な違いはみられ

ない中で、50 歳台では前半に 30％台半ばにやや低下した後、後半は 40％台後半まで上昇す

る。一方、自己啓発をしている場合の方法には、年齢層による傾向的違いがみられる。すな

わち、20 歳台から 30 歳台までは年齢が高くなるほど「自習型」の割合が高くなり、代わっ

て「セミナー参加型」の割合が低下してくのに対して、40 歳台以降は逆に「セミナー参加型」

の割合が高くなり、代わって「自習型」の割合が低下していく傾向にある。また、「専門教育

訓練型」はおしなべて割合が小さく、その中でも年齢が高くなるほど割合が低下していく傾

向がみられる（図表Ⅱ－３－14）。
 これを前提に女性パートタイマーと登録型派遣労働者について自己啓発の状況をみてみよ

う。

 

                                                 
13 このバラツキについては、どこまで実態を表したものなのか、または、データ数の少なさに起因するものな

のかなんともいえない。ただし、契約社員が安定的な能力開発のための環境が整備されていないことが反映し

ているであろうことはいえるものと考える。 
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図表Ⅱ－３－14　自己啓発の方法（正社員 女性）
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書籍などにより自分で勉強している セミナーや講習などに参加している
専門的な教育機関の教育訓練を受けている 特別なことはしていない
無回答  

（女性パートタイマーの状況）

 女性パートタイマーの大きな特徴は自己啓発を行っていない人の割合が高いことであるが、

「特になし」の割合が低くなる 30 歳台においても 50％台半ばであり、その前後の年齢層で

は 60％台の前後半となっている。また、自己啓発を行っている場合の方法をみると、30 歳

までは「自習型」が「セミナー参加型」の割合を上回っているが、40 歳台以降は総じて「セ

ミナー参加型」が「自習型」の割合を上回るようになる。また、30 歳台で「専門教育訓練型」

の割合が、正社員の場合に比べても高くなっていることがやや注目される（図表Ⅱ－３－15）。 

図表Ⅱ－３－15　自己啓発の方法（パートタイマー・女性）
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書籍などにより自分で勉強している セミナーや講習などに参加している
専門的な教育機関の教育訓練を受けている 特別なことはしていない
無回答  
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　　（注）　40歳台後半以降は特にデータ数が少ないので留意が必要である。

図表Ⅱ－３－16　自己啓発の方法（登録型派遣社員・女性）
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専門的な教育機関の教育訓練を受けている 特別なことはしていない

無回答

 

３－２ 自己啓発に関連する要因と問題点

 以上、正社員の状況と比較しながら、非正社員における自己啓発の状況を男女別、年齢層

別にみてきたが、それを受けて、ここでは質的な要素も含めた自己啓発の状況を左辺変数と

し、年齢や勤続年数（派遣社員等の場合は現在の職場での勤務期間）、年収階級値その他適宜

の項目を右辺変数とした重回帰分析を行い、その結果を整理しておくこととしたい。なお、

自己啓発の状況に関する変数の設定方法については、図表の脚注を参照されたい（図表Ⅱ－

３－17）14。

①雇用・就業形態ダミーは、いずれも係数がプラスで関連性が高いという結果になっており、

これは反面として、対照となるパートタイマーの自己啓発実施の低さを物語っているもの

と考えられる。 

                                                 
14 なお、回帰分析は正社員についても行い、図表に参考として掲げておいた。先の 40 歳台男性における自己啓

発高まりの背景の一つとなる職長班長係長クラスや課長クラスにおける係数プラスでの有意など興味深い結果

もあるが、説明は省略する。 
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（女性登録型派遣社員の状況）

 女性登録型派遣社員は、非正社員の中にあっては相対的に自己啓発を行っている人が多く、

「特になし」の割合がもっとも低い 30 歳台前半では 36.8％と正社員（38.3％）とほぼ同程

度となっている。とはいえ、その前後の年齢層では 40％台半ば～50％台と正社員をかなり上

回っている。自己啓発の実施割合がもっとも高い 30 歳台前半について、その方法をみると、

正社員に比べ「自習型」の割合（42.1％／正社員の場合は 34.4％）がかなり高く、「セミナ

ー参加型」の割合（10.5％／同 19.5％）が低くなっている（図表Ⅱ－３－16）。 



左辺変数:　自己啓発方法

左辺変数:　自己啓発方法

(定数) 0.883 0.332 0.008

年齢 0.029 0.015 0.055 (定数) 1.971 0.311 0.000

年齢の２乗 0.000 0.000 0.059 年齢 -0.011 0.016 0.496

勤続年数（現在の会社等で） -0.011 0.006 0.074 年齢の２乗 0.000 0.000 0.639

勤続年数の２乗 0.000 0.000 0.015 勤続年数 -0.004 0.005 0.355

収入世帯重要度 0.047 0.024 0.049 勤続年数の２乗 0.000 0.000 0.661

女性ダミー 0.201 0.059 0.001 女性ダミー 0.162 0.047 0.001

高卒ダミー -0.013 0.095 0.889 高卒ダミー 0.048 0.121 0.691

高専短大卒ダミー 0.231 0.099 0.020 高専短大卒ダミー 0.192 0.125 0.124

４大卒ダミー 0.268 0.103 0.009 ４大卒ダミー 0.070 0.121 0.561

大学院ダミー 0.159 0.270 0.557 大学院ダミー 0.238 0.140 0.090

契約社員ダミー 0.233 0.056 0.000 職長班長係長クラスダミー 0.157 0.049 0.001

登録派遣社員ダミー 0.118 0.070 0.093 課長クラスダミー 0.127 0.067 0.059

常用派遣社員ダミー 0.265 0.120 0.027 部長クラスダミー 0.066 0.087 0.447

請負会社社員ダミー 0.353 0.132 0.008 役員クラスダミー 0.154 0.100 0.124

年収階級値 0.000 0.000 0.024 年収階級値 0.000 0.000 0.001

労働者性指標（２要素） -0.056 0.018 0.002 労働者性度（２要素） -0.036 0.017 0.034

経済的従属指標 -0.018 0.051 0.727 経済的従属指標 0.034 0.041 0.414

2187 2541

0.046 0.019

F値 7.132 有意確率 0.000 F値 4.076 有意確率 0.000

　　　

（注）　自己啓発方法の変数は、「特になし」＝１、「自習型自己啓発」＝２、　「セミナー参加型自己啓発」＝３、「専門教育訓練型自己啓発」＝４とコード化したものである。

自由度調整済みＲ2
使用ケース数

図表Ⅱ－３－17　非正社員の自己啓発方法と関連する要因

右辺変数 非標準化係数 標準誤差 有意確率

（参考）　正社員の自己啓発方法と関連する要因

右辺変数 非標準化係数 標準誤差 有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ2

 

②学歴については、高専短大卒及び４年制大学卒のダミーにおいてそれぞれ係数がプラスで

関連性が高いという結果になっているが、これは、今後非正社員においても高学歴化の進

行に伴い自己啓発に対するニーズの高まりを示唆している。 
③非正社員の収入の家計における重要度について、係数がプラスで関連性が高いという結果

になっており、収入の必要性が高いほど自己啓発に取り組んでいることが窺われる。 
④労働者性指標は、係数がマイナスの関連性が出ている。使用従属性の度合が高いほど自己

啓発は困難になるということであろうか。 
⑤年収階級値は、係数がプラスで関連性が高いという結果になっている。年収が高い人ほど

自己啓発に取り組む度合いが高くなるとみるか、逆に自己啓発に取り組む度合いが高い人

ほど年収が高いとみるか、どちらともいえない。両面があることを前提としつつも、ここ

では、ある程度の年収がないと自己啓発を行う余裕もないことを示すものとして考えてお

きたい。 
⑥勤続については、一次項の係数がマイナスで二次項がプラスで関連性が高いという結果に

なっている。これは、勤続が短期間のうちは自己啓発をあまり促さないが、ある程度の勤

続を超えてくると自己啓発を促進するようになることを示唆していると考えておきたい15。 
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15 ちなみに勤続年数の回帰係数について、変数の水準の違いに左右されない「標準化係数」をみてみると、一

次項は-0.66 で、二次項は 0.085 となっており、後者が前者を上回っている。なお、年齢についても「標準化

係数」をみると、一次項 0.342、二次項-0.336 と二次項の係数はマイナスになっており、上に凸、すなわち中

堅層で効果もっとも高く、その前後では効果は低くなるとの結果となっている。 



（非正社員の自己啓発をめぐる問題点）

 以上、非正社員の自己啓発をめぐる問題点として次のように整理できよう。

①おしなべて自己啓発を行っている人の割合が低いことである。非正社員の人々が職業上の

能力が蓄積していくことがなければ、例えば正社員への「登用」にせよ、正社員との処遇

格差の是正（公正処遇）にせよ、円滑に進みにくい要因となっていくであろう。 
②若年者の自己啓発の低調さには特に留意が必要であろう。近年、新規学卒市場の低迷から

多くの若者が、正社員としての就職先が見出せずに非正規形態での就業に流れたといわれ

るが、そうした人々は正社員に比べて職業能力の蓄積が相当に遅れることは確実であろう。 
③自己啓発の実施と年収の間には明確な関連がみられるが、非正社員は収入が少なく、その

ことが能力開発の機会をなくしているといった循環が懸念される。このことは、自己啓発

に熱心であると思われる 30 歳台前半の女性登録派遣社員における自己啓発の方法（「セミ

ナー参加型」の相対的な低さ）にも一例として垣間見られている。 
④自己啓発など能力開発にとって、ある程度継続して勤務することが重要な促進要因になる

 以上のような問題点を考えるならば、また今後非正社員にも高学歴の人が就くことが多く

なるであろうことを考えると、非正社員の自己啓発を中心とした能力開発の促進に一層の努

力が求められるものといえよう。さらに付言すれば、その大前提として、非正社員への的確

な雇用保険の適用確保があるといわなければならない。
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ということである。（あまりに短い勤続はかえって自己啓発を妨げることも示唆されてい

る。） 



  

論点分析編 第４章 個人自営業主をめぐる論点分析 

 「働き方総合調査」では、自営業であって、家族従業者は別として、パートタイマーやア

ルバイト以外に正社員を雇っていないものを個人自営業主として調査した。その上で、

①主に一つ又は少数の特定の取引先からの注文を受けて作業し、その成果を提供する事業（専

属請負） 
②不特定又は多数の顧客からの注文を受けて作業し、その成果を提供する事業（不特定請負）

③不特定多数の顧客に対して、店舗において商品の販売やサービスを提供する事業（商店・

店舗） 
の三つの業態別に調査事項を設定し、調査を行った。特に、③の商店・店舗については、フ

ランチャイズ組織への加盟の状況に焦点を当てて調査した。

 ここでは、それぞれの業態ごとにその概況を確認するとともに、個人自営業主が感じてい

る不満・不安を論点の中心として可能な分析を行うこととしたい（第１節から第３節まで）1。

また、調査から得られる論点的な分析対象として、いわゆる庸車運転手と自営在宅ワークを

取り上げ、それらに関連するデータを整理して提供しておきたい（第４節及び第５節）。

 
第１節 専属請負型個人自営業主の不満・不安 

１－１ 専属請負型個人自営業主の概況

 分析に先立って、専属請負型個人自営業主（以下この章において「専属請負業主」という。）

の調査結果の概要を確認しておきたい。

①事業の業種

 専属請負業主の事業を業種別にみると、構成比の多いもの順に「教育・文化・スポーツ」

23.5％、「情報・通信サービス」12.6％、「製造業」12.3％、「専門サービス」8.1％などとな

っている。「教育・文化・スポーツ」の高さが目立っているが、しかし、これには塾の講師や

スポーツのインストラクターなどの、個人（消費者）を顧客とする個人自営業主が相当交じ

っていることが想定される。そこで、特定の取引先が企業である専属請負業主に限ってみる

と2、「教育・文化・スポーツ」は 15.5％と第２位に後退し、第１位は「情報・通信サービス」

（16.6％）になり、第３位以下は、「製造業」13.9％、「専門サービス」8.1％などが続いてい

る（図表Ⅱ－４－１）。 

                                                 
1 「働き方総合調査」結果を網羅的に紹介した JILPT 調査シリーズ№14「日本人の働き方総合調査結果－多様

な働き方に関するデータ」においては、これらの業態について原則として個人自営業主本人の回答と家族従業

者の回答とを合わせたデータを紹介したが、ここでは特に断らない限り個人自営業主本人の回答のみのデータ

による分析である。 
2 専属請負業主（回答者数：405 人）の取引先の属性は、企業が 73.1％、個人（消費者）17.0％、その他 6.9％、

無回答 3.0％となっている。 
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②作業の種類

 専属請負業主の作業の種類をみると、「事務的な作業」が 39.0％ともっとも多く、次いで

「その他」18.5％、「製造・組み立て」16.0％、「相談・助言」8.1％などが続いている。これ

を上記と同様に専属的に仕事を請け負う取引先（発注元）が企業である専属請負業主だけに

限ってみれば、「事務的な作業」が 46.6％と構成比がさらに大きくなるとともに、「製造・組

み立て」が 18.2％となり第２位に上がり、次いで「その他」が 13.2％で第３位に後退する。

第４位には「運送・運搬」及び「工事」が同じ 6.4％で並び、総計では第４位であった「相

談・助言」が 4.7％と第６位に順位を低下させている。総計と取引先が企業のみとの間で構

成比をかなり下げた「その他」及び「相談・助言」は、先に事業の業種でみた「教育・文化・

スポーツ」に関連した作業であることから3、このような結果になっているものと推測される。

 

（％） （％）

総計 取引先が企業のみ 総計 取引先が企業のみ

情報・通信サービス 12.6 16.6 事務的な作業 39.0 46.6

教育・文化・スポーツ 23.5 15.5 製造・組み立て 16.0 18.2

製造業 12.3 13.9 その他 18.5 13.2

専門サービス 8.1 8.1 運送・運搬 5.2 6.4

建築業 6.7 7.4 工事 5.9 6.4

その他のサービス 6.2 7.1 相談・助言 8.1 4.7

ビジネス関連サービス 5.2 6.4 調査・検査 3.5 3.7

貨物運送 3.5 4.4 無回答 3.7 0.7

生活関連サービス 2.5 2.7 合計 100.0 100.0

卸売業 1.5 1.7

資材運送 1.0 1.0

土木業 1.2 1.0

金融・保険 1.2 0.7

小売業 0.5 0.3

飲食店 0.2 0.0

レジャー産業 0.0 0.0

不動産 0.5 0.0

上記以外の業種 8.1 6.4

無回答 5.2 6.8

合計 100.0 100.0

　（注）　取引先が企業のみにおける値順に並べている。

　（注）　取引先が企業のみにおける値順に並べている。

図表Ⅱ－４－１　専属請負業主の事業の業種 図表Ⅱ－４－２　専属請負業主の作業の種類

 

③性・年齢別

 専属請負業主の性・年齢別構成をみると、男性では 30 歳台後半以降に満遍なく分布して

いるのに対して、女性では 30 歳台後半を中心として 30 歳台前半から 40 歳台後半にかけて

やや集中して分布している。これは、取引先が企業の専属請負業主だけをとってみても基本

的には変化はなく、むしろ女性ではその傾向をより強めた分布となっている。女性について

専属請負業主は、いわゆる出産・育児期を終えた後の仕事への復帰と密接に関連した働き方

であるということができそうである（図表Ⅱ－４－３）。

                                                 
3 ちなみに事業の業種が「教育・文化・スポーツ」における作業の種類をみると、「その他」が 41.1％でもっと

も多く、次いで「事務的な作業」28.4％、「相談・助言」25.3％などとなっている。 
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（％）

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 合計

男性 3.6 4.3 9.3 17.1 18.6 15.7 12.9 18.6 100.0

女性 1.1 4.9 14.0 24.2 22.0 15.5 9.8 8.3 100.0

合計 2.0 4.7 12.3 22.0 20.7 15.6 10.9 11.9 100.0

男性 2.9 5.7 8.6 16.2 20.0 13.3 14.3 19.0 100.0

女性 1.6 4.2 15.8 28.4 23.7 14.2 7.4 4.7 100.0

合計 2.0 4.7 13.2 24.3 22.3 13.9 9.8 9.8 100.0

総計

取引先が企業

図表Ⅱ－４－３　専属請負業主の性／年齢別構成比

 

１－２ 専属請負業主の不満・不安 －仕事と健康－

 「働き方総合調査」では、専属請負業主についていくつかの仕事上の不満・不安につなが

る事情の有無を尋ねている。その結果は図表Ⅱ－４－４のとおりである4。この結果から、専

属請負業主の不満又は不安の大きなものとして、「疲れていても仕事をしなければならない」

や「少々の病気なら仕事をする」といった仕事と健康とに関するものがあるといえる。これ

に関連して「仕事が原因で怪我や病気になる」とする人が 10％強いることも注目される。 

図表Ⅱ－４－４　専属請負業主の不満・不安

27.4

33.8

44.2

42.5

20.2

28.1

16.8

25.2

33.1

9.6

28.6

6.7

16.0

15.1

15.6

11.9

24.2

15.1

12.6

7.9

11.1

8.4

6.7

7.4

15.8

8.9

10.1

31.626.7

1.2

2.7

3.7

3.2

4.4

68.1

45.7

4.0

7.7

10.1

78.3

0.7

1.5

0.7

1.5

1.0

1.0

2.0

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事の割に単価が安いと感じる

仕事を納品しても代金をなかなか払ってもらえない

自分の都合に合わせて休みを取る

特別の休みは、取引先の了解が必要

疲れていても仕事をしなければならない

少々の病気なら仕事をする

仕事が原因で怪我や病気になる

取引先に社員として雇い入れてもらいたいと思う

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない 無回答  
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4 これは専属請負業主計の結果であり、先に記述した取引先が企業のみの場合との差異が注目されるところであ

る。しかしながら、後者について集計したところ、その全体に占める割合が７割以上占めていることもあって、

一部に微細な違いはみられるものの分析結果に影響すると思われるほどの違いは見出せなかった。そこで、以

下では、専属請負業主計のデータにより分析を進めることとした。 



  

 そこで、その要因を分析してみよう。まず、結果としてもっとも懸念される事態である「仕

事が原因で怪我や病気になる」について、どのような要因と関連が深いのかを探ってみよう。

こうした事態は、いわゆる長時間の仕事と関連が深く、また、「疲れた」と感じても休めない

場合に起こりがちであると通常考えられるところから、これらに関連するデータにより重回

帰分析を行ってみると、図表Ⅱ－４－５のような結果となった5。回帰分析上関連があるとみ

なされるのは、①月あたり仕事時間数、②「深夜と、他の３つの時間帯ダミー」や「夜間又

は深夜よくし、５つとも仕事するダミー」6、及び③「疲れていても仕事をしなければならな

い」であった。すなわち、仕事をする時間数が長いほど、また、深夜を含め様々な時間帯で

仕事をする状態にあること、そして「疲れた」と感じても休めないことが「仕事が原因で怪

我や病気になる」要因となっている。

 なお、明確に関連があるとまではこの分析上いえないものの、純粋専属ダミー、すなわち

１つ（社）の取引先のみから専属的に受注している専属請負業主であることも、「仕事が原因

で怪我や病気になる」要因となっている可能性が示唆されている。

 では、自営業主である専属請負業主が「疲れた」と感じても休めないのはどのような要因

が考えられるのかをみてみよう。同様に重回帰分析を行った結果が、図表Ⅱ－４－６である。

この結果は、次のように整理できる。

 

左辺変数:　仕事が原因で怪我や病気になる

(定数) 0.730 0.318 0.022

疲れていても仕事をしなければならない 0.214 0.049 0.000

純粋専属ダミー 0.181 0.123 0.140

午前、午後よくし、夜間少しするダミー 0.253 0.304 0.406

午前、午後、夜間よくするダミー -0.547 0.451 0.226

深夜除き、夜間と他の１つの時間帯ダミー -0.612 1.173 0.602

深夜除き、夜間と他の2つの時間帯ダミー -0.150 0.450 0.740

深夜除き、夜間と他の3つの時間帯ダミー 0.201 0.382 0.599

深夜と、他の２つの時間帯ダミー -0.296 0.567 0.602

深夜と、他の３つの時間帯ダミー 0.529 0.286 0.066

夜間又は深夜よくし、５つとも仕事するダミー 0.443 0.266 0.097

上記以外の時間帯ダミー 0.292 0.263 0.269

月あたり仕事時間数 0.001 0.001 0.036

369

0.083

F値 3.786 有意確率 0.000

（注）　係数が正の場合はより不安を強め、負の場合はより弱める要因である。

有意確率

図表Ⅱ－４－５　専属請負業主の不安の要因
－仕事が原因で怪我や病気になる－

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差

 

                                                 
5 図表Ⅱ－４－４のデータを使用する場合には､「そう思う」＝５、「どちらかといえばそう思う」＝４、「どち

らともいえない」＝３、「どちらかといえばそう思わない」＝２、「そう思わない」＝１とコード化した。 
6 これらの仕事をする時間帯の意味については、第Ⅲ部（分析基礎編）第６章を参照されたい。 
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従属変数: 疲れていても仕事をしなければならない

(定数) 3.954 0.413 0.000

仕事を納品しても代金をなかなか払ってもらえない 0.223 0.078 0.005

仕事の割に単価が安いと感じる 0.111 0.051 0.029

自分の都合に合わせて休みを取る -0.217 0.050 0.000

特別の休みは、取引先の了解が必要 0.077 0.041 0.066

受注拒否の可能性 -0.207 0.098 0.035

条件設定の主体 0.089 0.108 0.410

作業方法指示の強さ 0.147 0.092 0.111

291

0.146

F値 8.110 有意確率 0.000

（注）　係数が正の場合はより不安を強め、負の場合はより弱める要因である。

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 有意確率

図表Ⅱ－４－６　専属請負業主の不安の要因（２）
－疲れていても仕事をしなければならない－

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

 

①収入要因、すなわち一定の収入を確保するために、疲れていても仕事をすることが必要で

あることが考えられる。関連する事情として、「仕事を納品しても代金をなかなか払っても

らえない」や「仕事の割に単価が安いと感じる」をみると、いずれも疲れていても仕事を

させる要因になっている。 
②自由に休みが取れる環境にあるかどうかも影響するであろう。そうした環境にあれば、「疲

れた」と感じたときに、とりわけ怪我や病気につながりそうな状態のときはなおのこと、

休みを取るものと考えられる。関連する事情として、「自分の都合に合わせて休みを取る」

は疲れていれば仕事をさせない要因に、また、「特別の休みは、取引先の了解が必要」は、

疲れていても仕事をさせる要因になっている。 
③取引先からの仕事依頼があったときに、受注を拒否できるかどうかも影響するであろう。

その変数である「受注拒否の可能性」についてみると7、その可能性が高いほど疲れていれ

ば仕事をさせない要因となっている。 
④発注元からの作業方法の指示の強さも、疲れていても仕事をするかどうかに影響するであ

ろう。その変数である「作業方法の指示の強さ」についてみると8、回帰分析上明確に関連

があるとまではいえないものの、その程度が強いほど疲れていても仕事をさせる要因にな

っていることが示唆されている9。 

                                                 
7 「受注拒否の可能性」の変数は、「依頼を受けた仕事は断ることはできない」＝１、「対応の限度を越えるとき

は断ることもある」＝２、「条件が折り合わなければ断る」＝３とコード化している。 
8 「作業方法の指示の強さ」の変数は、「品質の基準、納期などがあるだけで、作業の仕方や進め方は自分の裁

量で行う」＝１、「受注の際に、作業の仕方や進め方が特定される」＝２、「作業の進行のつど、作業の仕方や

進め方について指示を受ける」＝３とコード化している。 
9 なお、仕事と健康に関する事情を表す「少々の病気なら仕事する」については、「疲れていても仕事をしなけ

ればならない」と相関係数が 0.539 とかなり強い相関がみられているので、特段の分析は割愛したい。 
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１－３ 専属請負業主の労働者性指標、経済的従属指標

 専属請負業主の論点として重要だと思われるのは、どこまで労働者と同様に取扱うことが

できるかという点であろう。これは、データによる分析だけではなく、総合的な判断が求め

られる問題ではあるが、ここでは、今回この問題を考えるために特に試算した労働者性指標

と経済的従属指標とを使って10、参考となるデータを提供しておくことしたい。

 専属請負業主の従属性指標については、専属的な取引先の数とその種類（企業か個人（消

費者）か）によって違ってくるものと考えられる。そこで、専属的な取引先が一つである場

合、すなわち純粋専属請負である場合と取引先の種類別に指標を計算してみた。その結果は、

次のように整理できる（図表Ⅱ－４－７）。

①労働者性指標については、純粋専属請負である場合の方が高く、また、取引先が企業のと

きに他の場合に比べて高くなっている。 
②経済的従属指標についても、純粋専属請負である場合の方が、また、取引先が企業のとき

に高くなっている。 
③純粋専属請負でかつ取引先が企業のときは、労働者性指標の平均値が 3.357、経済的従属

指標のそれが 1.073 となっている。これを雇用労働者である正社員や非正社員と比較する

と、労働者性指標は、正社員計の 3.850 には及ばないものの部長クラスの 3.035 をかなり

上回っている。また、経済的従属性指標は、非正社員計の 1.034 をやや上回っている。 
 以上のことから、少なくとも一つの企業との取引に事業活動を依存している純粋専属請負

業主については、雇用労働者に類似した状態にあるか、又はそのような状態にある人がかな

り存在するということができる。いわゆるその労働実態から雇用労働者であると判断される 

平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 度数

専属請負業主計 2.758 1.466 396 0.863 0.546 338

　　取引先：企業 3.049 1.412 293 0.934 0.530 265

　　取引先：個人（消費者） 1.797 1.186 65 0.484 0.460 50

　　取引先：その他 1.931 1.235 26 0.867 0.580 23

　純粋専属請負業主計 3.219 1.421 191 1.073 0.579 181

　　取引先：企業 3.357 1.380 170 1.073 0.566 162

　　取引先：個人（消費者） 2.214 1.285 12 1.024 0.738 10

　　取引先：その他 1.967 1.332 9 1.117 0.705 9

（参考）

正社員計 3.850 1.090 2854 1.600 0.533 2599

　　一般社員クラス 4.008 1.022 1664 1.449 0.556 1480

　　部長クラス 3.035 1.123 166 1.893 0.340 156

非正社員計 4.107 1.086 2750 1.034 0.522 2419

　　パートタイマー 4.105 1.091 1725 0.923 0.450 1517

　　契約社員 4.041 1.126 551 1.282 0.576 495

労働者性指標 経済的従属指標

図表Ⅱ－４－７　専属請負業主の従属性指標

 
                                                 
10 これらの指標については、第Ⅲ部（分析基礎編）第３章及び第４章を参照されたい。なお、労働者性指標は、

「使用従属性」の中核となる仕事の中身と方法の決定との２要素によるものを用いる。 

－ 129 －



  

場合には、その契約名義に関係なく、労働に関する法律・制度が適用されることはいうまで

もない。しかしながら、そのためには実務的に種々の手続きと経過が必要となり、保護に欠

ける状態とまではいわないにしても、結果的に予見可能性の極めて低い状態に置かれている

といってもよいと考えられる。こうした事態に対処するため、個人で他人のために労務を提

供する者で、雇用労働者と同様又は類似した状態にある蓋然性が高いものについて、雇用労

働者とみなしたり、「雇用労働者類似の者」として一定の労働関係施策の対象にしたりしてい

る欧州の立法例を参考にしつつ、その政策・制度のあり方が検討されてよいであろう。

 
第２節 不特定請負型個人自営業主の不安 

２－１ 不特定請負型個人自営業主の概況

 分析に先立って、不特定請負型個人自営業主（以下この章において「不特定請負業主」と

いう。）の調査結果の概要を確認しておきたい。

①事業の業種

 不特定請負業主の事業を業種別にみると、構成比の多いもの順に「教育・文化・スポーツ」

21.2％、「専門サービス」13.9％、「その他のサービス」12.0％、「建築業」7.2％などとなっ

ている。これを専属請負業主の場合と比較してみると、「教育・文化・スポーツ」がもっとも

多くなっていることは同じであるが、専属請負業主において割合の高かった「情報・通信サ

ービス」や「製造業」がそれぞれ第５位及び第８位に後退している（図表Ⅱ－４－８）。

 

（％） （％）

不特定請負業主 （参考）専属請負業主 不特定請負業主 （参考）専属請負業主

教育・文化・スポーツ 21.2 23.5 事務的な作業 34.5 39.0

専門サービス 13.9 8.1 その他 29.8 18.5

その他のサービス 12.0 6.2 相談・助言 15.9 8.1

建築業 7.2 6.7 製造・組み立て 8.4 16.0

情報・通信サービス 6.1 12.6 工事 5.3 5.9

ビジネス関連サービス 5.8 5.2 運送・運搬 3.3 5.2

生活関連サービス 4.7 2.5 調査・検査 0.6 3.5

製造業 4.7 12.3 無回答 2.2 3.7

小売業 2.8 0.5 合計 100.0 100.0

金融・保険 2.5 1.2

貨物運送 1.9 3.5

土木業 1.4 1.2

卸売業 1.1 1.5

レジャー産業 1.1 0.0

個人タクシー 0.6 0.0

不動産 0.6 0.5

飲食店 0.3 0.2

資材運送 0.0 1.0

上記以外の業種 8.9 8.1

無回答 3.1 5.2

合計 100.0 100.0

　（注）　不特定請負業主における値順に並べている。

　（注）　不特定請負業主における値順に並べている。

図表Ⅱ－４ー８　不特定請負業主の事業の業種 図表Ⅱ－４－９　不特定請負業主の作業の種類
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②作業の種類

 不特定請負業主の作業の種類をみると、「事務的な作業」が 34.5％ともっとも多く、次い

で「その他」29.8％、「相談・助言」15.9％「製造・組み立て」8.4％などが続いている（図

表Ⅱ－４－９）。これを上記と同様に専属請負業主の場合と比較すれば、まず、双方で「事務

的な作業」がもっとも多くなっていることに変わりはないものの、不特定請負業主での方が

割合は相対的に低くなっている。また、専属請負業主ではかなり多かった「製造・組み立て」

が不特定請負業主では割合が相対的に小さくなる一方、逆に「相談・助言」の割合はかなり

高くなっている。

 こうしたことは、「事務的な作業」が業種の「情報・通信サービス」で、「製造・組み立て」

が業種の「製造業」で、「その他」（作業）が業種の「教育・文化・スポーツ」や「その他の

サービス」で、それぞれかなり高い割合を占めており11、業種の構成の違いと作業の種類の

構成の違いとが相互に関連しているといえる。

２－２ 不特定請負業主の不満・不安

 不特定請負業主について仕事上の不満・不安につながる事情の有無をみると、専属請負業

主同様に、不特定請負業主の不満又は不安の大きなものとして「疲れていても仕事をしなけ

ればならない」や「少々の病気なら仕事をする」といった仕事と健康とに関するものがある 

図表Ⅱ－４－10　不特定請負業主の不満・不安
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2.8

4.2

2.8

4.2

2.8

2.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事の割に単価が安いと感じる

仕事を納品しても代金をなかなか払ってもらえない

自分の都合に合わせて休みを取る

疲れていても仕事をしなければならない

少々の病気なら、仕事をする

仕事が原因で怪我や病気になる

特定の取引先と継続的な取引ができればよいと思う

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない 無回答  
                                                 
11 それぞれの業種において、当該作業に従事する人が占める割合は、次のとおりとなっている。

○情報・通信サービスにおける「事務的な作業」・・・（専属請負）82.4％／（不特定請負）72.7％
○製造業における「製造・組み立て」・・・                    66.0％／47.1％
○教育・文化・スポーツにおける「その他」（作業）・・・       41.1％／43.4％
○その他のサービスにおける「その他」（作業）・・・           28.0％／32.6％ 
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といえる。また、「仕事が原因で怪我や病気になる」とする人が 16％程度いることも注目さ

れる（図表Ⅱ－４－10）。
 そこで、専属請負業主のときと同様に、まず「仕事が原因で怪我や病気になる」について、

どのような要因と関連が深いのかをみると、「疲れていても仕事をしなければならない」と

いう事情や「仕事時間数」が相当の要因になっているが、一方、専属請負業主において明

確な関連が示されていた「深夜を含めたいろいろな時間帯に仕事をすること」については、

あまり明確ではなくなっている（図表Ⅱ－４－11）。 
 

左辺変数: 仕事が原因で怪我や病気になる

(定数) 0.438 0.336 0.194

疲れていても仕事をしなければならない 0.282 0.058 0.000

午前、午後よくし、夜間少しする 0.223 0.363 0.540

午前、午後、夜間よくする 0.430 0.483 0.374

深夜除き、夜間と他の１つの時間帯 -0.229 0.597 0.702

深夜除き、夜間と他の2つの時間帯 0.557 0.464 0.231

深夜除き、夜間と他の3つの時間帯 0.353 0.489 0.470

深夜と、他の２つの時間帯 0.712 0.486 0.144

深夜と、他の３つの時間帯 0.444 0.324 0.172

夜間又は深夜よくし、５つとも仕事する 0.483 0.312 0.123

上記以外の時間帯 0.357 0.299 0.233

月あたり仕事時間数 0.002 0.001 0.025

331

0.105

F値 4.522 有意確率 0.000

（注）　係数が正の場合はより不安を強め、負の場合はより弱める要因である。

自由度調整済みＲ
2

図表Ⅱ－４－11　不特定請負業主の不安の要因
－仕事が原因で怪我や病気になる－

非標準化係
数

標準誤差 有意確率

使用ケース数

右辺変数

 
 

では、不特定請負業主について、「疲れていても仕事をしなければならない」状態になっ

ている要因をみると、「仕事の単価の低さ」や「代金支払いの不確実性」、「自分の都合で休み

が取れない」などが効いているが、一方、「労働者性指標」は関連がみられないとの結果にな

っている（図表Ⅱ－４－12）。
 不特定請負業主においても、疲れていても仕事をしなければならないことから、それがと

きに怪我や病気に繋がるといった仕事と健康に関する不安が少なくない。また、疲れていて

も仕事をしなければならないことは、仕事の単価の低さや代金支払いの不確実性、休みがと

りにくいことなどが背景となっている。こうした事情は、基本的には専属請負業主の場合と

変わらないといえ、個人自営業に共通した悩み、不安であるとも考えられる。しかし一方、

そうした状態の背景として、専属請負業主にあっては取引先に対する従属ないし依存関係が

あるのに対して、不特定請負業主にはそうした事情は存在せず、この問題の対処方策のあり

方に異なる論点を提供するものと考えられる。 
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従属変数: 疲れていても仕事をしなければならない

(定数) 3.469 0.478 0.000

仕事を納品しても代金をなかなか払ってもらえない 0.177 0.074 0.018

仕事の割に単価が安いと感じる 0.223 0.069 0.001

自分の都合に合わせて休みを取る -0.108 0.066 0.102

受注状況 -0.156 0.106 0.140

条件設定 0.000 0.111 0.998

労働者性指標 0.099 0.078 0.207

203

0.110

F値 5.142 有意確率 0.000

（注）　係数が正の場合はより不安を強め、負の場合はより弱める要因である。

有意確率

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

図表Ⅱ－４－12　不特定請負業主の不安の要因
－疲れていても仕事をしなければならない－

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差

 

 
第３節 フランチャイジーの不安 

 「働き方総合調査」において「商店・店舗」の回答者は、個人自営業主本人と家族従業者

合わせて 389 人で、そのうちフランチャイズ組織に加盟している、すなわちフランチャイジ

ーは 48 人（12.3％）であった。そのうち個人自営業主本人が 30 人（62.5％）、家族従業者が

18 人（37.5％）となっている。このように、今回の調査においてフランチャイジーは少数の

ケースしか得られていない。したがって、本来であれば個人自営業主本人のみのデータによ

り分析を加えることが望ましいが、ここでは、家族従業者からの回答も含めたデータにより

分析を加えることとしてみたい12。

３－１ フランチャイジーの概況

 「働き方総合調査」で得られたデータ特性の理解も兼ねて、「商店・店舗」及びその中のフ

ランチャジーの調査結果の概要を確認しておきたい。

①事業の業種

 事業の業種をみると、「商店・店舗」計では小売業の 33.4％がもっとも多く、次いで飲食

店 21.3％、専門サービス 10.3％、教育・文化・スポーツ 8.7％などが多くなっているが、構

成比は小さいもののこれ以外の広範な業種に分布している。一方、フランチャイジーについ

                                                 
12 とはいえ、フランチャイジーとしての商店・店舗に家族従業者として仕事をしている人は、個人自営業主本

人に匹敵する相当程度の情報と感想を持っているものと考えられるので、適切さを欠いた処理とまではいえな

いと考える。 
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ては、小売業が 56.3％と半数を超えており、次いで飲食店 18.8％、教育・文化・スポーツ

12.5％などと業種が限られている。

②パートタイマー・アルバイトの使用状況

 パートタイマーやアルバイトを使っているかどうかをみると、「商店・店舗」計では「使わ

ない」とする人が 57.8％と半数を超え、「ときどき使う」が 17.0％、「常時使う」24.4％とな

っている。これに対してフランチャイジーでは「使わない」は 27.1％にとどまり、「常時使

う」が 58.3％、「ときどき使う」12.5％となっている13。フランチャイジーは、一方において

パートタイマーやアルバイトの雇用主であるという側面も持っていることも忘れてはならな

い。

③前職

 現在の事業を開始した時期をみると、「商店・店舗」計では 1980 年代以前とするものが

38.9％ともっとも多く、次いで 2000～2004 年（平成 12～16 年）が 26.9％、1995～1999 年（同

７～11 年）18.6％と増減はあるものの満遍なく分布している。一方、フランチャイジーは、

2000～2004 年が 39.6％ともっとも多く、1995～1999 年 20.8％と比較的近年の開業のところ

が多くなっている14。これを前提として開業前の前職をみると、「商店・店舗」計では「サラ

リーマンだった」が 26.2％、「別の事業をしていた」24.9％、「特に仕事はしていなかった」

18.8％などとなっているのに対して15、フランチャイジーでは「別の事業をしていた」37.5％、

「特に仕事はしていなかった」29.2％、「サラリーマンだった」27.1％などとなっている。フ

ランチャイジーでは、別の事業経営からの転換者が多いことも記憶されてよいであろう16。

３－２ フランチャイジーの不満・不安 －仕事と健康－

 フランチャイジーについて仕事上の不満・不安につながる事情の有無をみると、専属請負

業主などと同様に、不満又は不安の大きなものとして「疲れていても仕事をしなければなら

ない」や「少々の病気なら仕事をする」といった仕事と健康とに関するものがあるといえる。

また、「仕事が原因で怪我や病気になる」とする人がフランチャイジーで 16％程度いること

も注目される。「商店・店舗」計との比較においても、「疲れていても仕事をしなければなら

ない」や「少々の病気なら仕事をする」に「そう思う」方向の回答をした人の割合はフラン

チャイジーの方がかなり高くなっている（図表Ⅱ－４－13）17。 
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13 小売業のフランチャイジー（いわゆる「コンビニ」）では、74.1％が「常時使う」と回答している。
14 ただし、1980 年代以前も 27.1％と少なくない。調査では、事業の開始時期は尋ねたもののフランチャイズ組

織への加盟の時期を尋ねていない。開業時期とフランチャイズ組織への加盟の時期とが異なっている可能性も

考慮しておく必要がある。
15 「商店・店舗」計では、無回答が 16.7％と多くなっている。
16 一例を挙げれば、様々な意識形成が、雇用労働者ではなく他の自営業との比較の下で行われるといった点な

どである。
17 図において、無回答の割合が総じて大きく、とりわけ「商店・店舗」計でフランチャイジーの 2.5 倍程度あ

り、両者の結果を比較する場合には注意を要する。 



  

図表Ⅱ－４－13　「商店・店舗」の働き方の不満・不安

①「商店・店舗」計

22.9

13.4

48.8

45.5

2.8

29.6

16.2

15.2

17.7

9.0

18.3

24.9

14.1

3.3

5.7

21.6

18.5

4.9

11.1

2.3

3.6

13.6

3.3

4.1

1.3

26.5

26.7

26.2

26.2

26.5

27.0

18.3

3.3

26.5

4.6

16.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事の割に収入が安いと感じる

自分の都合に合わせて休みを取る

疲れていても仕事をしなければならない

少々の病気なら仕事をする

仕事が原因で怪我や病気になる

特定の取引先と継続的な取引が
できればよいと思う

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない 無回答

②フランチャイジー

25.0

10.4

66.7

58.3

20.8

31.3

14.6

25.0

12.5

25.0

25.0

31.3

35.4

33.3

8.3

12.5

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

12.5

4.2

22.9

2.1

2.1

4.2

4.2

4.2

4.2

2.1

16.7

4.2

25.0

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない 無回答

 

 つぎに、「仕事が原因で怪我や病気になる」について、どのような要因と関連が深いのかを

みることしたいが、これまでのように重回帰分析をするにはデータ数が足りないといわざる

を得ないので、ここでは単純な相関係数をみることとしたい18。その結果を挙げると、 
・「疲れていても仕事をしなければならない」との相関係数 

  ・・・0.327 （有意確率 0.032） 
・「月あたり仕事時間数」との相関係数 

  ・・・0.360 （有意確率 0.018） 
となっており、「疲れていても仕事をしなければならない」という事情や「仕事時間数」が相

当の要因になっていることが窺われる。また、「疲れていても仕事をしなければならない」状

態になっている要因としては、 
・「仕事の割に収入が低いと感じる」との相関係数 

  ・・・0.445 （有意確率 0.003） 
・「自分の都合に合わせて休みを取る」との相関係数 

 ・・・－0.395 （有意確率 0.009） 
と、「収入の低さ」や「自分の都合で休みが取れない」が相当の要因になっていることが窺わ

れる。なお、「労働者性指標」との相関はみられなかった。

 以上のようにフランチャイジーについても、仕事と健康に関する課題が存在するものと考

えられる。しかし一方、フランチャイザー（フランチャイズ組織本部＝企業）とフランチャ

イジーとの関係は、商号利用や取扱商品、店舗設定など事業運営に関連した事項での指示・

                                                 
18 なお、以下に掲げる要因のみを右辺変数として重回帰分析を試みたところ、それぞれ関連性があるとの結果

が出ている。 
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追従関係といえるものであり、仕事の遂行についての指揮命令の下での使用従属関係とは性

格が異なるものと考えられる。しかしながら、前者の指示と追従関係が間接的に後者のよう

な使用従属関係と類似した効果をもたらしている面があり、また、フランチャイザーがその

ことにより利益を得ているとすれば、少なくとも上述の「仕事と健康」の面で一定の負担を

フランチャイザーに求めるような政策方向も検討されてよいものと考えられる。

 

第４節 庸車運転手の状況 

 雇用と自営との中間領域として、従来しばしば取り上げられてきたものにいわゆる庸車運

転手がある。もとより「働き方総合調査」はこの庸車運転手を明確に分析対象として設計さ

れたものではないが、調査結果から適宜定義を行って庸車運転手を取り出したうえ、関連す

るデータを整理しておきたい19。しかしながら、対象はわずか 19 人であり、備忘的なもので

あることは免れない。

４－１ 専属請負業主である庸車運転手の状況

 庸車運転手 19 人のうち専属請負業主は 12 人、不特定請負業主は７人であった。まずは、

前者からみていくことにしたい。

①取引先の状況

 取引先が企業である人は 11 人（91.7％）、個人（消費者）である人は１人（8.3％）であっ

た。企業である人のうち取引先企業が１件、すなわち純粋専属請負業主は５人（全体 12 人

の 41.7％）であり、残りは２件が２人（同 16.7％）、３件が１人（8.3％）、無回答３人とな

っている。当然のことながら、１件又はごく少数の企業の仕事を請け負っている庸車運転手

が多い。

②専属請負となった経緯

 「当初は不特定であったが現在の取引先に特定していった」及び「取引先の募集に応じた」

がそれぞれ４人（33.3％）、「もともとは取引先の従業員だった」が２人（16.7％）、「従業員

にはできないので請負関係にしてほしいと依頼された」及び「その他」がそれぞれ１人（8.3％）

となっている。「もともとは取引先の従業員だった」の２人のうち１人は「取引先からの要請」

があって専属請負となったとしており、働く人の側では雇用労働者でありたいとの希望を持

っているケースも少なからずあるものと推測できる。

③作業に使用する機器（貨物自動車）の整備方法

 「自身で購入又は借り入れた」が８人（66.7％）でもっとも多く、次いで「取引先から有

                                                 
19 どのように「庸車運転手」を定義したかについては、第Ⅲ部第７章の７－２を参照されたい。 
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償で貸与された」が２人（16.7％）、「取引先から無償で貸与された」が１人（8.3％）となっ

ている（無回答１人）。上述の「もともとは取引先の従業員だった」の２人についてみると、

１人は「有償で」、他の１人は「無償で」それぞれ取引先、すなわち元の雇用先から貸与され

たとしている。ケース数が少ないので結論づけるのには慎重でなければならないが、貨物自

動車を自身で用意したものでない場合には、庸車運転手はより雇用労働者の性格に近いので

はないかと考えられる20。

④受注拒否の可能性

 「対応の限度を超えるときは断ることもある」が６人（50.0％）ともっとも多く、「依頼を

受けた仕事は断ることはできない」も３人（25.0％）あり、「条件が折り合わなければ断る」

は２人（16.7％）にとどまっている（「なんともいえない」１人）。これは、専属請負業主総

計の場合21に比べても、庸車運転手は受注拒否の可能性が相対的に低いといえよう。

⑤受注条件の決まり方

 「取引先から提示されたものを受け入れる」が 10 人（83.3％）と大部分を占め、「双方か

ら提示することができ、話し合いで決める」及び「なんともない」がそれぞれ１人（8.3％）

となっている。庸車運転手の場合、ほとんどが取引先提示の条件をそのまま受け入れるほか

ないようである22。

⑥作業の仕方、進め方の決まり方

 「作業の進行のつど作業の仕方や進め方が特定される」が７人（58.3％）と多くなってい

る。ほかには、「品質基準、納期があるだけで作業の仕方や進め方は自身の裁量で行う」が３

人（25.0％）、「受注の際に、作業の仕方や進め方が特定される」２人（16.7％）となってい

る。これについては、作業の種類によって回答状況が異なることが考えられる。そこで、専

属請負業主のうち「運送・運搬」の作業に従事している人（庸車運転手を含む 29 人）の回

答をみると、「品質基準、納期があるだけで作業の仕方や進め方は自身の裁量で行う」が

34.5％、「受注の際に、作業の仕方や進め方が特定される」24.1％、「作業の進行のつど作業

の仕方や進め方が特定される」31.0％、「なんともいえない」10.3％となっている。これと先

の庸車運転手とを比べると、庸車運転手には取引先からの指示がより強く行われる場合が多

いといえる23。 

                                                 
20 すなわち労働実態は変わらないのに、名目のみ雇用から自営に変わったことが推測される。ただし、ここで

主張したいことは、貨物自動車が取引先から貸与されていれば実態的には雇用労働者である可能性が高いとい

うことであり、一方逆に、貨物自動車が自前で用意されているからといってそれだけで雇用労働者ではないと

判断できると主張しているものではない。（例えば庸車運転手ではないが、こんにち働く人が自分のパソコンを

仕事に使用することが少なくないが、だからといって雇用労働者でなくなるわけではない。）
21 専属請負業主総計では、「依頼を受けた仕事は断ることはできない」18.2％、「対応の限度を超えるときは断

ることもある」42.9％、「条件が折り合わなければ断る」24.8％、「なんともいえない」8.8％、無回答 5.4％と

なっている。
22 専属請負業主総計では、「取引先から提示されたものを受け入れる」は 58.3％にとどまっている。
23 ちなみに専属請負業主総計では、「品質基準、納期があるだけで作業の仕方や進め方は自身の裁量で行う」が

51.5％と半数を上回っている。 
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⑦仕事をする時間帯

 仕事をする時間帯をみると（有効回答者数９人）24、「夜間又は深夜よくし、５つの時間帯

とも仕事する」４人、「その他の時間帯」４人、「深夜と他の３つの時間帯」１人となってい

る。深夜に働くとともに多くの時間帯で働く場合や通常では想定できないような時間帯の組

み合わせで働く人が多いものといえる。

４－２ 不特定請負業主である庸車運転手の状況

 つぎに不特定請負業主の庸車運転手（７人）の状況を整理しておきたい。

①受注の状況

 事業の状況の基礎となる受注の状況をみると、「ときどきなくなることがある」とする人が

５人（71.4％）、「なんともいえない」２人（28.6％）となっており、「仕事は安定しており、

間断なくある」とした人もいなければ、「非常に大きな波がある」とした人もいなかった。

②受注条件の決まり方

 「取引先から提示されたものを受け入れる」が３人（42.9％）、また、「双方から提示する

ことができ、話し合いで決める」も同じ３人（42.9％）あり、「自身の方が提示することが多

い」が１人（14.3％）となっている。これを専属請負業主の庸車運転手の場合と比べると、

一方的に条件が決められることは相対的に少ないといえる。

③仕事をする時間帯

 仕事をする時間帯をみると（有効回答者数６人）、「その他の時間帯」５人となっており、

通常では想定できないような時間帯の組み合わせで働く人が多いものといえる。このほか「夜

間又は深夜よくし、５つの時間帯とも仕事する」が１人となっている。

４－３ 庸車運転手の不満・不安

 データ・ケース数の少なさを前提としつつも、庸車運転手の不満・不安の状況をみると、

次のように整理できる（図表Ⅱ－４－14）。
①専属請負業主である庸車運転手については、「疲れていても仕事をしなければならない」や

「少々の病気なら仕事する」といった仕事と健康に関するものと挙げる人がかなり多い。

また、「特別の休みは取引先の了解が必要」とする人もかなり多い。こうしたことが背景に

なっているとも思われるが、「仕事が原因で怪我や病気になる」とする人も少なくない。 
②不特定請負業主である庸車運転手についても、「少々の病気なら仕事する」や「疲れていて

も仕事をしなければならない」といった仕事と健康に関するものと挙げる人がかなり多い

が、「仕事が原因で怪我や病気になる」とする人はあまりいない。 
③専属請負、不特定請負を問わず「仕事の割に単価が安いと感じる」に対して、「そう思う」

                                                 
24 仕事をする時間帯については、第Ⅲ部（分析基礎編）第６章を参照されたい。 
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方向の回答をした人が少なくないのに対して、「そう思わない」方向の回答をした人はかな

り少なくなっている。 

　☆専属請負業主（１人＝8.3％に相当）
そう思う どちらかと

いえばそう
思う

どちらともい
えない

どちらかと
いえばそう
思わない

そう思わな
い

仕事の割に単価が安いと感じる 33.3 16.7 33.3 8.3 8.3

仕事を納品しても代金をなかなか払ってもらえない 0.0 0.0 0.0 8.3 91.7

自分の都合に合わせて休みを取る 8.3 8.3 25.0 16.7 41.7

特別の休みは、取引先の了解が必要 75.0 0.0 8.3 8.3 8.3

疲れていても仕事をしなければならない 66.7 25.0 8.3 0.0 0.0

少々の病気なら仕事をする 66.7 25.0 8.3 0.0 0.0

仕事が原因で怪我や病気になる 0.0 25.0 41.7 25.0 8.3

取引先に社員として雇い入れてもらいたいと思う 8.3 0.0 16.7 16.7 58.3

　☆不特定請負（１人＝14.3％に相当）
そう思う どちらかと

いえばそう
思う

どちらともい
えない

どちらかと
いえばそう
思わない

そう思わな
い

仕事の割に単価が安いと感じる 14.3 28.6 57.1 0.0 0.0

仕事を納品しても代金をなかなか払ってもらえない 0.0 14.3 14.3 0.0 71.4

自分の都合に合わせて休みを取る 0.0 14.3 14.3 28.6 42.9

疲れていても仕事をしなければならない 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0

少々の病気なら、仕事をする 71.4 28.6 0.0 0.0 0.0

仕事が原因で怪我や病気になる 0.0 0.0 42.9 57.1 0.0

特定の取引先と継続的な取引ができればよいと思 42.9 28.6 14.3 0.0 14.3

図表Ⅱ－４－14　庸車運転手の不満・不平

 

４－４ 庸車運転手の労働者性指標、経済的従属指標

 庸車運転手について、労働者性指標と経済的従属指標を試算してみると第Ⅱ－４－15 のよ

うになった。これによれば、専属請負業主である庸車運転手（労働者性指標：3.609／経済

的従属指標：1.510）では、両指標とも正社員計（同 3.850／1.600）と遜色ない状況になっ

ている。少なくとも専属請負業主である庸車運転手については、雇用労働者に類似した働き

方として政策のあり方を検討されることが求められるといえよう。 

平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 度数

専属請負業主の庸車運転手 3.609 1.172 11 1.510 0.502 11

不特定請負業主の庸車運転手 1.753 0.500 7 0.579 0.207 7

（参考）

正社員計 3.850 1.090 2854 1.600 0.533 2599

　　一般社員クラス 4.008 1.022 1664 1.449 0.556 1480

　　部長クラス 3.035 1.123 166 1.893 0.340 156

非正社員計 4.107 1.086 2750 1.034 0.522 2419

　　パートタイマー 4.105 1.091 1725 0.923 0.450 1517

　　契約社員 4.041 1.126 551 1.282 0.576 495

図表Ⅱ－４－15　庸車運転手の従属性指標

労働者性指標 経済的従属指標
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第５節 自営在宅ワーカーの状況 

 近年 SOHO（Small Office & Home Office）ともいわれるように、自宅で事務的な仕事を

個人的に自営形態で行う事例が注目されている。先の庸車運転手同様、「働き方総合調査」は

明確な分析対象として設計されたものではないが、調査結果から適宜定義を行って「自営在

宅ワーカー」としてこれを取り出したうえ、関連するデータを整理しておきたい25。

 「働き方総合調査」から取り出された自営在宅ワーカーは、合計 277 人であり、そのうち

個人自営業主本人が 222 人、家族従業者が 55 人となっている。以下では、個人自営業主本

人のみのデータを使って、自営在宅ワークの状況に関するデータを整理しておきたい26。

５－１ 事業開始時期と前職

①事業開始時期

 自営在宅ワーカーの開始時期をみると、2000～2004 年が 48.2％ともっとも多く、1990 年

代後半 26.6％、1990 年代前半 12.2％等となっている（図表Ⅱ－４－16）。もっとも自営在宅

ワーカーは廃業されることが少なくないので、開始時期がさかのぼるほどその割合が当然に

小さくなると考えられるが、1990 年代後半から近年にかけて以降の開始が多くなっていた可

能性は否定できない27。 

図表Ⅱ－４－16　自営在宅ワーカーの開業時期

9.0 12.2 26.6 48.2 2.7 1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

～1989年 1990～1994年 1995～1999年 2000～2004年 2005年 無回答

 

 
25 「自営在宅ワーク」の定義については、第Ⅲ部（分析基礎編）第７章の７－１を参照されたい。
26 自営在宅ワーカー222 人のうち専属請負業主が 124 人、不特定請負業主が 98 人となっている。また、「働き

方総合調査」の回答者数をみると、専属請負業主 405 人、不特定請負業主 359 人、両者合わせて 764 人となっ

ている。したがって、自営在宅ワーカーの占める割合は、専属請負業主 30.6％、不特定請負業主 27.3％、両者

合わせて 29.1％となっている。
27 2005 年（平成 17 年）については、「働き方総合調査」の調査時期が同年の８月下旬から９月上旬であったこ

とから、１年の８／１２すなわち２／３年分しかない。それが 2.7％であったということは、単純に５年に延

ばせば 20.3％に相当するともいえる。直近には、自営在宅ワーカーの開始のスピードは相対的に緩まってきて

いるのかも知れない。
28 事業開始時の年齢は、＜調査時の年齢＞－（2005－＜事業開始年の西暦数字＞）により求めた。
29 調査実施時点の年齢による分布は、第Ⅲ部第７章の７－１で紹介している。 
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②事業開始時の年齢

 事業開始時の年齢を試算して、その分布を男女別にみたのが図表Ⅱ－４－17 である28。事

業開始は、20 歳台後半以降多くなるが、男女計でみると 30 歳台前半が 29.2％ともっとも多

く、次いで 20 歳台後半がほぼ同じの 27.4％となっている。以下、30 歳台後半 18.7％、40
歳台前半 8.7％と年齢が高い層ほど割合が低くなっている29。

                                                



  

図表Ⅱ－４－17　自営在宅ワーカー開始時の年齢

6.4

6.8

27.4

25.7

28.4

29.2

24.3

31.1 19.6

8.7

8.6

8.8

5.5

12.9

1.4

2.9

1.8

5.7

18.7

17.1

2.0

2.0

2.9

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計

男性

女性

２０歳未満 ２０～２４歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳

３５～３９歳 ４０～４４歳 ４５～４９歳 ５０～５４歳

 

 事業開始時の年齢を男女別にみると、男性に比べて女性は比較的若い年齢で開業をしてい

るものといえる。すなわち、女性では 30 歳台までに９割近くの人が開業し、40 歳台以降の

開始は１割程度であるのに対して、男性では 40 歳台後半が 40 歳台前半をやや上回るなど２

割を超える人が 40 歳台以降の開始となっている。

③事業開始前の職業

 自営在宅ワーカーの事業開始直前の職業（前職）をみると、男性では「サラリーマンだっ

た」すなわち雇用されて働いていた人がもっとも多く 65.7％と３分の２程度を占めており、

次いで「学校へ通っていた」すなわち学校卒業後すぐに自営在宅ワーカーとなった人が

17.1％となっている。一方、女性では、「サラリーマンだった」は 29.3％にとどまり、「特に

仕事はしていなかった」が 46.7％ともっとも多くなっている（図表Ⅱ－４－18①及び②）。

 これを事業開始時の年齢別に、上述のように大きな割合を占める 20 歳台後半から 30 歳台

にかけてみると、男性の「学校へ通っていた」は 20 歳台後半で 44.4％と大きな割合を占め

ているが、それ以降はなくなり、代わって「サラリーマンだった」が 20 歳台後半の 38.9％
 

図表Ⅱ－４－18　①自営在宅ワーカーの開始時年齢と前職（男性）

17.1

44.4

65.7

64.7

91.7

7.1

11.1

11.8

4.3

5.6

5.9

8.3

17.6

38.9

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

学校へ通っていた サラリーマンだった 別の事業をしていた

「専属」「不特定」間移動 特に仕事はしていなかった
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図表Ⅱ－４－18　②自営在宅ワーカーの開始時年齢と前職（女性）

3.4

29.3

30.4

27.6

14.1

14.3

8.7

10.3

8.7

4.8

8.7

3.4

50.0

55.2

2.2

2.4

1.1

38.1 40.5

46.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

学校へ通っていた サラリーマンだった 別の事業をしていた

「専属」「不特定」間移動 特に仕事はしていなかった
 

から 30 歳台後半の 91.7％まで割合を高めている30。一方女性では、20 歳台後半から 30 歳台

後半にかけて、「サラリーマンだった」の割合はやや低下し、「特に仕事はしていなかった」

の割合が上昇している31。

５－２ 作業の種類とパソコンの使用状況

 今回の自営在宅ワーカーは、定義上、事務的な作業に従事している人であるが、どのよう

な事務的作業をしているかをみてみよう（図表Ⅱ－４－19）。
①男女計でみた場合

 まず男女計でみると、「文書作成」が 41.4％でもっとも高く、次いで「データ入力作業」

36.0％となっている。ただし、クロス集計を行ってみると両作業とも行っている人が 23.9％
おり、「文書作成」及び「データ入力作業」のいずれかを行っている人は 53.6％であった。

半数強が基礎的な知識や技能で足りると思われる作業に従事している。以下割合が大きい順

に「コンテンツ開発」（21.2％）、「会計・経理処理」（13.5％）、「DTP」32（11.3％）、「プロ

グラム開発」（10.8％）など、より専門的な知識・技能が求められる作業が続いている。

②男女別にみた場合

 男女別に作業の種類の分布をみると、まず男性では、「文書作成」が 46.6％ともっとも多

くなっているのは男女計と同じであるが、次いで第２位は「コンテンツ開発」（24.7％）にな

り、第３位に「データ入力作業」（21.9％）がきている。また、「プログラム開発」が 19.2％
と男女計のときに比べ相対的に高い割合で第４位に来ているのも注目される。一方女性では、

「データ入力作業」が 43.2％ともっとも多くなっており、「文書作成」が 39.2％で第２位と 

                                                 
30 グラフには掲示しなかったが、男性の 40 歳台以降はすべてが「サラリーマンだった」になっている。
31 ケース数がきわめて少ないのでなんともいえない面もあるが、女性でも 40 歳台後半以降は、「特に仕事はし

ていなかった」はなくなり、「サラリーマンだった」が多くなっている。
32 Desk Top Printing のことで、机上でパソコンを使って印刷のための編集、構成、版下の作製などを行うこと。 
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図表Ⅱ－４－19　自営在宅ワーカーの作業の種類（重複回答）

41.4

36.0

21.2

13.5

11.3

10.8

9.9

9.5

8.1

5.4

14.9

46.6

21.9

24.7

15.1

2.7

19.2

12.3

11.0

4.1

1.4

12.3

39.2

43.2

19.6

12.8

15.5

6.8

8.8

8.1

10.1

7.4

16.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

文書作成

データ入力作業

コンテンツ開発

会計・経理処理

DTP

プログラム開発

計算作業

CAD／CAMを使った製図など

翻訳

会議録などテープ起こし

その他

％

男女計 男性 女性
 

なっている。次いで「コンテンツ開発」（19.6％）、「DTP」（15.5％）などの順になっている。

 男女別の作業種類の違いをより明瞭にするために、作業種類ごとに女性の占める割合をみ

ると、女性の割合が高い作業としては「DTP」（92.0％）、「会議録などテープ起こし」（91.7％）、

「翻訳」（83.3％）、「データ入力作業」（80.0％）などがあり、逆に女性の割合が相対的に低

い作業には「プログラム開発」が 41.7％と男性の方が多くなっているのを始め、「CAD／CAM
を使った製図など」（57.1％）、「計算作業」（59.1％）、「コンテンツ開発」（63.3％）などがあ

る。このようにあくまで相対的なものではあるが、男性に比べて女性の方がデータ入力作業

や DTP、テープ起こしなど基礎的な知識や技能で足りると思われる作業に従事している傾向

が緩やかにみられている。

③パソコンの使用状況

 ここでの自営在宅ワーカーは事務作業を行っている人々を取り上げており、ほとんど人が

作業に必要な主な機器としてパソコンを挙げている33（図表Ⅱ－４－20）。
 こうした作業に必要な機器の整備方法を専属請負業主についてみると（重複回答）、自身で

購入が 88.7％と９割近くを占めているが、一方で 16.1％の人が取引先から無償で貸与されて

いる（図表Ⅱ－４－21）。
                                                 
33 パソコン以外には、乗用自動車を挙げる人が比較的多くなっている。また、作業の種類別にみても、パソコ

ンを挙げなかった人の割合はおしなべて少ないが、「計算作業」や「会計処理」などで比較的多くなっている。 
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図表Ⅱ－４－20　パソコンを使用する割合

92.3

89.5

95.9

0 20 40 60 80 100

計

専属請負

不特定請負

％
図表Ⅱ－４－21　整備方法（専属請負業主）

88.7

0.8

16.1

0 20 40 60 80 100

自身で購入等

取引先から有償貸与

取引先から無償貸与

％

 
 パソコンは、事業のための投資としては比較的少額で足りるものと考えられ、また既に自

家消費用に保持している場合も少なくない。こうしたパソコンの普及が近年の自営在宅ワー

カーの広がりの背景要因となっていることが窺われる。

５－３ 仕事時間数

 自営在宅ワーカーの月間の仕事時間数をみると、50 時間未満 20.7％、50～99 時間 16.7
％と 100 時間未満の層と、それに比べれば少ないものの、200～219 時間 10.4％、240 時間

以上 10.8％と 200 時間以上の仕事をする層との割合が相対的に高く、長短の２極分解的な分

布がみられる。仕事時間が短い層は女性が多く、一方長い方は男性が多くなっている（図表

Ⅱ－４－22）34。 

図表Ⅱ－４－22　自営在宅ワーカーの仕事時間数の分布

0
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～49時間 50～99 100～119 120～139 140～159 160～179 180～199 200～219 220～239 240以上

％

男性 女性 男女計
 

                                                 
34 図表のデータは、次のとおりである。 

（％）

～49時間 50～99 100～119 120～139 140～159 160～179 180～199 200～219 220～239 240以上

男性 9.6 8.2 6.8 9.6 8.2 11.0 5.5 15.1 2.7 23.3

女性 26.4 20.9 10.8 9.5 9.5 6.1 3.4 8.1 0.7 4.7

男女計 20.7 16.7 9.5 9.5 9.0 7.7 4.5 10.4 1.4 10.8  
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５－４ 年収

 自営在宅ワーカーの年収を業態別・作業の種類別にみると、おしなべて専属請負業主より

も不特定請負業主の方で年収が高いと同時に仕事時間数も長くなっている中で、翻訳やプロ

グラム開発、コンテンツ開発などの作業で年収が相対的に高くなっている35。 

年収階級値
平均

年収階級値
の標準偏差

月間仕事時
間の平均

月間仕事時
間の標準偏

差
度数

年収階級値
平均

年収階級値
の標準偏差

月間仕事時
間の平均

月間仕事時
間の標準偏

差
度数

データ入力作業 195.83 201.12 88.97 66.34 60 247.09 206.82 132.70 87.88 43

文書作成 241.67 208.23 115.49 78.80 60 267.86 247.60 129.96 89.45 56

計算作業 227.94 217.57 95.89 58.02 17 287.50 272.36 125.45 96.35 20

会計・経理処理 253.79 226.40 103.50 83.79 33 240.38 214.83 121.12 87.81 26

翻訳 208.33 162.84 150.00 87.28 12 416.67 292.26 165.83 51.03 6

DTP 166.67 97.31 98.08 64.83 12 203.13 119.68 151.56 111.17 16

会議録などテープ起こし 180.56 110.24 132.78 63.10 9 175.00 111.80 106.00 87.06 5

CAD／CAMを使った製図など 175.00 103.51 126.20 80.37 15 300.00 168.74 183.00 78.46 10

コンテンツ開発 234.38 157.29 126.81 91.34 16 302.42 184.77 154.69 82.93 31

プログラム開発 458.33 353.55 157.00 48.77 9 303.57 206.36 150.00 61.14 14

その他 171.30 98.96 107.59 48.77 27 208.33 121.99 137.33 87.22 15

図表Ⅱ－４－23　自営在宅ワークの年収（年収階級値の平均）と仕事時間数の平均
（万円、時間）

　　（注）　いずれもデータ数（度数）が少ないので、傾向を示す参考値としてみる必要がある。

専属請負業主 不特定請負業主

作業の種類

 

５－５ 専属請負型の自営在宅ワーカーをめぐるいくつかの論点

 労働政策の視点から関心の深い専属請負型の自営在宅ワーカーをめぐる論点に関連したデ

ータを紹介しておこう。

①取引先の状況

 専属請負型の自営在宅ワーカーの 89.5％が企業からの受注に依存しており、そのうち取引

先の企業数が１件のところ、すなわち純粋専属請負型であるのが 52.3％、２件以上が 47.7％ 

図表Ⅱ－４－24　専属請負型自営在宅ワーカーの取引先

89.5 6.5 3.2 0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

企業 個人（消費者） その他 無回答  

図表Ⅱ－４－25　専属請負型自営在宅ワーカーの取引先件数
（取引先が企業）

52.3 47.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

１件（純粋専属） ２件以上  

                                                 
35 ここでの年収は、年収階級値から計算されたものであり、調査の性格から低い年収の動きが反映されにくい

面があるので、やや高めに出ている作業種類もあると考えられる。年収階級値については第Ⅲ部（分析基礎編）

第５章を参照されたい。また、上述のように作業の種類は重複回答結果であるので、当該作業だけの収入とは

限らない面があることには留意を要する。ただし、一応の傾向を示すものであると考えることはできよう。 

－ 145 －



  

となっている（図表Ⅱ－４－24、図表Ⅱ－４－25）。すなわち、専属請負型の自営在宅ワー

カーの半数弱（89.5％×52.3％＝46.8％）がただ一つの企業からの発注に依存して仕事を行

っている。

②発注元企業にとっての作業の性格

 以下、取引先が企業である専属請負型の自営在宅ワーカーに限ってみていくことにしたい。

受注している作業が発注元の企業にとってどのような性格のものかをみると、「事業自体に必

要な作業」であるとする人が 61.3％と多く、発注元の企業の事業の一部を担っていることが

窺われる。また、「業務請負事業者を経由した間接受注」であるとする人が 35.1％あり、こ

うした間接受注により自営在宅の仕事を行っている人が少なくないものといえる36（図表Ⅱ

－４－26）。 

図表Ⅱ－４－26　専属請負型自営在宅ワーカーの受注作業の性格
（取引先が企業）

61.3 3.6 35.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

取引先の事業自体に必要な作業
取引先の事業の管理業務など間接業務に関する作業
取引先自体が業務請負事業者で他企業からの受注再委託  

③受注拒否の可能性

 受注の依頼があったときに、それを拒否できるかどうかをみると、「断ることはできない」

14.4％（在宅ワーカーに限らずに専属請負業主全体では、16.2％37）、「対応の限度を超える

ときは断ることもある」55.9％（同 49.3％）となっており、「条件が折り合わなければ断る」

とする人は 24.3％（同 27.7％）となっている。専属請負業主全体と比較してあまり違いはな

いものの、わずかながら依存性ないし従属性が高くなっているともいえる（図表Ⅱ－４－27）。 

図表Ⅱ－４－27　専属請負型自営在宅ワーカーの受注拒否の可能性
（取引先が企業）

14.4 55.9 24.3 5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

依頼を受けた仕事は断ることはできない 対応の限度を超えるときは断ることもある

条件が折り合わなければ断る なんともいえない  
④受注条件の決定方法

 受注条件（請負条件）の決まり方をみると、「取引先から提示されたものを受け入れる」と 

                                                 
36 この間接受注ないしグループ受注という方式は、自営在宅ワーカーをみる場合に重要な留意点となっており、

この節末に補論として論点を整理したので参考にされたい。
37 これも、取引先が企業である専属請負業主のデータである。 
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図表Ⅱ－４－28　専属請負型自営在宅ワーカーの受注条件の決定方法
（取引先が企業）

67.6 26.1 4.5 1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

取引先から提示されたものを受け入れる 双方から提示することができ、話し合いで決める

自身から提示する なんともいえない  
する人が 67.6％（同 67.6％）と３分の２を超えている（図表Ⅱ－４－28）。
⑤作業の仕方・進め方

 作業の仕方・進め方の状況をみると、「品質基準、納期があるだけで作業の仕方・進め方は

自身で決める」とする人が 74.8％（同 59.1％）と４分の３程度を占めている。専属請負業主

全体と比較すると、例えば「作業の進行のつど作業の仕方や進め方が特定される」は 8.1％
（同 13.2％）にとどまっており、この面での従属度は小さいものと考えられる（図表Ⅱ－４

－29）38。 

図表Ⅱ－４－29　専属請負型自営在宅ワーカーの作業の仕方・進め方
（取引先が企業）

74.8 11.7 8.1 5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

品質基準、納期があるだけで作業の仕方等自身で決める
受注の際に、作業の仕方や進め方への指示を受ける
作業の進行のつど作業の仕方や進め方が特定される
なんともいえない  

 

                                                 
38 このことから、在宅自営ワーカーがそのままの形で労働者に該当し、いわゆる労働政策の適用を受けること

は困難であると考えられる。したがって、政策的対応を考えるとすれば、例えば家内労働法の例に準じて、特

別の仕組みが必要となるであろう。 
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（補論）受注者かつ発注者の在宅ワーカーの存在39

 「働き方総合調査」においては、専属請負型・不特定請負型という概念で、自営業主の受

注の側面には焦点を当てていたが、在宅ワーカーの場合、受注した仕事を（家族従業員では

ない）家族以外の他の在宅ワーカーに再発注する場合が見られる（図表Ⅱ－４－30）。
 １つはグループワーク型と呼ばれる形態で、グループ・リーダーが受注した１人ではこな

しきれない量の仕事を仕事仲間などの在宅ワーカー達に再発注する形である。文章入力関係

の仕事に関しては「企業はファクスを送る手間や振り分け作業などを嫌う。それで 15 人ぐ

らいの在宅ワーカーを抱えているグループのリーダーに発注して、後はそのリーダーが振り

分けるといった形がすごく増えた。そういう形式以外に入力の仕事はないと思う」とされる40。

なお、こうしたグループワーク型が発展・法人化し、代表以外に複数のサブリーダー的な

ワーカーを中心に、プロジェクト方式で様々な職種の仕事を行うようになると、在宅ワーカ

ー登録会社と呼ばれるようになる。

 もう１つはコラボレーション型と呼ばれる形態で、異職種の人材が必要とされる仕事を受

注した場合、例えばシステム開発者が Web デザイン＋システム開発の仕事を受注した際に、

その仕事単位でシステム開発者が Web デザイナーに仕事を依頼する形態である（仕事の受注

と依頼が逆の場合もある）。コラボレーション型は仕事単位の一時的な人的結合に特徴がある。

 より具体的には「コラボレーションのメリットは、例えば WEB デザイン単独の仕事では

値崩れが大きいが、デザイナーさんがクライアントと交渉する際に「＋システム」で売れれ

ば高く提示できるということである。一方、こちら（システム系）にとってもメリットはあ

る。デザイナーと組むことで苦手な WEB デザインをしなくて済み、プログラムに専念でき

ることである。また、システム＋デザインの仕事であれば、仕事の規模が大きくなり、SE（シ

ステム系）の立場としても見積もり提示に有利といえる」とされる41。

 
図表Ⅱ－４－30 在宅ワーカーの“受注先数”と“他のワーカーへの発注”の状況 

“受注先数”  

専属請負型 不特定請負型 

有 依存型 フリーエージェント型 

コラボレーション型、グループ・リーダー型 

“他のワーカーへの

発注”の有無 無 

 

 

組織マネジメント型 

（資料）JILPT 資料シリーズ No.10（2005 年）から一部修正して引用。 

                                                 
39 この補論は、神谷隆之（JILPT 主任研究員）が執筆した。
40 山口智子他「座談会：在宅ワークの過去・現在、そして未来は？」（JILPT『ビジネス・レーバー・トレンド

2004 年 10 月号』）
41 JILPT「女性の在宅・SOHO ワーカーの実態に関する事例ヒアリング調査－労働者・事業者性の分類と経年

変化－」（資料シリーズ No.10（2005 年）） 
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  以上のように、グループ・リーダーやコラボレーションを行う在宅ワーカーの場合、受注

者にして発注者という微妙な立場にあり、政策的には、労働者としての保護策と事業者とし

ての支援策、同時に発注先の在宅ワーカーを保護させる指導などを考慮する必要がある。
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第Ⅲ部

分 析 基 礎 編



分析基礎編 第１章 「仕事の内容」分類 

１－１ 分析に用いる「仕事の内容」アイテム（分類項目）の設定

 「働き方総合調査」では、三つの調査票に共通する設問として、仕事の内容をやや類型化

して 17 の選択肢1を示して、あてはまるものをいくつでも重複回答していただいた。その回

答から、今回分析に用いる「仕事の内容」アイテムを設定した。

 「仕事の内容」アイテムは、「事務企画管理系」と「直接部門系」の大きく二つに区分し、

それぞれについて以下のようなカテゴリーを設定した。

１仕事内容アイテムⅠ―「事務企画管理系」（選択肢１～４による） 
 カテゴリー①「普通事務のみ」 （選択肢１のみ該当）

 カテゴリー②「普通事務＆事業企画」 （選択肢１及び２に該当（他は非該当。以下同じ。））

 カテゴリー③「事業企画のみ」 （選択肢２のみ該当）

 カテゴリー④「普通事務＆管理監督」 （選択肢１及び４に該当）

 カテゴリー⑤「普通事務＆事業企画＆管理監督」 （選択肢１、２及び４に該当）

 カテゴリー⑥「事業企画＆管理監督」 （選択肢２及び４に該当）

 カテゴリー⑦「管理監督のみ」 （選択肢４のみ該当）

 カテゴリー⑧「普通事務＆事業企画＆経営企画」 （選択肢１、２及び３に該当又は１及

び３に該当） 
 カテゴリー⑨「事業企画＆経営企画＆管理監督」 （選択肢２、３及び４に該当又は２及

び３に該当） 
 カテゴリー⑩「経営企画＆管理監督」 （選択肢１、３及び４に該当、選択肢３及び４に

                                                 
1 具体的には、次の 17 の選択肢である。

 １．普通の事務的な仕事（机に向かってする仕事が中心。）

 ２．個々の事業の企画に関わる仕事（関係者と打合せすることも多い。）

 ３．事業全体の方針や運営方針の企画に関わる仕事（トップ又はトップのスタッフなど）

 ４．他の人を管理監督する仕事（部下や使っている人がいる。）

 ５．工事現場や製造現場で実際に物を建てたり、造ったりする仕事

 ６．商店その他の商業施設などで、物を販売する仕事

 ７．物を運搬したり、倉庫などで保管したりする仕事

 ８．お金や証券などを扱う仕事

 ９．映像やソフト、コンテンツなどを扱う仕事

 10．人（通勤・通学者、旅客など）を運ぶ仕事

 11．専門的な知識や技能に基づき、情報や情報機器を扱う仕事

 12．専門的な知識や技能に基づき、研究開発を行う仕事

 13．専門的な知識や技能に基づき、調査研究を行う仕事

 14．専門的な知識や技能に基づき、人の身体を調べたり、調整したり、補助したりする仕事

 15．専門的な知識や技能に基づき、人を教えたり、指導したり、相談にのったりする仕事

 16．上記以外の人と接する仕事

 17．従来の分類では表わせないような仕事 
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該当又は３のみに該当） 
 カテゴリー⑪「事務企画管理全般」 （選択肢１～４すべてに該当）

 カテゴリー⑫「非事務企画管理系」 （選択肢１～４いずれにも該当しない）

１－２仕事内容アイテムⅠの２―「事務企画管理系」（選択肢１～４による） 
 上記１の区分は、主に正社員を分析対象とするときに用いるものであり、非正社員や自営

業主等を分析の対象とするときは、主に次のように集約した区分を用いることとする。

 カテゴリー①「普通事務のみ」 （選択肢１のみ該当）

 カテゴリー②「事業企画」   （選択肢１及び２に該当又は２のみに該当）

 カテゴリー③「管理監督」   （選択肢４を含み３を含まないケース）

 カテゴリー④「経営企画」   （選択肢３を含み４を含まないケース又は選択肢３及び

４両方を含むケース） 
 カテゴリー⑤「非事務企画管理系」 （選択肢１～４いずれにも該当しない）

２仕事内容アイテムⅡ―「直接部門系」（選択肢５～17 による） 
 カテゴリー①「ものづくり現場」 （選択肢５に該当。他に該当するかどうかは問わない。）

 カテゴリー②「販売」     （選択肢６に該当。他に該当するかどうかは問わないが、

上の①に該当すれば①に区分する。） 
 カテゴリー③「運搬・保管」 （選択肢７に該当。他に該当するかどうかは問わないが、

上の①､②いずれかに該当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー④「貨幣・証券取扱」 （選択肢８に該当。他に該当するかどうかは問わない

が、上の①～③いずれかに該当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑤「映像・コンテンツ」 （選択肢９に該当。他に該当するかどうかは問わな

いが、上の①～④又は次の⑥いずれかに該当すればそれ

に区分する。） 
 カテゴリー⑥「映像・コンテンツ＆情報機器」 （選択肢９及び 11 いずれにも該当。他

に該当するかどうかは問わないが、上の①～④いずれか

に該当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑦「旅客運送」  （選択肢 10 に該当。他に該当するかどうかは問わない。）

 カテゴリー⑧「情報関係」  （選択肢 11 に該当。他のカテゴリーに該当する場合はそ

れに区分する。） 
 カテゴリー⑨「研究開発」  （選択肢 12 に該当。他に該当するかどうかは問わないが、

上の①～⑦又は次の⑩いずれかに該当すればそれに区

分する。） 
 カテゴリー⑩「研究開発＆調査」 （選択肢 12 及び 13 いずれにも該当。他に該当するか
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どうかは問わないが、上の①～⑦いずれかに該当すれ

ばそれに区分する。） 
 カテゴリー⑪「調査研究」  （選択肢 13 に該当。他に該当するかどうかは問わないが、

上の①～⑦、⑨、⑩又は次の⑫若しくは⑬いずれかに

該当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑫「調査研究＆情報機器」 （選択肢 11 及び 13 いずれにも該当。他に該当す

るかどうかは問わないが、上の①～⑦、⑨又は⑩いず

れかに該当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑬「調査研究＆教育・相談・指導」 （選択肢 13 及び 15 いずれにも該当。他

に該当するかどうかは問わないが、上の①～⑦、⑨、

⑩又は⑫のいずれかに該当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑭「身体調査・調整」 （選択肢 14 に該当。他に該当するかどうかは問わな

いが、上の①～⑦、⑨～⑬又は次の⑮のいずれかに該

当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑮「身体調査・調整＆教育・相談・指導」 （選択肢 14 及び 15 いずれにも該

当。他に該当するかどうかは問わないが、上の①～⑦、

又は⑨～⑬のいずれかに該当すればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑯「教育・相談・指導」 （選択肢 15 に該当。他に該当するかどうかは問わ

ないが、上の①～⑦、又は⑨～⑮のいずれかに該当す

ればそれに区分する。） 
 カテゴリー⑰「その他対人接遇」 （選択肢 16 に該当。他に該当するかどうかは問わな

い。） 
 カテゴリー⑱「分類不能」  （選択肢 17 に該当。他に該当するかどうかは問わない。）

 カテゴリー⑲「事務企画管理のみ」 （選択肢５～17 いずれにも該当しない。）

 上述のような分類を行ったものには、調査の選択肢の２つ以上を併せてカテゴリーとした

ものがある。これは、正社員について「事務企画管理系」では４重、「直接部門系」では２重

のクロス集計を行った結果から、「事務企画管理系」は概ね 50 以上の該当ケースがあったも

のを選定し、そうでないものは適宜近接するカテゴリーに吸収させ、また、「直接部門系」は

各調査票上の選択肢ごとにみた構成比が概ね 30％以上を占める組合せを独立させて設定し

たものである。したがって、かなりケース数の少ないものも一応カテゴリーとした。したが

って、分析の対象によってはこの分類により該当するケースがないか非常に少ない場合が出

てくるので、そうしたカテゴリーについては、適宜集約して分析に使用することとする。

１－２ 「仕事の内容」分類の分布状況

 今回の「働き方総合調査」回答者について、上で設定した「仕事の内容」分類の度数分布
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をみておこう。

 まず事務・企画・管理系に関する集計結果をみると、当該４つの選択肢のいずれにも該当

しないとする人、すなわち直接部門系のみにあてはまるとした人（＝「⑫非事務・企画・管

理系」）の割合が、正社員では 39.3％であるのに対して、非正社員では 69.5％、個人自営業

主では 66.1％、家族従業者では 59.2％と正社員に比べて大きくなっている。元来事業主であ

るはずの個人自営業主にあっても、経営企画などの仕事ではなく直接部門系のみの仕事であ

ると回答していることは注目される（図表Ⅲ―１－１）。

 事務・企画・管理系の仕事の中身を４区分分類（図表Ⅲ―１－１の分類Ⅱ）でみると、レ

ベルは違うものの、各雇用・就業形態別においてもっとも割合の高いのは「普通事務のみ」

（正社員：28.3％、非正社員：24.8％、個人自営業主：13.7％、家族従業員：28.4％）とな

っている2。これ以外の仕事では、正社員では「管理監督」（14.4％）、「経営企画」（10.4％）

など各分類に広く分布しているのに対して、非正社員では企画や管理に関する仕事に従事し

ているとする人はわずかな割合にとどまっている。一方、個人自営業主では、「経営企画」

（9.3％）や「事業企画」（8.9％）でそれぞれ１割近くの割合となっている。また、家族従業

者で「経営企画」（7.9％）が比較的少なくない割合になっている3。 

〔事務・企画・管理分類Ⅰ〕

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

① 普通事務のみ 819 28.3 701 24.8 135 13.7 168 28.4
② 普通事務＆事業企画 115 4.0 25 0.9 33 3.4 7 1.2
③ 事業企画のみ 104 3.6 39 1.4 55 5.6 12 2.0
④ 普通事務＆管理監督 136 4.7 18 0.6 3 0.3 1 0.2
⑤ 普通事務＆事業企画＆管理監督 59 2.0 4 0.1 2 0.2 2 0.3
⑥ 事業企画＆管理監督 51 1.8 9 0.3 5 0.5 3 0.5
⑦ 管理監督のみ 171 5.9 38 1.3 9 0.9 6 1.0
⑧ 普通事務＆事業企画＆経営企画 52 1.8 6 0.2 22 2.2 19 3.2
⑨ 事業企画＆経営企画＆管理監督 66 2.3 7 0.2 25 2.5 10 1.7
⑩ 経営企画＆管理監督 99 3.4 13 0.5 30 3.0 16 2.7
⑪ 事務企画管理全般 84 2.9 1 0.0 15 1.5 2 0.3
⑫ 非事務企画管理系 1137 39.3 1961 69.5 650 66.1 346 58.4

2893 100.0 2822 100.0 984 100.0 592 100.0

〔事務・企画・管理分類Ⅱ〕

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

① 普通事務のみ 819 28.3 701 24.8 135 13.7 168 28.4
② 事業企画 219 7.6 64 2.3 88 8.9 19 3.2
③ 管理監督 417 14.4 69 2.4 19 1.9 12 2.0
④ 経営企画 301 10.4 27 1.0 92 9.3 47 7.9
⑤ 非事務企画管理系 1137 39.3 1961 69.5 650 66.1 346 58.4

2893 100.0 2822 100.0 984 100.0 592 100.0

図表Ⅲ－１－１　　事務・企画・管理の仕事分類と分布

正社員 非正社員 個人自営業主

合　　　　　　　　計

正社員 非正社員

（人・％）

合　　　　　　　　計

家族従業者

家族従業者

個人自営業主

 
                                                 
2 ここで「普通事務のみ」というのは、事務・企画・管理仕事の中で「普通事務」のみであることに留意が必要

である。「普通事務のみ」と同時に直接部門系の仕事のいずれかを行っている場合も少なくない。（章末の解説

参照） 
3 今回の調査対象は、他人を常時雇用しているものは除いているので、自営業主で「管理監督」が少なくなって

いるのは、いわば当然である。 
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 つぎに、直接部門系の仕事に関する集計結果をみると、まず直接部門系の仕事にいずれも

該当しない（＝「事務・企画・管理のみ」）とした人は、正社員で 32.4％となっているのに

対して、非正社員は 18.3％、個人自営業主は 14.4％とかなり少なくなっており、家族従業者

でも 24.5％とやや高くなっているものの正社員をかなり下回っている。

 直接部門系の仕事の中身別にみると、正社員では「ものづくり現場」（10.8％）、「教育・相

談・指導」（10.1％）を始め各仕事分類に広範に分布している。これに対して非正社員では分

布にやや片寄りがみられ、その中で「その他の対人接遇」4が 19.6％、「販売」が 16.7％とこ

の二つの割合の高さが目立っている。また、個人自営業主では「教育・相談・指導」（22.6％）

がかなり多いほか、「映像・コンテンツ」や「情報関係」なども相対的に多くなっている。家

族従業者では「物づくり現場」（19.9％）や「販売」（17.9％）などが多くなっている。

 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

① ものづくり現場 313 10.8 233 8.3 84 8.5 118 19.9
② 販売 145 5.0 471 16.7 76 7.7 106 17.9
③ 運搬・保管 116 4.0 176 6.2 34 3.5 17 2.9
④ 貨幣・証券取扱 195 6.7 96 3.4 27 2.7 25 4.2
⑤ 映像・コンテンツ 39 1.3 17 0.6 58 5.9 3 0.5
⑥ 映像コンテンツ＆情報機器 28 1.0 10 0.4 24 2.4 0 0.0
⑦ 旅客運送 41 1.4 17 0.6 2 0.2 3 0.5
⑧ 情報関係 214 7.4 68 2.4 45 4.6 13 2.2
⑨ 研究開発 126 4.4 26 0.9 15 1.5 1 0.2
⑩ 研究開発＆調査 23 0.8 3 0.1 2 0.2 1 0.2
⑪ 調査研究 36 1.2 13 0.5 7 0.7 2 0.3
⑫ 調査研究＆情報機器 11 0.4 2 0.1 6 0.6 0 0.0
⑬ 調査研究＆教育・相談・指導 18 0.6 0 　　　－ 8 0.8 1 0.2
⑭ 身体調査・調整（医療・介護など） 88 3.0 112 4.0 19 1.9 13 2.2
⑮ 身体調査・調整＆教育・相談・指導 26 0.9 15 0.5 5 0.5 1 0.2
⑯ 教育・相談・指導 293 10.1 177 6.3 222 22.6 24 4.1
⑰ その他の対人接遇 147 5.1 553 19.6 71 7.2 60 10.1
⑱ 分類不能の仕事 98 3.4 316 11.2 137 13.9 59 10.0
⑲ 事務・企画・管理のみ 936 32.4 517 18.3 142 14.4 145 24.5

2893 100.0 2822 100.0 984 100.0 592 100.0

家族従業者

（人・％）

合　　　　　　　　計

図表Ⅲ－１－２　　直接部門系の仕事分類と分布

正社員 非正社員 個人自営業主

 

 
4 「その他の対人接遇」とは、教育・相談・指導、医療や介護関係を除いた対人サービスであるが、調査を実施

した意図としては、専門的知識や技能をそれほど必要とされない仕事を想定したものである。 
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１－３ 非正社員の形態別にみた「仕事の内容」分類の分布状況

 つぎに、「仕事の内容」分類の分布状況を非正社員についてその形態別にみておこう。なお、

形態別にみるとき、パートタイマーと登録型派遣社員とは女性に限ったデータについて、そ

の他の契約社員、常用型派遣社員及び業務請負会社社員は男女計のデータについてみること

とする。

 事務・企画・管理の仕事について４区分分類によりみると、登録型派遣社員（女性）で 60.7％
                                                



の人が「普通事務のみ」と多くなっているほかは、いずれの形態も「非事務・企画・管理系」

（＝直接部門系の仕事のみに従事）とする人が６割以上となっている。特にパートタイマー

（女性）ではほぼ４分の３がこれに該当し、現業部門で働いている（図表Ⅲ－１－３）。 

〔事務・企画・管理分類Ⅱ〕

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

① 普通事務のみ 367 22.9 133 23.8 122 60.7 23 28.8 11 18.6
② 事業企画 23 1.4 26 4.7 0 0.0 4 5.0 3 5.1
③ 管理監督 16 1.0 33 5.9 3 1.5 2 2.5 3 5.1
④ 経営企画 7 0.4 13 2.3 1 0.5 2 2.5 1 1.7
⑤ 非事務企画管理系 1190 74.2 354 63.3 75 37.3 49 61.3 41 69.5

1603 100.0 559 100.0 201 100.0 80 100.0 59 100.0合　　　　　　　　計

業務請負会社社員

（人・％）
常用型派遣社員

図表Ⅲ－１－3　　非正社員の形態別事務・企画・管理の仕事分類と分布

パートタイマー（女性） 契約社員 登録型派遣社員（女性）

 
 それでは直接部門系の仕事についてみると、パートタイマー（女性）は「販売」（21.5％）

と「その他の対人接遇」（21.9％）とが大きな割合を示し、それ以外では「ものづくり現場」

などで比較的多くなっているほかは、微々たる割合の仕事が多い。契約社員では、「その他の

対人接遇」（19.3％）や「教育・相談・指導」（11.8％）、「販売」（10.7％）などが多くなって

いるが、パートタイマー（女性）と比べれば比較的幅広く分布しているといえる。登録型派

遣社員（女性）は、直接部門系でない事務計の仕事が 40.8％とかなり集中しており、これ以

外では「情報関係」（8.5％）や「貨幣・証券取扱」（6.0％）などが目につく程度である。常

用型派遣社員では、「ものづくり現場」が 18.8％、「運搬・保管」13.8％、「その他の対人接

遇」11.3％などが多くなっており、これに「情報関係」の 7.5％が続いている。業務請負会

社社員では、「分類不能の仕事」に 20.3％の人があてはまるとしたのが注目されるとともに、

「ものづくり現場」や「その他の対人接遇」（いずれも 11.9％）などが多くなっている（図

表Ⅲ－１－４）。 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

① ものづくり現場 114 7.1 48 8.6 12 6.0 15 18.8 7 11.9
② 販売 344 21.5 60 10.7 10 5.0 1 1.3 1 1.7
③ 運搬・保管 58 3.6 41 7.3 7 3.5 11 13.8 2 3.4
④ 貨幣・証券取扱 51 3.2 24 4.3 12 6.0 4 5.0 0 0.0
⑤ 映像・コンテンツ 1 0.1 8 1.4 1 0.5 0 0.0 2 3.4
⑥ 映像コンテンツ＆情報機器 2 0.1 3 0.5 0 0.0 1 1.3 1 1.7
⑦ 旅客運送 2 0.1 8 1.4 1 0.5 0 0.0 2 3.4
⑧ 情報関係 20 1.2 15 2.7 17 8.5 6 7.5 5 8.5
⑨ 研究開発 3 0.2 9 1.6 4 2.0 3 3.8 3 5.1
⑩ 研究開発＆調査 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 2 3.4
⑪ 調査研究 4 0.2 7 1.3 0 0.0 0 0.0 1 1.7
⑫ 調査研究＆情報機器 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
⑬ 調査研究＆教育・相談・指導 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
⑭ 身体調査・調整（医療・介護など） 84 5.2 14 2.5 7 3.5 1 1.3 1 1.7
⑮ 身体調査・調整＆教育・相談・指導 13 0.8 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
⑯ 教育・相談・指導 77 4.8 66 11.8 9 4.5 2 2.5 6 10.2
⑰ その他の対人接遇 351 21.9 108 19.3 30 14.9 9 11.3 7 11.9
⑱ 分類不能の仕事 208 13.0 44 7.9 9 4.5 9 11.3 12 20.3
⑲ 事務企画管理のみ 271 16.9 101 18.1 82 40.8 18 22.5 7 11.9

1603 100.0 559 100.0 201 100.0 80 100.0 59 100.0

（人・％）
業務請負会社社員パートタイマー（女性） 契約社員 常用型派遣社員

合　　　　　　　　計

図表Ⅲ－１－４　　非正社員の形態別直接部門系の仕事分類と分布

登録型派遣社員（女性）
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１－４ 個人自営業主の業態別にみた「仕事の内容」分類の分布状況

 個人自営業主について、業態別に「仕事の内容」分類の分布状況を確認しておきたい。

 まず事務・企画・管理の仕事をみると、いずれの業態も「非事務・企画・管理」（＝直接部

門系の仕事のみ）が６割以上を占めるが、商店・店舗で 73.3％ともっとも割合が高く、次い

で専属型請負で 66.2％となり、不特定請負で 60.2％と三つの業態間の比較では割合がもっと

も低くなっている。事務・企画・管理の仕事の中では、不特定請負や商店店舗では経営企画

が 12.5％となっているのに対して専属型請負は 5.9％にとどまっており、専属型請負では「経

営」という機能を意識的に行っている人が少ないことが窺われる（図表Ⅲ－１－５）。 

〔事務・企画・管理分類Ⅱ〕

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

① 普通事務のみ 70 17.3 51 14.2 12 6.8
② 事業企画 39 9.6 42 11.7 3 1.7
③ 管理監督 4 1.0 5 1.4 10 5.7
④ 経営企画 24 5.9 45 12.5 22 12.5
⑤ 非事務企画管理系 268 66.2 216 60.2 129 73.3

405 100.0 359 100.0 176 100.0

不特定請負 商店・店舗

合　　　　　　　　計

図表Ⅲ－１－５　　個人自営業主の形態別事務・企画・管理の仕事分類と分布

（人・％）
専属型請負

 
直接部門系の仕事をみると、三つの業態とも「教育・相談・指導」が２割前後でもっとも

大きな割合となっており5、これを別にすれば、専属型請負では「ものづくり現場」（9.6％）、

「情報関係」（8.4％）、「映像コンテンツ」（6.4％）などが多くなっている。不特定請負でも、

「ものづくり現場」（10.9％）、「映像コンテンツ」（8.4％）が多くなっているが、「情報関係」

（2.8％）は少なくなっている。また、商店・店舗で「販売」が 34.7％とかなり多くなって

いるのはある意味で当然である（図表Ⅲ－１－６）。

１－５ 「仕事の内容」分類と産業、役職クラス、勤務する部門（正社員）

仕事の内容と働く産業や役職、配属部門とは関連があることが予想される。そこで、これ

らの項目を把握している正社員についてクロス集計を行った。その結果は、付表として掲げ

たので参照されたい。

ここで採用した「仕事の内容」分類について論理的に考えれば、直接部門系の分類はその

事業に特徴的な仕事と密接に関係するため産業と、事務・企画・管理の分類は管理職かどう

か、つまり役職とそれぞれ関連が強そうである。また、配属部門は両方の要素が絡み合って 

                                                 
5 「教育・相談・指導」がおしなべて多くなっていることについては、今回の調査において「教育・文化・スポ

ーツ業」からの回答が比較的多かったことがある。ちなみに「教育・相談・指導」を挙げた人のうち「教育・

文化・スポーツ業」に従事している人が占める割合をみると、専属型請負は 17.9％、不特定請負 59.3％、商店・

店舗 76.3％となっている。 
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人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

① ものづくり現場 39 9.6 39 10.9 3 1.7
② 販売 6 1.5 9 2.5 61 34.7
③ 運搬・保管 22 5.4 9 2.5 1 0.6
④ 貨幣・証券取扱 7 1.7 10 2.8 4 2.3
⑤ 映像・コンテンツ 26 6.4 30 8.4 1 0.6
⑥ 映像コンテンツ＆情報機器 9 2.2 14 3.9 0 0.0
⑦ 旅客運送 0 0.0 2 0.6 0 0.0
⑧ 情報関係 34 8.4 10 2.8 1 0.6
⑨ 研究開発 8 2.0 5 1.4 1 0.6
⑩ 研究開発＆調査 1 0.2 1 0.3 0 0.0
⑪ 調査研究 2 0.5 5 1.4 0 0.0
⑫ 調査研究＆情報機器 1 0.2 5 1.4 0 0.0
⑬ 調査研究＆教育・相談・指導 2 0.5 5 1.4 1 0.6
⑭ 身体調査・調整（医療・介護など） 3 0.7 3 0.8 11 6.3
⑮ 身体調査・調整＆教育・相談・指導 2 0.5 1 0.3 2 1.1
⑯ 教育・相談・指導 89 22.0 89 24.8 33 18.8
⑰ その他の対人接遇 12 3.0 24 6.7 32 18.2
⑱ 分類不能の仕事 72 17.8 47 13.1 9 5.1
⑲ 事務企画管理のみ 70 17.3 51 14.2 16 9.1

405 100.0 359 100.0 176 100.0

専属型請負 不特定請負 商店・店舗

合　　　　　　　　計

図表Ⅲ－１－６　　個人自営業主の形態別直接部門系の仕事分類と分布

（人・％）

 

いることが考えられる。そこで、クロス表のベースでこうした関連性をみる指標であるクラ

マーのＶを各クロスについてみると、図表Ⅲ－１－７のようになった。一般にこの値が 0.2
以上であればクロス集計の二つの軸に相当の関連性があるものと判断されるとされるが、こ

の結果は一応上述の想定を裏付ける結果となっている。

 

産業 役職クラス 配属部門

事務・企画・管理分類Ⅰ 0.120 0.254 0.210

事務・企画・管理分類Ⅱ 0.160 0.299 0.209

直接部門系分類 0.301 0.116 0.350

（注）　クロス集計結果から両者の関連性の強さを示す指標で、

　　　数字が高い（最大＝１）ほど関連性が強いことを示す。

図表Ⅲ－１－７　仕事の内容と産業等とのクロス
表に係るクラマーのＶ
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農林水産業 鉱業 建設業 製造業 運輸業 通信業 小売業 卸売業 金融・保険業不動産業

普通事務のみ 12 0 54 187 18 43 30 26 52 74 12

75.0 0.0 29.0 25.6 45.0 29.1 27.8 17.2 33.8 39.6 42.9

事業企画 0 0 16 69 5 2 13 11 27 8 4

0.0 0.0 8.6 9.4 12.5 1.4 12.0 7.3 17.5 4.3 14.3

管理監督 1 0 40 120 7 25 18 23 24 26 4

6.3 0.0 21.5 16.4 17.5 16.9 16.7 15.2 15.6 13.9 14.3

経営企画 2 0 25 78 1 8 13 16 19 18 2

12.5 0.0 13.4 10.7 2.5 5.4 12.0 10.6 12.3 9.6 7.1

非事務企画管理系 1 1 51 277 9 70 34 75 32 61 6

6.3 100.0 27.4 37.9 22.5 47.3 31.5 49.7 20.8 32.6 21.4

合計 16 1 186 731 40 148 108 151 154 187 28

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

飲食店 旅館・ホテル その他 不明 無回答 役職計

普通事務のみ 2 3 55 38 61 110 36 5 1 819

7.7 15.8 32.4 27.7 16.1 38.7 33.3 62.5 7.7 28.3

事業企画 0 1 15 6 14 19 9 0 0 219

0.0 5.3 8.8 4.4 3.7 6.7 8.3 0.0 0.0 7.6

管理監督 5 2 22 9 34 46 9 0 2 417

19.2 10.5 12.9 6.6 9.0 16.2 8.3 0.0 15.4 14.4

経営企画 3 4 18 14 34 27 18 1 0 301

11.5 21.1 10.6 10.2 9.0 9.5 16.7 12.5 0.0 10.4

非事務企画管理系 16 9 60 70 235 82 36 2 10 1137

61.5 47.4 35.3 51.1 62.2 28.9 33.3 25.0 76.9 39.3

合計 26 19 170 137 378 284 108 8 13 2893

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

付表Ⅲ－１　事務企画管理分類Ⅱと産業
（上段：実人員（人）、下段：縦方向の構成比（％））

事務所向け
のサービス

個人向けの
サービス業

公共ｻｰﾋﾞｽ（学
校病院等）

国・県・市町
村の公務

電気・ガスなど
公益産業

 

   

普通事務のみ 622 51 79 40 13 6 7 1 819

37.0 18.5 23.4 13.0 7.7 10.3 17.1 4.3 28.3

事業企画 135 16 37 22 8 0 1 0 219

8.0 5.8 10.9 7.1 4.7 0.0 2.4 0.0 7.6

管理監督 67 76 83 118 51 9 11 2 417

4.0 27.6 24.6 38.3 30.2 15.5 26.8 8.7 14.4

経営企画 52 16 45 67 77 28 14 2 301

3.1 5.8 13.3 21.8 45.6 48.3 34.1 8.7 10.4

非事務企画管理系 805 116 94 61 20 15 8 18 1137

47.9 42.2 27.8 19.8 11.8 25.9 19.5 78.3 39.3

合計 1681 275 338 308 169 58 41 23 2893

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

付表Ⅲ－２　事務企画管理分類Ⅱと役職
（上段：実人員（人）、下段：縦方向の構成比（％））

役職計部長クラス
役員（部門管
理職兼務）

左記以外の
役員クラス

無回答
一般社員ク

ラス
職長・班長

クラス
係長クラス 課長クラス

 

 

普通事務のみ 235 216 42 18 289 19 819

21.3 49.3 21.8 20.7 28.8 27.9 28.3

事業企画 85 57 18 9 49 1 219

7.7 13.0 9.3 10.3 4.9 1.5 7.6

管理監督 196 71 22 12 114 2 417

17.8 16.2 11.4 13.8 11.4 2.9 14.4

経営企画 64 68 13 44 105 7 301

5.8 15.5 6.7 50.6 10.5 10.3 10.4

非事務企画管理系 524 26 98 4 446 39 1137

47.5 5.9 50.8 4.6 44.5 57.4 39.3

合計 1104 438 193 87 1003 68 2893

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

無回答 部門計
間接事務・
企画部門

研究開発部
門

経営企画部
門

そうした部門
分けはない

（上段：実人員（人）、下段：縦方向の構成比（％））

付表Ⅲ－３　事務企画管理Ⅱと配属部門

現業部門
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農林水産業 鉱業 建設業 製造業 運輸業 通信業 小売業 卸売業 金融・保険業

1 1 75 189 5 1 0 4 5 0

6.3 100.0 40.3 25.9 12.5 0.7 0.0 2.6 3.2 0.0

0 0 0 6 0 1 3 84 18 2

0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.7 2.8 55.6 11.7 1.1

0 0 1 25 1 54 0 4 13 0

0.0 0.0 0.5 3.4 2.5 36.5 0.0 2.6 8.4 0.0

2 0 8 8 3 3 4 3 5 113

12.5 0.0 4.3 1.1 7.5 2.0 3.7 2.0 3.2 60.4

0 0 2 14 0 0 6 2 0 0

0.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 5.6 1.3 0.0 0.0

0 0 0 6 0 0 12 0 1 0

0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 11.1 0.0 0.6 0.0

0 0 0 0 0 30 0 0 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 0.5

0 0 7 71 4 6 41 3 8 6

0.0 0.0 3.8 9.7 10.0 4.1 38.0 2.0 5.2 3.2

0 0 4 88 1 0 4 0 1 0

0.0 0.0 2.2 12.0 2.5 0.0 3.7 0.0 0.6 0.0

0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 7 13 0 0 0 0 0 3

0.0 0.0 3.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

0 0 0 3 0 0 2 0 1 0

0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.9 0.0 0.6 0.0

0 0 1 3 0 1 0 0 0 0

0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0

1 0 6 29 1 2 5 3 5 5

6.3 0.0 3.2 4.0 2.5 1.4 4.6 2.0 3.2 2.7

1 0 5 13 0 2 4 12 7 8

6.3 0.0 2.7 1.8 0.0 1.4 3.7 7.9 4.5 4.3

0 0 0 22 3 3 0 4 5 2

0.0 0.0 0.0 3.0 7.5 2.0 0.0 2.6 3.2 1.1

11 0 70 223 22 44 27 32 84 47

68.8 0.0 37.6 30.5 55.0 29.7 25.0 21.2 54.5 25.1

16 1 186 731 40 148 108 151 154 187

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

付表Ⅲ－４　直接部門系の仕事分類と産業①
（上段：実人員（人）、下段：縦方向の構成比（％））

電気・ガスな
ど公益産業

分類不能

事務企画管理の
み

合計

人身調査・調整

人身調査・調整＆
教育・相談・指導

教育・相談・指導

その他の対人接
遇

研究開発＆調査

調査研究

調査研究＆情報
機器

調査研究＆教
育・相談・指導

映像・コンテンツ
＆情報機器

旅客運送

情報関係

研究開発

販売

運搬・保管

貨幣・証券取扱

映像・コンテンツ

ものづくり現場
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不動産業 飲食店 旅館・ホテル その他 不明 無回答 役職計

2 4 1 3 5 5 7 5 0 0 313

7.1 15.4 5.3 1.8 3.6 1.3 2.5 4.6 0.0 0.0 10.8

2 5 3 5 9 1 4 2 0 0 145

7.1 19.2 15.8 2.9 6.6 0.3 1.4 1.9 0.0 0.0 5.0

0 1 1 2 4 5 4 1 0 0 116

0.0 3.8 5.3 1.2 2.9 1.3 1.4 0.9 0.0 0.0 4.0

4 0 1 7 6 11 15 2 0 0 195

14.3 0.0 5.3 4.1 4.4 2.9 5.3 1.9 0.0 0.0 6.7

0 0 0 7 2 0 1 5 0 0 39

0.0 0.0 0.0 4.1 1.5 0.0 0.4 4.6 0.0 0.0 1.3

0 0 0 6 0 1 1 0 1 0 28

0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.3 0.4 0.0 12.5 0.0 1.0

0 0 0 2 5 1 2 0 0 0 41

0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 1.4

0 0 1 39 1 7 10 8 0 2 214

0.0 0.0 5.3 22.9 0.7 1.9 3.5 7.4 0.0 15.4 7.4

0 0 0 2 0 10 6 10 0 0 126

0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 2.6 2.1 9.3 0.0 0.0 4.4

0 0 0 2 0 5 0 1 0 0 23

0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.8

1 0 0 1 1 3 6 1 0 0 36

3.6 0.0 0.0 0.6 0.7 0.8 2.1 0.9 0.0 0.0 1.2

0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 11

0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.4 1.9 0.0 0.0 0.4

0 0 0 0 0 6 5 2 0 0 18

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.8 1.9 0.0 0.0 0.6

0 0 0 0 10 69 5 1 0 0 88

0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 18.3 1.8 0.9 0.0 0.0 3.0

0 0 0 0 6 15 3 0 0 0 26

0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.9

2 3 2 20 21 125 53 9 0 1 293

7.1 11.5 10.5 11.8 15.3 33.1 18.7 8.3 0.0 7.7 10.1

4 5 4 9 22 29 16 6 0 0 147

14.3 19.2 21.1 5.3 16.1 7.7 5.6 5.6 0.0 0.0 5.1

0 3 0 8 9 16 10 12 1 0 98

0.0 11.5 0.0 4.7 6.6 4.2 3.5 11.1 12.5 0.0 3.4

13 5 6 56 36 68 135 41 6 10 936

46.4 19.2 31.6 32.9 26.3 18.0 47.5 38.0 75.0 76.9 32.4

28 26 19 170 137 378 284 108 8 13 2893

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

事務所向け
のサービス

個人向けの
サービス業

公共ｻｰﾋﾞｽ（学
校病院等）

映像・コンテン
ツ

映像・コンテン
ツ＆情報機器

国・県・市町
村の公務

ものづくり現場

販売

その他の対人
接遇

分類不能

調査研究

調査研究＆情
報機器

調査研究＆教
育・相談・指導

人身調査・調
整

（上段：実人員（人）、下段：縦方向の構成比（％））

人身調査・調整
＆教育・相談・指

導

教育・相談・指
導

旅客運送

情報関係

研究開発

研究開発＆調
査

運搬・保管

貨幣・証券取
扱

付表Ⅲ－４　直接部門系の仕事分類と産業②

事務企画管理
のみ

合計
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195 46 23 18 14 9 8 0 313

11.6 16.7 6.8 5.8 8.3 15.5 19.5 0.0 10.8

89 22 10 9 6 2 6 1 145

5.3 8.0 3.0 2.9 3.6 3.4 14.6 4.3 5.0

84 13 8 7 2 1 1 0 116

5.0 4.7 2.4 2.3 1.2 1.7 2.4 0.0 4.0

113 18 22 17 14 6 5 0 195

6.7 6.5 6.5 5.5 8.3 10.3 12.2 0.0 6.7

19 4 5 5 5 1 0 0 39

1.1 1.5 1.5 1.6 3.0 1.7 0.0 0.0 1.3

18 3 3 4 0 0 0 0 28

1.1 1.1 0.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

35 3 0 0 2 1 0 0 41

2.1 1.1 0.0 0.0 1.2 1.7 0.0 0.0 1.4

124 17 34 24 12 1 2 0 214

7.4 6.2 10.1 7.8 7.1 1.7 4.9 0.0 7.4

63 8 19 23 11 1 0 1 126

3.7 2.9 5.6 7.5 6.5 1.7 0.0 4.3 4.4

11 0 4 4 3 0 0 1 23

0.7 0.0 1.2 1.3 1.8 0.0 0.0 4.3 0.8

16 2 11 5 2 0 0 0 36

1.0 0.7 3.3 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2

4 0 2 4 0 1 0 0 11

0.2 0.0 0.6 1.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.4

4 2 4 2 5 0 1 0 18

0.2 0.7 1.2 0.6 3.0 0.0 2.4 0.0 0.6

62 10 6 3 1 5 1 0 88

3.7 3.6 1.8 1.0 0.6 8.6 2.4 0.0 3.0

13 0 4 5 2 2 0 0 26

0.8 0.0 1.2 1.6 1.2 3.4 0.0 0.0 0.9

158 36 30 38 14 6 6 5 293

9.4 13.1 8.9 12.3 8.3 10.3 14.6 21.7 10.1

104 13 12 10 0 4 2 2 147

6.2 4.7 3.6 3.2 0.0 6.9 4.9 8.7 5.1

63 12 13 7 1 1 0 1 98

3.7 4.4 3.8 2.3 0.6 1.7 0.0 4.3 3.4

506 66 128 123 75 17 9 12 936

30.1 24.0 37.9 39.9 44.4 29.3 22.0 52.2 32.4

1681 275 338 308 169 58 41 23 2893

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

付表Ⅲ－５　直接部門系の仕事分類と役職

合計

教育・相談・指導

その他の対人接
遇

分類不能

事務企画管理の
み

調査研究＆情報
機器

調査研究＆教
育・相談・指導

人身調査・調整

人身調査・調整＆
教育・相談・指導

情報関係

研究開発

研究開発＆調査

調査研究

貨幣・証券取扱

映像・コンテンツ

映像・コンテンツ
＆情報機器

旅客運送

役職計

ものづくり現場

販売

運搬・保管

（上段：実人員（人）、下段：縦方向の構成比（％））

一般社員ク
ラス

職長・班長
クラス

係長クラス 課長クラス 部長クラス
役員（部門管
理職兼務）

左記以外の
役員クラス

無回答
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206 4 9 3 86 5 313

18.7 0.9 4.7 3.4 8.6 7.4 10.8

65 7 0 4 65 4 145

5.9 1.6 0.0 4.6 6.5 5.9 5.0

61 12 1 1 38 3 116

5.5 2.7 0.5 1.1 3.8 4.4 4.0

86 31 1 7 69 1 195

7.8 7.1 0.5 8.0 6.9 1.5 6.7

11 5 10 3 9 1 39

1.0 1.1 5.2 3.4 0.9 1.5 1.3

13 4 6 2 3 0 28

1.2 0.9 3.1 2.3 0.3 0.0 1.0

30 1 0 0 9 1 41

2.7 0.2 0.0 0.0 0.9 1.5 1.4

98 47 19 4 41 5 214

8.9 10.7 9.8 4.6 4.1 7.4 7.4

7 9 94 2 14 0 126

0.6 2.1 48.7 2.3 1.4 0.0 4.4

1 3 15 0 4 0 23

0.1 0.7 7.8 0.0 0.4 0.0 0.8

8 9 9 4 6 0 36

0.7 2.1 4.7 4.6 0.6 0.0 1.2

3 5 0 1 2 0 11

0.3 1.1 0.0 1.1 0.2 0.0 0.4

3 2 5 0 8 0 18

0.3 0.5 2.6 0.0 0.8 0.0 0.6

30 2 0 0 53 3 88

2.7 0.5 0.0 0.0 5.3 4.4 3.0

10 1 0 1 14 0 26

0.9 0.2 0.0 1.1 1.4 0.0 0.9

65 22 9 9 180 8 293

5.9 5.0 4.7 10.3 17.9 11.8 10.1

76 2 0 0 64 5 147

6.9 0.5 0.0 0.0 6.4 7.4 5.1

43 6 1 1 42 5 98

3.9 1.4 0.5 1.1 4.2 7.4 3.4

288 266 14 45 296 27 936

26.1 60.7 7.3 51.7 29.5 39.7 32.4

1104 438 193 87 1003 68 2893

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（上段：実人員（人）、下段：縦方向の構成比（％））

現業部門
間接事務・
企画部門

研究開発部
門

経営企画部
門

そうした部門分
けはない

無回答 部門計

ものづくり現場

販売

運搬・保管

貨幣・証券取扱

映像・コンテンツ

映像・コンテンツ
＆情報機器

旅客運送

情報関係

研究開発

研究開発＆調査

調査研究

調査研究＆情報
機器

調査研究＆教
育・相談・指導

人身調査・調整

人身調査・調整＆
教育・相談・指導

教育・相談・指導

その他の対人接
遇

分類不能

事務企画管理の
み

合計

付表Ⅲ－６　直接部門系の仕事分類と配属部門
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＜解説＞ 「事務・企画・管理の仕事」と「直接部門系の仕事」との関係について

 「仕事の内容」分類は、「事務・企画・管理」と「直接部門系」との二つの軸から分類している。こ

れらは、各ケースに別々に適用されて分類される。一般の職業分類では、事務的職業や管理的職業と現

業的な職業とはどちらかに分類されるが、ここでは、事務的な仕事と現業的な仕事とはしばしば同じ人

により担われることが少なくないとの認識の下に、一応別の軸として取り扱うこととした。とりわけ今

回の調査の主要な対象の一つとした個人自営業主については、このことがよりあてはまるであろうと考

えた。（ただし、自営に関するこの当初の想定は、結果的にやや割り引いて考えるべきことが示唆され

た。） 

 この区分は、理解されればそれほどややこしいものではないが、従来の慣行にとらわれてややとまど

うことも予想されるため、この２軸の関係について簡単な解説を加えておきたい。両者の関係は次の図

のようになっている。例えば、事務だけを行っている人は図のＡに、事務も販売も行っている人は図の

Ｂに、事務や事業企画などの間接的な仕事は行わずに事業の現場での仕事のみに携わっている人は図の

Ｃに該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちなみに、正社員について、両者をクロスさせた結果をみると、次の表のような結果になっている。 

 事務・企画・管理の仕事で「普通事務のみ」の人は、直接部門系の仕事を同時に行う人の割合が相対

的に小さいといえ、一方、管理監督の仕事の人は、直接部門系の仕事を同時に行う人の割合が相対的に

大きいといえる。これは、直接部門の中で管理的な仕事をしている人が多いことが背景となっていると

考えられる。 

正社員の仕事の重複状況 
事務・企画・管

理の分類 

事務・企画・管

理のみの割合 

主な重複する直接部門系の仕事 

普通事務のみ 64.2％ 貨幣・証券取扱（9.9％）、情報関係（8.7％） 

事業企画 48.4％ 教育・相談・指導（9.1％）、ものづくり現場（6.8％） 

管理監督 37.2％ ものづくり現場（14.4％）、教育・相談・指導（12.7％） 

経営企画 42.9％ 教育・相談・指導（12.0％）、貨幣・証券取扱（7.6％） 
 

 

「事務・企画・管理」の仕事 

「直接部門系」の仕事 

Ａ事務・企画・管理の仕

事のみをしている人 

Ｂ両方の仕事をしている人 

Ｃ直接部門系の仕事の

みをしている人 
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分析基礎編 第２章 世帯類型 

２－１ 分析に用いる「世帯類型」の設定

 世帯類型、すなわち「働き方総合調査」では、三つの調査票に共通する設問として、配偶

者の有無と就学状況別の子どもの人数を尋ねている1。配偶者の有無、子どもの有無とその人

数、及び子どもの就学状況は、人々の行動や意識に大きな影響を及ぼすものと考えられる。

そこで、次のような組み合わせからなるカテゴリーを持つ世帯類型アイテムを設定し、分析

に用いることとする。その際子どもの人数については、２人以上をまとめてカテゴリーとし

た2。

                          就学前

                          小学生

                子ども１人     中学生

                          高校生

         子どもあり            学生

                          社会人

  配偶者あり 

                           （長子）   （末子）

                            就学前    就学前

                            小学生    小学生

                子ども２人以上     中学生    中学生

         子どもなし              高校生    高校生

                            学生     学生

                            社会人    社会人

  配偶者なし・・・・・（以下配偶者ありと同じ。）

 こうしてカテゴリーを設定したものの、次節で掲げる度数分布にみられるとおり、実際に

は該当する人が少ないものもあり、実際に分析を実施する場合においては適宜カテゴリーを

                                                 
1 就学前、小学生、中学生、高校生、それ以上学生、社会人の６カテゴリーごとに子どもの人数を回答してもら

った。なお、以下において「それ以上学生」を「学生」又は「大学生等」ということとする。 
2 子どもの人数が３人以上の人の割合をみると、正社員では 13.6％、非正社員では 15.9％、自営業主・家族従

業者では 18.4％おり、かなりのケースが得られている（ただし、ほとんどが子ども３人である。）ので独立さ

せることもできるが、あまりにカテゴリーが多くなることから、今回は２人以上をまとめて取り扱うにとどめ

た。 



合算するなどして使用することになる。

２－２ 「世帯類型」の度数分布

 上で設定した世帯類型アイテムの度数分布を雇用・就業形態別、男女別に主なカテゴリー

別にみると、次のような特徴を挙げることができる（図表Ⅲ－２－１）3。

①配偶者なしの人の割合をみると、正社員では男性が 26.5％にとどまっているのに対して女

性は 45.3％を占め、正社員については女性の方が配偶者なしの人の占めるウェイトがかな

り高くなっている。 
②一方、非正社員についてみると、男性では 50.8％が配偶者なしであるのに対して女性では

25.4％と、逆に男性の方が配偶者なしの占めるウェイトがかなり高くなっている。 
③個人自営業主については、雇用者でみられた男女間のこうした違いはあまり目立たない。

男性についてみると、専属請負型で 27.5％、不特定請負型で 26.0％とほぼ正社員と同様の

割合となっており、商店・店舗では 11.7％とほかよりは少なくなっている。一方、女性に

ついてみると、専属請負 15.6％、不特定請負 27.9％、商店・店舗 22.4％となっており、男

性に比べて雇用者の場合ほど大きな違いは見られていない。 

配偶者 子ども人数 長子 末子 計 パートタイマー 登録型派遣 専属請負 不特定請負 商店・店舗 専属請負 不特定請負 商店・店舗

26.5 50.8 64.4 70.2 27.5 26.0 11.7 39.1 36.8 35.5
なし 24.7 50.1 64.4 68.4 27.5 24.9 11.7 39.1 35.1 33.9

73.5 49.2 35.6 29.8 72.5 74.0 88.3 60.9 63.2 64.5
なし 10.8 8.1 6.8 7.0 18.1 11.6 3.9 4.3 5.3 6.5
あり 62.8 41.1 28.8 22.8 54.3 62.4 84.4 56.5 57.9 58.1

15.2 10.9 5.6 7.0 11.6 13.8 14.3 13.0 10.5 8.1
7.8 3.4 2.3 3.5 4.3 5.5 2.6 10.9 7.0 3.2
2.4 2.0 0.0 1.8 3.6 3.9 3.9 0.0 1.8 1.6

47.6 30.2 23.2 15.8 42.8 48.6 70.1 43.5 47.4 50.0
就学前 就学前 5.2 1.4 1.1 0.0 1.4 3.3 7.8 6.5 7.0 4.8
小学校 就学前 6.3 2.3 1.7 1.8 5.8 6.1 5.2 15.2 14.0 8.1
小学校 小学校 3.0 2.3 0.6 0.0 2.2 5.0 5.2 2.2 7.0 3.2
中学校 小学校 4.1 1.6 1.7 1.8 5.8 7.2 2.6 4.3 5.3 1.6

100
(1925)

100
(559)

100
(177)

100
(57)

100
(138)

100
(181)

100
(77)

100
(46)

100
(57)

100
(62)

45.3 25.4 17.9 47.5 15.6 27.0 22.4 11.6 12.4 8.7
なし 34.4 19.2 12.1 45.5 12.5 23.0 13.3 7.3 12.4 8.1

54.7 74.6 82.1 52.5 84.4 73.0 77.6 88.4 87.6 91.3
なし 8.9 7.0 6.3 12.6 9.1 12.1 7.1 8.5 6.7 9.4
あり 45.8 67.6 75.8 39.9 75.3 60.9 70.4 79.9 80.9 81.9

9.7 11.2 11.6 9.1 16.3 6.9 16.3 17.1 10.1 15.4
3.8 2.9 3.0 1.0 5.3 3.4 5.1 5.5 2.2 5.4
2.1 2.8 2.7 6.1 4.2 1.1 4.1 4.3 1.1 2.7

36.1 56.4 64.3 30.8 58.9 54.0 54.1 62.8 70.8 66.4
就学前 就学前 2.5 1.9 2.2 1.0 3.8 4.0 3.1 3.7 7.9 6.0
小学校 就学前 2.6 5.1 5.5 4.5 9.9 11.5 6.1 16.5 13.5 8.7
小学校 小学校 1.4 6.0 7.0 3.5 10.6 5.2 5.1 6.1 4.5 6.0
中学校 小学校 2.5 6.0 6.2 5.1 6.5 2.3 3.1 6.1 3.4 6.7

100
(925)

100
(2200)

100
(1564)

100
(198)

100
(263)

100
(174)

100
(98)

100
(164)

100
(89)

100
(149)

（注）　男女各計欄の（　）内は、実人数である。

非正社員 個人自営業主

男

性

なし
計

計

あり

計

計

計

女

性

なし
計

計

あり

計

計

計

１人

女　　性　　計

図表Ⅲ－２－１　世帯類型別分布の概要

計

就学前

小学生

（％）

２人以上

計

家族従業者世帯類型
正社員

２人以上

計

男　　性　　計

計

就学前１人

小学生

 
                                                 
3 以下のような構成上の特徴が、どこまで実態を反映したものといえるかどうかは慎重に考える必要がある。例

えば、今回の調査方法に起因する要因がないとはいえないであろうし、また、こうした比較が可能なサンプル

の大きさかどうかも考慮する必要がある。しかし一方、今回の調査の回答者の属性としてはおさえておかなけ

ればならないものであるとともに、一定程度実態を反映した部分もあることは間違いがないであろう。 
 （なお、世帯類型のすべてのカテゴリーの度数分布を付表に掲げたので参考にされたい。） 
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④正社員について、既婚で子どものいない人の割合をみると、男性が 10.8％、女性が 8.9％
とそれほどの大きな違いはみられない。 

⑤女性で配偶者のない人の割合について、非正社員の中のパートタイマーと登録型派遣とを

比べてみると、パートタイマーでは 17.9％となっているのに対して登録型派遣では 45.5％
となっている。 

 雇用者の中の雇用・就業形態の「選択」と配偶者の有無、子どもの有無とが密接に関連し

ていることが、このような分布をみることでも確認できる。一方、自営業主となるかどうか

は、そうした世帯類型ではなく別の要因によるところが大きいということができよう。

 

配偶者 子ども人数 長子 末子 計 パートタイマー登録型派遣 専属請負 不特定請負 商店・店舗 専属請負 不特定請負 商店・店舗

1 なし なし －－ －－ 24.7 50.1 64.4 68.4 27.5 24.9 11.7 39.1 35.1 33.9
2 なし －－ －－ 10.8 8.1 6.8 7.0 18.1 11.6 3.9 4.3 5.3 6.5
3 就学前 －－ 7.8 3.4 2.3 3.5 4.3 5.5 2.6 10.9 7.0 3.2
4 小学生 －－ 2.4 2.0 0.0 1.8 3.6 3.9 3.9 0.0 1.8 1.6
5 中学生 －－ 0.7 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 2.6 2.2 0.0 0.0
6 高校生 －－ 0.8 0.9 0.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 それ以上学生 －－ 1.4 0.9 1.1 0.0 1.4 1.7 3.9 0.0 1.8 3.2
8 社会人 －－ 2.0 2.9 1.1 1.8 1.4 2.8 1.3 0.0 0.0 0.0
9 就学前 就学前 5.2 1.4 1.1 0.0 1.4 3.3 7.8 6.5 7.0 4.8

10 就学前 6.3 2.3 1.7 1.8 5.8 6.1 5.2 15.2 14.0 8.1
11 小学生 3.0 2.3 0.6 0.0 2.2 5.0 5.2 2.2 7.0 3.2
12 就学前 0.3 0.2 0.0 1.8 2.2 0.6 2.6 4.3 1.8 0.0
13 小学生 4.1 1.6 1.7 1.8 5.8 7.2 2.6 4.3 5.3 1.6
14 中学生 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
15 就学前 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 小学生 2.0 0.7 0.6 0.0 0.7 4.4 3.9 0.0 3.5 4.8
17 中学生 2.5 1.6 1.7 1.8 2.9 3.3 1.3 2.2 1.8 1.6
18 高校生 0.8 0.4 0.6 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 1.6
19 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 小学生 0.6 0.2 0.0 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
21 中学生 0.9 0.4 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 3.2
22 高校生 3.0 2.1 1.1 0.0 2.9 2.2 2.6 0.0 1.8 1.6
23 それ以上学生 2.0 0.7 0.0 1.8 0.7 1.7 3.9 0.0 0.0 1.6
24 就学前 0.2 0.2 0.0 0.0 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
25 小学生 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0
26 中学生 0.4 0.5 0.0 0.0 0.7 2.2 3.9 2.2 1.8 3.2
27 高校生 2.4 1.6 1.1 0.0 1.4 2.2 5.2 0.0 0.0 3.2
28 それ以上学生 5.1 2.5 1.1 1.8 3.6 1.1 10.4 0.0 0.0 6.5
29 社会人 7.6 10.9 10.7 5.3 8.7 6.1 13.0 6.5 3.5 4.8
31 就学前 －－ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 小学生 －－ 0.1 0.2 0.0 1.8 0.0 0.6 0.0 0.0 1.8 1.6
33 中学生 －－ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 高校生 －－ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 それ以上学生 －－ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 社会人 －－ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 就学前 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
38 就学前 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 小学生 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 就学前 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 中学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 中学生 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 高校生 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 中学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 高校生 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 それ以上学生 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 中学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 高校生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 それ以上学生 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 社会人 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

家族従業者

付表Ⅲ－１　世帯類型別分布（全カテゴリー構成比、男性）
（％）

合計

正社員
非正社員 個人自営業主

なし

１人

２人以上

小学生

中学生

高校生

それ以上学生

社会人

世帯類型

あり

１人

２人以上

小学生

中学生

高校生

それ以上学生

社会人
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配偶者 子ども人数 長子 末子 計 パートタイマー 登録型派遣 専属請負 不特定請負 商店・店舗 専属請負 不特定請負 商店・店舗

1 なし なし －－ －－ 34.4 19.2 12.1 45.5 12.5 23.0 13.3 7.3 12.4 8.1
2 なし －－ －－ 8.9 7.0 6.3 12.6 9.1 12.1 7.1 8.5 6.7 9.4
3 就学前 －－ 3.8 2.9 3.0 1.0 5.3 3.4 5.1 5.5 2.2 5.4
4 小学生 －－ 2.1 2.8 2.7 6.1 4.2 1.1 4.1 4.3 1.1 2.7
5 中学生 －－ 0.3 0.9 0.9 0.0 0.4 0.6 0.0 1.2 1.1 1.3
6 高校生 －－ 1.0 1.1 1.3 0.5 1.9 0.6 3.1 1.2 1.1 0.0
7 それ以上学生 －－ 0.9 1.0 1.0 0.0 2.3 0.6 0.0 0.0 1.1 2.7
8 社会人 －－ 1.7 2.5 2.7 1.5 2.3 0.6 4.1 4.9 3.4 3.4
9 就学前 就学前 2.5 1.9 2.2 1.0 3.8 4.0 3.1 3.7 7.9 6.0

10 就学前 2.6 5.1 5.5 4.5 9.9 11.5 6.1 16.5 13.5 8.7
11 小学生 1.4 6.0 7.0 3.5 10.6 5.2 5.1 6.1 4.5 6.0
12 就学前 0.3 0.4 0.5 0.0 1.5 1.1 1.0 1.8 0.0 0.7
13 小学生 2.5 6.0 6.2 5.1 6.5 2.3 3.1 6.1 3.4 6.7
14 中学生 0.2 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 1.1 0.7
15 就学前 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 0.0
16 小学生 0.9 1.8 2.1 0.5 3.4 1.7 2.0 0.0 2.2 0.7
17 中学生 1.1 3.0 3.6 2.5 3.8 1.7 2.0 3.0 7.9 3.4
18 高校生 0.4 0.9 1.0 0.5 0.8 0.6 0.0 0.0 1.1 0.7
19 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
20 小学生 0.9 0.1 0.1 0.0 0.8 0.6 1.0 0.6 0.0 1.3
21 中学生 0.8 1.3 1.3 0.5 1.1 2.3 2.0 1.2 1.1 0.7
22 高校生 2.1 3.2 3.4 2.0 2.7 2.3 1.0 1.8 1.1 2.0
23 それ以上学生 1.0 1.5 2.0 0.0 1.1 4.0 1.0 2.4 1.1 0.7
24 就学前 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 小学生 0.4 0.3 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 1.8 0.0 0.7
26 中学生 0.9 0.9 1.0 0.5 0.4 0.0 2.0 1.2 0.0 1.3
27 高校生 1.9 2.4 2.8 1.0 1.9 1.1 5.1 0.6 2.2 2.0
28 それ以上学生 3.1 5.6 6.6 4.0 2.7 3.4 4.1 4.9 4.5 10.1
29 社会人 12.9 15.3 17.5 4.5 6.8 10.3 15.3 10.4 19.1 13.4
31 就学前 －－ 0.5 0.4 0.4 0.0 0.4 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0
32 小学生 －－ 1.0 0.9 0.6 1.0 0.0 1.1 1.0 0.6 0.0 0.0
33 中学生 －－ 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
34 高校生 －－ 0.5 0.2 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
35 それ以上学生 －－ 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 社会人 －－ 1.2 0.4 0.3 0.0 0.4 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0
37 就学前 就学前 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
38 就学前 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0
39 小学生 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
40 就学前 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 小学生 0.8 0.4 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
42 中学生 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 就学前 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 小学生 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 中学生 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 高校生 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 小学生 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 中学生 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 高校生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
51 それ以上学生 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 小学生 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 中学生 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
55 高校生 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 それ以上学生 0.3 0.1 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 社会人 2.8 1.5 1.8 0.0 0.8 0.6 2.0 0.6 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

付表Ⅲ－２　世帯類型別分布（全カテゴリー構成比、女性）

家族従業者世帯類型
正社員

非正社員 個人自営業主

（％）

合計

なし

１人

２人以上

小学生

中学生

高校生

それ以上学生

社会人

あり

１人

２人以上

小学生

中学生

高校生

それ以上学生

社会人

 

２－３ 年齢と世帯類型

 世帯類型と年齢とは密接な関連がある。そこで、上記の世帯類型と年齢（５歳きざみ）と

をクロスして集計してみた。ここでは、正社員、非正社員、個人自営業主等をすべて合算し

たものにより概観しておく。

 図表Ⅲ－２－２①及び②には、各年齢層における構成比を掲げ、10％を上回るところを強

調した。まず男性についてみれば、20～24 歳層ではほとんど（90.1％）が「配偶者なし」で

あり、25～29 歳層でも７割（69.9％）が「配偶者なし」、既婚でも 12.0％が「子どもなし」

であり、20 代では大部分が子どものいない人々である。30～34 歳層では、「配偶者なし」が 
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配偶者 子ども人数 長子 末子

1 なし なし －－ －－ 90.1 69.9 42.1 29.4 20.0 10.6 7.2 2.0
2 なし －－ －－ 4.9 12.0 16.6 11.5 10.8 7.2 7.2 7.7
3 就学前 －－ 3.7 8.8 18.9 10.0 4.7 3.3 0.0 0.2
4 小学生 －－ 0.0 0.5 0.9 4.6 5.2 4.2 2.0 1.5
5 中学生 －－ 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 1.7 1.8 0.2
6 高校生 －－ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 1.8 1.3
7 それ以上学生 －－ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 4.9 4.0
8 社会人 －－ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.1 10.6
9 就学前 就学前 1.2 7.5 9.4 10.5 2.6 0.8 0.0 0.2

10 就学前 0.0 0.9 9.4 15.6 13.0 4.2 0.0 0.2
11 小学生 0.0 0.0 0.9 9.2 9.4 2.5 0.5 0.4
12 就学前 0.0 0.0 0.5 0.8 2.1 0.0 0.3 0.2
13 小学生 0.0 0.0 0.2 5.1 11.3 10.6 1.8 0.7
14 中学生 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 1.7 0.3 0.2
15 就学前 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0
16 小学生 0.0 0.0 0.0 0.5 5.7 5.3 2.3 0.9
17 中学生 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 8.6 4.6 1.1
18 高校生 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.9 1.0 1.1
19 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
20 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 1.0 0.4
21 中学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.6 0.5 0.7
22 高校生 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 10.8 6.6 2.4
23 それ以上学生 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.9 7.2 3.1
24 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1
25 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.0 0.7
26 中学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.9 1.8 1.1
27 高校生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.3 9.0 2.9
28 それ以上学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 14.1 14.5
29 社会人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.3 16.1 37.7
30 なし 0.0 0.5 0.7 0.0 0.2 1.1 2.3 1.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
162 442 435 391 424 360 391 454

（％）
図表Ⅲ－２－２①　年齢階級と世帯類型（雇用・就業形態計、男性）

世帯類型
20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

あり

１人

２人以上

小学生

中学生

高校生

それ以上学生

社会人

子どもあり計
合計

（下段は、実数）

 

配偶者 子ども人数 長子 末子

1 なし なし －－ －－ 91.1 56.3 26.9 14.3 7.8 3.3 5.5 3.2
2 なし －－ －－ 2.4 13.8 15.0 9.1 6.4 3.3 6.4 4.9
3 就学前 －－ 2.4 10.5 9.4 4.7 1.2 0.4 0.0 0.0
4 小学生 －－ 0.3 1.3 4.9 8.0 3.6 1.0 0.4 0.0
5 中学生 －－ 0.0 0.0 0.0 0.8 2.6 2.9 0.2 0.0
6 高校生 －－ 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 2.7 1.8 0.6
7 それ以上学生 －－ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 3.3 1.8
8 社会人 －－ 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 1.4 4.9 10.6
9 就学前 就学前 1.7 7.3 9.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0

10 就学前 0.0 5.3 16.8 15.6 5.2 0.2 0.0 0.0
11 小学生 0.0 0.9 7.8 20.3 6.6 1.4 0.0 0.0
12 就学前 0.0 0.0 0.5 2.0 1.4 0.0 0.0 0.0
13 小学生 0.0 0.0 1.3 11.6 19.3 2.5 0.0 0.0
14 中学生 0.0 0.0 0.2 0.3 1.9 0.4 0.2 0.2
15 就学前 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.2 0.0 0.0
16 小学生 0.0 0.0 0.2 2.2 6.6 2.7 0.0 0.0
17 中学生 0.0 0.0 0.0 1.2 10.2 8.5 0.2 0.0
18 高校生 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 2.3 0.8 0.0
19 就学前 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
20 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.2 1.0 0.0
21 中学生 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 7.4 0.8 0.0
22 高校生 0.0 0.0 0.0 0.3 4.8 12.6 3.7 0.2
23 それ以上学生 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 6.0 4.5 1.0
24 就学前 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2
25 小学生 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.4 0.0 0.0
26 中学生 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.3 1.4 0.2
27 高校生 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 7.2 8.2 0.3
28 それ以上学生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 10.3 18.9 7.8
29 社会人 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 7.4 32.4 59.3
30 なし 0.3 2.6 4.3 3.5 4.1 4.7 4.5 7.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
162 442 435 391 424 360 391 454

図表Ⅲ－２－２②　年齢階級と世帯類型（雇用・就業形態計、女性）

世帯類型 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

（％）

50～54歳 55～59歳

高校生

それ以上学生

社会人

合計
（下段は、実数）

あり

１人

２人以上

子どもあり計

小学生

中学生
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42.1％、「配偶者ありで子どもなし」が 16.6％になり、子どもがいる人が４割を超え（41.4％）、

そのほとんどが就学前の幼児である。35～39 歳層では、子どもがいる人が６割程度（59.1％）

になり、子どもは就学前と小学生が多くを占める。40～44 歳層では、子どもがいる人が７割

程度（69.1％）にまでなり、子どもは就学前から中学生まで分布しているが、就学前の子ど

もだけである人の割合は小さくなる。45～49 歳層では、「配偶者なし」の人は１割程度

（10.6％）になり、子どもたちは高校生や中学生を中心に社会人になった者から就学前まで

広く分布している。50 歳では、子どもたちは社会人や（高校生以上の）学生（以下「大学生

等」という。）を中心に広く分布している。なお、40 代後半以降配偶者がいなくて子どもが

いる人が１％を上回っている。

 女性についてみると、配偶者を持つ人の割合の上昇具合などで男性に比べ年齢がやや若く

なっている中で、傾向としては男性の場合と同様の状況となっている。男性の配偶者は女性

であり、女性の配偶者は男性であるので、これは当然のことであろう。その中で、配偶者が

いなくて子どもがいる人の割合が各年齢層とも数％あり、男性よりも多くなっている。

 上では、子どもの就学状況をある段階の学校を中心に広く分布しているというように記述

した。ライフサイクル論では、何歳で結婚して、何歳で出産・・・・といたような「モデル」

を想定することがある。そうすることが有益であることもないわけではないが、ここではそ

うしたステレオタイプの議論をするものではない。もはや年齢は、不完全なものとしても世

帯類型の代理変数にはなり得ないということは周知のことであろう。さらにいえば年齢は、

①心理的成熟による意見の穏当化、②いわゆる「老後」に向けた準備の程度、といったこと

を示す変数として有効ではないかというのが、筆者の基本的な認識（＝仮説）である。

 



                                                 
1 具体的には、次のような設問をしている。 
１．仕事をする場所

 選択肢１ 会社や工場、事業所などへ出勤して仕事をする。

 選択肢２ 自宅の仕事専用の部屋や店舗、自宅外の自分で用意した仕事場で仕事をする。

 選択肢３ 自宅の居住用の部屋で仕事をする。

２．仕事をする時間や時間帯

 選択肢１ 会社の規則などであらかじめ決められている。

 選択肢２ 会社の規則などの範囲内で、自分でかなり決めることができる。

 選択肢３ 特に制限なく、自分で決めている。

３．仕事の中身

 選択肢１ 会社（上司）や取引先などから指示されたものを行わなければならない。

 選択肢２ いくつか提示されたものの中から選んで行うことができる。

 選択肢３ 提示された仕事をする、しないは、原則として自分で決めることができる。

４．仕事の進め方

 選択肢１ 会社などのマニュアルで決まっているか、その都度指示される仕方で行う。

 選択肢２ おおまかな枠の中で、自分の仕方で行うことができる。

 選択肢３ どのような方法でどのように仕事を行うかは、原則として自分で決めることができる。

５．仕事の報酬

 選択肢１ 月１回又はそれ以上、支払われる日が決められている。

 選択肢２ 仕事が完成する都度支払われる。

 選択肢３ あなたから請求をして、支払いを受ける。 
2 この「労働者性指標」については、既に JILPT 労働政策レポート Vol.5「多様な働き方とその政策課題につい

て」において発表している。 
3 もとより労働者性に関する法学的議論では、程度の大小が論じられるわけではなく、使用従属性や指揮命令下

の労働ということをキーとなるファクターとしつつ、関連する諸事情を総合的に判断した上で、労働者に該当

するかどうか甲乙が付けられるものである。したがって、これ以降の議論は、あくまで経済・経営的な視点か

らの議論であることは、留意されなければならない。 
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分析基礎編 第３章 「労働者性指標」 

３－１ 労働者性指標の設定

 「働き方総合調査」では、三つの調査票に共通する設問として、仕事をする場所や時間・

時間帯、内容、仕方の決め、報酬の支払われ方をやや類型化して各３つの選択肢を示して1、

あてはまるものをいくつでも重複回答していただいた。その回答から、今回分析に用いる「労

働者性指標」を設定した2。

 「労働者性」というときの「労働者」は、一般名詞ではなく一種の法律用語としての性格

を持っている。すなわち、労働法が適用される対象を画するものである。今回の「働き方総

合調査」では、労働法学の世界で議論されている「労働者性」の判断基準を踏まえつつ、ア

ンケート調査として可能な範囲で接近を試みた。各設問において３つの選択肢を用意したが、

２よりも１の方が、３よりも２の方が、「労働者性」の要素をより多く含むものとしている3。

 よく行われるように、各設問の結果をコード化により指標化し、それら５つの指標を何ら

かの方法により総合化することにより「労働者性指標」を設定することとした。指標化に当

たっては、①「労働者性指標」という以上、数値が大きくなるほど労働者性の「程度」が高

く表示されるようにすること、②各設問の回答が択一ではなく重複して回答できるものであ

ったこと、の２点に留意する必要があった。そこで、第１ステップである最初のコード化は
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次のようにすることとした。

 （基本的なコード） 選択肢１に該当 → ５

           選択肢２に該当 → ３

           選択肢３に該当 → １

 （重複回答の取扱） 該当する選択肢に上記コードを付した上で、平均をとる。

          例：選択肢１と２に該当 ・・（５＋３）／２ → ４

            選択肢３つともに該当・・（５＋３＋１）／３ → ３

 つぎに、仕事の場所や時間・時間帯、内容、仕方の決め、報酬の支払われ方の５つの個別

の指標（以下「要素別指標」という。）について、総合化する。総合化は、単純に幾何平均に

よることにした。総合化に当たっては、５つの要素別指標すべてを幾何平均したもの（５要

素による労働者性指標）といわゆる「使用従属性」の中核となる仕事の中身と方法の決定と

の２要素のみを幾何平均したもの（２要素による労働者性指標）との二つを計算することし

た。

 こうして各回答者について労働者性指標が計算され、それ自身の分析とともに他の分析の

際の要因としても活用することとした。

（因子分析による総合化の検討）

 複数の要素をより少数の要素に総合化するための方法として、因子分析（主成分分析）が

用いられることが多い。そこで、今回の要素別指標についても因子分析により成分抽出を行

ってみた（図表Ⅲ－３－１）。正社員、非正社員、個人自営業主等の三つの調査票を統合化し

たデータセットに対して因子分析を行ったところ、固有値が１を超える（＝独立した因子と

して扱うに足ることの判断の目安）因子は１つしか抽出されなかった。これは、視点を変え

れば、５つの指標とも共通した一つの因子を表現するものともいえ、その因子こそ労働者性

であるといってもよいであろう。さらに、正社員、非正社員、個人自営業主等別にそれぞれ

因子分析を行ってみたところ、非正社員については一つの因子しか抽出されなかったが、正

社員と個人自営業主等については二つの因子が抽出された。すなわち、正社員については、

仕事の内容と仕方の決めの２つについては別の因子に属するグループとして考えることがで

きそうな結果となった。後者は、それのみでは労働者性の指標というよりは個人自営業者性

の指標といってよく、興味深い結果であるが、ここでは労働者性の指標として前者の結果を

参考として、仕事の内容と仕方の決めの２つのみについて総合化することに一定に意味があ

ることが因子分析からも裏付けられたものと考えておく4。

 

                                                 
4 因子分析の結果得られた「因子得点」を指標として用いることも考えられるが、統合化したデータから１因子

しか抽出されなかったことからすべてのケースについて５要素による指標と２要素による指標とを得ることが

できなかったこと、さらに根源的には、因子得点を用いることにより直感的な理解ができにくくなることへの

懸念から、ある意味で単純な（幾何）平均による総合化を分析に用いることとした。 



１．すべての有効回答者データを結合したもの（ケース：7007）

成分行列(a)

成分

合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 1

1 2.790 55.794 55.794 2.790 55.794 55.794 0.790
2 0.791 15.817 71.612 0.850
3 0.627 12.541 84.153 0.745
4 0.504 10.080 94.233 0.648
5 0.288 5.767 100.000 0.685

因子抽出法: 主成分分析

２．正社員（ケース：2841）

成分行列(a)

合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 1 2

1 1.803 36.063 36.063 1.803 36.063 36.063 0.598 0.420
2 1.063 21.262 57.325 1.063 21.262 57.325 0.690 0.086
3 0.809 16.176 73.500 0.664 -0.398
4 0.701 14.023 87.523 0.624 -0.488
5 0.624 12.477 100.000 0.373 0.694

因子抽出法: 主成分分析

３．非正社員（ケース：2711）

成分行列(a)

成分

合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 1

1 1.902 38.036 38.036 1.902 38.036 38.036 0.658
2 0.979 19.590 57.626 0.716
3 0.813 16.257 73.882 0.611
4 0.715 14.293 88.176 0.570
5 0.591 11.824 100.000 0.508

因子抽出法: 主成分分析

４．個人自営業主等（ケース：1455）

成分行列(a)

合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 1 2

1 2.193 43.850 43.850 2.193 43.850 43.850 0.534 0.748
2 1.113 22.260 66.110 1.113 22.260 66.110 0.769 0.401
3 0.789 15.786 81.896 0.717 -0.306
4 0.484 9.684 91.581 0.718 -0.404
5 0.421 8.419 100.000 0.536 -0.370

因子抽出法: 主成分分析

労働者性（仕事の仕方）

労働者性（報酬）

説明された分散の合計

成分 初期の固有値 抽出後の負荷量平方和

 

説明された分散の合計

成分 初期の固有値 抽出後の負荷量平方和

説明された分散の合計

成分 初期の固有値 抽出後の負荷量平方和

初期の固有値 抽出後の負荷量平方和成分

説明された分散の合計

 

労働者性度（就業場所）

労働者性度（時間）

労働者性度（仕事の内容）

労働者性度（仕事の仕方）

労働者性度（報酬）

 

成分

労働者性度（就業場所）

労働者性度（時間）

労働者性度（仕事の内容）

労働者性度（仕事の仕方）

労働者性（就業場所）

労働者性（時間）

労働者性（仕事の内容）

労働者性度（報酬）

 

労働者性度（就業場所）

労働者性度（時間）

労働者性度（仕事の内容）

労働者性度（仕事の仕方）

労働者性度（報酬）

図表Ⅲ－３－１　五つの労働者性指標の因子分析結果

成分

 
３－２ 労働者性指標の計算結果

 上述のようにして労働者性指標を計算した結果をみると、次のように整理できる。

①正社員、非正社員、個人自営業主及び家族従業者の間で比較すると、５要素及び２要素に

よる労働者性指標どちらでみても、非正社員がもっとも高く、次いで正社員、家族従業者、

個人自営業主の順になっている。ほぼ常識的にも妥当する結果であろう5。 

                                                 
5 正社員よりも非正社員の方で指標が高くなっている。これは、今回考慮した要素に超過勤務や転勤といった視

点からの拘束性に係るものがなかったことによる面も考えられるが、一方、次の②で述べるように、指示され

た仕事を指示された方法で行うという労働者性の根幹の部分においては、雇用されている限りにおいて非正社

員の方が正社員よりも労働者性が高い（強い）ということができるのではないかと考えられる。 
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②正社員と非正社員との指標の差をみると、５要素によるものが 0.005 ポイントであるのに

対して、２要素による場合は 0.257 ポイントと大きくなっている。仕事の内容や仕方の決

めについて、非正社員の方がより従属性が強いといえる。 
③回答者ごとにみた労働者性指標の散らばりを示す標準偏差をみると、正社員や非正社員の

雇用グループよりも個人自営業主及び家族従業者の方が大きくなっている。これは後者に

あっては、平均的には雇用グループよりも労働者性が低いものの、中には前者並みの労働

者性指標の人も少なくないことを示唆している。（以上図表Ⅲ－３－２の１．） 
 

１．正社員、非正社員、個人自営業主等の比較

平均値 4.380 4.385 2.151 2.910 3.850 4.107 2.199 2.860
標準偏差 0.665 0.743 0.923 1.112 1.090 1.086 1.352 1.437
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.524 4.541 1.904 2.696 3.914 4.373 1.732 2.566
度数 2841 2711 912 543 2854 2750 940 560

２．正社員
（適用される労働時間制度別） （役職クラス別） （配属部門別）

平均値 4.426 3.885 平均値 4.476 4.008 平均値 4.482 4.029
標準偏差 0.623 1.062 標準偏差 0.606 1.022 標準偏差 0.618 1.047
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.531 3.920 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.544 3.953 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.551 3.971
度数 2205 2213 度数 1657 1664 度数 1095 1097
平均値 4.567 4.201 平均値 4.411 3.881 平均値 4.410 3.846
標準偏差 0.635 1.070 標準偏差 0.639 1.056 標準偏差 0.602 1.044
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.803 4.546 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.533 3.924 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.522 3.908
度数 219 220 度数 270 272 度数 437 437
平均値 4.131 3.661 平均値 4.439 3.934 平均値 4.145 3.531
標準偏差 0.659 1.028 標準偏差 0.576 1.007 標準偏差 0.679 1.077
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.182 3.831 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.524 3.920 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.343 3.770
度数 160 160 度数 335 336 度数 191 191
平均値 3.928 3.346 平均値 4.263 3.634 平均値 4.085 3.352
標準偏差 0.891 1.291 標準偏差 0.665 1.057 標準偏差 0.787 1.197
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.125 3.705 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.448 3.816 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.357 3.609
度数 82 84 度数 305 305 度数 87 87
平均値 3.996 3.743 平均値 3.900 3.035 平均値 4.338 3.780
標準偏差 1.013 1.129 標準偏差 0.737 1.123 標準偏差 0.694 1.098
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.303 3.873 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.080 3.135 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.516 3.893
度数 15 15 度数 165 166 度数 977 985
平均値 3.863 3.185 平均値 3.762 3.003
標準偏差 0.815 1.178 標準偏差 0.942 1.351
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.019 3.426 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 3.981 3.041
度数 103 104 度数 58 58

３．非正社員の雇用・就業形態別 ４．個人自営業主等
（業態別） （フランチャイジーの個人自営業主）

平均値 4.373 4.105 平均値 2.388 2.758 平均値 2.679 2.286
標準偏差 0.723 1.091 標準偏差 0.985 1.466 標準偏差 0.918 1.289
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.532 4.390 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 2.160 2.359 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 2.460 1.900
度数 1699 1725 度数 384 396 度数 27 29
平均値 4.351 4.041 平均値 1.873 1.797 平均値 1.999 1.517
標準偏差 0.811 1.126 標準偏差 0.750 1.066 標準偏差 0.805 0.853
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.546 4.099 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 1.687 1.407 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 1.757 1.254
度数 544 551 度数 342 349 度数 117 122
平均値 4.522 4.264 平均値 2.138 1.683
標準偏差 0.670 0.958 標準偏差 0.888 1.012
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.683 4.550 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 1.910 1.341
度数 257 261 度数 151 158
平均値 4.678 4.455 平均値 2.857 3.140
標準偏差 0.457 0.728 標準偏差 1.169 1.465
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.824 4.626 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 2.616 3.482
度数 79 79 度数 198 205
平均値 4.264 4.024 平均値 3.153 3.125
標準偏差 0.959 1.095 標準偏差 1.171 1.441
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 4.552 4.000 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 3.113 3.122
度数 59 59 度数 136 139

平均値 2.796 2.368
標準偏差 0.972 1.254
ｸﾞﾙｰﾌﾟ中央値 2.696 1.911
度数 191 198
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図表Ⅲ－３－２　労働者性指標の試算結果
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④正社員の中でいろいろなグループ別に平均をみると、まず、適用されている労働時間制度

別には、変形労働時間制（５要素による指標で 4.567）がもっとも高く、次いで一般的の所

定労働時間制（同 4.426）、フレックスタイム制（同 4.131）、事業場外等のみなし労働時間

制（同 3.996）、裁量労働制（同 3.928）と続き、もっとも低いのが時間管理の緩やかな管

理職等（同 3.863）となっている6。 
⑤正社員の役職クラス別にみると、役職クラスが高くなるほど労働者性指標はほぼ低くなっ

ている。また、その低下の程度は、５要素による指標でみて、一般社員クラスから係長ク

ラスまでは下二桁の幅での緩やか低下であるのに対して、係長から課長へ、課長から部長

へ、さらに役員へとクラスが高くなると下一桁の幅で指標が低下している。この低下幅は、

２要素による指標ではさらに大きくなる。 
⑥正社員の配属部門別にみると、現業部門（５要素による指標で 4.482）がもっとも高く、

次いでやや下がって間接事務・企画部門（同 4.410）が続いた後、研究開発部門（同 4.145）
がやや大きく低下し、最後に経営企画部門（同 4.085）がそれよりもやや下がってもっとも

低くなっている。（以上図表Ⅲ－３－２の２．） 
⑦非正社員について雇用・就業形態別にみると、常用型派遣（同 4.678）及び登録型派遣（同

4.522）の派遣社員がもっとも高いグループを形成し、次いでパートタイマー（同 4.373）
と契約社員（同 4.351）が 4.3 ポイント台半ばのグループを形成し、最後に業務請負会社社

員（同 4.264）が続いている。（図表Ⅲ－３－２の３．） 
⑧個人自営業主について業態別にみると、専属請負（同 2.388）がこの中ではもっとも高く、

次いで商店・店舗（同 2.138）、不特定請負（同 1.873）と続いている。その中で、正社員、

非正社員を含めて他のカテゴリーではいずれも、５要素よる指標に比べて２要素による指

標の方が低くなるのに対して、専属請負だけは、逆の２要素による指標（2.758）の方がか

なり高くなっているのが特徴的である。 
⑨家族従業者について業態別にみると、個人自営業主の場合とはかなり違った結果となって

いる。すなわち５要素による指標でみると、不特定請負（3.153）がもっとも高くなってお

り、次いで専属請負（2.857）、商店・店舗（2.796）となっている。ところが一方、２要素

による指標では、専属請負（3.140）がもっとも高くなり、次いで不特定請負（3.125）、商

店・店舗（2.368）となっている。家族従業者には、一方には自営業主と同様の働き方をす

る人もいれば、他方には雇用者と類似した働き方をする人々もいるものと考えられる。こ

のことは、家族従業者の労働者性指標の標準偏差がほとんど１を超える高い値を示してい

ることでも示唆されている。 
⑩商店・店舗はおしなべて労働者指標が低いが、その中でフランチャイジーの個人自営業主

をとってみれば、専属請負の場合程度の値になっている。（以上図表Ⅲ－３－２の４．） 
                                                 
6 このうち事業場外等のみなし労働時間制については、ケースの数が特に少ないので、結果をみるに当たっては

注意を要する。 



分析基礎編 第４章 「経済的従属指標」 

４－１ 「経済的従属指標」の設定

 この章では、働く人々が労務を提供する場合に提供する相手方（雇用者の場合は雇用主（＝

使用者）、業務請負の場合は発注元）に対する経済的な従属性に関する指標について検討する。

 経済的な従属性とは、もっとも一般的に考えれば、働く人々が労務提供の対価として得ら

れる収入について、自己の生計を維持していくために感じる必要度に応じてその程度を計る

ことができるといえる。「働き方総合調査」では、すべての回答者を通じてそうした調査項目

は設定しなかったが1、非正社員に対して「自己の収入の重要度」を尋ねている2。

 そこで、非正社員について、「自己の収入の重要度」を左辺変数として、これと関連の深い

と思われる項目を適宜右辺変数として回帰式を推定し、そこで得られた回帰係数を正社員や

個人自営業主にも適用することにより、「経済的従属指標」とでもいうべきものを試算するこ

ととした。

（ステップ１－非正社員の自己収入重要度に関する回帰式の推定） 
 まず、非正社員について、「自己の収入の重要度」を左辺変数とした回帰式を推定した。右

辺の変数としては、

①年収関係の項目として「年収額（階級値）」や「自己の年収の世帯全体の収入に占める割合」

（自己年収の割合）のほか、前者を後者で割り戻して求めた擬似的な「世帯全体の年収額」 
②保有する資産関係の項目として「世帯の貯蓄の年収比」（貯蓄の年収比）のほか、「貯蓄の

うち株式の占める割合」 
③子どもの数として、「１人」及び「２人以上」（ダミー変数）

④子どもの就学状況として、「就学前有無」、「小学生有無」、「中学生有無」、「高校生有無」及

び「それ以上学生有無」（いずれも「あり」＝１、「なし」＝０のダミー変数） 
の諸変数とともに「年齢」を投入して回帰式を推定した3。その結果、統計的に有意でない変

数は除外し、有意であると考えてもよいと思われた変数だけを残し、改めて回帰式を推定し

た。その結果が、図表Ⅲ－４－１である。この式で得られた係数を基に「経済的従属指標」

を試算することとなる。指標化のウェイトとして使用するにしては決定係数が 0.292 と低い

面もあるが、指標の絶対水準ではなく相対比較を目的とする限りでは十分使用可能なものと 

                                                 
1 例えば正社員でかつ家計の唯一の稼得者である人に対して、「あなたの収入は家計にとってどれくらい重要で

すか」と尋ねるような設問をすることには、躊躇するものがあった。（それだけをとってみれば、その回答自体

は貴重なものとなるとは思われるものの、そのような設問に回答してくれる人のみの調査になるとすれば、調

査全体にとってはマイナスになるものと考えた。） 
2 調査票の設問文は、「家計にとってあなたの収入はどのくらい重要ですか。」であり、選択肢は、「１．なけれ

ば困る、２．なければ余裕がなくなる、３．なくてもなんとかなる、４．なくても困らない」である。 
3 世帯類型に関する項目を同時に投入しているので、この場合「年齢」（20～59 歳）は老後に対する備えの指標

であるというのが、筆者の基本的な考えである。したがって、年齢が高まるほど必要貯蓄額が増大するので、

この式では係数はプラスとなる想定であった。なお、今回は「性別」は敢えて用いなかった。 
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(定数) 1.256 0.063 0.000

自己年収の割合 0.160 0.007 0.465 0.000

貯蓄の年収比 -0.007 0.001 -0.180 0.000

年齢 0.008 0.002 0.128 0.000

子ども２人以上 0.099 0.036 0.073 0.006

就学前有無 0.241 0.043 0.119 0.000

小学生有無 0.123 0.035 0.080 0.001

中学生有無 0.067 0.039 0.036 0.084

高校生有無 0.162 0.038 0.087 0.000

それ以上学生有無 0.083 0.039 0.045 0.032

2008

0.292

93.002

0.000

　　　　「なくても困らない」＝１、　「なくてもなんとかなる／余裕がなくなる」＝２、

　　　　「なければ困る」＝３

F値

有意確率

図表Ⅲ－４－１　自己収入の重要度の要因

（注）自己収入の重要度のカテゴリー：

有意確率

左辺変数: 自己収入の重要度

使用ケース数

自由度調整済みＲ2

右辺変数
非標準化係

数
標準誤差 標準化係数

 

なっていると考えられる。

 これを基に「経済的従属指標」を試算すると4、次のようになった。 
・正社員    1.600
・非正社員   1.034
・個人自営業主 1.254
・家族従業者  1.094 

（ステップ２－個人自営業主の発注元数調整） 
 上述のように経済的従属性の指標化が何とかできる見通しがついたが、一方で、ステップ

１で求めた指標は、労務提供の対価として得られる収入の重要度ではあるが、必ずしも従属

性を表すものでない面を持っている。とくに、個人自営業主については、取引先が複数存在

する場合には、一つの取引先が消失したとしてもそれが直ちに家計の維持を困難にすること

はなく、その意味で当該取引先に経済的に従属しているとはいえないと考えられる。その分

「経済的従属指標」は低くなることが求められる。そこで、非常に便宜的な方法であるが、

個人自営業主について次のような調整を行った。

①いわゆる専属請負型個人自営業主については、発注者の数が分かるので、先に求めた指標

をその発注者の数の平方根で割る。（「＜解説＞参照） 
②不特定請負型個人自営業主及び商店・店舗については、√５により割る5。ただし、フラン

                                                 
4 回答者ごとに、該当する変数に上記の係数（非標準化係数を使用）を乗じることで経済的従属指標を計算し、

これをグループ別に単純平均することにより求めたものである。 
5 専属請負型において、発注者数が５を超えると分布カーブが極端に緩やかになるところから「５」を採用した。 
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チャイジーについては、√１（＝１）で割る、すなわち元のままの数値とした。

 以上の調整の結果、個人自営業主の「経済的従属指標」は、先の 1.254 から調整後は 0.732
に低下する。なお、家族従業者については、これらの処理はせず元のままの数値とした。

 
＜解説＞個人自営業主について、発注者数の平方根で割ることとした理由

 政策論的に「経済的従属性」を考える場合には、１社からの受注が全受注額

の例えば 80％以上を恒常的に占めている場合に当該発注者に対して従属性があ

るとする、といった定義がなされることになろう。しかし今回「経済的従属指

標」を算定するに当たっては、「働き方総合調査」ではそうした情報はないので

各発注者に均等に依存しているものと考え、総体としての従属指標（ステップ

１段階の指標）は各発注者に対する従属指標によりベクトル的に構成されてい

ると考えることとした。

 このことを、発注者が２つの場合について図示すれば、総体としての従属指

標がベクトルＡで表されるとき、各発注者に対する従属度は発注者数、すなわ

ち２の平方根でＡを除して求められることが理解される。

             

 
Ａ／√２   Ａ 

        45 度

        Ａ／√２

 さらに、発注者が３つの場合について考えれば、上記のように直行座標によ

り同様にするとすれば、各発注者に対する従属度はＡを（√３）で割ることで

表される。同様に、発注者数調整後の指標をＡ／（√（発注者数））により試算

することとした。 

４－２ 「経済的従属指標」の試算結果

 上述のところにより「経済的従属指標」を試算した結果、図表Ⅲ－４－２のとおりとなっ

た。これから、次のようなことが指摘できる6。

①「従業上の地位」別に総計でみると、正社員が 1.600 ともっとも高く、次いで家族従業者

                                                 
6 これらの特徴は、今回試算した「経済的従属指標」からいえるという側面と同時に、この指標が一般の常識と

ある程度マッチし、一応「使える指標」であることを示すという側面がある。 



１．総括表

平均値 1.600 1.034 0.733 1.094

標準偏差 0.533 0.522 0.460 0.561

度数 2599 2419 808 503

２．働き方別

平均値 標準偏差 度数

正社員＊＊＊

（役職別）

一般社員クラス 1.449 0.556 1480

職長・班長クラス 1.659 0.483 252

係長クラス 1.854 0.379 318

課長クラス 1.904 0.345 288

部長クラス 1.893 0.340 156

（勤務部門別）

現業部門 1.646 0.520 1013

間接事務・企画部門 1.600 0.534 397

研究開発部門 1.770 0.444 186

経営企画部門 1.739 0.518 83

そうした部門分けない 1.499 0.550 877

非正社員＊＊＊

パートタイマー 0.923 0.450 1517

契約社員 1.282 0.576 495

登録型派遣社員 1.098 0.545 217

常用型派遣社員 1.241 0.590 71

業務請負会社社員 1.349 0.617 54

個人自営業主＊＊＊

専属請負型 0.863 0.546 338

不特定請負型 0.600 0.280 330

商店・店舗（フランチャイジー以外） 0.585 0.292 115

フランチャイジー 1.407 0.639 25

３．専属請負型個人自営業主の発注者数別

平均値 標準偏差 度数

１つ 1.073 0.580 181

２つ 0.843 0.480 36

３つ 0.751 0.334 40

４つ 0.635 0.267 23

５つ 0.582 0.266 18

図表Ⅲ－４－２　経済的従属指標の試算結果

正社員 非正社員
個人自営業

主
家族従業者

 

（1.094）や非正社員（1.034）が続き、個人自営業主が 0.733 でもっとも低くなっている。 
②正社員について役職別にみると、一般社員クラスの 1.449 から課長クラスの 1.904 まで役

職クラスが上がるほど指標が高くなり、部長クラスは 1.893 と課長クラスに比べやや低い

もののほぼ横ばいとなっている7。一方、指標の標準偏差は役職が低いほど高いことは注目

                                                 
7 良し悪しあるいは好悪の問題はさておき、この傾向は役職が高くなるほど「世帯主」として自己収入が家計に

占める割合の高い人が増えていくことが大きな背景となっているといえよう。 
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しておかなければならない。後述のように、一般社員クラスでも課長並みの経済的従属度

にある人も少なくないことである。 
③正社員について勤務部門別にみると、研究開発部門が 1.770 でもっとも高くなっており、

次いで経営企画部門（1.739）、現業部門（1.646）、間接部門・企画部門（1.600）の順にな

っている8。なお標準偏差は、研究開発部門が他の部門に比べ際立って低くなっている。 
④非正社員について雇用・就業形態別にみると、業務請負会社社員が 1.349 でもっとも高く

なっており、次いで契約社員（1.282）や常用型派遣社員（1.241）が来た後、登録型派遣

社員（1.098）が来て、パートタイマー（0.923）がもっとも低くなっている9。 
⑤個人自営業主について業態別にみると、専属請負型が 0.863 でもっとも高く、次いで不特

定請負型（0.600）と商店・店舗（フランチャイジー以外）（0.585）とがほぼ同程度のグル

ープを形成している。なお、フランチャイジーの商店・店舗は 1.407 とかなり高い数値に

なっている。 
⑥専属請負型個人自営業主について発注者数別にみると、１つ（純粋専属請負型）が 1.073
となっている。 

４－３ 「経済的従属指標」の分布の比較

 平均でみた経済的従属指標が、正社員がもっとも高く、個人自営業主がもっとも低くなっ

ているのはある意味で当然のことである。働き方の多様化の問題は、そうした従来からの区

分では問題の整理ができなくなってきたところにある。その一端を指標の分布をみることで

浮かび上がらせることができる。この問題に関する考察は、第Ⅱ部（論点分析編）で行って

いるが、ここでは経済的従属指標の分布に関するデータの提示だけをしておきたい。

 ４－３－１ 従業上の地位別にみた比較

 従業上の地位別に指標の分布（0.2 ずつに区分した構成比）をみると、次のように整理で

きる（図表Ⅲ－４－３）10。

①正社員についてみると、「1.4 以上 1.6 未満」までのなだらかな丘陵状の分布とそれ以降の

「1.8 以上 2.0 未満」（19.3％）及び「2.0 以上 2.2 未満」（18.7％）を頂点とする急峻な山

といった分布がみられる。 
②非正社員についてみれば、「0.6 以上 0.8 未満」から「0.8 以上 1.0 未満」を頂点（いずれ

も 21.9％）とする急峻な山がみられ、また、「1.4 以上 16 未満」以降に「1.8 以上 2.0 未満」

（8.7％）を頂点とする低い単独峰の分布がみられる。 
                                                 
8 「そうした部門分けない」が際立って低くなっているが、例えばこのカテゴリーには一般社員クラス（64.9％）

や女性（46.7％）が多いことなどが背景となっているものと考えられる。 
9 これは、フル就業型のものが相対的に高いグループを、部分的・パート的就業型のものが相対的に低いグルー

プを形成しているものと考えることができる。
10 以下の図表のデータは、章末に一括して掲示してあるので参考にされたい。 
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図表Ⅲ－４－３　経済的従属指標分布（従業上の地位別）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0～ 0.2～ 0.4～ 0.6～ 0.8～ 1.0～ 1.2～ 1.4～ 1.6～ 1.8～ 2.0～ 2.2～ 2.4～

構成比（％）

正社員 非正社員 個人自営業主 家族従業者
 

③個人自営業主についてみれば、1.2 未満の低い方において「0.2 以上 0.4 未満」（19.9％）

から「0.8 以上 1.0 未満」（23.3％）までを稜線とする高原状の分布がみられた後、1.2 以上

では１・２％程度で推移している。 
④家族従業者についてみれば、非正社員とほぼ同様の分布になっている。

 以上を総監すれば、正社員は指標の高い方に分布の高い山があるのに対して、他の従業上

の地位では指標の低い方に分布の山がある中で、正社員において高い山のあるレベルにも他

の従業上の地位でも少なからず分布がみられるということである。

 ４－３－２ 正社員の役職別にみた比較

 正社員の役職別に指標の分布をみると、次のように整理できる（図表Ⅲ－４－４）。 
①一般社員クラスと係長クラス以上とでは、分布の形状がやや異なっている。すなわち、

係長クラス以上の各役職クラスにおいては、レベルは別にして「1.8 以上 2.0 未満」（係長

クラス）及び「2.0 以上 2.2 未満」（課長及び部長クラス）にある頂点に向かってなだらか

な稜線を描く分布を示しているのに対して、一般社員クラスでは丘陵状の分布を示し、「1.0
以上 1.2 未満」（10.1％）で低いピークを示した後いったん低下し、次いで再び上昇して「1.8
以上 2.0 未満」（17.1％）で第二のピークを示している。 

②職長・班長クラスは、上記①でみた一般社員クラスと係長クラス以上とのほぼ中間的な分

布を描いている。第一のピークは「1.2 以上 1.4 未満」（10.7％）、第二のピークは「2.0 以

上 2.2 未満」（21.8％）である。 
③係長クラスは、「1.8 以上 2.0 未満」（23.3％）のピークに向かってなだらかに上昇し、その

後壺型（右半分）の分布を示して低下している。 
④課長クラスと部長クラスとはほぼ同様の分布となっており、「2.0 以上 2.2 未満」（それぞ

れ 31.8％、34.0％）を槍ヶ岳的な頂点とする分布を示している。 
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図表Ⅲ－４－４　経済的従属指標分布（正社員役職別）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0～ 0.2～ 0.4～ 0.6～ 0.8～ 1.0～ 1.2～ 1.4～ 1.6～ 1.8～ 2.0～ 2.2～ 2.4～

構成比（％）

一般社員クラス 職長・班長クラス 係長クラス 課長クラス 部長クラス
 

 ４－３－３ 非正社員の雇用・就業形態別にみた比較

 非正社員の雇用・就業形態別にみると（図表Ⅲ－４－５）、レベルの違いなどはあるものの

いずれも総じて、0.6 以上 1.0 未満あたりと「1.8 以上 2.0 未満」あたりとの二つの峰（ピー

ク）を持つ分布をしている。そのうち指標レベルが小さい方における峰の高さが指標レベル 

図表Ⅲ－４－５　経済的従属指標分布（非正社員雇用・就業形態別）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0～ 0.2～ 0.4～ 0.6～ 0.8～ 1.0～ 1.2～ 1.4～ 1.6～ 1.8～ 2.0～ 2.2～ 2.4～

構成比（％）

パートタイマー 契約社員 登録型派遣社員 常用型派遣社員 業務請負会社社員
 

－ 182 －



の大きい方におけるそれを大きく上回っているのがパートタイマーであり。一方、逆に指標

レベルの大きい方の峰が小さい方をかなり上回っているのが業務請負会社社員である。その

ほかの形態、つまり契約社員や登録型・常用型の派遣社員では、峰の高さとしてはほぼ同程

度となっている。

 分布をみれば、非正社員でおいても、正社員の場合に多くの分布がみられた経済的従属度

と同様の状態にある人々が少なからず存在するということであり、そのことは程度の差はあ

れパートタイマーについても当てはまる。

 ４－３－４ 個人自営業主の業態別にみた比較

 個人自営業主の業態別については（図表Ⅲ－４－６）、ここでの経済的従属指標の計算方法

そのものからして不特定請負型個人自営業主や商店・店舗では従属指標レベルの低い方に分

布が偏るのはある意味で当然のことである11。そこで、専属請負型のうちでも発注者が一つ

である純粋専属請負型についてみると、0.4 以上 1.2 未満の範囲に多く分布し、「0.6 以上 0.8
未満」（25.7％）及び「0.8 以上 1.0 未満」（26.3％）で平らな山頂を持つ頂を示している。そ

の後、1.6 以降緩やかであるが再び徐々に上昇し、「2.0 以上 2.2 未満」（8.4％）で小高いピ

ークを形成している。この形状は、先のパートタイマーのものとよく似ているが、パートタ

イマーに比べて純粋専属請負型個人自営業主の方が指標レベルの高い方での分布がやや多く 

図表Ⅲ－４－６　経済的従属指標分布（個人自営業主業態別）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0～ 0.2～ 0.4～ 0.6～ 0.8～ 1.0～ 1.2～ 1.4～ 1.6～ 1.8～ 2.0～ 2.2～ 2.4～

構成比（％）

専属請負型 （純粋専属請負型） 不特定請負型 商店・店舗（フランチャイジー以外） フランチャイジー
 

                                                 
11 上記４－１の計算方法においては、論理的な最大値が 2.847 である指標を、不特定請負型（フランチャイジ

ーを除く。）や商店・店舗については√５で割ることになるので、論理的に 1.4 以上、実際上は 1.2 以上に分布

がないことになる。 
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なっている。

 またケース数が少ないので今回だけの結果では一般化は困難であるが、それを前提にフラ

ンチャイジーについてみれば、ふた峰型の分布を示している。まず「0.6 以上 0.8 未満」

（20.0％）において一つ目の峰を形成し、「0.8 以上 1.0 未満」（16.0％）でもかなりの分布を

示した後、いったん低くなった後、1.8 以降かなり急峻な上昇を見せて「2.0 以上 2.2 未満」

（24.0％）で二つ目の槍ヶ岳的なピークを成している。この形状は、総じてみれば先の業務

請負会社社員のものとよく似ているが、業務請負会社社員に比べてフランチャイジーでは、

指標レベルの高い方において分布が右に移動したようなものとなっている。

 このように分布をみれば、非正社員においてと同様専属請負型やフランチャイジー型の個

人自営業主においても、正社員の場合に多くの分布がみられた経済的従属度と同様の状態に

ある人々が少なからず存在するといえる。
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＜図表のバックデータ＞ 

（図表Ⅲ－４－３）
～0.2未満 0.2～0.4未満 0.4～0.6未満 0.6～0.8未満 0.8～1.0未満 1.0～1.2未満 1.2～1.4未満

正社員 0.3 2.0 3.0 4.9 6.4 8.3 7.5

非正社員 1.1 4.8 10.7 21.9 21.9 11.7 4.8

個人自営業主 6.0 19.9 16.5 17.0 23.3 7.6 1.7

家族従業者 1.0 4.0 10.8 21.4 20.0 10.8 6.8

1.4～1.6未満 1.6～1.8未満 1.8～2.0未満 2.0～2.2未満 2.2～2.4未満 2.4～2.6未満

正社員 6.8 14.2 19.3 18.7 8.0 0.5

非正社員 3.3 5.0 8.7 4.4 1.5 0.3

個人自営業主 1.2 1.2 1.6 2.6 1.1 0.1

家族従業者 3.4 5.4 5.6 6.2 4.0 0.6

（図表Ⅲ－４－４）
～0.2未満 0.2～0.4未満 0.4～0.6未満 0.6～0.8未満 0.8～1.0未満 1.0～1.2未満 1.2～1.4未満

一般社員クラス 0.5 3.3 4.7 7.6 8.7 10.1 8.7

職長・班長クラス 0.0 0.8 2.8 2.0 4.8 10.3 10.7

係長クラス 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 5.0 3.8

課長クラス 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 3.1 5.2

部長クラス 0.0 0.0 0.0 1.3 3.2 1.9 2.6

1.4～1.6未満 1.6～1.8未満 1.8～2.0未満 2.0～2.2未満 2.2～2.4未満 2.4～2.6未満

一般社員クラス 5.8 16.1 17.1 13.1 4.2 0.2

職長・班長クラス 6.3 11.9 19.4 21.8 8.7 0.4

係長クラス 9.1 16.1 23.3 21.5 16.7 1.3

課長クラス 9.4 7.7 23.1 31.8 15.7 1.7

部長クラス 7.1 11.5 25.0 34.0 12.8 0.6

（図表Ⅲ－４－５）
～0.2未満 0.2～0.4未満 0.4～0.6未満 0.6～0.8未満 0.8～1.0未満 1.0～1.2未満 1.2～1.4未満

パートタイマー 1.3 5.2 11.2 26.6 25.8 12.4 4.2

契約社員 1.0 4.3 8.5 9.9 14.4 11.4 5.9

登録型派遣社員 0.5 3.3 13.5 18.6 20.0 9.3 5.1

常用型派遣社員 0.0 2.9 11.4 15.7 8.6 10.0 8.6

業務請負会社社員 0.0 3.8 3.8 13.2 11.3 11.3 7.5

1.4～1.6未満 1.6～1.8未満 1.8～2.0未満 2.0～2.2未満 2.2～2.4未満 2.4～2.6未満

パートタイマー 2.3 2.5 4.5 2.8 0.9 0.3

契約社員 6.7 11.0 14.8 9.1 2.6 0.4

登録型派遣社員 0.9 6.0 19.5 2.8 0.5 0.0

常用型派遣社員 10.0 8.6 12.9 10.0 1.4 0.0

業務請負会社社員 1.9 11.3 22.6 5.7 7.5 0.0

（図表Ⅲ－４－６）
～0.2未満 0.2～0.4未満 0.4～0.6未満 0.6～0.8未満 0.8～1.0未満 1.0～1.2未満 1.2～1.4未満

専属請負型 6.0 11.1 16.8 19.2 18.9 8.7 3.9

（純粋専属請負型） 1.7 1.1 9.5 25.7 26.3 7.3 2.8

不特定請負型 5.8 29.3 16.5 14.0 27.7 6.7 0.0

商店・店舗（フランチャイジー以外） 7.9 22.8 18.4 18.4 25.4 7.0 0.0

フランチャイジー 0.0 0.0 4.0 20.0 16.0 8.0 4.0

1.4～1.6未満 1.6～1.8未満 1.8～2.0未満 2.0～2.2未満 2.2～2.4未満 2.4～2.6未満

専属請負型 2.4 3.0 3.3 4.5 2.1 0.3

（純粋専属請負型） 2.8 3.9 6.1 8.4 3.9 0.6

不特定請負型 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

商店・店舗（フランチャイジー以外） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

フランチャイジー 8.0 0.0 8.0 24.0 8.0 0.0  
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分析基礎編 第５章 年収関数 

５－１ いわゆる階級値による年収の設定

 「働き方総合調査」では、三つの調査票に共通する設問として、年収を階級により尋ねて

いる。その回答から、各階級の中間値をとるとともに、もっとも低い層及びもっとも高い層

については適宜に、それぞれ次のように階級値を設定した。

１正社員及び自営業主・家族従業者について 
調査票選択肢 階級値 

 250 万円未満   125 万円 
250 万円以上 500 万円未満   375 万円 
500 万円以上 750 万円未満   635 万円 
750 万円以上 1,000 万円未満   875 万円 

1,000 万円以上 1,250 万円未満  1,125 万円 
1,250 万円以上 1,500 万円未満  1,375 万円 
1,500 万円以上 1,750 万円未満  1,625 万円 
1,750 万円以上 2,000 万円未満  1,875 万円 
2,000 万円以上  2,250 万円 

２非正社員について 
調査票選択肢 階級値 

 100 万円未満    75 万円 
100 万円以上 200 万円未満   150 万円 
200 万円以上 300 万円未満   250 万円 
300 万円以上 400 万円未満   350 万円 
400 万円以上 500 万円未満   450 万円 
500 万円以上 750 万円未満   625 万円 
750 万円以上 1,000 万円未満   875 万円 

1,000 万円以上 1,250 万円未満  1,125 万円 
1,250 万円以上 1,500 万円未満  1,375 万円 
1,500 万円以上 1,750 万円未満  1,625 万円 
1,750 万円以上 2,000 万円未満  1,875 万円 
2,000 万円以上  2,250 万円 
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５－２ 年収の分布

 上述のように階級値により年収を設定したうえで、雇用・就業形態別に年収額を計算して

みると（図表Ⅲ－５－１）。

①正社員の平均年収は 529 万円と計算され、男性は 603 万円、女性は 374 万円と女性の年収

は男性の 61.9％の水準となっている。企業規模別にみると規模が大きくなるほど年収が高

くなり、役職別にもクラスが高くなるほど年収も高くなる。部長クラス（904 万円）と一

般社員クラス（408 万円）との格差は、約 2.2 倍である。適用される所定労働時間制度別に

みると、変形労働時間制適用者は 459 万円と低く、一方裁量労働制適用者（650 万円）や

管理の緩やかな管理職等（850 万円）で相対的に高くなっている。 
②非正社員についてみると、平均年収は 161 万円で正社員の３分の１弱の水準である。男女

別には、男性が 276 万円（正社員の 45.8％）、女性が 132 万円（同 35.3％）で、男女格差

は 47.8％と正社員よりも拡がっている。平均年収がもっとも低い形態は、女性が大部分を

占めるパートタイマーで女性の年収は 114 万円となっている。一方の平均年収の高い形態

でも業務請負会社社員の 268 万円（男性は 354 万円）がもっとも高く、女性の平均年収が 
 

平均値 標準偏差 中央値 度数 平均値 標準偏差 中央値 度数

正社員　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

合計 529 285.626 496 2854 （役職クラス）

（性別） 一般社員クラス 408 196.351 397 1660
男性 603 286.596 564 1931 職長・班長クラス 539 232.067 522 272
女性 374 212.503 353 920 係長クラス 681 228.167 674 335
（企業従業員規模） 課長クラス 804 300.193 783 306
１～９人 379 235.133 348 305 部長クラス 904 330.762 906 166
１０～２９人 441 258.891 415 303 （所定勤務時間制度）

３０～４９人 457 223.540 444 205 一般的に決められている 512 267.540 484 2205
５０～９９人 463 234.978 442 282 変形労働時間制 459 265.874 430 220
１００～２９９人 477 239.926 457 393 フレックスタイム 608 283.345 578 160
３００～９９９人 575 282.716 538 401 裁量労働制 650 394.720 579 85
１，０００～４，９９９人 647 290.611 609 380 事業場外などのみなし労働時間制 475 310.530 443 15
５，０００人以上 675 319.004 638 456 時間管理が緩やかな管理職等 850 372.923 870 104
非正社員　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

非正社員計　　男女計 161 118.214 133 2790 登録型派遣社員　男女計 213 120.699 197 258
　　　　　　　　　　男性 276 166.274 246 568 　　　　　　　　　　男性 275 149.469 253 60
　　　　　　　　　　女性 132 79.198 120 2222 　　　　　　　　　　女性 194 103.743 183 198
パートタイマー　男女計 120 69.127 113 1764 常用型派遣社員　男女計 243 138.467 224 80
　　　　　　　　　　男性 177 82.037 169 177 　　　　　　　　　　男性 301 150.613 277 45
　　　　　　　　　　女性 114 64.594 109 1587 　　　　　　　　　　女性 170 72.963 165 35
契約社員　　　　男女計 247 155.137 218 551 業務請負会社社員　男女計 268 209.065 216 59
　　　　　　　　　　男性 336 174.363 306 244 　　　　　　　　　　男性 354 255.197 273 28
　　　　　　　　　　女性 176 88.064 165 307 　　　　　　　　　　女性 190 113.225 174 31
個人自営等　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

個人自営等計　男女計 272 238.690 236 1525 不特定請負型　男女計 316 278.720 268 494
　　　　　　　　　　男性 418 290.865 373 568 　　　　　　　　　　男性 438 322.038 382 234
　　　　　　　　　　女性 185 143.051 174 954 　　　　　　　　　　女性 206 171.293 189 258
　　　　　　　　　　自営業主 301 268.220 254 951 　　　　　　　　　　自営業主 338 305.805 279 351
　　　　　　　　　　家族従業者 223 168.732 208 574 　　　　　　　　　　家族従業者 261 187.006 241 143
専属請負型　　男女計 248 212.932 220 603 商店・店舗　　　男女計 251 204.017 224 367
　　　　　　　　　　男性 428 263.627 401 179 　　　　　　　　　　男性 360 246.710 323 134
　　　　　　　　　　女性 172 125.441 164 423 　　　　　　　　　　女性 188 141.250 176 233
　　　　　　　　　　自営業主 268 232.739 233 397 　　　　　　　　　　自営業主 302 248.727 259 162
　　　　　　　　　　家族従業者 210 162.125 197 206 　　　　　　　　　　家族従業者 210 148.623 200 205
　　（注）　中央値は、いわゆるグループの中央値であり、階級値というコード化されたものから計算されたものである。

図表Ⅲ－５－１　雇用・就業形態別年収（階級値）の平均値など
（万円、人）
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200 万円に届いていないのが印象的である。 
③個人自営業主等についてみると、総計の平均年収は 272 万円で男性非正社員並みの水準で

ある。男女別には、男性は 418 万円で企業規模１～９人規模の男性正社員の平均年収（438
万円）よりやや低い水準である。また、女性の平均年収は 185 万円で女性の登録型派遣社

員（194 万円）をやや下回る水準である。業態別にみると、不特定請負型が 316 万円と相

対的にもっとも高く、次いで商店・店舗が 251 万円、専属請負型 248 万円となっている。 
④平均年収について特徴的なことの一つは、とくに個人自営業主等においてそのちらばりが

大きいということである。このことを一覧的にみるために変動係数（標準偏差／平均値）

を計算すると、正社員の年収の変動係数は 0.539 でもっとも低くなっており、パートタイ

マーや派遣社員は同じく 0.5 台であり、業務請負会社社員（0.781）で高くなるものの 0.8
を届かないのに対して、個人自営業主等では 0.8 を上回っている（図表Ⅲ－５－２）。 

正社員

非正社員

　パートタイマー

　契約社員

　登録型派遣社員

　登録型派遣社員

　業務請負会社社員

個人自営業主等

　専属請負型

　非特定請負型

　商店・店舗

0.882
0.813

図表Ⅲ－５－２　雇用・就業形態別平均年収の変動係数

0.569
0.781
0.878
0.858

0.733
0.574
0.627
0.567

0.539

 

５－３ 年収関数の推定

 年収を左辺に、年収の違いと関係がありそうな項目を右辺にして通常の重回帰によりいわ

ゆる年収関数を推定してみよう1。右辺の年収の違いと関係がありそうな項目としては、主に

常識的な判断に基づき、次のような項目を考えることとした。ただし、範囲を絞った個々の

分析においては、ここに挙げていない項目を右辺変数として導入することがある。

１共通する右辺変数 
 年齢及び年齢の２乗、勤続年数（個人自営業主等にあっては事業継続年数）及びその２

乗、性別、学歴、仕事の内容（第Ⅲ部第１章参照） 

                                                 
1 左辺の項目を「従属変数」や「被説明変数」と、右辺の項目を「独立変数」や「説明変数」とそれぞれ呼ぶの

が一般的であるが、筆者は左辺の項目が従属していて右辺の項目が独立しているとも考えていないし、右辺の

項目が左辺の項目で説明されるとも考えていないので、これらの呼び方を使うことには抵抗がある。たまたま

分析の目的上の便宜から、ここでは年収を左辺にしているだけであり、回帰分析は、それ自体としては、グラ

フ上の散布図で表されているデータを一つの直線ないし曲線で代表させること以上の意味を持つものではない

と考えている。したがって、原則として「左辺変数」及び「右辺変数」という呼び方を用いることとする。 
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２正社員の右辺変数 
 勤め先企業の従業員規模、産業、企業形態、役職クラス 

３非正社員の右辺変数 
 勤め先企業の従業員規模、産業、非正社員の中の雇用・就業形態、職場の正社員と比べ

た所定労働時間の長さ2、残業の有無 
４個人自営業主の右辺変数 
 雇用・就業形態（自営業主か家族従業者か）、事業を行う場所の状況3、月当たりの仕事時

間数 
 以上により正社員、非正社員及び個人自営業主等について年収関数を推定した。その結果

は、それぞれ図表Ⅲ－５－３～５にまとめたが、次のような特徴を挙げることができる。

①正社員の年収関数について、５％の有意水準で掛け値なく有意である変数は、「年齢」（係

数の正負：正。以下同じ。）及び「その２乗」（負）、「勤続年数」（正）、「４大卒」及び「大

学院修了」（高卒に対していずれも正）、「役職クラス」のすべて（一般社員に対して正）、

企業規模の「30 人未満」（100～299 人規模に対して負）及び「300 人以上規模」（同正）、

「非営利法人」（通常の法人企業に対して負）、仕事の内容の「普通事務のみ」（負）、「事業

企画＆経営企画＆管理監督」（正）及び「事務企画管理全般」（正）4、「ものづくり現場」や

「販売」（負）及び「身体調査・調整」や「教育・相談・指導」（正）がある。また、５％

の有意水準をやや超えるものの有意と考えてもよいもの5に「勤続の２乗」（負）、「高専短大

卒」（正）、「卸売金融保険不動産」（正）といった項目を挙げることができる。 
②非正社員の年収関数について有意な変数には、「勤続年数」（正）、「女性」（負）、「大学院修

了」（正）、「300 人以上規模」（正）、「飲食旅館個人サービス」（負）、「公務」（負）、パート

タイマーに対する「各雇用・就業形態」（正）、正社員に比べ所定労働時間が「短い」及び

「不定」（いずれも負）、「残業あり」（正）、「事業企画」及び「管理監督」（正）、「運搬・保

管」（負）、「映像コンテンツ」（正）、「情報関係」及び「研究開発」（正）があり、また、５％

の有意水準をやや超える水準ものの有意と考えてもよいものに、「４大卒」（正）、「小売業」

（負）、「病院等公共サービス」（負）、「正社員より所定労働時間長い」（正）、「調査研究＆

情報機器」（正）、「身体調査・調整」（正）などがある。非正社員については、年齢が有意

ではないことが注目される。 
                                                 
2 職場の正社員と比べた所定労働時間の長さについては、パートタイマーに対する設問にはないので、週の所定

労働時間が 35 時間未満のときは「正社員より短い」、35 時間以上のときは「正社員とほぼ同じ」とした。 
3 「事業を行う場所の状況」とは、仕事場が住宅から独立しているか、併設か、渾然としているが看板は掲げて

いるかなどである。 
4 事務企画管理の仕事内容分類について４分類により推計した結果をみると、「普通事務のみ」（係数：－35.481）
と「経営企画」（同：36.968）とが有意確率５％を満たしている。 

5 ５％基準には満たないものの、これに近い有意確率があり、係数の符号も常識的であるものを掲げている。も

ともと有意確率は、データ数（＝自由度）に非常に左右される面を持っており、５％基準を満たさないからと

いって機械的に考察を中止してよい性格のものではない。それは、データを得ることが困難な事象について思

考を停止することであり、少なくとも政策研究の世界では許されないことである。 
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③個人自営業主等の年収関数について有意な変数には、「女性」（負）、「４大卒」及び「大学

院修了」（いずれも正）、「月あたり仕事時間数」（正）、仕事をする場所が「居室と渾然とし

ているが看板は掲げている」及び「居室で看板もなし」（負）、事業種類の「専門サービス」

（正）、自営業主に対する「家族従業者」（負）、仕事の内容の「管理監督」及び「経営企画」

（正）、「貨幣・証券取扱」や「研究開発」及び「身体調査・調整」（正）がある。また、５％

の有意水準をやや超えるものの有意と考えてもよいものに、「不特定請負」（正）があり、「年

齢」や「事業継続年数」（正）もこれに含めてよいであろう。 

５－４ 正社員、非正社員、個人自営業主等の年収関数間の比較

 上記のように推定した各年収関数を相互に比較することを通じて指摘できることをまとめ

てみよう。比較は、３つの年収関数の一以上において一応有意であるといえる右辺変数につ

いて、主にその係数を比較することにより行う（図表Ⅲ－５－６参照）。

①上でも指摘したが、正社員では明確な年齢の増加に伴う年収増加が非正社員ではあまりみ

られない（＝有意ではない）ということが注目される6。これは、非正社員にあっては年齢

が評価されていないということを意味する。年齢の意味するところは、正社員においてた

だ単に賃金体系が年功的に制度化されているから年齢の増加に伴う年収増加がみられるわ

けではない。もしそうなら、戦後間もなくは存在し得たとしても、装いを変えながらもそ

の後長く電産型賃金とその後継として命脈を保つことなどあり得なかったであろう。すな

わち、キャリアの継続による生産性の上昇が計測上年齢により代表された結果と考えるこ

とができる。このことは、賃金制度とは無縁である個人自営業主等の年収関数において年

齢がそれなりに有意となっていることからもいえるであろう。非正社員について年齢が有

意でないということは、そうしたキャリアが十分形成できていないことや人々のキャリア

を十分に活かした仕事が提供されていないことを示している。 
②勤続年数（個人自営業主等では、事業継続年数）についても、年齢とほぼ同様のことが指

摘できる。勤続年数（一次の変数のみ）は非正社員でも有意となっているものの、正社員

の係数が 8.479 であるのに対して非正社員のそれは 2.308 にとどまっている。一方、個人

自営業主等のそれも 2.311 と非正社員と同程度になっている7。 

                                                 
6 ここでの年収関数には年齢の２乗が同時に入っており、係数が負になっていることから、次のように年齢効果

が総体としてピークになる年齢を計算することができる。すなわち、正社員についていえば、年齢効果をＸと

し、年齢をＹとすれば、 
Ｘ= 15.965Ｙ －0.153Ｙ2  

 両辺をＹで微分すれば、ｄＸ／ｄＹ ＝ 15.965 － 0.306Ｙ  

 ゆえに、Ｙ＝52.173 のとき ｄＸ／ｄｙ ＝０

 すなわち、正社員の年収に与える年齢効果は、52 歳前後がピークであるといえる。 同様にして、非正社員

は 49～50 歳くらい、個人自営業主等は 54 歳前後と計算される。 
7 勤続年数についても、年齢と同様その効果が総体としてピークになる年数を計算することができる。計算した

結果は、正社員 103 年程度、非正社員 52 年程度、個人自営業主等 31 年程度となった。すなわち、勤続年数の

効果は一生モノであるといえる。 



標準化係数

B 標準誤差 ﾍﾞｰﾀ

(定数) -13.476 59.381 -0.227 0.820

◆年齢 15.756 3.001 0.613 5.250 0.000

年齢の２乗 -0.151 0.036 -0.479 -4.148 0.000

勤続年数 8.556 1.012 0.332 8.458 0.000

勤続年数の２乗 -0.042 0.023 -0.064 -1.839 0.066
性別 女性ダミー -112.931 9.231 -0.184 -12.234 0.000

中卒ダミー -43.302 27.428 -0.020 -1.579 0.115

高専短大卒ダミー 19.559 10.781 0.027 1.814 0.070

４大卒ダミー 60.771 9.294 0.105 6.539 0.000

大学院ダミー 159.816 18.720 0.127 8.537 0.000

職長班長係長クラスダミー 66.278 10.312 0.095 6.427 0.000

課長クラスダミー 156.802 14.414 0.170 10.879 0.000

部長クラスダミー 254.912 18.750 0.209 13.595 0.000

役員クラスダミー 98.342 21.584 0.061 4.556 0.000

30人未満ダミー -33.140 11.854 -0.047 -2.796 0.005

30～99人規模ダミー -11.479 12.027 -0.015 -0.954 0.340

300～999人規模ダミー 54.183 12.679 0.066 4.273 0.000

1000人以上規模ダミー 108.740 10.986 0.173 9.898 0.000

個人企業ダミー -27.835 21.826 -0.017 -1.275 0.202

非営利法人ダミー -43.644 21.290 -0.029 -2.050 0.040

公営企業ダミー 19.068 14.383 0.020 1.326 0.185

運輸・通信ダミー -13.631 15.016 -0.014 -0.908 0.364

小売業ダミー -21.578 20.297 -0.017 -1.063 0.288

卸売金融保険不動産ダミー 24.044 13.248 0.028 1.815 0.070

飲食旅館個人サービスダミー -26.070 16.709 -0.022 -1.560 0.119

対事業サービスダミー 1.897 16.554 0.002 0.115 0.909

病院等公共サービスダミー 24.935 15.877 0.029 1.571 0.116

公務ダミー 15.086 14.824 0.016 1.018 0.309

その他産業ダミー 4.553 18.704 0.003 0.243 0.808

普通事務のみ -36.326 11.733 -0.057 -3.096 0.002

普通事務＆事業企画 -20.211 19.630 -0.014 -1.030 0.303

事業企画のみ -32.724 20.598 -0.021 -1.589 0.112

普通事務＆管理監督 -14.779 18.850 -0.011 -0.784 0.433

普通事務＆事業企画＆管理監督 44.808 26.339 0.022 1.701 0.089

事業企画＆管理監督 -8.440 28.671 -0.004 -0.294 0.768

管理監督のみ -0.441 16.766 0.000 -0.026 0.979

普通事務＆事業企画＆経営企画 -11.384 27.830 -0.005 -0.409 0.683

事業企画＆経営企画＆管理監督 50.912 25.749 0.026 1.977 0.048

経営企画＆管理監督 35.137 22.232 0.022 1.581 0.114

事務企画管理全般 61.945 23.392 0.037 2.648 0.008

ものづくり現場 -53.162 15.641 -0.058 -3.399 0.001

販売 -61.082 20.902 -0.047 -2.922 0.004

運搬保管 -27.618 20.668 -0.019 -1.336 0.182

貨幣・証券取扱 -13.484 16.277 -0.012 -0.828 0.408

映像コンテンツ 45.880 31.336 0.019 1.464 0.143

映像コンテンツ＆情報機器 39.402 36.685 0.014 1.074 0.283

旅客運送 7.993 32.950 0.003 0.243 0.808

情報関係 -10.168 15.440 -0.009 -0.659 0.510

研究開発 -3.962 20.200 -0.003 -0.196 0.845

研究開発＆調査 -35.431 41.664 -0.011 -0.850 0.395

調査研究 49.034 32.311 0.019 1.518 0.129

調査研究＆情報機器 35.152 57.290 0.008 0.614 0.540

調査研究＆教育・相談・指導 64.354 45.546 0.018 1.413 0.158

身体調査・調整（医療・介護等） 68.588 24.936 0.040 2.751 0.006

身体調査・調整＆教育・相談・指導 212.458 38.985 0.071 5.450 0.000

教育・相談・指導 47.727 14.751 0.050 3.236 0.001

その他の対人接遇 -14.572 19.741 -0.011 -0.738 0.460

分類不能 -25.160 22.629 -0.016 -1.112 0.266

2829

0.576
F値 68.330 有意確率 0.000

非標準化係数
t 有意確率

図表Ⅲ－５－３　正社員の年収関数
　　左辺変数：階級値による年収

使用ケース数

自由度調整済みＲ2

右辺変数

直接部門系の
仕事の内容

（基準：事務企
画管理のみ）

年齢

勤続年数

学歴
（基準：高卒）

役職
（基準：一般社

員）

企業規模
（基準：100～
299人規模）

企業形態
（基準：通常の

法人企業）

産業
（基準：製造

業）

事務企画管の
仕事の内容

（基準：非事務
企画管理）
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標準化係数

B 標準誤差 ﾍﾞｰﾀ

(定数) 194.009 27.200 7.133 0.000

年齢 2.079 1.311 0.194 1.586 0.113

年齢の２乗 -0.021 0.016 -0.162 -1.318 0.188

勤続年数（現在の会社等で） 2.308 0.561 0.107 4.114 0.000

勤続年数の２乗 -0.022 0.014 -0.039 -1.587 0.113
性別 女性ダミー -92.579 5.304 -0.312 -17.454 0.000

中卒ダミー 5.216 9.505 0.008 0.549 0.583

高専短大卒ダミー 3.673 4.279 0.014 0.858 0.391

４大卒ダミー 8.442 5.167 0.027 1.634 0.102

大学院ダミー 77.850 22.947 0.051 3.393 0.001

30人未満ダミー -7.634 4.763 -0.030 -1.603 0.109

30～99人規模ダミー 2.974 5.227 0.010 0.569 0.569

300～999人規模ダミー 26.519 7.041 0.061 3.766 0.000

1000人以上規模ダミー 20.953 6.131 0.059 3.418 0.001

運輸・通信ダミー 6.269 8.319 0.014 0.754 0.451

小売業ダミー -11.802 7.345 -0.036 -1.607 0.108

卸売金融保険不動産ダミー 11.246 7.733 0.027 1.454 0.146

飲食旅館個人サービスダミー -19.294 6.457 -0.065 -2.988 0.003

対事業サービスダミー -2.091 9.726 -0.003 -0.215 0.830

病院等公共サービスダミー -12.925 7.089 -0.038 -1.823 0.068

公務ダミー -41.054 9.731 -0.072 -4.219 0.000

その他産業ダミー -26.428 10.410 -0.041 -2.539 0.011

契約社員ダミー 54.034 5.584 0.182 9.676 0.000

登録派遣社員ダミー 39.146 6.931 0.097 5.648 0.000

常用派遣社員ダミー 31.123 10.945 0.044 2.844 0.004

請負会社社員ダミー 71.756 12.750 0.088 5.628 0.000

所定時間長いダミー 22.921 13.749 0.025 1.667 0.096

所定時間短いダミー -60.630 4.473 -0.249 -13.556 0.000

所定時間不定ダミー -55.396 8.785 -0.101 -6.306 0.000

残業 残業するダミー 10.220 4.049 0.039 2.524 0.012

普通事務のみ 9.661 6.235 0.035 1.549 0.121

事業企画 27.983 12.374 0.035 2.261 0.024

管理監督 60.972 11.588 0.080 5.262 0.000

経営企画 30.458 17.828 0.025 1.708 0.088

ものづくり現場 -13.676 9.394 -0.031 -1.456 0.146

販売 -4.566 8.544 -0.014 -0.534 0.593

運搬保管 -40.729 9.907 -0.082 -4.111 0.000

貨幣・証券取扱 -3.408 10.658 -0.005 -0.320 0.749

映像コンテンツ 64.930 22.731 0.043 2.856 0.004

映像コンテンツ＆情報機器 -22.172 30.246 -0.011 -0.733 0.464

旅客運送 -33.213 24.140 -0.021 -1.376 0.169

情報関係 37.242 12.083 0.049 3.082 0.002

研究開発 41.872 19.245 0.034 2.176 0.030

研究開発＆調査 -11.368 52.967 -0.003 -0.215 0.830

調査研究 -29.629 25.484 -0.017 -1.163 0.245

調査研究＆情報機器 -160.761 89.498 -0.026 -1.796 0.073

身体調査・調整（医療・介護等） 19.968 11.356 0.033 1.758 0.079

身体調査・調整＆教育・相談・指導 22.522 24.863 0.014 0.906 0.365

教育・相談・指導 9.893 9.690 0.020 1.021 0.307

その他の対人接遇 0.776 7.399 0.003 0.105 0.916

分類不能 -6.308 8.371 -0.017 -0.753 0.451

2633

0.450

F値 44.077 有意確率 0.000

所定労働時
間（基準：正
社員と同じ）

図表Ⅲ－５－４　非正社員の年収関数

右辺変数
非標準化係数

t 有意確率

自由度調整済みＲ
2

年齢

　　左辺変数：階級値による年収

使用ケース数

勤続年数

学歴
（基準：高

卒）

企業規模
（基準：100
～299人規

模）

産業
（基準：製造

業）

雇用・就業
形態

事務企画管
の仕事の内
容（基準：非
事務企画管

理）
直接部門系
の仕事の内

容
（基準：事務
企画管理の

み）
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標準化係数

B 標準誤差 ﾍﾞｰﾀ

(定数) 47.173 117.768 0.401 0.689

年齢 9.317 5.442 0.360 1.712 0.087

年齢の２乗 -0.086 0.064 -0.284 -1.355 0.176

事業継続年数 2.311 1.373 0.106 1.683 0.093

事業継続年数の２乗 -0.037 0.028 -0.079 -1.334 0.183
性別 女性ダミー -184.289 13.959 -0.370 -13.202 0.000

中卒ダミー -25.402 33.636 -0.018 -0.755 0.450

高専短大卒ダミー -3.495 14.637 -0.006 -0.239 0.811

４大卒ダミー 46.333 14.645 0.089 3.164 0.002

大学院ダミー 187.041 37.238 0.123 5.023 0.000

仕事時間数 月あたり仕事時間数 0.251 0.064 0.101 3.900 0.000

専属請負ダミー 32.314 21.116 0.066 1.530 0.126

不特定請負ダミー 37.934 20.146 0.075 1.883 0.060

フランチャイジーダミー -1.063 34.209 -0.001 -0.031 0.975

住宅併設ダミー -23.112 17.391 -0.037 -1.329 0.184

看板ありダミー -65.651 24.862 -0.067 -2.641 0.008

居室ダミー -46.793 15.791 -0.097 -2.963 0.003

小売業ダミー -3.671 31.166 -0.004 -0.118 0.906

卸売業ダミー -27.849 47.250 -0.016 -0.589 0.556

貨物資材運送ダミー 80.900 51.880 0.050 1.559 0.119

飲食店ダミー -33.280 33.689 -0.031 -0.988 0.323

情報通信サービスダミー 11.098 31.385 0.011 0.354 0.724

ビジネス関連サービスダミー 50.139 33.451 0.041 1.499 0.134

専門サービスダミー 73.206 25.648 0.092 2.854 0.004

生活・教育・文化・スポーツ・レジャ -0.747 23.249 -0.001 -0.032 0.974

その他のサービスダミー 50.574 26.736 0.056 1.892 0.059

建築・土木ダミー 37.159 25.532 0.046 1.455 0.146

不動産・金融保険ダミー 57.924 40.942 0.039 1.415 0.157

その他の業種ダミー 92.376 28.424 0.101 3.250 0.001

家族従業者 家族従業者ダミー -32.526 14.561 -0.064 -2.234 0.026

普通事務のみ 25.908 19.512 0.042 1.328 0.184

事業企画 30.658 23.834 0.034 1.286 0.199

管理監督 142.564 40.162 0.087 3.550 0.000

経営企画 56.367 21.295 0.068 2.647 0.008

ものづくり現場 -13.582 26.148 -0.019 -0.519 0.604

販売 27.087 29.439 0.035 0.920 0.358

運搬保管 -42.300 45.550 -0.030 -0.929 0.353

貨幣・証券取扱 74.489 36.603 0.053 2.035 0.042

映像コンテンツ 45.243 31.839 0.038 1.421 0.156

映像コンテンツ＆情報機器 -42.848 49.223 -0.021 -0.870 0.384

旅客運送 20.633 92.803 0.005 0.222 0.824

情報関係 -3.490 33.622 -0.003 -0.104 0.917

研究開発 146.599 57.381 0.061 2.555 0.011

研究開発＆調査 -78.087 119.869 -0.015 -0.651 0.515

調査研究 61.119 70.209 0.021 0.871 0.384

調査研究＆情報機器 25.165 92.550 0.006 0.272 0.786

調査研究＆教育・相談・指導 120.494 74.665 0.038 1.614 0.107

身体調査・調整（医療・介護等） 130.725 44.602 0.078 2.931 0.003

身体調査・調整＆教育・相談・指導 -76.227 93.103 -0.019 -0.819 0.413

教育・相談・指導 19.039 25.237 0.029 0.754 0.451

その他の対人接遇 36.945 29.026 0.041 1.273 0.203

分類不能 30.374 25.793 0.041 1.178 0.239

1348

0.308

F値 12.745 有意確率 0.000

図表Ⅲ－５－５　個人自営業主等の年収関数
　　左辺変数：階級値による年収

右辺変数
非標準化係数

t 有意確率

年齢

使用ケース数

自由度調整済みＲ
2

事業の種類
（基準：製

造）

事務企画管
の仕事の内
容（基準：非
事務企画管

理）
直接部門系
の仕事の内

容
（基準：事務
企画管理の

み）

勤続年数

学歴
（基準：高

卒）

業態
（一般商店・

店舗）

仕事をする
場所（基準：
独立事業

所）
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右辺変数 推定係数 右辺変数 推定係数 右辺変数 推定係数

年齢 15.965 年齢 2.079 年齢 9.317

年齢の２乗 -0.153 年齢の２乗 -0.021 年齢の２乗 -0.086

勤続年数 8.479 勤続年数（現在の会社等で） 2.308 事業継続年数 2.311

勤続年数の２乗 -0.041 勤続年数の２乗 -0.022 事業継続年数の２乗 -0.037

女性ダミー -112.765 女性ダミー -92.579 女性ダミー -184.289

高専短大卒ダミー 19.324 高専短大卒ダミー 3.673 高専短大卒ダミー -3.495

４大卒ダミー 60.900 ４大卒ダミー 8.442 ４大卒ダミー 46.333

大学院ダミー 158.212 大学院ダミー 77.850 大学院ダミー 187.041

職長班長係長クラスダミー 67.743

課長クラスダミー 159.283

部長クラスダミー 258.453

役員クラスダミー 99.403

30人未満ダミー -33.832 30人未満ダミー -7.634

300～999人規模ダミー 52.857 300～999人規模ダミー 26.519 看板ありダミー -65.651

1000人以上規模ダミー 108.553 1000人以上規模ダミー 20.953 居室ダミー -46.793

小売業ダミー -21.817 小売業ダミー -11.802 小売業ダミー -3.671

卸売金融保険不動産ダミー 25.240 卸売金融保険不動産ダミー 11.246 卸売業ダミー -27.849

飲食旅館個人サービスダミー -25.500 飲食旅館個人サービスダミー -19.294 飲食店ダミー -33.280

病院等公共サービスダミー 24.736 病院等公共サービスダミー -12.925 専門サービスダミー 73.206

公務ダミー 15.074 公務ダミー -41.054

所定時間長いダミー 22.921 月あたり仕事時間数 0.251

所定時間短いダミー -60.630

所定時間不定ダミー -55.396

残業するダミー 10.220

不特定請負ダミー 37.934

家族従業者ダミー -32.526

普通事務のみ -35.481 普通事務のみ 9.661 普通事務のみ 25.908

事業企画 -25.917 事業企画 27.983 事業企画 30.658

管理監督 -0.502 管理監督 60.972 管理監督 142.564

経営企画 36.868 経営企画 30.458 経営企画 56.367

ものづくり現場 -51.842 ものづくり現場 -13.676 ものづくり現場 -13.582

販売 -59.367 販売 -4.566 販売 27.087

運搬保管 -25.582 運搬保管 -40.729 運搬保管 -42.300

貨幣・証券取扱 -14.135 貨幣・証券取扱 -3.408 貨幣・証券取扱 74.489

映像コンテンツ 48.911 映像コンテンツ 64.930 映像コンテンツ 45.243

情報関係 -9.033 情報関係 37.242 情報関係 -3.490

研究開発 -1.453 研究開発 41.872 研究開発 146.599

調査研究＆情報機器 36.631 調査研究＆情報機器 -160.761 調査研究＆情報機器 25.165

身体調査・調整（医療・介護等） 69.526 身体調査・調整（医療・介護等） 19.968 身体調査・調整（医療・介護等） 130.725

身体調査・調整＆教育・相談・指導 214.584 身体調査・調整＆教育・相談・指導 22.522 身体調査・調整＆教育・相談・指導 -76.227

教育・相談・指導 48.156 教育・相談・指導 9.893 教育・相談・指導 19.039

　（注）　太字は、有意であるものを示す。（本文参照）

図表Ⅲ－５－６　年収関数間の係数比較

正社員 非正社員 個人自営業主等

 
③学歴について、高卒に比べ４大卒や大学院修了は年収を増加させる効果をもっているが、

例えば４大卒の係数をみると、正社員は 60.900、非正社員 8.442、個人自営業主等 46.333
となっており、非正社員の係数がかなり低くなっているのが目立っている。すなわち、大

卒キャリアを十分活かした仕事が提供されていないといえる。 
④正社員においては、役職が年収をかなり増加させる要因になっているが、非正社員につい

ては現在のところそうした内部昇進の機会はあまり提供されていないと考えられる。 
⑤正社員、非正社員とも企業規模が大きくなるほど年収が高くなる傾向がみられるが、非正

社員では 300～999 人規模よりも 1,000 人規模の方が係数の値が小さくなっている。大企業
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では、非正社員が正社員ほどうまく活用されていないか、又は正社員と非正社員との間の

賃金決定に大きすぎる格差があることが示唆される。 
⑥産業に関する変数の中で、非正社員について「病院等公共サービス」（学校なども含まれる。）

や「公務」の係数が負になっているのが注目される。一方、有意ではないが、正社員につ

いてはこれら二つの変数の係数は正になっている。公共サービス機関や官庁などで、非正

社員を安価な労働力として使っているという面も示唆される。 
⑦事務企画管理の仕事の内容分類について、個人自営業主等の「管理監督」の係数がかなり

大きな正の値になっているが、個人自営にあってもパートタイマーなどの人を使用してい

るところでは年収がかなり高くなっていることが示唆される8。 

                                                 
8 逆に、事業が好調なので人を使用しているとも考えられるので、因果関係の方向を軽々にいうことには抑制的

でなければならないかも知れない。ちなみに調査結果から関連するデータ（個人自営業主調査）をみると、パ

ートタイマーやアルバイトを「常に使う」や「時々使う」ではいずれも平均年収が 317 万円であるのに対して、

「まったく使わない」では 259 万円となっている。なお、パートタイマーやアルバイトの使用と仕事の内容と

をクロスさせてみると、「使わない」では「管理監督」に区分される人は 0.2％とほとんどいないのに対して、

「時々使う」では 3.3％、「常に使う」では 10.4％となっている。 
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分析基礎編 第６章 仕事をする時間帯 

６－１ 分析に用いる「仕事をする時間帯」アイテムの設定

（項目の区分と設定の手順） 
 「働き方総合調査」では、勤務時間や仕事をする時間帯に関して、次のような設問を設け

ている。

１正社員調査票 
 ①所定の勤務時間が一般的に決められている人について  所定勤務時間の開始時刻と終

了時刻 
 ②裁量労働勤務者について  早朝、午前、午後、夜間、深夜別1（以下「設定時間帯別」

 ③緩やかな時間管理の管理職等について 設定時間帯別の設定勤務時間頻度

２自営業主等調査票 
 ①専属請負型個人業主について  設定時間帯別の設定勤務時間頻度

 ②不特定請負型個人業主について  設定時間帯別の設定勤務時間頻度

 ③商店・店舗の個人業主について  設定時間帯別の設定勤務時間頻度

 以上のデータを前提に次のような整理をして、仕事をする時間帯についてのアイテムを設

定した。

＜ステップ１＞ 
 １の①のデータから、所定の勤務時間が一般的に決められている人についても次のように

「設定時間帯別の設定勤務時間頻度」を設定した。

 ①所定の勤務時間に 午前５時～８時が含まれている場合 「早朝」に「よくする」

 ②   〃     午前８時～12 時   〃      「午前」  〃

 ③   〃     午後０時～６時   〃      「午後」  〃

 ④   〃     午後６時～10 時   〃      「夜間」  〃

 ⑤   〃     午後 10 時～翌午前５時  〃    「深夜」  〃

 これに加え、残業実施度合に関する調査結果から、

 ⑥所定の勤務時間の終了時刻が午前４時～５時のときは、「早朝」

 ⑦       〃     午前７時～８時のときは、「午前」

 ⑧       〃     午前 11 時～12 時のときは、「午後」 

                                                 
1 調査票では、早朝や夜間、深夜などについて敢えて時刻区分などの定義を与えずに回答をしていただいた。多

少の前後はあれ、人々の間でほぼ共通した認識があると考えたことともに、例えば「夜間＝午後６時～10 時」

という定義を与えることにより、かえって応えにくくなるものと考えたためである。一方、そうした回答であ

ることは十分踏まえて取り扱う必要があることはいうまでもない。 
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という。）の勤務を「よくする」、「あまりしない」及び「まっ

たくしない」（以下「設定勤務時間頻度」という。） 



 ⑨       〃     午後５時～６時のときは、「夜間」

 ⑩       〃     午後９時～10 時のときは、「深夜」

にも、残業を「ほとんど毎日のように」又は「よく」するとした人は仕事を「よくする」に、

残業を「たまに」するとした人は「あまりしない」に該当することとした。

＜ステップ２＞ 
 正社員調査、自営業主等調査とも別途労働時間の長さについて尋ねた質問はあるので、こ

こで必要とする変数は仕事をする時間帯に関するものに限ってよい。しかしながら、「夜間」

に仕事をするからといって、例えば「午前」、「午後」とも仕事をした後での「夜間」の仕事

と「午後」から仕事を始めての「夜間」の仕事では、そのもつ意味はかなり違うものと考え

られる。そこで、次のように仕事時間帯変数を設定した。

 「早朝」、「午前」、「午後」、「夜間」及び「深夜」をそれぞれ一つの時間帯と数えることと

して、 
カテゴリー 仕事を「よくする」時間帯 仕事を「あまりしない」（注）時間帯 

① 午前、午後の２つの時間帯 なし 
② 午前、午後の２つの時間帯 夜間 
③ 午前、午後、夜間の３つの時間帯 なし 
④ 深夜を除く夜間と他の１つの時間帯 
⑤ 深夜を除く夜間と他の２つの時間帯（上記②③を除く。） 
⑥ 深夜を除く夜間と他の３つの時間帯 
⑦ 深夜と他の１つの時間帯 
⑧ 深夜と他の２つの時間帯 
⑨ 深夜と他の３つの時間帯 
⑩ 夜間又は深夜によくし、かつ、５つの時間帯全部で仕事をする 
⑪ 上記以外 

（注）調査票上、仕事を「あまりしない」と表現したが、「よくする」と「まったくしない」

の中間的な位置付けであり、「少しはする」ということと位置付けている。 

（カテゴリー設定の意図） 
 これに限らず、アイテム（項目）を設定する目的は、働く人々の仕事の状況や意識と関連

する要素・要因を探ることにある。この「仕事をする時間帯」アイテムは、例えば労働時間

制度や給与制度に対する満足度、仕事と健康との関係などに関連することを想定している。

 したがって、主な関心の対象としては夜間や深夜の仕事を中心としたものになる。

 まずは、もっとも基本的な時間帯である「午前・午後」（カテゴリー①）、それに「午前・

午後＋夜間」（同②及び③）を採るとともに、深夜以外の時間帯と夜間に働くパターン（同④
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～⑥）、深夜にも働くパターン（同⑦～⑨）を設定した。また、５つの時間帯で仕事をする中

で「夜間」又は「深夜」によくするパターン（同⑩）を設定した。夜間と深夜については、

１日の仕事をする時間の長さとの関連を一定程度反映させることを狙って仕事をする時間帯

数の違いを加味したものとしてみた。

 こうしてカテゴリーを設定したものの、次節で掲げる度数分布にみられるとおり、実際に

は該当する人が少ないものもあり、実際に分析を実施する場合においては適宜カテゴリーを

合算して使用する。

６－２ 度数分布

 上で設定した「仕事をする時間帯」アイテムについて、度数分布を確認しておく。

（仕事をする時間帯の数） 
 まず、仕事をする（「よくする」と「あまりしない」とを問わない）時間帯の数について、

正社員、自営業主、家族従業者の別に度数分布をみると次のような特徴がみられ、自営業主

等では、正社員に比べてより広範囲の時間帯で仕事をしているものといえる（図表Ⅲ－６－

１）。

①正社員では、２つとする人が 65.3％ともっとも多く、次いで３つが 29.4％を占め、両者で

95％程度とほとんどの人が二つか三つの時間帯で仕事をしている。 
②これに対して、自営業主では何らかの程度で５つの時間帯いずれでも仕事をするとする人

が３分の１程度（34.3％）ともっとも高くなっており、次いで４つ及び３つの時間帯が４

分の１強（それぞれ 26.7％、26.4％）を占めている。 
③家族従業者は、３つが 32.1％ともっとも多く、次いで４つ（29.0％）、３つ（20.4％）と

続いている。家族従業者は、自営業主と類似する中で一部にやや正社員的な側面も持って

いるものと推測される。 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

１つ 8 0.3 10 1.2 3 0.7

２つ 1548 65.3 97 11.4 74 17.7

３つ 696 29.4 224 26.4 134 32.1

４つ 63 2.7 226 26.7 121 29.0

５つ 55 2.3 291 34.3 85 20.4

計 2370 100.0 848 100.0 417 100.0

 図表Ⅲ－６－１　「仕事をする時間帯」の数

正社員 自営業主 家族従業者

 
 上記のように正社員については、仕事をする時間帯は二つないし三つがほとんどとなって

いるが、これは、正社員の多くを占める所定労働時間が一般的に決められている層にいえる

ことであり、いわゆる「柔軟な」労働時間制を適用されている層では様相が相当に異なる。

ちなみに、今回の調査でデータの取れる裁量労働制と緩やかな労働時間管理の管理職等につ
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いてみると、裁量労働制では４つの時間帯で仕事をしている人が 35.9％ともっとも多く、ま

た、緩やかな労働時間管理の管理職等では５つの時間帯とする人が 36.1％ともっとも多いな

ど、自営業主等の場合に近い分布となっている（図表Ⅲ－６－２）。 

図表Ⅲ－６－２　所定労働時間制度別「仕事をする時間帯」の数(正社員)

人数 構成比(%) 人数 構成比(%) 人数 構成比(%)

１つ 5 0.2 2 3.1 1 1.0

２つ 1533 69.4 6 9.4 9 9.3

３つ 657 29.7 14 21.9 25 25.8

４つ 13 0.6 23 35.9 27 27.8

５つ 1 0.0 19 29.7 35 36.1

合計 2209 100.0 64 100.0 97 100.0

所定の労働時間制度

（注）　「一般的に決められている」についての時間帯区分については、上記６－１を参照。

一般的に決められている 裁量労働制
緩やかな労働時間管理

の管理職等
仕事をする
時間帯数

 
 また、自営業主について業態別に「仕事をする時間帯」の数をみると、専属請負型では５

つが 37.7％、不特定請負型でも５つが 36.9％とそれぞれもっとも多くなっているのに対して、

商店・店舗では３つが 36.3％でもっとも多くなっており、相対的に業務請負業の方が多くの

時間帯で仕事をしているといえる（図表Ⅲ－６－３）。 

人数 構成比(%) 人数 構成比(%) 人数 構成比(%)

１つ 4 1.1 3 0.9 3 2.1

２つ 38 10.2 33 10.0 26 17.8

３つ 94 25.3 77 23.3 53 36.3

４つ 95 25.6 96 29.0 35 24.0

５つ 140 37.7 122 36.9 29 19.9

合計 371 100.0 331 100.0 146 100.0

図表Ⅲ－６－３　業態別の「仕事をする時間帯」の数（自営業主）

仕事をする
時間帯数

専属請負型 不特定請負型 商店・店舗

所定の労働時間制度

 
（仕事をする時間帯のカテゴリー区分別） 
 上記６－１で設定したカテゴリーによる度数分布をみると次のような特徴がみられ、上述

の時間帯の数からも推測されるように、正社員のほとんどは午前・午後によく仕事し、これ

に夜間の仕事が加わるのに対して、自営業主等では多様なパターンがみられる（図表Ⅲ－６

－４）。

①正社員では、午前・午後の２つの時間帯で仕事をよくするとする人が 64.7％と３分の２近

くを占め、ついで、午前・午後によく仕事をするとともに夜間にも仕事をするとする人が
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27.3％（夜間に「あまりしない（＝少しはする）」が 23.2％、「よくする」が 4.1％）と続い

ている。この３つのカテゴリーで全体の 92.0％を占めている。 
②自営業主では、その他カテゴリーが 32.0％ともっとも多くなっているが、それ以外では、

「五つの時間帯仕事し、夜間又は深夜よくする」が 25.6％と４分の１程度となっており、

次いで「深夜と他の三つの時間帯」が 13.7％と続いている。一方、正社員で大部分を占め

ていた「午前・午後よくする」又はこれに夜間が加わるパターン（①～③）は合計でも 17.9％
にとどまっている。 

③家族従業者でも、その他カテゴリーが 37.9％ともっとも多くなっているが、それ以外では、

自営業主同様のパターンを示す人が少なくない一方で、「午前・午後よくし、夜間少し」が

16.1％となるなど、正社員型のパターン（①～③の合計で 31.2％）とする人もかなりの割

合に上っている。 

人数 構成比(%) 人数 構成比(%) 人数 構成比(%)

① 午前・午後よくする 1533 64.7 56 6.6 52 12.5

② 午前・午後よくし、夜間少し 549 23.2 76 9.0 67 16.1

③ 午前・午後・夜間よくする 98 4.1 30 3.5 11 2.6

④ 夜間と他の一つの時間帯（深夜を除く） 9 0.4 8 0.9 5 1.2

⑤ 夜間と他の二つの時間帯（深夜を除く） 0 0.0 28 3.3 5 1.2

⑥ 夜間と他の三つの時間帯（深夜を除く） 42 1.8 29 3.4 18 4.3

⑦ 深夜と他の一つの時間帯 0 0.0 1 0.1 3 0.7

⑧ 深夜と他の二つの時間帯 0 0.0 16 1.9 8 1.9

⑨ 深夜と他の三つの時間帯 4 0.2 116 13.7 40 9.6

⑩ 五つの時間帯仕事し、夜間又は深夜よくする 46 1.9 217 25.6 50 12.0

⑪ その他（上記以外のパターン） 89 3.8 271 32.0 158 37.9

2370 100.0 848 100.0 417 100.0計

仕事をする時間帯
正社員 自営業主 家族従業者

図表Ⅲ－６－４　「仕事をする時間帯」度数分布

 

 上記のように正社員については、午前・午後＋夜間がほとんどを占めているが、その中で

いわゆる「柔軟な」労働時間制を適用されている層では様相が相当に異なる。裁量労働制と

緩やかな労働時間管理の管理職等ではやや異なる面もあるが、おしなべて「五つの時間帯仕

事し、夜間又は深夜よくする」（それぞれ 25.0％、29.9％）、「夜間と他の三つの時間帯（深

夜を除く）」（同 18.8%、18.6％）などが多くなっている（図表Ⅲ－６－５）。

 また、自営業主について業態別にみると、いずれの業態ともいろいろなパターンを含むそ

の他カテゴリーがもっとも多いが、それ以外では「五つの時間帯仕事し、夜間又は深夜よく

する」がもっとも多くなっている。その中でも、専属請負型（27.8％）と不特定請負（27.5％）

とでは 20％台の後半を占めているのに対して、商店・店舗（15.8％）では 10％台半ばにと

どまっており、商店・店舗では「午前・午後＋夜間」型が相対的に多くなっている（図表Ⅲ

－６－６）。 
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人数 構成比(%) 人数 構成比(%) 人数 構成比(%)

① 午前・午後よくする 1523 68.9 3 4.7 7 7.2

② 午前・午後よくし、夜間少し 527 23.9 9 14.1 13 13.4

③ 午前・午後・夜間よくする 87 3.9 2 3.1 9 9.3

④ 夜間と他の一つの時間帯（深夜を除く） 7 0.3 2 3.1 0 0.0

⑤ 夜間と他の二つの時間帯（深夜を除く） 0 0.0 0 0.0 0 0.0

⑥ 夜間と他の三つの時間帯（深夜を除く） 12 0.5 12 18.8 18 18.6

⑦ 深夜と他の一つの時間帯 0 0.0 0 0.0 0 0.0

⑧ 深夜と他の二つの時間帯 0 0.0 0 0.0 0 0.0

⑨ 深夜と他の三つの時間帯 0 0.0 1 1.6 3 3.1

⑩ 五つの時間帯仕事し、夜間又は深夜よくする 1 0.0 16 25.0 29 29.9

⑪ その他（上記以外のパターン） 52 2.4 19 29.7 18 18.6

2209 100.0 64 100.0 97 100.0

図表Ⅲ－６－５　所定労働時間制度別の「仕事をする時間帯」度数分布（正社員）

所定の労働時間制度

（注）　「一般的に決められている」についての時間帯区分については、上記６－１を参照。

計

一般的に決められている 裁量労働制
緩やかな労働時間管理

の管理職等
仕事をする時間帯

 

人数 構成比(%) 人数 構成比(%) 人数 構成比(%)

① 午前・午後よくする 23 6.2 19 5.7 14 9.6

② 午前・午後よくし、夜間少し 37 10.0 25 7.6 14 9.6

③ 午前・午後・夜間よくする 9 2.4 9 2.7 12 8.2

④ 夜間と他の一つの時間帯（深夜を除く） 2 0.5 5 1.5 1 0.7

⑤ 夜間と他の二つの時間帯（深夜を除く） 9 2.4 10 3.0 9 6.2

⑥ 夜間と他の三つの時間帯（深夜を除く） 15 4.0 9 2.7 5 3.4

⑦ 深夜と他の一つの時間帯 0 0.0 0 0.0 1 0.7

⑧ 深夜と他の二つの時間帯 5 1.3 9 2.7 2 1.4

⑨ 深夜と他の三つの時間帯 53 14.3 51 15.4 12 8.2

⑩ 五つの時間帯仕事し、夜間又は深夜よくする 103 27.8 91 27.5 23 15.8

⑪ その他（上記以外のパターン） 115 31.0 103 31.1 53 36.3

371 100.0 331 100.0 146 100.0

図表Ⅲ－６－６　業態別「仕事をする時間帯」度数分布（自営業主）

仕事をする時間帯

計

所定の労働時間制度

専属請負型 不特定請負型 商店・店舗
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分析基礎編 第７章 特別な分析対象の措定 

 この章では、多様な働き方に関して論点分析の対象となるものの、調査では直接の設定を

せず、関係の調査項目から分析対象として考察の対象とするものについて、どのような設定

（定義）をしたかを解説する。

７－１ 自営在宅ワーカー

  (１) 調査分析上の定義

 自営在宅ワーカー1の態様は千差万別であると思われるが、主には自宅の部屋で事務的な仕

事を行う自営の事業に従事する人をいうものと考えてよいであろう。これを基に、「働き方総

合調査」に当てはめるとすれば、

①店舗・事業所の設置状況において、自宅と併設若しくは居住部分と一体又は特に構えてい

ないこと。また、「仕事をする場所」が、「会社や工場、事業所などへ出勤して仕事する」

ではないこと。 
②専属請負と不特定請負とを問わず、業務請負の個人自営であること。

③請負の作業内容が事務的作業であること。

の三つを同時に満たすケースを、自営在宅ワーカーとして扱うこととする。

  (２) 自営在宅ワーカーの属性別分布

 自営在宅ワークで働く個人自営業主等の性、年齢別の分布をみると、合計 277 人のデータ

が得られている。うち 74 人（26.8%）が男性、202 人（73.2％）が女性であった（男女別無

回答１人）。また、個人自営業主本人が 222 人（80.1％）、家族従業者が 55 人（19.9％）で、

家族従業者はほとんど（54 人）が女性である。

個人自営業主本人のうち男性が 73 人（33.0％）、女性が 148 人（67.0％）と約３分の２が

女性となっている。個人自営業主本人を業態別にみると、専属請負型が 124 人（55.7％）、

不特定請負型が 98 人（44.3％）であり、男女別構成を女性の割合でみると、専属請負型が

74.8％、不特定請負型 57.1％と、専属請負型の方で女性割合が高くなっている。また、個人

自営業主本人の年齢別構成をみると、専属請負型の女性は 30 代から 40 代にかけて、不特定

請負型女性では 30 代から 40 代前半にかけてそれぞれ多くなっている。また、男性は女性よ

りも５歳ほど年齢が上の層が多くなっているといえる（図表Ⅲ－７－１）2。 
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1 類語に“SOHO”があるが、これは Small Office／Home Office の略字であり、主に自宅の部屋での労働とは

必ずしも一致しない。 
2 これらは、我が国の在宅ワークの従事者がこのような属性であると主張するものではなく、あくまで今回の「働

き方総合調査」において得られたケースの特徴を記述したものであることに留意されたい。なお、「在宅ワーク

という場合、IT（情報通信技術）を活用していることを定義的な要件とすることも少なくないが（例：厚生労

働省「在宅ワークガイドライン」）、本稿ではそこまでの限定はしていない。 



 

   

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

２０～２４歳 1 0 0 0 0 1 0 0

２５～２９歳 3 3 0 4 2 5 0 2

３０～３４歳 3 19 0 5 6 11 0 2

３５～３９歳 6 25 0 15 5 24 0 2

４０～４４歳 6 25 0 8 12 10 0 3

４５～４９歳 5 10 0 1 7 4 0 2

５０～５４歳 2 6 0 3 7 1 1 0

５５～５９歳 5 4 0 2 3 0 0 5

計 31 92 0 38 42 56 1 16

（構成比）

２０～２４歳 3.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0

２５～２９歳 9.7 3.3 10.5 4.8 8.9 0.0 12.5

３０～３４歳 9.7 20.7 13.2 14.3 19.6 0.0 12.5

３５～３９歳 19.4 27.2 39.5 11.9 42.9 0.0 12.5

４０～４４歳 19.4 27.2 21.1 28.6 17.9 0.0 18.8

４５～４９歳 16.1 10.9 2.6 16.7 7.1 0.0 12.5

５０～５４歳 6.5 6.5 7.9 16.7 1.8 100.0 0.0

５５～５９歳 16.1 4.3 5.3 7.1 0.0 0.0 31.3

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

図表Ⅲ－７－１　自営在宅ワーカーの性、年齢別構成

自営業主 家族従業者

専属請負 不特定請負

自営業主 家族従業者
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７－２ 庸車運転手

  (１) 調査分析上の定義

 契約上の名目に拘わらず、労働者性が問題になる典型的な例の一つに「庸車運転手」があ

る。多くは自己所有の貨物自動車（例えばいわゆるダンプカーやミキサー車など）を使って

顧客である企業の求めに応じて、建設資材運搬などの当該企業の事業活動に必要な貨物運送

を請負う事業である。これを基に、働き方総合調査に当てはめるとすれば、

①業種が「資材運送」又は「貨物運送」であること。

②専属請負と不特定請負とを問わず、業務請負の個人自営であること。

③仕事の内容が「物を運搬したり、倉庫などで保管したりする仕事」であること。

④作業内容が、「運送・運搬」であること。

⑤主な使用機器に「貨物自動車」があること。

の五つを同時に満たすケースを庸車運転手として扱うこととする。

  (２) 庸車運転手の属性別分布

 上記で定義した庸車運転手に該当するケースは、合計 19 人と非常にわずかな人数であっ

た。年齢別にみると、20 代前半で１人のケースが得られているほかは、すべて 30 代後半以



 

降の人々であった3。 

（人、％）

実数 構成比 実数 構成比
２０～２４歳 1 14.3
２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳 3 25.0
４０～４４歳 2 16.7
４５～４９歳 2 16.7
５０～５４歳 4 57.1
５５～５９歳 5 41.7 2 28.6

計 12 100.0 7 100.0

　　　　それぞれいたが、分析の対象とはしなかった。

図表Ⅲ－７－2　庸車運転手の属性
（個人自営業主本人、男性）

専属請負 不特定請負

（注）　上記以外に、該当者の中に、家族従業者が２名、女性が１名、
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７－３ 母子・父子世帯

  (１) 調査分析上の定義

 母子・父子世帯は、端的に片親世帯であるといえる。本来は、祖父・祖母との同居、扶養

関係等が分析上の関心が高いところであるが、働き方総合調査ではそこまでの調査はしてい

ないので、一応、

①配偶者がいないこと。

②子どもがいること。

の二つをもって母子・父子世帯として扱うこととする。

  (２) 母子・父子世帯の属性別分布

 母子・父子世帯については、第３部（分析基礎編）第２章（世帯類型）において、事実上

分布の一端を示しているが、ここでは母子・父子世帯に限って整理して示すこととする。

 母子・父子世帯の雇用・就業形態別、年齢別にみることができるケースは 304 人となって

おり、男性（父子世帯）が 43 人、14.1％、女性が 261 人、85.9％となっている。年齢別の

分布をみると、男性で 50 代が 25 人、58.1％と半数を超えている一方、女性では 50 代は３

分の１程度（32.6％）にとどまり、30 代以降を中心に広く分布している4。 

                                                 
3 なお、図表Ⅲ－７－２の注にあるように、女性１名と家族従業者（男性）２名とが「庸車運転手」に該当した

が、第Ⅱ部（第４章第４節）で示す分析集計の対象にはしなかった。男性の家族従業者２名は、いずれも 20
代後半であったが、20 代といった若い層が「庸車運転手」になる場合には、親の代等からの引継ぎが多いので

はないかと考えられる。（ただし、こう述べても、30 代後半以降の層で親の代等からの引継ぎがないというこ

とをいっているわけではない。） 
4 「働き方総合調査」には直接の調査項目はないが、こうした分布をみると、比較的若い時期の離婚によると思

われる母子・父子世帯化の契機において、女性（母親）に子どもの養育が任されることが多いことが窺える。

離婚が、従来よりも珍しくなくなっている状況の下で、この問題が就業問題に投げ掛ける問題は小さいとはい



 

 また、雇用・就業形態別の分布をみると（図表Ⅲ－７－３の（構成比）の行）、男性は正社

員が 81.4％を占めるのに対して、女性では正社員は 38.7％にとどまり、代わって非正社員が

49.4％と約半数を占めている。非正社員の中では、パートタイマーが大部分を占め（全体で

は 34.5％であるが、非正社員の中では 86.2％を占める）、次いで契約社員が多くなっている。

また、個人自営業に就いている人の割合をみると、男性は 9.3％、女性は 11.9％となってお

り、雇用の場合ほどの差は拡いていない5。

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

２０～２４歳 0 5 1 4 2 2
２５～２９歳 2 21 2 4 16 11 5
３０～３４歳 4 38 3 10 1 22 13 1 8 1
３５～３９歳 4 36 1 13 16 12 1 3
４０～４４歳 4 37 3 15 1 16 8 8 1
４５～４９歳 4 39 2 19 1 15 11 4 1
５０～５４歳 12 27 11 13 1 11 8 1 2 1
５５～５９歳 13 58 13 26 29 25 4

計 43 261 35 101 4 129 90 2 34 1 4 1 1
（構成比） 100.0 100.0 81.4 38.7 9.3 49.4 34.5 4.7 13.0 2.3 1.5 2.3 0.4
２０～２４歳 1.9 1.0 3.1 2.2 5.9
２５～２９歳 4.7 8.0 5.7 4.0 12.4 12.2 14.7
３０～３４歳 9.3 14.6 8.6 9.9 25.0 17.1 14.4 50.0 23.5 100.0
３５～３９歳 9.3 13.8 2.9 12.9 12.4 13.3 2.9 75.0
４０～４４歳 9.3 14.2 8.6 14.9 25.0 12.4 8.9 23.5 100.0
４５～４９歳 9.3 14.9 5.7 18.8 25.0 11.6 12.2 11.8 100.0
５０～５４歳 27.9 10.3 31.4 12.9 25.0 8.5 8.9 50.0 5.9 25.0
５５～５９歳 30.2 22.2 37.1 25.7 22.5 27.8 11.8

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

自営業主 家族従業者 家族従業者 自営業主

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

２０～２４歳 0 0
２５～２９歳 0 1 1
３０～３４歳 0 6 2 3 1
３５～３９歳 3 7 2 1 3 1 2 1
４０～４４歳 0 6 2 2 1 1
４５～４９歳 1 5 3 1 2
５０～５４歳 0 3 1 1 1
５５～５９歳 0 3 1 2

計 4 31 8 6 2 7 1 9 1 1
（構成比） 9.3 11.9 3.1 2.3 4.7 2.7 2.3 3.4 2.3 0.4
２０～２４歳

２５～２９歳 3.2 16.7
３０～３４歳 19.4 25.0 50.0 11.1
３５～３９歳 75.0 22.6 25.0 50.0 42.9 100.0 22.2 100.0
４０～４４歳 19.4 33.3 28.6 11.1 100.0
４５～４９歳 25.0 16.1 37.5 50.0 22.2
５０～５４歳 9.7 12.5 14.3 11.1
５５～５９歳 9.7 14.3 22.2

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
（注）いずれかの項目に無回答のケースは除いている。

総合計

女性

専属請負

家族従業者

正社員 非正社員
パートタイマー 契約社員 登録型派遣社員 業務請負会社社員

自営業主

不特定請負 商店・店舗

図表Ⅲ－７－３　「母子・父子世帯」の雇用就業形態別、年齢別分布

個人自営業主
家族従業者

 
 

                                                                                                                                                         
えないと考えられる。 

5 ただし、全体として男性が少ない中での結果であり、一般化していえるかどうかは慎重でなければならない。 
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